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要旨 

 

 本論文は、第一次世界大戦期の日本外交を、当該時期の代表的外交官である石井菊次

郎を通して考察するものである。従来、日本政治外交史の分野において第一次大戦は、

多くの研究蓄積がなされてきた時代である。にもかかわらず、大戦期間中を通して、日

本外交の全容に迫った研究は存外に少ない。その最大の原因として考えられるのが、日

本が欧州での戦闘には直接コミットせず、この総力戦の非当事者であった事実である。

日本外交史の分野でより重視されるのは、新外交への対応やワシントン体制の受容と脱

却のプロセスという、日本が世界政治の舞台で中心となる第一次大戦後の国際政治であ

る。ゆえに大戦期の日本外交は、新外交以前の旧外交のピークとして語られ、大戦前後

である種の断絶を生じさせてしまっている。 

 しかし、軍事レベルにおいて日本が第一次大戦の非当事者であったことは、外交レベ

ルでも非当事者であったことを直ちに意味するわけではない。日清・日露両戦争を経て、

列国の仲間入りを果たしたかに思えた日本であるが、実はこの時期においてもまだ中流

国としての地位から脱却しておらず、したがって日本の戦中外交の目的は、①協商国側

に立って同盟国側との戦争における勝利国となること、②戦後の新たな国際社会におい

て自国のプレゼンスを最大限に高めること、の二点にほぼ限定されていた。 

 こうした前提を踏まえ、本稿では石井の戦中外交を、日本の参戦（駐仏大使期）、第

四回日露協約の成立過程（外務大臣期）、アメリカとの関係調整（駐米特命大使、駐米

大使期）の三期にわけ、それぞれの時期において石井がいかなる戦中外交を展開したか

について分析する。第一期では、駐仏大使として欧州大戦を間近で観察した石井が協商

国との関係をいかに認識していたかを、国内の日英同盟骨髄論や日露同盟論との関係か

ら考察する。第二期では、外相に就任した石井が協商国との連携を強化し、日本が戦勝

国として戦後世界における国益拡大の手段のひとつとして日露同盟を実現させたこと

が明らかとなる。第三期は、日露同盟が破綻したあとの新たな提携国として、アメリカ

との関係をいかに調整しようと試みたかについて分析する。 

 総じて石井を通じて見る日本の戦中外交とは、東アジア権益の拡張を目的とし、戦局

の趨勢によって欧米列国との関係を機会主義的に調整する試みであり、そこで解決を見

なかった諸問題は戦間期日本外交の大きな課題として立ちはだかることになったと結

論づけられる。 
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序章 

研究史の整理と課題の設定 

 

 

 

 

 

一 問題の設定 

 本論文は、第一次世界大戦期における日本の戦中外交の実態について、当該時期の代

表的外交官のひとりであった石井菊次郎を通じて考察するものである。 

 人類史上、初の総力戦となった第一次大戦（1914～1919 年）は、欧州戦域を中心と

した世界各地で多大な被害をもたらし、各国に強烈な衝撃を与えた。この未曾有の大被

害は、戦後世界に反戦気運を生み、国際秩序の安定と平和の実現が模索されることにな

った。アメリカのウッドロウ・ウィルソン（Woodrow Wilson）大統領は、こうした国

際状況から、従来の帝国主義や秘密主義などの外交手段を否定し、新たに民族自決原理

や集団安全保障体制の構築の必要性を提唱した。これはいわゆる「新外交（New 

Diplomacy）」理念として戦後国際秩序の基礎となり、諸国家の対外政策を拘束するこ

ととなった1。そして戦後の東アジア・太平洋地域で触手を伸ばそうとする日本も、新

外交理念と直面しなければならなかった。 

 以上の観点からすると、第一次大戦とはそれまでの帝国主義からリベラルな秩序に基

                                                   
1 Thomas J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World 
Order (New York: Oxford University Press, 1992), p. 112; Joseph S. Nye, Jr. and David A. 
Welch, Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and 
History (Boston: Longman, 2011), pp. 103-104. 
 一方、新外交の時代として迎えられたはずの戦間期は、必ずしもウィルソン主義に代表

されるリベラルな国際秩序の受容ばかりではなく、それへの反発として国家間の緊張が確

実に蓄積されていた。いみじくもイギリスの地理学者ハルフォード・マッキンダーが予見

したごとく、戦後のリベラルな国際秩序は次なる大被害を引き起こすまでの「デタント」

にしかすぎなかったという側面もあったのである。Halford J. Mackinder, Democratic 
Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction (London: Constable, 1919), 
p. 1. 
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づいた国際協調の時代へと移行する時期と評価できよう2。これは日本外交史の通説に

おいても同様であり、東アジアにおける新外交の受容とその崩壊の要因を明らかにする

ことが、長らく戦間期日本外交史研究の最大のテーマであった3。しかし、戦後秩序と

して新外交の画期性4を重視するあまり、それ以前の旧外交のピークとしての第一次大

戦との間である種の断絶が生じてしまっており、この断絶が旧外交時代と新外交時代の

連続性や非連続性といった、近代日本外交の統一的理解の妨げとなっていると考えられ

る。 

 旧外交から新外交への移行期とされる第一次大戦期の日本外交については、個別対象

を扱ったものは数多く存在するものの、その全体像を俯瞰した研究は存外に少ない。古

くはマルクス主義史観から、大戦期の日本の中国へ対する帝国主義外交の面が強調され

る傾向にあったが、こうした見解は日本の対外政策に関与した人物の意図を正確に捉え

たものとは言い難い5。このような研究の空白は、おそらく日本が欧州列国ほどの激し

い戦場体験から逃れたことも影響していよう。その日本にとって、欧州での総力戦とそ

                                                   
2 近年では、ポスト・コロニアリズムや社会・文化史といった分野により、欧米帝国主義へ

の対抗とその止揚が顕在化する時期として第一次大戦を捉えなおす研究が頻出している。

たとえば、Cemil Aydin, The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order 
in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought (New York: Columbia University Press, 2007); 
Jay Winter, ed., The Legacy of the Great War: Ninety Years On (Columbia: University of 
Missouri Press, 2009); Santanu Das, ed., Race, Empire and First World War Writing 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011); Jennifer D. Keene and Michael S. 
Neiberg, eds., Finding Common Ground: New Directions in First World War Studies 
(Leiden: Brill, 2011). 
3 代表的なものとして、Akira Iriye, After Imperialism: The Search for a New Order in 
the Far East, 1921-1931 (Cambridge: Harvard University Press, 1965) [入江昭『極東新

秩序の模索』（原書房、1968 年）]; 細谷千博・斎藤真編『ワシントン体制と日米関係』（東

京大学出版会、1978 年）、入江昭・有賀貞編『戦間期の日本外交』（東京大学出版会、1984
年）、佐藤誠三郎「協調と自立との間」（同『「死の跳躍」を越えて――西洋の衝撃と日本』

都市出版、1992 年、に所収）、麻田貞雄『両大戦間の日米関係――海軍と政策決定過程』（東

京大学出版会、1993 年）、三谷太一郎『増補 日本政党政治の形成――原敬の政治指導の展

開』（東京大学出版会、1995 年）、など。 
 対照的に、戦間期日本の対中国政策を中心として、日本の旧外交の連続性を強調したも

のとして、服部龍二『東アジア国際環境の変動と日本外交――1918～1931』（有斐閣、2001
年）、がある。 
4 もちろん、このリベラルな国際協調はあくまで限定的な範囲で適用されたものにすぎない

ことは、諸研究が示す通りである。たとえば、しばしば新外交の象徴として解釈されるワ

シントン体制について、その構成要因からソ連や中国のナショナリズムを排除したことは

つとに知られた事実である。細谷千博「ワシントン体制の特質と変容」（同『両大戦間の日

本外交――1914～1945』岩波書店、1988 年、に所収）。 
5 近年の成果として、山室信一『複合戦争と総力戦の断層――日本にとっての第一次世界大

戦』（人文書院、2011 年）。 
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れが基で起こった国際環境の変化に当事者でいることはできなかったのである6。イギ

リスの日本史研究者であるイアン・ニッシュ（Ian Nish）が、日本にとっての「戦間期」

は日露戦後から日中戦争勃発までの時期であると論じたことは、いみじくも当時の日本

の特異な立場を言い得て妙である7。 

しかし大戦期の日本が、欧米列国同士の激しい戦闘にコミットし、戦勝国として戦後

の国際秩序構築の一翼を担ったことは、近代日本にとって特筆すべき出来事であったこ

とに異論はなかろう。それは、日清・日露両戦争を経て近代国家を築き上げた日本が、

欧米中心の国際社会において主役の一員となろうとする試みであった。ゆえに日本がい

かなる目的と手段でもって世界大戦という一大事に向き合ったかについて検討するこ

とで、日本外交の自律の模索と、大国と準大国との間で揺れ動く葛藤の姿が浮き彫りと

なるのである。最終的に本稿は、この葛藤を媒介として旧外交と新外交の時代を統一的

に把握する上での前提を構築することを目指す。 

 

二 先行研究の検討 

 欧州での開戦とともに日本は日英同盟の大義に基づいてドイツへ参戦することにな

るのであるが、このとき日本の対外政策を規定する大きな要因となったのがロシアであ

った8。この時期、イギリスの相対的な国力低下によって東アジアにおける同国のプレ

ゼンスは低下の傾向にあり、日英同盟でロシアを牽制しながら大陸権益を拡張するとい

う日本の伝統的外交路線は、ひとつの転機を迎えようとしていた。そこで日本の新たな

対外政策の選択肢として説得力を有するようになっていたのが、井上馨らによって提唱

された「日露同盟論」であった。これは開戦期の外務大臣であり、日英同盟を日本外交

の絶対的な基軸と考えていた加藤高明の「日英同盟骨髄論9」とは対照的であった。そ

                                                   
6 戦後処理の場であるパリ講和会議で、日本が「サイレント・パートナー」と揶揄されたこ

とは、日本の会議に対する消極的な姿勢のみならず、連合国内における位置づけを端的に

表している。Thomas A. Baily, Woodrow Wilson and the Lost Peace (New York: 
Macmillan, 1944), p. 271. 
7 Ian Nish, Japanese Foreign Policy in the Interwar Period (Westport: Praeger, 2002), p. 
1. 
 近現代日本の国際環境の変化への対応を巨視的に分析したケネス・パイルの著作でも、

取り挙げられているのは戦後の東アジア国際秩序の基礎となるワシントン会議であり、大

戦そのものは新外交の前提とされているにすぎない。Kenneth B. Pyle, Japan Rising: The 
Resurgence of Japanese Power and Purpose (New York: Public Affairs, 2007), p. 28. 
8 小林幸男「欧州大戦と日本の対露政策」（『国際政治』第 23 号、1963 年）。 
9 「日英同盟骨髄論」は、日露戦争後の日本の国策を決定する上で、日露協商論を提唱する
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れゆえに大戦初期の日本外交は、この日英同盟骨髄論の加藤と日露同盟論の井上らとの

間で激しい政争が巻き起こった。すでにいくつかの先行研究が示すように、この二つの

対外政策の諸潮流の対立は、大戦初期の日本外交を捉える上で極めて有効な図式であ

る10。 

 しかし、こうした明確な準拠枠組みでもって日本外交をリードする試みは、大戦中を

通じて見ると極めて稀なケースであったことがわかる。千葉功の研究では、大戦期の日

本はいわゆる「旧外交」、すなわち欧米列国との多国間同盟・協商網を完成させる時期

であったと説明されているが11、当時の政策決定者らがそれほど明確な意図をもって外

交を指導していたとは考えにくい。もちろん、日本が重大な権益を有する東アジア・太

平洋地域において、列国との協商や同盟関係によって自国の利益拡大を図ったことは紛

れもない事実であるが、それは日本が英米仏露といった諸国を対等なパートナーとして

認識していたことを意味しない。日本にとって東アジア・太平洋地域で提携すべきパー

トナーは時代によって変化しており、それは日本が大戦の趨勢による国際環境の変化を

感じ取っての結果であった。言い換えるならば、日本は常に列国の動向に注視しながら、

敗戦国となることを避け、大戦後の自国の国際的地位の最大化に努めるという極めて受

動的な立場から、外交政策の選択を行なっていたのである。そこからは、「多国間同盟・

協商網」という政策手段を執りうる余裕のない、中流国としての日本の姿が浮き彫りに

なる。 

 

三 課題と視角 

それでは、中流国にすぎなかった日本は、欧州大戦による国際環境の変化のなかで何

を追求しようとしていたのであろうか。この問いに対し、本稿では当時の代表的外交官

                                                                                                                                                     
伊藤博文らへの反論として、小村寿太郎外相が提唱したことに端を発する。このとき小村

は、日英同盟が「帝国外交ノ骨髄」であることを確認し、これによる満州経営を推進する

べきと考えていた。「閣議決定」明治 41 年 9 月（外務省編『日本外交年表竝主要文書』上

巻、原書房、1965 年）305-312 頁。 
10 日本の参戦外交については、植田捷雄「第一次大戦に於ける日本の参戦外交」（学術研究

会議現代中国研究特別委員会編『近代中国研究』好学社、1948 年）、長岡新次郎「欧州大戦

参加問題」（『国際政治』第 6 号、1958 年）、田村幸策「第一次大戦と日本の参戦」（『国際

政治』第 23 号、1962 年）、斎藤聖二「第二次大隈内閣と元老――成立から改造への経緯」

（『紀尾井史学』第 1 号、1981 年 12 月）、などがある。 
元老と加藤との対立を重視した研究としては、波多野勝「対独開戦と大隈内閣」（同『近

代東アジアの政治変動と日本の外交』慶應通信、1995 年、に所収）、を参照。 
11 千葉功『旧外交の形成――日本外交 1900～1919』（勁草書房、2008 年）。 
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のひとりである石井菊次郎を通じ、検証を行う。 

石井は大戦中、駐仏大使、外務大臣、特命駐米大使、駐米大使を歴任した外務省正統

派の官僚であり、世界の趨勢を注視しながら日本外交のあるべき政策選択を提示してい

た。石井が大戦期を通じて提示した政策を概観すると、協商国間の関係強化（ロンドン

宣言への加入提言）、対露兵器援助、日露同盟の実現、アメリカとの関係改善の模索、

戦後ウィルソン主義への同調と批判、と目まぐるしく変化している。 

先行研究では、石井は日英同盟骨髄論の加藤と同じ外交理念の持ち主であったと説明

される傾向にあった12。ところが、石井の行った外交をつぶさに検証すると、実際には

加藤以上に柔軟かつ機会主義的に外交政策の決定を行なっていたことがわかる。この石

井の提示する政策からは、加藤のような同盟や協商へ固執する余裕がなく、その場その

場で自国利益の最大化を目指すという機会主義的なものであったといえる。したがって

石井の目指した外交は、大戦期の日本が実際に選択した外交政策とその多くにおいて一

致を見るのである。そして日本の戦中外交の目的とは、①協商国側に立って同盟国側と

の戦争における勝利国となること、②戦後の新たな国際社会において自国のプレゼンス

を最大限に高めること、の二点にほぼ限定されていた。これは日本が自律的に政策方針

を定め、国際社会で欧米列国と肩を並べられる立場になかったことを端的に現している。 

 本稿では、石井を通した日本の戦中外交を再構成する上で、以下の視角を設定する。 

 まずは石井の国際認識である。大戦勃発時、駐仏大使として赴任していた石井は、戦

争の趨勢を間近で観察することが可能な状況にあった。実際にも石井はフランスから、

本国へ何度か協商国との関係強化について進言を行なっている。また外務大臣期、駐米

大使期にも積極的に自己の外交論を現実の政策決定に反映させることのできる立場に

あった。こうした石井の国際認識を通じ、大戦期日本外交の姿を再構成する。 
                                                   
12 この石井評価は、事実上の日露軍事同盟である第四回日露協約への石井の態度が消極的

なものであったとする見解に由来する。たとえばイアン・ニッシュは、「石井はおそらく同

盟（第四回日露協約）締結に熱心ではなかったし、問題性を知りながら意に反して交渉に

あたらされたと思われる」と論じ、石井が加藤と同じ系譜に属する外交官でありながら、

その官僚的性質から元老ら日露同盟論者に押し切られる形で協約締結せざるをえなかった

とする。イアン・ニッシュ（宮本盛太郎監訳）『日本の外交政策 1869～1942――霞が関か

ら三宅坂へ』（ミネルヴァ書房、1994 年）119 頁。括弧内は訳注。 
 同様の評価は、吉村道男『日本とロシア――日露戦後からロシア革命まで』（原書房、1968
年）第 4 章、大井涼「石井外交の対露政策に関する一考察――ロンドン宣言加入問題及び

第四回日露協約締結交渉を中心に（Ⅰ）～（Ⅲ）」（『政治経済史学』第 476～478 号、2006
年 4～6 月）、バールィシェフ・エドワルド『日露同盟の時代 1914～1917 年――「例外的

な友好」の真相』（花書院、2007 年）、千葉『旧外交の形成』、などでもなされている。 
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 第二に、石井の比較対象としての加藤外交である。前述したように、加藤は日英同盟

骨髄論の代表的政治家であった。この加藤の確固たる理念に基づく対外政策は、石井の

それといかなる相違を生み出したかに留意したい。 

 第三に、列国、とりわけ英米露三カ国との関係における各国の思惑である。これら三

カ国が日本と同様、東アジア・太平洋地域において重大な利害を有していたことは明ら

かであるが、それは時に日本のそれと対立するものであった。こうした対立を緩和する

手段として、日本および各列国が、各々の利益を最大化するためにいかなる手段でもっ

て東アジア外交を推進したかについて分析を試みる。 

 以上のような視角から、本稿では第一次大戦期の日本外交が、石井の分析を中心とし

て再構成される。そしてその石井から見える日本の戦中外交とは、中流国としての日本

が自国の国際的立場を向上させるためにあらゆる手段を模索するという、極めて困難な

ものであったことがわかるであろう。 

 

四 構成 

 最後に、本稿の構成について簡単に示しておきたい。 

 本稿が対象とする第一次大戦期の日本外交は、石井の所属と関連して三期に分類する

ことができ、それぞれ本稿の各部に相当する。 

 第一期（第一部、第一～四章）は大戦勃発から日本の参戦を扱い、当該時期の外務大

臣であった加藤高明の外交政策との比較のなかで、駐仏大使として石井がいかなる戦時

外交を提唱していたかについて分析する。この時期の日本国内では、日英同盟骨髄論の

立場にある加藤がその強いリーダーシップでもって対独戦への参戦を実現し、対英協調

の枠組みでの軍事作戦を展開していくのであるが、一方でロシアとの協調を志向する元

老の井上馨らとの対立が深刻化していく。これら日英同盟骨髄論や日露提携論といった

外交論との比較から、大戦初期に石井がいかなる対応を示したかを分析する。 

 第二期（第二部、第五～八章）は、第二次大隈重信内閣の改造による石井の外務大臣

就任から、第四回日露協約成立までを対象とし、外相としての石井の推進した外交政策

について、日露同盟論との関連から考察する。従来の研究の多くは、石井が日本国内の

日露同盟論に押し切られる形で第四回日露協約締結に踏み切ったとの見解がなされて

きたが、石井は加藤とは異なり対露接近への誘因があった。そこで、ドイツとの戦闘に

苦戦するなか、石井が協商国間の関係強化の一環として日露同盟論へコミットしていく
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過程について分析を行う。 

 第三期（第三部、第九～十一章）は、第一次大戦の中期から終結時までの対米外交を

対象とする。第二次大隈内閣のあとを承けた寺内正毅内閣では、日露同盟以後の対米関

係の調整が大きなテーマとされた。そこには寺内内閣の最重要課題ともいえる対中政策

を遂行する上で、アメリカの存在を無視しえず、中国における日本の特殊権益を認めさ

せる必要があったためである。この困難な外交課題に取り組んだ石井がいかなる構想を

有し、対米交渉に乗り出したのかについて、石井・ランシング協定の成立過程と大戦後

の新外交理念への対応から分析を行う。 

 

(注記) 本文中では外交文書や私文書などからの引用を頻繁に行うが、その際、旧字体

の一部を新字体に改めている。 
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日本の政治リーダーたちは第一次大戦を、日本にとっての好機であると見なした。元

老の井上馨は、この大戦を「大正新政ノ天佑」であると考え、大正新国家の建て直しを

図るべきと考えた。井上は、国内的には財政の基礎を固め、対外的には英仏露三カ国と

提携して中国政府をその影響下に置くことを内閣へ意見した。そしてこうした新政によ

り、日本は欧州列国と肩を並べる大国へと成長することができると信じていたのである。 

井上のこの意見には、山県有朋や大隈重信首相も全面的に同意した。幕末から明治期

に至る近代国家建設の立役者であった彼らにとって、欧州大戦への対応如何によって、

近代日本が追い求めた一流国への仲間入りが果たせるとの期待が寄せられたのである。

よって彼らはロシア（およびフランス）との同盟の必要性を痛感し、その実現に乗り出

すよう幾度となく内閣へ進言するのである。 

 しかし、彼らとは世代を異にし、また専門的外交官としてのキャリアを積んでいた加

藤高明外相は、明らかに井上たちとは異なる観点から大戦の趨勢を見極めていた。もち

ろん、日本の国力を最大化し、中国大陸への勢力伸長を図るという点では元老たちとの

間に認識の相違はない。だがその手段として加藤が選択したのは、日本外交の基軸であ

る日英同盟に基づき、対英協調によって東アジア・太平洋地域のドイツ勢力を駆逐し、

その空白を日本が埋めることで同地域のパワー・シフトを実現させるというものであっ

た。その加藤にとって、フランスやロシアといった他の協商国と必要以上に関係を強化

することは、肝心の日英同盟の効力を弱体化せしめないと考えられ、井上らの対外政策

論と著しく趣を異にした。 

 他方、大戦勃発当時に駐仏大使の任にあり、加藤後の外相に就任する石井菊次郎は、

加藤と同様に外交官としてのキャリアを積んだエリート官僚であったが、その国際認識

は加藤のそれとは相違していた。石井は日英同盟の重要性を理解しつつも、それのみで

日本の国益拡大を保証することは難しいと考えていた。特に大戦後の戦後処理の段階に

おいて、同じ協商国であるフランスやロシアと提携しておかなければ、日本の功績はお

ざなりにされてしまうと危惧していた。そこで石井が加藤へ提案するのが、日本の参戦

後間もなく英仏露三カ国間で表明されたロンドン宣言への加入であった。そしてこの石

井の提案は、井上らの日露同盟論と政策レベルでの一致を見ることになる。 

 以上の井上、加藤、石井のそれぞれの立場からの国際認識は、日本の国益最大化とい

う目的を共有しながら、政策レベルにおいて相違を生じさせた。第一部ではこうした各

アクターが志向した外交政策の背景にある論理を考察し、第一次大戦初期における日本
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外交の諸潮流について明らかにする。 
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第一章 

第一次大戦の勃発と日英仏露四カ国同盟案の出現 

 

 

 

 

 

 本章では、第一次大戦の勃発までの日本国内外の状況を通し、日本の参戦外交におけ

る「日英同盟骨髄論」と「日露同盟論」との対立の前提となる歴史について概観する。 

 

一 第二次大隈重信内閣成立の背景 

 1914 年 1 月、ドイツのシーメンス社から海軍高官への贈賄が明るみとなり、時の政

権を担っていた山本権兵衛内閣に対する世間からの批判が巻き起こった。一部ではこの

事件が内閣を総辞職に追い込むための捏造であったとする向きもあったが1、その真偽

の程はともかく、山本内閣は致命的な打撃を負った。このシーメンス事件が発覚したの

ちも次々と取り沙汰される政府や軍部の汚職事件は、内閣を窮地に追いやった。とりわ

け、陸軍と三井物産との間で起こった疑獄事件に対しては、野党である国民党、立憲同

志会、中正会の三派から内閣弾劾決議が提出されるまでになった。そしてこの内閣攻撃

の情勢に追い打ちをかけるように、数万の群衆が日比谷公園に集まって、内閣批判の国

民大会を開催した2。後者では、参加者とこれを取り締まろうとした警官との間で小競

り合いとなり、数名の負傷者を出した。これもまた山本内閣への批判材料となり、結果、

大正三年度予算案が議会で多数の反対によって否決となり、3 月 24 日に内閣は総辞職

した3。 

 山本内閣の総辞職を受けて、当時「内閣製造者（Cabinet Maker）」と呼ばれていた

元老たちは、次の政権擁立に乗り出した。この時期、元老は井上馨、山県有朋、松方正

                                                   
1 前田蓮山『歴代内閣物語』下巻（時事通信社、1961 年）46 頁。 
2 中村尚美「第二次大隈内閣――中国侵略の起点をつくった内閣」（林茂・辻清明編『日本

内閣史録』第 2 巻、第一法規、1981 年）212 頁。 
3 斎藤「第二次大隈内閣と元老」13-15 頁。 
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義、大山巌の四名であった。このなかで内閣の擁立運動や政策への介入の中心的存在と

なったのは井上と山県であり、松方は金融界出身、大山は陸軍軍人という経歴もあり、

政界への干渉には消極的であった4。のちに外務大臣となる加藤高明が、元老たちを外

交の素人としてその政策決定への介入を拒むのであるが、故なきことではなかった5。

井上などは外務卿経験があったものの、海外駐在などの本格的な外交官としての修練を

行なっていたわけではない。明治の元勲であった彼らは、あくまでその知名度と国家へ

の貢献度の高さによって、政治への介入が許された特別な存在であった。 

 なお、先行研究の多くではこのときの山県の動向を重視する傾向があるが、とりわけ

外交政策に関しては、むしろ井上の活動の方がより顕著であったと思われる6。当時病

床に臥せっていた井上ではあったが、内閣擁立や対外政策への関心は極めて高く、山県

もこの井上に影響を受けていたと思われる。その井上は、内政においては反政党の急先

鋒でもあり、かねてから政党内閣や憲政擁護運動に対して並々ならぬ嫌悪感を抱いてい

た。そして今回の山本内閣の解散による立憲政友会の評判が下がったことを機に、政党

の排除へ乗り出そうと企てた。実際に、最初に次期首相の候補として名が挙がったのは

最大政党の政友会を率いる西園寺公望であったが、西園寺がこれを拒否したことで、以

降に名が挙がるのは非政党人であった。ところが、徳川家達貴族院貴族院議長や清浦奎

吾枢密顧問官ら、元老と比較的立場の近い人物に白羽の矢が立ったものの、いずれも組

閣には至らなかった。そこで井上は、明治十四年の政変以来、野に下っていた大隈重信7

を新首相に起用し、最大政党の政友会へ大打撃を加えようと考えた8。 

                                                   
4 山本四郎『元老』（静山社、1986 年）11 頁。 
5 松本忠雄「欧戦初期の日本外交秘史（露仏交々日本を誘つた時代）」（『外交時報』第 56
巻第 4 号、1930 年 11 月）103 頁。 
6 いずれも井上の日露同盟論が山県によって「代弁されるようになった」といった旨の記述

にとどまっており、井上の果たした役割の重要性は山県に比して軽視される向きがある。

松本忠雄『近世日本外交史研究』（博報堂、1942 年）173 頁、田中直吉「日露協商論」（植

田捷雄ほか編『神川先生還暦記念 近代日本外交史の研究』有斐閣、1956 年）349-350 頁、

小林「欧州大戦と日本の対露政策」34 頁、など。 
7 立憲改進党から憲政会に至る大隈系の政党の動向を、政治対立と政治参加要求を包含する

野党の源流として考察した研究として、五百旗頭薫『大隈重信と政党政治――複数政党制

の起源 明治十四年～大正三年』（東京大学出版会、2003 年）。 
8 中村「第二次大隈内閣」212-213 頁。 
 なお、山県は陸軍の寺内正毅を擁立して挙国一致内閣をつくろうと考えていたが、国民

世論からの藩閥に対する批判が高まっており、長州出身者を首相に据えることに難色を示

した井上によってこの計画は頓挫した。伊藤隆編『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出

草』（山川出版社、1981 年）44 頁。 
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 4 月 8 日に開催された元老会議では、井上の大隈擁立案に対して、山県ら大隈を嫌う

参加者からの反対意見が相次いだ。そうした状況下、井上はひとり敢然として、「この

際旧弊を打破し、政界の空気を一新するためには、今まで野に在って常に政府に反対せ

る大隈重信伯を起用するに若かず」と主張し、反対者の説得に挑んだ。前述した通り、

他の候補者がことごとく首相就任を拒否していたため、他の元老たちは井上案に同意せ

ざるをえなかった9。ただ山県については、大隈推薦への井上の強い意思について、「空

谷に跫音を聞くの思ひあらしめた」と、そのときの感銘を伝えている10。 

 元老会議で大隈が次期首相候補に決定したことで、井上は 10 日に大隈と会い、組閣

の要請をなした。長年、在野にあった大隈であったが、井上からの要請を快諾した11。

ところが組閣に際し、すでに政界の表舞台から退いて久しかった大隈は、確固たる支持

基盤を有していなかった。そこで、加藤高明が総裁を務める同志会と、尾崎行雄らによ

って構成されていた中正会に支持を仰いだ12。 

 結果的に見ると、このときの大隈の選択は、のちの元老と内閣との間で激しい政治抗

争をもたらすこととなった。元老にとって、政友会の対抗政党とはいえ、政党を支持基

盤とすることは愉快ではなかった。また、同志会の総裁である加藤は、元老との調整を

巧みに行うほどの政治技術の持ち主ではなかったことも、元老との確執を深める原因と

なった。 

 こうして、同志会ら政党の後押しを受けた大隈は、4 月 16 日に第二次内閣を発足さ

せた。内閣には、外相に加藤、蔵相に若槻礼次郎、のちに内相に大浦兼武（1915 年 1

月 7 日より）を選出するなど、同志会の中心メンバーがそれぞれ要職を占めた。同志会

は事実上の政権政党となったことでその勢力を伸張し、翌年の第十二回衆議院議員総選

挙では、政友会を破って第一党にまで躍進する。 

 政治史家の升味準之輔は、この第二次大隈内閣の成立過程について、桂園時代という

比較的安定した勢力関係の上で政権交代を行なっていた時代が終わり、再び元老が重要

な政治的役割を担うという明治以前のシステムに逆戻りしたかに思われた、と論じてい

                                                   
9 安達謙蔵『安達謙蔵自叙伝』（新樹社、1970 年）131 頁。 
10 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』53-54 頁。 
11 井上侯大隈伯会見要領筆記、大正 3 年 4 月 10 日（山本四郎編『第二次大隈内閣関係史料』

京都女子大学、1979 年）11-22 頁。 
12 内閣官房編『内閣制度七十年史』（大蔵省印刷局、1955 年）89 頁。 
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る13。確かに、政党排除と元老の求心力回復という二重の意味において、井上ら元老に

とって大隈擁立は大きな意義を有していた。しかし現実には、政党の力を無視しえない

ところに、時代の変化を読み取ることもできよう。この大隈内閣の前期において、主役

は政党人の加藤高明であったことも、その時代変化を如実にあらわしている。 

 

二 加藤外交の理念的背景 

 第二次大隈内閣の外務大臣に就任した同志会リーダーの加藤高明は、これまでも第四

次伊藤博文内閣、第一次西園寺公望内閣、第三次桂太郎内閣で同職を歴任した、霞が関

に多大な影響力を有する政治家であった。その加藤の外交は、外務省の正統派と呼ばれ、

シンプルなまでに徹底していたといえる。 

 加藤は東京帝国大学法科大学在学中に岩崎弥太郎に見出され、卒業と同時に三菱に入

社した。そのあとイギリスへと渡り、青年実務家としてのキャリアを積んだ。このとき

の長いイギリス在住体験は、加藤を日本を代表する親英家へと育て上げた。またイギリ

ス駐在中の陸奥宗光との出会いは、加藤のなかに外交官という職業と、強いエリーティ

ズムへ魅了されたことは想像に難くない14。 

 実際の加藤外交も、陸奥のそれと通じる部分が多い。とりわけ両者に共通するのは、

日本が東アジアにおいてその勢力圏を拡大させるための手段として、イギリスを最も相

応しいパートナーとして認識しており、対してロシアを警戒すべき想定敵国と見なして

いたことである。陸奥はその著名な回顧録『蹇々録』において、朝鮮問題をめぐり日本

と列国が繰り広げる外交戦を通じ、イギリスとロシアの相違を次のように語っている。 

 

露国政府の意底は最初より甚だ危険なりと推量せられ、また彼は一弛一張の外交政略

を執るも、その極意は何らの手段を施すも自己の利害に関する事項については決して

抛棄せずとの決心を抱くものなりと判断せられたるも、英国政府は唯々東洋の平和の

破裂せんことを恐れ、熱心にこれを調停することに尽力するのみ15 

 

陸奥のイギリスに対する信頼とロシアへの不信は、そのまま加藤へと引き継がれていた。

                                                   
13 升味準之輔『日本政党史論』第 3 巻（東京大学出版会、1967 年）263 頁。 
14 奈良岡聡智『加藤高明と政党政治――二大政党制への道』（山川出版社、2006 年）28-29
頁、を参照。 
15 陸奥宗光（中塚明校注）『新訂 蹇々録』（岩波文庫、1983 年）95 頁。 
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第二次大隈内閣の外相に就任した加藤は、元老からたびたびなされるロシアとの同盟の

提案に強い反発をあわらにし、彼らの外交への干渉を拒み続けた。長く外交官として日

本外交の最前線にいた加藤にとって、元老たちの日露同盟論は素人の安易な発想にすぎ

ないと考えられたのである。 

 また、加藤にとってその親英的外交を推進する上で障害となっていたのは、元老たち

の日露同盟論だけではなかった。日露戦争以来、独自の政策方針をもって大陸進出を推

進していた陸軍の存在は16、加藤にとって邪魔なものでしかなかった。かつて加藤が第

三次桂内閣で外相就任要請を受けた際、入閣の条件として外務省と陸軍による二元外交

の廃止を提示したことからも、加藤の心中に軍部に対する不満があったことをうかがわ

せる。なお、このとき加藤は、「外交に関して陸軍側の容喙を拒否する事」が外相就任

の条件であると桂に語った上で、「外交方針は、外相の主義・政策に統一服令させねば

ならぬ」として、外務省への外交一元化を要求したのであった17。ゆえに加藤が第二次

大隈内閣にて外相に就任するときにも、元老の政治介入にくわえ、陸軍の独断的な外交

を阻止し、日露戦争以後の多様化する日本の大陸政策を統一することは、加藤にとって

重要な外政改革の課題であった。 

 しかし、加藤の悲願ともいえる日英同盟路線の堅持と外交の一元化の試みは、元老と

の対立を深める直接的要因となった。結論からいえば、加藤の外交改革は元老からの激

しい反発にあって失敗に終わる。それはすなわち、加藤にとって最大の障害であった元

老や軍部による日露同盟論や外交多元化に対する挑戦が、明治以来続いていた「元老―

内閣」、「軍部―内閣」の関係としての根深い制度的問題を含んでいたことを意味した18。 

 加藤と元老との対立に焦点を当てると、その論点は代位次大戦勃発前後から顕著とな

っていた日露間の同盟問題に対する認識にあった。かねてから熱心な親露主義者として

知られていた井上馨19は、ロシアとの同盟を何度も内閣へ提言するが、イギリスとの同

                                                   
16 日露戦争後から第一次大戦期にかけての陸軍の大陸政策についての重要な業績として、

北岡伸一『日本陸軍と大陸政策――1906～1918 年』（東京大学出版会、1978 年）、小林道

彦『日本の大陸政策 1895～1914――桂太郎と後藤新平』（南窓社、1996 年）、寺本康俊『日

露戦争以後の日本外交――パワー・ポリティクスのなかの満韓問題』（信山社、1999 年）、

がある。 
17 伊藤正徳編『加藤高明』上巻（加藤伯伝記編纂委員会、1929 年）699-700 頁。 
18 山本『元老』191-194 頁、など参照。 
19 日露戦争開戦前に国内で発生した「満韓交換論」と「満韓不可分論」の対立は、長らく

日本外交の基本的な対立図式として重要な意義が与えられてきた。このとき「満韓交換論」

の代表格のひとりであった井上は、伊藤博文らとともにロシアとの提携でもって東アジア
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盟関係が日本外交の絶対的な基軸と考える「日英同盟骨髄論」の加藤にとっては、その

効力を弱体化せしめない日露同盟は認めることはできなかった。井上にとっては、東ア

ジアにおけるイギリスの影響力が低下する情勢下で、従来通り日英同盟のみでは日本の

大陸権益や国際的地位の維持・向上は期待できず、その補完的手段として日露同盟とい

う新たな外交基軸を設定することが望まれた。一方の加藤は、ロシアとの提携は肝心の

日英同盟の効果を相対化せしめ、「ウィスキーを水で割りすぎるごときもの」として批

判された20。そしてこの井上の日露同盟論と加藤の日英同盟骨髄論との対立は、国論を

巻き込んだ一大論争へと発展する。 

 

三 大戦前におけるロシアの対日接近 

以上のように、加藤と井上との対立は、この時期の日本政治史にとっても重大な意義

をもっていた。そのため、以下では両者の対立を通して、加藤の挫折と井上の日露同盟

論が日本国内に広く浸透するプロセスを追うこととする。 

 第一次大戦の勃発前から、ロシアでは東アジアへの積極的政策を実施するため、日本

と協調関係を深めながらこれにあたる動きが活発化していた。このときの対日政策を主

導したのは、日露戦争後にロシア外務大臣に就任したアレクサンドル・イズヴォリスキ

ー（Alexander P. Izvolsky）であり、その継承者となったセルゲイ・サゾノフ（Sergi D. 

Sazonov）であった。彼らは日露戦争までの攻撃的な東アジア政策を取り止め、イギリ

スや日本との協調を関係正常化に努め、ロシア外交の進むべき行先を西方のバルカン半

島へと向かわせていた21。 

 しかし、ロシアが東アジアで勢力拡大を踏みとどまることは、日本が満州を足掛かり

として、中国大陸へその影響力を拡大させることを意味していた。ロシアはこの日本の

動きを敏感に察知し、日本に対抗する策を講じていた。特に日露戦争で日本が獲得した

                                                                                                                                                     
の安定を図ろうとしていた。代表的な研究として、角田順『満州問題と国防方針――明治

後期における国防環境の変動』（原書房、1967 年）第 1 章、がある。 
 この通説的解釈に対して、千葉功は両者の対立は手続き的なレベルでの対立にすぎず、

根本においてその認識に際はなかったとする。千葉『旧外交の形成』第Ⅱ部。 
 しかしロシアとの提携かイギリスとの同盟か、という二者択一的な政策選択は本稿が扱

う時期に最も顕著になるので、千葉説は少なくとも日露戦後の日本外交にとっては適用さ

れないことになる。加藤と元老の対立は、表面的なものでも手続き的な次元の争いではな

く、日本の外交機軸をめぐる根本的な認識ギャップにあるといえる。 
20 『加藤高明』662 頁。 
21 バールィシェフ『日露同盟の時代』23-25 頁。 
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南満州の鉄道権益を拡張するため、この地域に多数の鉄道増設を行っていたことは、ロ

シアにとって脅威となっていた。そこでこうした日本の動向に対抗するため、ロシア国

内では北満地域における鉄道の増設を図り、軍事的かつ商業的に有利となりうる計画を

打ち立てた22。この方針のもと、東支鉄道会社の副総裁を議長とした外務・陸軍・大蔵

の三省の代表を構成員とした、特別委員会が設置された。この委員会は 1914 年 2 月 4

日、以下の旨の結論を下している。 

 

一、日本の鉄道建設によって動揺した北満におけるロシアの戦略的地位を改善するた

め、「カルイムスカヤ」駅からハルビンに至る間を複線として工事問題に再審議を請

願する 

  二、（省略） 

  三、（省略） 

  四、一～三で挙げた鉄道路線の建設権を中国より獲得することはしばらく置き、諸線

の間に存在する天然資源の優先的開発権をロシアおよびロシアの会社に付与するこ

とを認めさせる 

  五、外交工作によって、洮南以北の地域には東支鉄道のために他国の鉄道敷設を許可

しないような方法を講じる23 

 

このロシアの動きに対し、中国政府は 8 月末にロシア政府に鉄道問題に関する通告を行

った。そこでは、中国とロシアとの緊密な関係を確認しつつ、相互協力でもってロシア

の鉄道増設の権利を認めるという、中国の対露協調姿勢を示す内容となっていた。 

 

（一）支那政府ハ斉斉哈爾ニ至ル支線ヲ有スル哈爾賓―大黒河線ニ対スル露西亜資本

家ノ融資ニ対シ原則トシテ同意ス 

  （二）諸条件検討ノ結果我方ノ要求スル爾余ノ三線ノ建設カ無条件的ニ必要テアリ且

又外国資本家ノ協力ヲ求メサルヲ得サル場合ニハ支那政府ハ我方ニ依頼スヘシ 

  （三）巴爾虎ニ於ケル鉄道線問題ハ同地方ニ関スル交渉ノ際之ヲ審議スヘシ 
                                                   
22 東支鉄道事務特別会議宛大蔵大臣心得バルク書簡（秘）、大正 3 年 3 月 5 日（外務省調査

部「露国政府ノ極東外交機密文書 第一巻」昭和 10 年 1 月〔「蘇連邦ノ対外関係雑件」外

務省記録 A.2.1_021、外務省外交史料館所蔵〕）。 
23 同上。 
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  （四）他ノ此ノ種協約ニハ斯ル特典ナキニ依リ支那政府ハ鉄道沿線ノ天然資源開発権

ノ賦与ニ同意セス24 

 

こうしてロシアは中国との友好関係を維持しながら、満州地方における鉄道増設を実施

し、東アジアでのプレゼンスの回復を目指したのであった。 

 ロシアの東アジア地域への勢力伸長は、イギリスや日本のみならず、中国に多大な権

益を有していたドイツとの衝突をも意味していた。ドイツはこの時期、現地の英字新聞

などを通じ、盛んにロシアの東アジアへの野心を暴露する記事をたびたび掲載させ、そ

の国際的評判を陥れようと画策していたことがうかがえる。同様に日本国内でも、

Japan Daily Heraldといった英字新聞によって、ロシアが東アジアの覇権を目指してい

るといった類の悪評が高まっていた。ロシアのニコライ・マレフスキー（Nikolai A. 

Malevski-Malevich）駐日大使は、ドイツのこうした宣伝活動に怒りを覚え、「此ノ新

聞（Japan Daily Herald――引用者注）ハ英文ニテ発行セラレ居ルトハ云ヘ駐日独逸大

使館ト緊密ナル関係ヲ有スルモノニシテ『ロシア』トサヘ名ノツクモノニハ悉ク反感ヲ

懐キ我カ国ニ害ヲ與ヘントスル考ナルコト歴然ニシテ凡ユル虚妄流言ヲ広ク宣伝シ事

実ヲ歪曲シテ極東ニ於ケル露国ノ威信ヲ失墜セシメ居ルナリ」と本国のサゾノフに伝え、

不快感をあらわにしている25。これらを受け、サゾノフはロシアの駐独大使に連絡を取

り、ドイツ通信社による反露的論調に対して、ドイツ政府からの注意喚起を行うよう要

望した26。 

 ドイツの反露的論調のみが原因とはいえないが、東アジアの勢力圏をめぐって日露間

に少なからぬ確執が生まれていたことは疑いを入れない。この確執を解消すべく、マレ

フスキーは大隈首相との間で会談の席を設け、日露友好関係樹立に向けた日本の取り組

みについて意見を聞くこととした。大隈はこの席上、得意の「大風呂敷」でもって、明

治天皇とニコライ大帝（Nicholai Aleksandrovich Romanov）との類似点を具体例とし

て挙げたりするなど、両国の歴史的共通性を強調した。 
                                                   
24 外務大臣サゾノフ宛駐支公使クルペンスキー発電報、大正 3 年 8 月 29 日（外務省調査部

「露国政府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」昭和 12 年 7 月〔「蘇連邦ノ対外関係雑件」

外務省記録 A.2.1_021、外務省外交史料館所蔵〕）。 
25 外務大臣サゾノフ宛駐日大使マレフスキー発特使便（機密）、大正 3 年 2 月 28 日（「露国

政府ノ極東外交機密文書 第一巻」）。 
26 駐日大使マレフスキー宛外務大臣サゾノフ発電報、大正 3 年 6 月 23 日（「露国政府ノ極

東外交機密文書 第一巻」）。 
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伯（大隈重信――引用者注）ハ概シテ両国ノ歴史ニ多クノ共通点アリトナシ両国国民

性ニ相似性アルコトヲ認メ居レリ伯ハコノ共通性ヲ以テ極東ニ於ケル最強国タル両隣

邦ヲ相互ニ諒解セシメ文明世界全体ノ慶福ノタメ相互ノ連繋を密接ナラシムルモノト

考フル27 

 

さらに大隈は続けて、欧州において三国同盟と三国協商が二大ブロックとして成り立っ

ている現今、日本は欧州問題に関与する意思はないものの、ロシアとは協調の必要があ

ると語っている。なぜなら、日本とロシアは地理的に近接しており、イギリスとは同盟

関係、フランスとは協商関係を結んでいる。したがって日本は協商国側と歩調を同じく

し、東アジアにおいてリーダーシップを握ることが肝要とする。中国はいまや世界政治

の舞台となっており、欧州の二大ブロックの対立構図は、そのまま東アジアにも適用さ

れるため、日本は協商国側と連携して最終的にはこれらとの間に四カ国協商とまで発展

させることが日本政府として目指すべき目標であり、大隈自身もこの実現に全力を尽く

すことを力強く宣言した28。もっとも、この大隈の発言は、多少の外交的リップサービ

スも含まれてはいたのであろうとして、マレフスキーは全面的な信頼を寄せることはで

きないと考えていた。また同盟関係にあり日英両国が、揚子江流域で競争し合っている

状況からしても、近いうちの四カ国協商実現は困難であることを物語っているとして、

ロシア政府は冷静な東アジア情勢の判断が求められると所見を伝えている29。 

 日本国内においても、大隈のような楽観的な見通しは少数であった。特にこの時期に

内閣閣僚から第二次日露戦争の危機が謳われるようになるのは、東アジアの権益をめぐ

る日露間の対立が深刻化していた事実が影響していたと思われる。7 月 14 日に大浦兼

武農務大臣が福島県会議事堂で行った演説は、まさしく当時の日本の対露脅威認識を端

的に物語っている。この演説で大浦は、近い将来における日露戦争の可能性を率直に吐

露しており、ロシアの脅威を強く訴える過激な内容であった30。 

もっとも大浦としては、この対露戦の危険性に備え、国内産業の振興を図って挙国一

                                                   
27 外務大臣サゾノフ宛駐日大使マレフスキー発特使便、大正 3 年 5 月 7 日（「露国政府ノ極

東外交機密文書 第一巻」）。 
28 同上。 
29 同上。 
30 『東京朝日新聞』大正 3 年 7 月 17 日付。 
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致体制を構築しようとの結論で演説を締めくくっているため、支持基盤の不安定な内閣

に対する国民の支持を得るための方便であった可能性もある。しかし内容が過激なロシ

ア批判を含んでいたため、ロシア側としては看過しうるものではなかった。東京のロシ

ア大使館に駐在していた陸軍武官のウラジミール・サモイロフ（Vladimir K. Samoilov）

は、大浦の演説について、「斯ク不謹慎」との感想を漏らしている。しかしこうした閣

僚による過激な演説の背景には、同志会の中心人物であった大浦が、次の議会で軍事費

問題を取り上げるため、あらかじめ世論を政府支持へと向けておく必要性があったから

ではないかとの推測をしている31。 

 同じ同志会の中心的構成員である大浦の突然の過激なロシア批判の演説に驚いた外

相の加藤は、ロシアを不用意に刺激しないよう早期の事態収束を図るべく、第二次日露

戦争の可能性を全面否定した対露友好の内容の回答文をマレフスキーに手渡した。前述

の大隈首相の積極的な日露友好の発言もあったため、マレフスキーはこれでもって大浦

演説の問題は解決したとの結論を本国へ伝えた32。 

 大隈や加藤の態度からもわかるように、日露両国が東アジアにおいて敵対的感情を醸

成していたことは確かであるが、かつてのように戦争を辞さないまでに強硬な姿勢を貫

くことは不可能であった。そのため、宥和的言辞でもって同地域におけるパワー・バラ

ンスを維持しようと努める必要があった。ところが、欧州で第一次大戦の火蓋が切って

落とされると、今度は欧州でのパワー・バランスが大きく変更し、東アジアにおいても

新たな秩序が模索されることになる。それがロシア政府や井上馨らによって提示された、

日露同盟論の背景であった。 

 

四 ロシアの対日脅威認識 

 第一次大戦勃発前の日露関係を見ると、政治的不信感が高まる一方で、その経済的交

流は急速に深化していたことがわかる。そこにはロシアの地理的状況が絡んだ東アジア

戦略の変化が由来していた。 

 1912 年 4 月に開かれたロシアの最高議会においてサゾノフ外相が行った演説は、ロ

シアがヨーロッパの強国であることをアピールした貴重な記録であった。サゾノフはロ

                                                   
31 参謀本部ダニロフ宛駐日大使館付武官サモイロフ少将発報告書（秘）、大正 3 年 7 月 23
日（「露国政府ノ極東外交機密文書 第一巻」）。 
32 外務大臣サゾノフ宛駐日大使マレフスキー発特使便（機密）、大正 3 年 7 月 31 日（「露国

政府ノ極東外交機密文書 第一巻」）。 
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シアが東アジアへ経済勢力を伸張し、その「重心（the center of gravity）」をアジアへ

移行させることは、欧州におけるロシアのプレゼンスを弱体化させ、結果的には欧州で

も東アジアでも立場を失う危険性があることを警告したのであった33。そこでサゾノフ

は、日露戦争以降も細々ながら継続していたロシアの東アジアへの東進政策は、現状維

持路線へと変更せざるをえないと考えたのである。このサゾノフの演説の裏を返せば、

ロシアにとって欧州が第一義の重要性を有し、東アジアの優先度はより低くなっていた

といえる。 

 ロシアの東アジア政策の背景には、日本に対する特殊な認識が存在しており、それは

皇帝ニコライ二世の対日観に垣間見ることができる。ニコライ皇帝は日本がアジアにお

ける列国の一員となったのには、イギリスの支援があったためと考えていた。事実、日

本の国力の拡大に日英同盟は計り知れない効果をもたらしたのであるが、このことはイ

ギリスが日本をアジア人種の頂点に君臨させてしまった元凶であるとニコライは批判

的に捉えていたのである。ニコライの対英批判は、日本に対する人種的な脅威を感じ取

っていたからに他ならない。すなわち、日本という黄色人種の脅威（Yellow Peril）に

最も脅かされているのは日本と国境を隣接するロシアであるとの恐怖心がニコライの

対日脅威と対英批判につながったのである。したがって、日本からの脅威を未然に防ぐ

ために、ロシアは日本との宥和路線を前面に押し出し、剣を交えることなく日本の大陸

進出を抑制し、東アジアの現状維持を図る必要があった34。そしてサゾノフが主導した

対日宥和政策も、この対日脅威に由来する外交政策の一環であったと考えられる。 

 このロシアの対日認識は、日本の一部外交官によっても正確に理解されていた。当時、

ロシアに駐在していた芦田均は、ロシアからの日英同盟加入の提議に見られる対日接近

は、「露国ガ力ヲ欧州ニ伸サンガ為、即独乙ニ備ヘンガ為ニ一時力ヲ極東ヨリ収メルト

云フ政策ノ一面デアツタト思フ」として解釈されていた35。 

 そのロシアが欧州で再び影響力を取り戻すためには、大国イギリスとの関係を正常化

する必要があった。1894 年に締結された露仏同盟によってフランスとの間に明確な関

係を築いていたことにより、ロシアが欧州へ触手を伸ばす上で最大の懸念となっていた

                                                   
33 Igor R. Saveliev and Yuri S. Pestushko, “Dangerous Rapprochement: Russia and 
Japan in the First World War, 1914-1916,” Acta Slavica Iaponica 18 (2001), pp. 20-21. 
34 Serge Sazonov, Fateful Years, 1909-1916 (New York: F. A. Stokes, 1928), pp. 46-47. 
35 福永文夫・下河辺元春編『芦田均日記――1905～1945』第 2 巻（柏書房、2012 年）341
頁。 
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のはイギリスだったからである。イギリスは日露戦争時の対日支援を見てもわかるよう

に、ロシアが南下政策を阻む障害であった。そこでロシアが持ち出したのが、イギリス

との間に同盟関係を樹立し、宥和的手段でもって勢力拡大を行うことであった。 

 

五 ロシアの日英露三国同盟案 

 1914 年 6 月、ロシアはアレクサンドル・ベンケンドルフ（Aleksandr K. Benkendorf）

駐英大使を通し、イギリス政府へ「亜細亜に関する英露同盟」の締結の希望を申し出た36。

もっともイギリス側にはロシアとの同盟に積極的な意義が見出せなかったため、英露同

盟実現の見通しはほとんどなかった。 

 その直後、7 月 28 日にオーストリア・ハンガリーがセルビアへ宣戦布告したことに

より、欧州を主たる戦場として世界中を巻き込んだ一大戦争が勃発した。この開戦はロ

シアを驚かせ、早急な対応が望まれるようになった。大戦の勃発でロシアは協商国の一

員としてドイツら同盟国側と闘いつつ、東アジアではその勢力範囲を現状のまま維持す

ることに努めるという困難な立場に置かれたのである。 

英仏露の協商国は大戦勃発から間もなく、アメリカへ使節を送り、産業品や兵器、軍

事資金などの供給を得ようとした。中立国のアメリカは、イギリスとの友好関係もあり、

協商国への積極的支援が期待された。実際にアメリカにとってもイギリスとの関係のみ

ならず、自国の産業拡大のために協商国への支援は有利に働いた。ところが国内には親

独派や反英派、あるいは中立による平和を主張する勢力が協商国への過度な肩入れに反

対する声もあったため、十分な援助を行うことはできなかった37。そこでロシアは、日

本に接近することで対独戦遂行に十分な援助を得られると考えた。奇しくも前述したよ

うに、すでに大戦前から日露間の経済交流は進んでおり、イギリスと同盟関係にあった

日本は、アメリカ以上に援助を期待しうる相手であった。 

 ロシアによる日本からの援助を取りつけるための外交戦略は、まずその第一段階とし

て、ロシアが日英同盟に加入し、三カ国同盟を締結するという提案でもってスタートし

た。8 月 5 日、サゾノフはマレフスキーに電報し、日露間の同盟協定締結に対する日本

政府の態度について調査するよう訓令した。そのときサゾノフは、具体的な協定案文も

                                                   
36 外務大臣サゾノフ宛駐英大使ベンケンドルフ発特使便（機密）、大正 3 年 6 月 30 日（「露

国政府ノ極東外交機密文書 第一巻」）。 
37 Robert Lansing, War Memoirs of Robert Lansing, Secretary of State (Indianapolis: 
Bobbs-Merrill Company, 1935), p. 54. 
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送付しており、日本政府にこれへの賛同を求めるよう命じたのである。 

 

前文 極東ニ於ケル恒久的平和ヲ維持セントノ真摯ナル希望ヲ有スル日露両国ハ右地

方ニ於ケル両国利害ノ共通性ヲ考慮シ下記ニ付協定ス 

  第一条 両国政府は両国間ニ於テ締結セラレ且現在効力ヲ有スル条約、協約及協定ヲ

確認ス 

  第二条 前記ノ外交文書ニヨリ規定セラレタル権益ニシテ……脅威セラルル場合ニハ

両国政府ハ右権益維持ノタメ取ルヘキ手段ニ付協議ス 

  第三条 締約国ノ一方カ極東ニ於テ攻撃ヲ受ケタル場合ニハ他方ハ自己ノ軍隊ニヨリ

又ハ最厳格ナル中立ヲ守ルコトニヨリ之ニ援助ヲ與フヘキモノトス 

  第四条 ……ノ期限ヲ以テ締結セラレタル本協定ハ署名調印ノ時ヨリ効力ヲ生シ而シ

テ暗黙ノ合意ニヨリテ更新セラレ得ルモノトス又……日英間ニ存スル同盟条約ノ諸

規定……及一九〇七年ニ日仏間ニ於テ調印セラレタル政治協定ノ諸条項ニハ毫モ抵

触セサルモノトス協定案以上ノ通38 

 

この時点でサゾノフが具体的な案文まで考えていたことは興味深いが、日本の加藤外相

の受け容れるところとはならなかった。 

 サゾノフはベンケンドルフを介し、英露間で東アジアにおける各々の権益の不可侵を

含む内容の協定を取り交わすことを申し出た。このときサゾノフがこの種の協定を英露

間で締結すること理由として、①アジアにおける平和の強化およびその維持、②アジア

における英露の領土権および特殊利益の保証、の二点を挙げている。さらにこの協定に

含まれるべき両国の義務として、①もしこの権益が脅威に晒された場合には、その擁護

に必要な手段について交渉を行うこと、②この協定に規定されている問題に関しては、

あらかじめ他の締約国と交渉することなく他国と協定を締結してはならない、という二

つの条件を盛り込むように提案した39。このサゾノフ案は締約国間の共同軍事行動まで

を規定したものではなかったが、政治的に見れば明らかに同盟協定の域に達する内容で

あった。そしてそこには、ロシアが積極的に欧州情勢に関与するための前提として、東

                                                   
38 外務大臣サゾノフ宛駐日大使マレフスキー発電報、大正 3 年 8 月 5 日（「露国政府ノ極東

外交機密文書 第三輯第三巻」）。引用文中の傍点は原文のママ。 
39 駐英大使ベンケンドルフ宛サゾノフ発電報、大正 3 年 8 月 7 日（「露国政府ノ極東外交機

密文書 第三輯第三巻」）。 
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アジアの安定と現状維持、そしてドイツとの戦争を有利に進められるとの論理があった

と考えられる。 

 しかし、このサゾノフ案はイギリスの外務大臣エドワード・グレイ（Edward Grey）

によって退けられた。グレイは、日本が大戦に参戦していない以上、英仏露三カ国協商

案は考慮に値しないとその理由を説明した40。もっともグレイはこの際、日英露の間に

同盟を締結することについて、「主義としては歓迎する」と語りながらも、それは現段

階では実現不可能とした。 

 ところがサゾノフは、このグレイの「主義としては歓迎する」と語った部分に注目し

た。8 月 10 日、本野一郎駐露大使と会談したサゾノフは、日本政府へ正式にロシアの

日英同盟加入の希望を申し入れた41。そして先のグレイとベンケンドルフとの会談にお

けるグレイの発言を挙げ、イギリスが三カ国同盟の締結に賛同の意を表したと本野に伝

えた。もちろん、グレイは三カ国同盟自体に賛同したわけではない。これは明らかにサ

ゾノフの歪曲であった。 

 

本大臣（サゾノフ――引用者注）ハ駐英露国大使（ベンケンドルフ――同）ニ訓令シ

露国ハ日英同盟ニ加入シタキ希望ヲ有ス之ニ対スル英国政府ノ意向如何ヲ尋ネシメタ

ルニ英国外務大臣ハ大ニ此考案ヲ歓迎シ其節「グレイ」氏ハ左ノ如キ言ヲ用ヒタリト

云フ「I am very much taken by this idea」然ルニ隅々今回ノ事変発生ノ為本問題ハ遂

ニ其儘トナリ居ルカ極東平和ノ為並日露両国永久ノ利益ノ為本大臣ハ此際是非共此問

題ヲ纏メタキ考ナリ42 

 

このときのサゾノフの提案は、日露同盟交渉の端緒を開いたものとして評価できよう。

ここでサゾノフ自身が語っているように、日露戦争以降のロシア国内では、日本への潜

在的脅威が存在していた。そこで日英同盟にロシアが加入することで、国内の対日脅威

を払拭し、日本との友好な関係でもってロシアの東アジア政策を遂行できるとサゾノフ

は期待を寄せたのである。 

                                                   
40 駐英大使ベンケンドルフより外務大臣サゾノフ宛電報、大正 3 年 8 月 15 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
41 外務省政務局第三課編『日露交渉史』下巻（原書房、1969 年）264 頁。 
42 在露国本野大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 8 月 10 日（外務省編『日本外交文書』

大正三年第三冊、1966 年）606 頁。 
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 15 日にはベンケンドルフがサゾノフに宛て、グレイがロシアの日英同盟加入に賛同

の意を示していると伝えた。そして三カ国同盟の実現は、いまやサゾノフの決断次第で

あると迫ったのである43。 

こうしたロシアの積極的な動きについて、芦田は日露戦争以前のロシア外交の失敗と

いう歴史的教訓と、ドイツのバルカン半島における快進撃という大戦の趨勢に由来して

いたと分析していた。つまり、ロシアは欧州方面にその国力を集中させるため、背後と

なる東方から日本の侵略を受けないようにするため、これと同盟関係を取り交わして対

独戦に対処できる環境を整えようとしたのである44。ロシアは潜在的な対日脅威を有し

ていたことは前述したが、日本が東アジアのパワー・バランスを変えうる重要なファク

ターとして警戒していた。そして日本との友好な関係を築こうとする日英露三カ国同盟

案は、当時のロシアが東アジアの現状維持を望み、また欧州大戦の混乱に乗じてロシア

が同地域における地位回復の好機と見なしていたことの証左であろう。 

                                                   
43 駐英大使ベンケンドルフより外務大臣サゾノフ宛電報、大正 3 年 8 月 15 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
44 『芦田均日記』第 2 巻、341-343 頁。 
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第二章 

日本の参戦外交 

 

 

 

 

 

 欧州で開戦の火蓋が切られると同時に、仏露両国から日英同盟加入の提議がなされる

ようになったのは、第一章で述べた通りである。それに対し、井上馨ら日本国内の日露

提携論者からもこの機会にロシアとの関係強化に乗り出すべきとの声が上がったにも

かかわらず、外務大臣の加藤は日英同盟骨髄論の立場から取り合おうとはしなかった。

しかし、加藤の親英主義に基づいた外交は、自身の国内政治における立場を危うくさせ

てしまう。本章では、日本が対独戦へ参戦する過程とイギリスとの戦争協力、そしてそ

れに対する元老ら国内の政治勢力からの反応について考察する。 

 

一 参戦前の加藤外交 

 欧州大戦勃発後、すぐさま外務省は日本がとるべき対処案について公示した。その内

容は、日本は大戦に際して原則として中立の立場を守るが、万が一日英同盟が危機に至

るような局面になった場合には、同盟の情宜に基づいてしかるべき措置をとるというも

のであった1。 

 一方、外務大臣の加藤は、日本が日英同盟を根拠に早急にドイツへ宣戦布告し、協商

国の一員として参戦すべきと考えていた。8 月 3 日にドイツの駐日大使アーサー・レッ

クス（Arthur Graf Rex）は加藤のもとを訪れ、戦局に伴う日本政府の対応について問

い質した。ここで加藤は、戦闘は現在の交戦国のみに限定されることを強く希望し、日

本がこれに参加することは自分の望むところではないものの、もしドイツが東アジアの

イギリス領を攻撃するような事態が起こった際には、日本は日英同盟の規定に基づいた

                                                   
1 外務省公示、大正 3 年 8 月 4 日（『日本外交文書』大正三年第三冊）99 頁。 
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行動をとるであろう、と返答した2。 

 この翌日にフランスのオーギュスト・ジェラール（Auguste Gerard）駐日大使とも

会談した加藤は、まずもって、日本は今回の大戦の原因とは何等の関わりももたないた

め、原則として中立を維持すると断った。その上で、同盟国であるイギリスが戦局に加

わり、戦線が東アジアにまで拡大するような事態に陥った際には、同盟の規定に則って

必要な措置を講ずると語り、レックスとの会談と同様の見解を示している3。 

日英同盟が機能していたとはいえ、開戦当初は日本にとって明確な大義がなかったた

め、即座の参戦は困難に思われた。日本の同盟パートナーであるイギリスも、日本に参

戦を強いることはなく、その中立的立場を尊重していたため、加藤にとって日本がドイ

ツと戦争する口実が見当たらなかった。そこで 3 日、加藤はウィリアム・カニンガム・

グリーン（William C. Greene）駐日大使と会っているのだが、そこで加藤は原則中立

を守るが、イギリス政府から要請があれば参戦を行うであろうとの発言をしている。さ

らに加藤は、仏露両国の大使には伝えていない極秘情報として、軍艦四隻からなる第二

艦隊が佐世保で待機しており、いつでも出動が可能なよう準備していること、そして長

崎、函館、釜山の三カ所でもそれぞれ軍艦一隻ずつを配置することになっており、東ア

ジアの海域においてドイツ艦隊との戦闘の用意が整っている旨を伝えると、グリーンは

深い感謝の意を述べた4。 

翌日に加藤との会談内容について本国のグレイに電報したのであるが、そこでグリー

ンは、日本は原則において参戦はしないが、ドイツ艦隊が香港などのイギリス領を攻撃

するようなことがあれば、日英同盟の規定に従って直ちに対英軍事援助を行う意思があ

ることを伝えた5。グリーンからの電報のあった同日、グレイは井上大使と会談し、東

アジアにおける日英軍事協力について相談を行った。そこでグレイは、「英国政府ハ帝

国政府ノ寛厚ナル申出ニハ深ク感動スル所ナリトテ同政府ノ深厚ノ謝意ヲ帝国政府ニ

申述ヘラレタキ旨並英国ハ日本国ノ援助ヲ求ムル必要ニ迫ラルルコトハ多分之レナカ

                                                   
2 八月三日独逸大使欧州戦局ニ対スル日本の態度ニ関シ会談ノ要領（「外務大臣ノ会談要領

雑件／加藤大臣之部（極秘）」松本記録 B.1.1.1_006、外務省外交史料館所蔵）。 
3 八月四日仏国大使来省欧州時局ニ対スル日本ノ態度ニ関シ会談ノ要領（「外務大臣ノ会談

要領雑件／加藤大臣之部（極秘）」）。 
4 八月三日及四日英国大使ト欧州時局ニ対スル日本ノ態度ニ関シ会談ノ要領（「外務大臣ノ

会談要領雑件／加藤大臣之部（極秘）」）。 
5 Sir C. Green to Sir Edward Grey, August 4, 1914, in G. P. Gooch and Harold Temperley, 
eds., British Documents on the Origins of the War, 1898-1914 [hereafter cited as BD], 
vol. XI (London: His Majesty’s Stationery Office, 1926), pp. 298, 305. 
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ルヘク又日本国ヲ今回ノ戦争ニ引入ルルコトハ英国政府ノ避ケントスル所ナリ」と語り、

日本には参戦義務がないことを明言しつつ、日本からの援助に期待を寄せていることを

伝えた6。このように、日英両国は水面下ですでに日本の対独参戦を了解事項としてお

り、東アジアにおける相互協力について確認し合っていたことがわかる。 

同じ日にイギリスはドイツへ宣戦布告し、戦闘状態に突入すると、たちまち戦況はイ

ギリスにとって不利なものとなる。東アジアを見ても、ドイツ軍官を追撃するほどの余

裕がイギリス海軍にはなかったため、イギリスの商船を襲おうとするドイツの武装商船

への攻撃を日本政府に要請することとした。本国からの訓令を受けたグリーンは、直ち

に加藤と会い、この要請を行った。その際、イギリス政府はあくまで日本の立場を考慮

し、また戦線をできる限り拡大させないためにも、日本の任務を東アジアに配置されて

いるドイツの巡洋艦の撃破に限定した上で、日本へ正式に参戦を求めたのであった7。 

 

二 参戦の決定 

 欧州戦線への参加には消極的ながらも、日英同盟の大義に基づいて東アジア地域での

対独戦参戦を実施するべく行動していた加藤にとって、イギリス政府から日本の参戦の

要請がなされたことは願ってもないことであった。またフランス政府においても、日本

が対独戦に参加する暁には、山東半島のドイツ権益を日本の自由な統治のもとに置くこ

とを承認するとしていた。地理的に重要な意義をもつ山東半島の獲得は、日本にとって

魅力的であり、加藤もこのフランスの提案に満足していた8。 

 このあと官邸にいる大隈首相を訪ねた加藤は、日本の参戦について自身の見解を伝え

た。その要点を挙げると、①速やかな参戦決行、②参戦後の軍事行動の範囲をドイツ軍

艦撃破等に限定しないこと、③そして参戦理由を十分に具備するようにイギリス政府と

の交渉を行うこと、の三点であった。大隈も即座にこれに同意し、同日夜に閣議を開い

た。そしてこの閣議の席上、加藤は、①日英同盟に基づく情宜、②東アジアからドイツ

                                                   
6 在英国井上大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 8 月 4 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）99 頁。Sir Edward Grey to Sir C. Green, August 4, 1914, in BD, vol. XI, p. 329. 
7 加藤外務大臣・在本邦英国大使会談、大正 3 年 8 月 7 日（『日本外交文書』大正三年第三

冊）102-103 頁。 
8 八月七日加藤外務大臣仏国大使ト会談ノ要領（「外務大臣ノ会談要領雑件／加藤大臣之部

（極秘）」）。ところが戦後のパリ講和会議では、日本の山東半島獲得は中国やアメリカなど、

強い反発を受けてしまう。詳しくは、高原秀介『ウィルソン外交と日本――理想と現実の

間 1913～1921』（創文社、2006 年）204-233 頁、を参照。 
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勢力を一掃し、日本の同地域における地位を高める、との理由でもって参戦を実施すべ

きと閣僚たちに説いた。加藤のこの主張は全閣僚からの賛同を得て、速やかに日本の対

独戦への参戦が実行に移されることとなった9。 

 日本の参戦を決定したこの閣議の特徴について、波多野勝は次の四点を指摘してい

る10。第一に、開戦決定という重大な政策決定に際して、元老への事前の根回しが行わ

れていないことである。これは日露開戦時の政策決定過程と比較しても、特異な例であ

ったことがわかる。日露戦争時の外相であった小村寿太郎は、陸奥宗光と並び称される

近代日本外交の創始者のひとりとされるが、それでも開戦決定に元老の同意は不可欠で

あった。当時、重大な政策については元老の伊藤博文、井上馨、松方正義、大山巌らの

同意を得てから閣議に持ち込むというスタイルが一般的であったが、それは明治期の元

老の影響力の大きさを意味していた11。一方、加藤は元老による外交のコントロールを

長く目前にしており、これを除去しなくては正常な外交政策を遂行することはできない

と考えていた。したがって、日本の参戦を自身の手で主導することで、元老たちから外

交の権限を取り戻せると期待していたのであった12。そしてその背景には、加藤が過去

三度の外相時代に大きな功績を残せなかったコンプレックスと、そして自身がリードす

る同志会を政友会に並ぶ政権政党へと育て上げなければならないという焦りもあり、不

要な混乱を導いてしまったことも事実であろう13。 

 第二の特徴は、中国政策に対する具体策が示されていない点である。これは当然のこ

とといえるが、中国政府との交渉の内容について取り決めがないことは、加藤をはじめ

とする政府閣僚にとって、中国は欧州列国よりも劣等国であったため、自然と二義的な

問題へとなっていた。第三の特徴は、加藤の明確なリーダシップが見てとれる点である。

そして最後に、対独参戦に閣僚全員が総意で賛成していることである。これら諸点は、

加藤外交の本質を言い表していよう。つまり、加藤の主導した参戦外交は、外交一元化

の試みや日英同盟骨髄論といった、加藤の外政改革を含んだ政策決定だったのである。 

 ただ加藤は、イギリスの申し出の通り、東アジアにおけるドイツ軍艦の攻撃のみを日

本の軍事行動の範囲と限定していては、十分な参戦理由とはならないと考えた。そこで

                                                   
9 『加藤高明』下巻、79 頁。 
10 波多野「対独開戦と大隈内閣」192-193 頁。 
11 伊藤之雄『政党政治と天皇（日本の歴史 22）』（講談社、2002 年）67-68 頁。 
12 ニッシュ『日本の外交政策』92-94 頁。 
13 奈良岡『加藤高明と政党政治』137 頁。 
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9 日、加藤はグリーンに対し、より広い軍事行動を想定した日本の参戦理由を提示した。 

 

一旦交戦国トナリタル以上ハ日本ノ行動ハ単ニ敵国仮装巡洋艦ノ撃破ノミニ局限スル

コト能ハスシテ必スヤ日本ハ支那海ニ関スル限リ両同盟国ニ共通ナル目的ヲ遂行スル

カ為メ即チ東亜ニ於ケル日本及英国ノ利益ニ損害ヲ被ラシムヘキ独乙国ノ勢力ヲ破滅

センカ為メ成シ得ベキ一切ノ手段方法ヲ執ルコトヲ必要トスルニ至ルヘ将又独乙国仮

装巡洋艦撃破ノ為帝国軍艦ノ或ルモノヲ使用スルコトハ特ニ範囲ヲ限定セラレ且ツ英

国ノ一時ノ便宜ノ為メニ求メラレタル行為ト視ラレ得ヘキカ故ニ帝国政府ハ現戦争ニ

参加スルノ根拠ヲ日英同盟協約ニ記載セル広汎ナル基礎ノ上ニ置キ事局ノ進展ニ随テ

帝国政府ハ必要ナル手段ヲ執ルヘキモノトナスノ見解ヲ有ス14 

 

以上のように、加藤は日本の対独戦の地理的範囲を東アジアに限定しながら、その行動

範囲はドイツ軍艦への対処のみに限らないことで、この地域におけるドイツ領の獲得を

目指すこととした。そして加藤は同日、井上駐英大使に宛てた電報において、「開戦ノ

理由ヲ公表スルニ当リテハ同盟協約ノ目的危殆ニ瀕スルニ至リ英国ノ要求ニヨリ戦闘

ニ参加スルモノトナサザレハ充分ノ理由トナラサルコト申迄モナキ」とし、日本の参戦

理由についてイギリス政府から同意を得るよう指示した15。 

 加藤のイニシアティブによって、15 日に日本政府はついにドイツへ最後通牒文を発

することを閣議決定した。このとき決定した最後通牒文には、「日本帝国政府ニ於テ叙

上ノ勧告ニ対シ一千九百十四年八月二十三日正午迄ニ無条件ニ応諾ノ旨独逸帝国政府

ヨリノ回答ヲ受領セサルニ於テハ帝国政府ハ其ノ必要ト認ムル行動ヲ取ルベキコト」と

の一文があり、ドイツ軍へ強硬な姿勢でもって対処することが宣言されることとなっ

た16。この最後通牒は、閣議決定のあとすぐに船越光之丞駐独臨時代理大使を通してド

イツ政府へ通知される17。そして、大隈内閣は期限である 23 日までにドイツから最後

                                                   
14 加藤外務大臣より在本邦英国大使に手交の覚書、大正 3 年 8 月 9 日（『日本外交文書』大

正三年第三冊）109 頁。 
15 加藤外務大臣より在英国井上大使宛電報、大正 3 年 8 月 9 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）111 頁。 
16 「閣議決定 対独最後通牒文」、大正 3 年 8 月 15 日（『日本外交文書』大正三年第三冊）

145 頁。 
17 加藤外務大臣より在独国臨時代理大使宛電報、大正 3 年 8 月 15 日（『日本外交文書』大

正三年第三冊）149 頁。 
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通牒に対する返答を受け取れなかったため、正式にドイツへ宣戦布告した。そして、日

本は協商国の一員として、本格的に欧州大戦に参加することになった18。 

 あらためて振り返ってみても、欧州での大戦勃発から日本が参戦を決定し、それを実

行に移すまでのプロセスを、加藤がほぼ独力で成し遂げたことがわかる。この加藤の外

交手腕について大隈は、「加藤外相は平常無口無愛想に見えるので種々疑倶を抱くもの

もあらうが、同君の外交手腕と政治的力量とは、斯うした難局に処して初めて克く発揮

される。此機に於ける彼の外交は確然不変、些の動揺なし。安心して然る可し」と、大

きな信頼を寄せていたことがわかる19。しかしその一方で、加藤とは国際認識を大きく

異にする元老からの内閣への不信は増大し、その加藤批判と日露同盟への傾倒を一層強

めていくのである。 

 

三 元老への通知 

 日本が対独参戦を決定した頃、かねてから加藤に批判的であった三浦梧楼枢密顧問官

は、山県との会談で加藤の参戦外交について、「他国の弱みにつけ込んで火事場稼ぎを

するもの」と難じた。そして三浦は山県が中心となって元老が共同してこの局面にあた

るべきだと進言したものの、当の山県は新聞や政党の存在によって元老の政治関与の在

り方に非難が向けられている昨今において、もはや元老内閣をつくることなどできない

とし、具体的な行動を起こすことに消極的な姿勢を見せた。このあと、三浦は井上馨に

も同様の進言を行ったものの、井上からは病気を理由にあっさりと断られてしまった20。

山県や井上の態度に愛想を尽かした三浦は、元老の政治力の限界を悟ったのであるが、

実際にはその政治への強い意思や影響力は決して弱まっていたわけではなかった。むし

ろ元老の存在を無視するかのような加藤の参戦外交について、彼らは大いに問題視して

いたのである。 

 そうしたなか、ドイツへの最後通牒文を発した翌日の 16 日、政府は農務大臣の大浦

兼武を井上の邸宅に遣わし、8 日以来の日本の対独参戦に至るまでの時局について事後

的に報告をさせた、これに井上は政府、すなわち加藤の秘密主義を激しく批判し、関連

の外交文書の公開を求めたが、大浦から納得のいく回答を引き出すことはできなかっ

                                                   
18 「詔書 対独宣戦布告」大正 3 年 8 月 23 日（『日本外交文書』大正三年第三冊）217-218
頁。 
19 『加藤高明』下巻、102 頁。 
20 古島一雄『一老政治家の回想』（中央公論社、1951 年）161-162 頁。 
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た21。井上はそれまでの慣例となっていた元老への外交文書の回覧を加藤が行わず、独

自に政策決定を進めることに対して強い不満を感じていた。そして開戦決定からしばら

くして、簡単な事後報告のみで済ましてしまうという加藤のスタイルは、井上らにとっ

ては屈辱にも思える行為であった。参戦決定から約 1 ヵ月後の 9 月 17 日、参戦の事後

報告について井上は、政友会総裁の原敬に対して、「加藤は元老等にも何も示さず、山

県も松方も甚だ不平なり、自分は加藤を罷めよ、国家と加藤とは換へがたし」と語って

おり、その不満を吐露している22。 

 大浦が井上を訪れた同日の 8 月 17 日、井上は望月を大隈のもとへ送り、対独最後通

牒提出に関して四カ条にわたる質問状を提出した。ここで特に注目すべきは四番目の質

問内容であり、そこでは仏露両国との同盟問題に関して大隈へその意思を問い質したも

のであり、また大隈に対して早期の日露同盟実現を要請するものであった。 

 

露・仏より同盟に関して何か申込なきや。若しありとすればかかる機会は躊躇せず之

を承諾し、巨細の条件は追つて審議するも、先方より申込あらば主義として必ず之に

速応せられたし。そは去る九日提議せる箇条書の如く日・英・仏・露の事実的同盟と

なり、殊に仏国の資本を我が国へ吸入するの好機会なるは勿論、極東永遠の平和確保

せらるるのであるが、この辺の事情如何23 

 

この井上からの質問状に対して、大隈は、「確かに話はあつたが未だ確答せず、目下考

慮中」と述べるにとどまり、明確な回答は避けている24。このとき、すでに加藤によっ

て日露同盟はその必要性に迫られていないとの認識で退けられていたため、大隈が井上

の要望に応えることは困難な状況であった。 

 加藤の元老を排除するかの行動には、井上のみならず山県もまた強い不満を抱いてい

た。山県は欧州での大戦勃発時から、日英同盟の大義で対独参戦を主張する加藤に対し

て、ドイツも日本にとっての友好国であるとして、参戦には反対していた25。したがっ

て山県と加藤は、その対外認識において当初から対立的な立場にあったといえる。 

                                                   
21 井上馨伝記編纂委員会編『世外井上公伝』第 5 巻（原書房、1968 年）371-372 頁。 
22 原奎一郎編『原敬日記』第 6 巻（乾元社、1951 年）134 頁。 
23 『世外井上公伝』第 5 巻、374 頁。 
24 同上。 
25 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』59-61 頁。 
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 そして山県は、18 日に再び井上の命を受けて山県のもとを訪れていた望月へ、「モー

ダメダ。外交もタタキコワサレタ。加藤ハ一体其眼中唯自分一人ノミデ、国家ト云フ感

念ガ無イ。実ニ残念ナ方法ヲ以テ最後通牒ヲ発シタ」と、加藤の無定見な外交政策に批

判を浴びせている26。 

この翌日、望月は山県へ書簡を送り、そこで日露同盟の必要性を再確認した。そして

日露同盟の締結へ乗り出そうとしない加藤への批判を行った。望月によると、加藤が日

露同盟に乗り出そうとしないのは同盟国であるイギリスがこれに消極的であると説明

するが、この加藤の姿勢は、「英米の意思より打算したる他働的外交」であるとして批

判する。そしてもし、「露との関係を現状以上ニ進め」た場合には、より確実な利益を

享受することができるとして、日露同盟の有効性を強調した27。ここには明らかに従来

の日英同盟に基づいた日本外交の限界を指摘する井上の意図が見て取れる。井上は、日

露同盟を日英同盟の補完といった形ではなく、むしろ対英協調から脱却し、新たにロシ

アとの緊密な関係を築くことによって、日本は自律的な外交を選択できると想定してい

たのである。 

 このように、井上と山県の元老二人は、加藤外交への批判において認識を一致させて

いた。両名による加藤を排除せんとする動きは、次第に激しさを増していく。 

 

四 加藤排除の動き 

 8 月 19 日、尾崎行雄司法大臣は、山県と秘密裏に会談を開き、仏露両国との同盟問

題について相談を行った。ここで尾崎は、山県と同様に同盟の実現に向けた意思を示し

ている。一方、井上の指示を受けた望月は、八代六郎海軍大臣、大島健一陸軍次官、下

岡忠治同次官のもとを訪れ、加藤が国民からの評判が悪いとの内容を説いて回り、加藤

批判に向けた共闘関係を築こうと試みている28。井上の命を受けた望月は、軍部と連携

して加藤攻撃のための包囲網を形成しようとしていた。井上を中心とした反加藤の勢力

は、徐々にではあるが、加藤を孤立させるための様々な工夫を重ねていったことがわか

ろう。 

                                                   
26 「時局以来ノ手控（望月小太郎）」（『第二次大隈内閣関係史料』）73-74 頁、『世外井上侯

伝』第 5 巻、375 頁。 
27 山県有朋宛望月小太郎書簡控、大正 3 年 8 月 19 日（「望月小太郎関係文書」30－1、国

立国会図書館憲政資料室所蔵）。 
28 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 3 年 8 月 21 日（『第二次大隈内閣関係史料』）100 頁。 
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 ところで井上本人は、9 月 4 日に山県や犬養毅らから、貴族院や枢密院、そして各政

党内において加藤に対する批判の声が高まっていることを聞いている29。こうして政界

の動きを知った井上は、数度にわたって大隈との会談の席を設けた。12 日の会談では、

井上は加藤の主導する政府の外交政策に強い不満の意を述べ、内閣として外務大臣の更

迭を含めた厳しい措置をとるように進言した。それまで外交は加藤に一任していた大隈

であったが、この場では井上の意見に同調する形で、加藤の外交を「我輩モ実ニ閉口ス

ル」と批判した。ただし加藤の罷免については、「去リナカラ加藤ヲ罷メレバ若槻（大

蔵大臣――引用者注）モ辞職スルト云フヤウナ訳、サウスレバ内閣ニ騒動ヲ起スヤウニ

ナルカラ」と、予想される閣内の混乱を理由として井上の進言を退けた30。 

 21 日に再び井上は大隈と会い、再度加藤批判を繰り返した。大隈はこのとき、「ドウ

モ加藤ハ困ツタ性質デ、窮屈ナ人デ困ルヨ、アレハトテモ人ヲ使フ事ハ出来ヌ」と、加

藤の頑固な性格と政治的調整能力の欠如を厳しく批判するまでになった31。このときの

大隈の加藤批判は本音なのか、もしくは井上に気遣い場を取り繕っただけなのかは定か

ではない。ただたとえ後者であったとしても、首相が元老の閣僚批判に同調したことは、

元老の言い分に正当性をもたせることを意味した。実際にこれ以後も、大隈は相次ぐ元

老からの加藤攻撃に抗いきれず、内閣の改造を行ってまでしてようやく政府の外交政策

に対する批判を鎮静化するようになる。 

 閣内外に反加藤の包囲網を形成しつつあった井上は、いよいよ日露同盟を実現させる

ためのより具体的な青写真を描くようになる。それが 9 月 29 日に山県、松方、大山の

各元老と大隈とを集めて行われた会談で公表されることになった。この席では、元老か

らの意見書が大隈へ提出されている32。この意見書は井上の指示のもと、望月によって

起草されたものであったが、この第二項において、「首相ト元老トニ交換シテ決定シタ

ル外交上一致セル意見ハ、外務大臣タル加藤男之ヲ遵行スル事」、そして第三項で、「外

交上ノ大方針ハ、首相之ヲ定メ、外相ヲシテ之ヲ遵行セシムル事」との内容が大隈へ伝

えられた33。つまり、加藤の外相就任から進められてきた外交問題に関する元老への事

                                                   
29 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 3 年 9 月 4 日（『第二次大隈内閣関係史料』）116-117 頁。 
30 井上馨・大隈重信会見記、大正 3 年 9 月 12 日（『第二次大隈内閣関係史料』）122 頁。 
31 井上馨・大隈重信会見記、大正 3 年 9 月 21 日（『第二次大隈内閣関係史料』）144 頁。 
32 大山元帥伝編纂委員編『元帥公爵大山巌』（大山元帥伝刊行会、1935 年）828-829 頁、

徳富猪一郎編述『公爵山県有朋伝』下巻（原書房、1969 年）912-913 頁、『世外井上公伝』

第 5 巻、388-391 頁。 
33 『世外井上公伝』第 5 巻、389 頁。 
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前相談の取り止め、および政策決定の外務省への一元化といった外政改革の試みが、元

老によって明確に否定されたのである。 

 この意見書によって内閣としては、外交政策の決定過程において元老の存在を無視し

えなくなった。あとは加藤をこれに従わせることができれば、元老の政治的影響力を回

復し、加藤の独断的な外交を止めることになったかもしれなかった。そしてそれが実現

したのちには、次なる外交目標として、井上の持論である日露同盟の実現が持ち上がる

のである。 

 

  対露問題（及ビ武器供給ノ事）。 

   英国ノ意向ヲ探リ、単ニ英国ノミニ専頼セズ、此際露国トノ同盟ヲ結ビ、以テ将来

日英露仏同盟又ハ協約ノ基礎ヲ作ル事34 

 

この元老と大隈との会談の翌 30 日、今度は山県が原敬と会い、「加藤の狭隘には困る」

とその不満を漏らした35。このような元老の激しい加藤批判の動きを知った原は、山県

との会談の翌日、加藤と犬猿の仲といわれていた後藤新平のもとを訪れ、元老からの信

頼を失った大隈内閣を、現状のまま維持することは「国家の為めに不利益」と語った。

そして第三十五議会の開催まで内閣を維持させないよう、倒閣に向けてできる限りの協

力をするように約束を交わした36。ともに加藤とは政敵であった原と後藤は、国内の反

加藤の高まりを受け、その排除のために結束したのである。 

 29 日の元老会議のあと、元老たちは同盟の対象にフランスを含めることはほとんど

なくなり、もっぱらロシアとの同盟問題のみに限定するようになった37。これより日英

仏露四カ国同盟問題は事実上消滅し、争点は日露二国間の同盟へと移行したのである。

しかし現実の外交は加藤の考え通り、日英同盟が中心として運営されていた。日本が対

独戦に参戦してから当面の課題は、東アジアや太平洋地域におけるドイツ領を占拠して

いくことにあったが、これらはイギリスとの密な連携によって実施されていく。 

 

                                                   
34 『世外井上公伝』第 5 巻、391 頁。 
35 『原敬日記』第 6 巻、151-152 頁。 
36 同上、153 頁。 
37 松本忠雄「日露同盟問題の史的回顧」（『外交時報』第 92 巻第 1 号、1939 年 10 月）167
頁。 
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五 ドイツ領南洋群島の占領 

 対独参戦により、日本が正式に協商国の一員として大戦に参加することになった。日

本にとっての主戦場は東アジアであり、同地域において日本とイギリスは互いに連携し

てドイツ勢力の排除に乗り出すことになった。 

 9 月 12 日、グリーン大使は加藤へ、オーストラリアの派遣軍がドイツ領ヤップ島お

よびナウル島を占拠する準備を行っているとの報告を行った38。ところがオーストラリ

ア軍の派遣には思いのほか時間がかかり、それゆえにイギリスの中国艦隊から日本海軍

に対して、オーストラリア艦隊が不在の間、物資の運送や護送のために協力を仰いだ。

イギリス海軍は日本の有する軍艦「伊吹」と「筑摩」を中国艦隊に加えることで、輸送・

護送の円滑化を図ろうとしたのである39。そして 27 日、政府は日英海軍の南太平洋お

よび中国における共同軍事行動に関する決定をなした。 

 

  一．第一及第三艦隊ハ各々区域ヲ定メ巡警備ニ任ス 

  二．第二艦隊ハ陸軍ト協力青島攻略ニ従事ス 

    英艦トライアンフ Triumph、ウスク Usk 之ニ参加ス 

  三．第一南遣枝隊（鞍馬、筑波、浅間、山風）ハ山屋（他人）中将之ヲ率ヒマーシヤ

ル、東カロリン方面索敵ス 

  四．…（中略） 

    第二南遣枝隊ハ山屋司令官ノ区処ヲ受ケ第一南遣枝隊ト相策應索敵ス尚山屋隊ハ

主トシテ英国豪州艦隊ト協力松村隊ハ英国支那艦隊ト協力作戦ス 

  五．特別南遣枝隊（伊吹、日進、筑摩）ハ加藤寛治先任艦長之ヲ指揮シ英国支那艦隊

司令長官ノ指揮下ニ於テ協力作戦ニ従事ス 

  六．遣米枝隊（肥前、出雲）ハ森山（慶三郎）先任艦長之ヲ指揮シ北米西岸ニ於テ帝

国及支那ノ通称保護ニ任ス肥前ハ十月上旬本邦出発ノ予定40 

 

イギリスのグレイ外相は、日本外務省を介して内密に八代海相に連絡をとり、近々イギ

                                                   
38 在本邦英国大使より加藤外務大臣宛、大正 3 年 9 月 12 日（『日本外交文書』大正三年第

三冊）665 頁。 
39 伊吹艦長宛海軍軍令部長発電報、大正 3 年 9 月 16 日（「日独戦争ノ際日英協同動作関係

雑件」松本記録 B.5.2.2.0_49、外務省外交史料館所蔵）。 
40 加藤高明宛八代六郎電報、大正 3 年 9 月 27 日（「日独戦争ノ際日英協同動作関係雑件」）。 
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リスがバルト海に軍隊を送り、ドイツ海軍との戦闘に入る準備があることを伝えた。そ

の準備のため、イギリス海軍はその多くを地中海へ送る必要があり、ゆえにドイツ領青

島および太平洋におけるドイツ軍艦の撃破を日本のみに任せたいと希望した41。イギリ

スは戦局の事情からその国力を欧州に集中させなければならなくなるのだが、東アジア

および太平洋作戦において、日英が緊密に連携していたことは疑いの容れない事実であ

った。 

 日英共同のドイツ領占拠は順調に進むかに思えたが、日本にとって重要となるのは占

領後の現地支配のあり方であった。もともとドイツ領は商業航路などシー・レーン上で

重要な意義を有する海域であったのだが、これらを日本が占領した後、戦争終結までの

「一時占領」とするか、もしくは日本の手による「永久占領」にするかは極めて難しい

問題であった。もちろん、日本としては永久にこの地域に影響力を及ぼすことが望まし

かったが、欧州での列国間の戦争を裏目に日本が自国の権益を拡大させることは、同盟

国のイギリスにとってさえ好ましいものではなかった。また東アジアの現状維持を望む

アメリカからしてみれば、日本の軍事行動を抑制しようとする動きさえ見られていた。 

 10 月 2 日に開かれた閣議では、八代海相から日本海軍が占拠したドイツ領諸島を一

時占領、もしくは場合によっては永久占領とする旨の発議があった。加藤は、同諸島は

現段階においては日本が占領しているものの、地政学的に重要なため将来的に他国によ

って占領される可能性も高いとし、日本が永久占領することが必要となるとの所見を述

べた。その上で、今後の情勢次第で占領の形式を決定するとの意見を示し、八代の案に

同意した。また加藤は、以上の趣旨に適しない場合は永久占領はできないとし、これに

大隈首相や八代も同意したため、加藤の意見に基づいてドイツ領諸島は一時占領するこ

とが決定した42。 

 日本海軍はこの後、次々とドイツ領南洋群島を攻撃し、その支配下に置いていった。

10 月 3 日にマーシャル群島を占領した際は、山屋他人第一艦隊司令官の名の下で軍政

を敷いた。さらに 5 日には、カロリン群島に占領守備隊を置き、7 日にポンペイ島に達

し、住民からの抵抗を受けることもなく占領に成功した。なお、同日にヤップ島も占拠

した43。 

                                                   
41 同上。 
42 「閣議決定」大正 3 年 10 月 2 日（『日本外交文書』大正三年第三冊）665-666 頁。 
43 加藤外務大臣より在米国珍田大使宛電報、大正 3 年 10 月 12 日（『日本外交文書』大正
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 このヤップ島の占領後、加藤はグリーンに対して、日本がヤップ島占領に成功したこ

とと、同島がイギリスおよびフランスにとっても地政学上重要な意義を有する土地であ

ることから、オーストラリアの守備隊にこれを引き渡す用意があることを伝えると、グ

リーンから感謝の意を伝えられた44。ヤップ島は翌年のはじめ、引き継ぎのためにオー

ストラリア政府から同島への守備隊の配置が通告された。日本の国内ではこの引き継ぎ

について、イギリスの巧妙な外交であり、日本軍によって獲得された土地を譲り渡すこ

とへの反対論も浮上していた45。 

 加藤は、日本の東アジア地域の覇権に批判的であるアメリカへの配慮のため、珍田捨

己駐米大使に、「帝国海軍カ南洋独領諸島ノ一部ヲ軍事的ニ占領シタルハ独逸軍艦ヲ殲

滅シ商業航路ノ安全ヲ計ルカ為ソノ策戦上ノ必要ニ基ケル措置」との説明をアメリカ政

府に行うように訓令した。そして、「此等諸島ヲ永遠ニ我国ニ於テ占領スルヘキヤ否ヤ

ハ…（中略）帝国政府ニ於テ今後形勢ノ推移ニ応シ慎重ニ考慮ノ上確定スル」として、

日本の占領の形式についてはアメリカがコミットしないように求めるよう指示した46。 

 なお、このとき駐仏大使の石井は、アメリカの対日不信が高まっていることをフラン

ス現地の新聞報道等で聞き知っていた。当時のアメリカ国内では、日英の共同軍事行動

によって日本が次々と東アジア・太平洋地域におけるドイツ領を占有していたことにつ

いて、黄禍論の観点から警鐘を鳴らす論調があった。その影響もあってか、日本が同地

域で影響力を拡大させていくことに恐れを抱いたアメリカの一部論者が、直前に独立の

容認を検討していたフィリピンの統治を再び強め、その防衛の必要性を訴える議論も盛

んになされるようになった。とりわけ日本がマーシャル群島を占有してからは、アメリ

カにとって自国の太平洋のシー・パワーを脅かすことになりかねなかったため、状況打

開の必要性が説得力をもってアメリカ国内で浸透しつつあったのである。そうした論調

に乗じるように、アメリカの親独派勢力は、米独が同盟を結んで日英両国に対抗すべき

とする主張を繰り広げるようにもなっていた47。 

                                                                                                                                                     
三年第三冊）667-668 頁。 
44 在本邦英国大使より加藤外務大臣宛、大正 3 年 10 月 13 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）668 頁。 
45 『大阪毎日新聞』1915 年 1 月 19 日付。 
46 加藤外務大臣より在米国珍田大使宛電報、大正 3 年 10 月 12 日（『日本外交文書』大正

三年第三冊）667 頁。 
47 石井菊次郎より加藤高明宛電報、大正 4 年 3 月 7 日（「帝国諸外交外交関係雑纂／日米間 

第三巻」外務省記録 B.1.1.3_004、外務省外交史料館所蔵）。 
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六 日本軍の欧州派遣問題 

 日本が対独戦に参戦したことは、イギリスをはじめとする協商国から大いなる歓迎を

受け、これらと共同して東アジア・太平洋地域のドイツ領への攻撃を順調に実施してい

ったことはすでに記した。その一方、フランスとロシアからなされていた日英仏露四カ

国同盟案の申し出は、さらに積極的となり、その交渉も本格化していく。すなわち、日

本が正式に協商国の一員として戦闘に参加したことで、協商国間での関係強化のインセ

ンティブが高まり、その延長として四カ国同盟案が再度注目されることになった。国内

の政治情勢の不安定さもあって対独戦に苦しんでいたロシア、同じくドイツと国境を接

することから常にドイツとの戦闘の最前線にあり続けるフランスにとって、ドイツの快

進撃を抑えるために日本からの支援は極めて重要な意義をもっていた。そのため、仏露

両国は一刻も早く日本に欧州戦線への参加を希望し、またロシアは日本からの兵器援助

に対しても大いなる期待を寄せていた48。こうした戦局の事情もあり、四カ国同盟構想

は現実味を帯びるようになっていた。 

 時は遡るが、8 月 31 日にロシアのサゾノフ外相は、ロシア駐在のイギリス大使とフ

ランス大使を呼び寄せ、欧州戦局が紛糾している昨今において、直ちにドイツへ大打撃

を与えるために日本からの援軍が必要であるとの見解を伝えた。英仏両大使との間でも、

日本が援軍の派遣要請を受けることは協商国全体にとって極めて有利に働くとの見通

しで一致した。サゾノフはこの案をいったんイギリス政府へ伝え、日本の同盟国である

イギリスから日本政府に対し、欧州への派兵を依頼するように述べた。ロシアでのこう

した動きを知った本野一郎は、すぐさま本国の加藤外相に電報を送り、万が一ロシアか

ら直接派兵の要請を受けた際についての対応をいかにすべきかについて指示を仰い

だ49。ところが加藤からは、参戦以来、日本は欧州への軍隊派遣はもとより想定してお

らず、ロシアの期待する日本軍の欧州戦線への参加は考慮に値しないとして、明確に否

定された50。 

                                                   
48 ディキンソンが指摘するように、実際に日本の武器援助は、ロシアの戦争遂行にとって

決定的役割を果たしていた。Frederick R. Dickinson, War and National Reinvention: 
Japan in the Great War, 1914-1919 (Cambridge: Harvard University Asia Center, 1999), 
p. 145. 
49 在露国本野大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 8 月 31 日（『日本外交文書』大正三

年第三冊）630 頁。 
50 加藤外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 3 年 9 月 2 日（『日本外交文書』大正三年
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 加藤の回答の通り、日本のそもそもの参戦理由は東アジアのドイツ権益の奪取と、同

地域のドイツ海軍の壊滅であり、その点ではイギリス政府とも認識を同じくしていた。

グレイ外相も、欧州戦線においては日本の援軍を期待していたわけではないことは、す

でに言及したとおりである。しかし、このことはイギリスが日本からの支援を求める理

由がまったくなかったことを意味しない。オスマン・トルコがドイツと接近するにつき、

イギリスをはじめとする協商国の間に戦局悪化の危機感が高まっていたことは事実で

ある。 

9 月 2 日、グレイは井上大使を呼び、ドイツがオスマン・トルコへ進出して、「ゲー

ベン」や「ブレスラウ」などのドイツ軍艦が地中海の覇権を握りつつあることに脅威を

感じている旨を伝えた。なお、ドイツ海軍の脅威を最も深刻視していたのは、ウィンス

トン・チャーチル（Winston S. Churchill）海軍大臣であり、ゆえにチャーチルは日本

の艦隊を地中海へ派遣し、戦局の進展によってはその他多方面にわたって出動が可能な

ように日本政府へ要請するべきであるとの要望を政府へ提出している。さらにチャーチ

ルは、イギリス政府としては、日本艦隊のために燃料や必要となる軍用品を供給する準

備を整え、万が一日本がこの作戦のために国債を発行するような事態になれば、イギリ

ス政府が援助をするべきと続けた51。現場のチャーチルが実感したように、ドイツの快

進撃は相当までにイギリス海軍を苦しめていたことがわかる。そして日本からの支援は、

その海軍にとっては喉から手が出るほどに必要となっていたのであろう。これ以後、イ

ギリスをはじめ、協商国は地中海におけるドイツ艦隊の激しい攻撃に苦しめられ続ける

のである52。 

海軍の苦悩とは裏腹に、イギリス政府はもとより日本に欧州戦線への参加は不要とし

てその対独参戦を要請していた経緯もあり、前言撤回して援軍を求めることは容易には

できなかった。そこで、9 月 3 日にグリーン駐日大使は加藤に日本海軍の欧州派遣につ

いての可否を非公式に伺った53。また同時に、対露支援のための陸軍の欧州派遣につい

                                                                                                                                                     
第三冊）631 頁。 
51 在英国井上大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 3 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）631 頁。 
52 軍事史の観点から日本海軍の欧州戦線への参加問題について考察した研究として、平間

洋一『第一次世界大戦と日本海軍――外交と軍事との連接』（慶應義塾大学出版会、1998
年）、がある。 
53 在本邦英国大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 3 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）632 頁。 
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ても加藤に相談するなど、間接的ながら日本政府に欧州戦線へのコミットメントへの意

思を確認しようと試みていた54。 

しかし加藤は、欧州への日本軍の派遣には一貫して反対の姿勢をとり続けた。加藤に

とって、東アジアのドイツ勢力を駆逐し、その中国や南太平洋における権益を奪取する

ことが日本にとっての最優先課題であったためである。そのため、ロシアやイギリスが

日本の援軍を期待している旨の情報を得てからも、加藤の態度が揺らぐことはなかった。 

今度は 5 日に本野大使から、対露支援を進言する内容の電報が加藤へ送られた。そこ

で本野は、「万一英国政府ニ於テ露国ノ提議ニ同意シ帝国政府ノ（欧州派兵について―

―引用者注）考量ヲ求ムル場合」、日本の将来的な利害を考慮して、「出来得ル範囲内ニ

於テ援兵ヲ送ルコト」が好ましいと語っている55。ところが加藤は相変わらず欧州派兵

への否定的態度を変えず、「元ト帝国軍隊ハ全ク護国ノ目的ノ為メニ国民ニ服役ヲ課シ

タルヨリ成レルモノ」であるため、「外邦援助」のために自国の軍隊を利用することは、

「国民ノ到底同意セサル処」となる恐れがあるため、「万一英国政府ヨリ本件ヲ提議シ

来ルトスルモ政府ハ…（中略）拒絶スル考」えであるとの返答をなした56。さらに加藤

は続けて、日本軍の欧州派遣が不可能な具体的理由として、日本海軍の構造上の問題と、

東アジアの戦局を挙げている。前者について加藤は、もともと日本海軍は外敵防御を目

的とした後世になっていると指摘した上で、「其勢力ハ遠ク外征ヲ企ツルニ足ル如キ強

大ナルモノニアラサル」との理由から、欧州派遣が無意味であるとする。さらに現在の

東アジアの戦局について、日本とドイツとの間の戦闘も決して簡単なものではなく、日

本は「膠州湾ノ封鎖及攻撃ノ為メニ相当ノ配備」を必要としているような状況であり、

「英国艦隊ト南方ニ於テ共同動作ヲ為ス為メ若干ノ軍艦ヲ分遣」しているために、国内

には欧州派遣に十分な軍艦が残されていないとする。そのため、「英国艦隊司令長官指

揮ノ下ニ置ケル外各方面ニ亘レル帝国商船航路ノ安全ヲ期センガ為メ」、現存の最小限

の海軍力をこれに充てる必要があると述べている57。 

このように、加藤は東アジアの戦闘ですでに日本軍の力のほとんどを割いてしまって

                                                   
54 外務省百年史編纂委員会編『外務省の百年』上巻（原書房、1969 年）615 頁。 
55 在露国本野大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 5 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）634 頁。 
56 加藤外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 3 年 9 月 7 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）634-635 頁。 
57 加藤外務大臣より在英国井上大使宛電報、大正 3 年 9 月 9 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）635 頁。 
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いるため、ロシアやイギリスからの要請を拒絶せざるをえないとしたのである。もっと

も加藤は、あくまで東アジアでイギリス海軍との良好な共同行動を維持していることを

アピールしており、日英同盟の効力について強調していた。無論、遠く離れた欧州地域

へ自国の軍隊を送ることは、加藤ならずとも消極的にならざるをえなかったといえよう。

たとえば海軍を取り仕切る立場にあった八代海相もそのひとりであり、大きく三つの理

由から欧州派遣には反対していた。 

 

  帝国海軍ノ主力ヲ欧州方面ニ派遣シ難キ理由 

  一 帝国ノ海軍ハ本来単ニ本国領土ノ防衛ノミヲ目的トシテ其兵力ノ標準ヲ定メタル

モノニシテ…（中略）今若シ其主力ヲ遠ク欧州方面ニ派遣スルトキハ本国ノ防備ハ

全ク空虚トナリ万一時局ノ変化ニ依リ東洋ニ第二ノ敵ヲ見ルニ至リタルトキハ如何

トモスルコト能ハザルノミナラス不幸ニシテ此派遣艦隊ノ大部ヲ欧州方面ノ海戦ニ

亡失スルトキハ全ク其補充ノ途ナクシテ戦後ノ国防ニ大欠陥ヲ生シ…（中略） 

  二 帝国ノ海軍ハ此数年前ヨリ其改造ニ着手シ現下其半途ニアリテ未ダ新式ノ鑑定ヲ

以テ艦隊ヲ編成シ得ルニ至ラズ…（中略）今次ノ対独連合作戦ニ於テモ単ニ東洋海

面ノ安固ヲ保証シ得ルニ止リ已ニ南太平洋及印度洋方面等ノ作戦ニ対シテハ著ク其

負担ノ重キヲ感セリ…（中略） 

  三 帝国財政ノ現状ハ固ヨリ富裕ナラスシテ永ク多大ノ戦費ニ堪ユルコト難シ然ルニ

遠ク出征艦隊ヲ欧州方面ニ派遣スルトキハ其戦費莫大ニシテ到底其支出ノ方途ヲ基

ムル能ハス58 

 

以上の八代からの覇権反対の理由は、加藤のそれとほぼ共通していたといってよい。日

本にさほどの余裕がなかったことは事実であろうが、いずれにせよ海軍の欧州派遣には、

国内からの支持を得ることはできなかった。イギリスもこれにさしたる抗議を行った形

跡がないことからしても、日本の立場に一定の理解を示していたと思われる。むしろ、

ロシアにとっては日本からの援軍が実現しなかったことは痛手であったことだろう。ド

イツとの闘いで苦しい立場に追いやられていたロシアにとっては、日本からの援助なく

して状況打開は容易ではなかったからである。 

                                                   
58 加藤外務大臣・在本邦英国大使会談、大正 3 年 11 月 14 日（『日本外交文書』大正三年第

三冊）647 頁。 
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七 対露兵器援助と日本軍の派遣問題 

 ロシアにとって日露の接近を加速させ、同盟実現を既定路線とするためには、対独戦

をめぐる日露間の共闘関係をより一層推し進める必要があった。実際に、ロシアは欧州

戦線での対独戦に苦戦し続けていたため、日本国内の日露同盟論者にとっては、ロシア

からの援軍派遣の要請は願ってもない機会であったといえる。 

 日本が対独宣戦布告をなしたことにつき、9 月 3 日にフランス政府は自国内における

日本軍の軍事行動への参加を希望するようになった。前述した通り、イギリスはグレイ

外相が日本の欧州戦線への軍隊派遣には消極的な姿勢を見せていたため、フランスはむ

しろロシア戦線への軍隊派遣が望ましいとの要望を日本側に伝えた。しかし、このとき

ロシアはフランスに日本軍派遣の必要性を認めず、フランスからのより積極的なロシア

戦線へのコミットメントを求めた59。 

 もっとも、ロシアはこのとき日本からの援助を不要だと考えていたわけではなかった

ことは、前節で紹介したサゾノフの見解からも明らかである。ただその一方で、ロシア

国内には、自国の領土内に日本の軍隊を入れることに対する並々ならぬ脅威を抱く声も

あった。実はこの直前、日本政府はロシア陸軍省に対し、軍需品需要の充足について可

能な限り援助をする用意があるとの申し出を行っており、ロシア陸軍省も日本大使館に

駐在していた陸軍武官を通じて重砲の売却を要請した。ところが、ロシア大公のセルゲ

イ・ミハイロヴィッチ（Sergei Mikhailovich）は、日本陸軍省はその法規によって他

国に兵器の売却を行う権利を有していないとの回答を自国の最高司令官に伝えた。この

ときミハイロヴィッチが日本陸軍省から得た情報では、日本陸軍は一定の条件を満たす

ことができれば、軍隊を派遣してロシアを援助することが可能とのことであった。しか

し、ロシア陸軍省は日本がシベリア経由で対露支援のために大遠征団を派遣することに

同意することはできなかった。なぜなら、ロシア陸軍内には日本に対する不信感が伝統

的に存在していること、そしてシベリアに軍隊を置いていない現状で日本軍を受け入れ

れば、ロシアにとってはこの上ない危険になりかねないとの危惧があったためである60。

反対に、ロシア外務省では日本軍の援軍派遣の可能性を好意的に受け取っており、日本

                                                   
59 駐英大使ベンケンドルフ宛外務大臣サゾノフ発電報、大正 3 年 9 月 3 日（「露国政府ノ極

東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
60 外務大臣サゾノフ宛大本営付外交官房主事バジリ発電報、大正 3 年 9 月 3 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
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政府にもその可否について早急に返答をなすよう求めている61。もっとも日本軍の派遣

は加藤の強い反対によって実現しなかったわけであるが、日本もロシアも外務省と軍部

との間で認識に相違があったことは共通していた。 

 11 月に入ると、元老の井上馨は日露接近を促すための手段として、日本の経済界が

ロシアとの貿易や通商を積極的に進め、日露の経済関係を深化させようと考えるように

なった。大戦によるロシア経済の弱体化は、井上の眼にはむしろ好機とさえ映っており、

自身が設立にもかかわった三井物産に対し、サンクト・ペテルブルグとモスクワへ調査

チームを派遣し、貿易その他の状況調査を行うように勧めた。この勧めを受けて、三井

物産は直ちに調査チームを組んでロシアへ派遣したが、ロシア国内は大戦の影響で輸出

入が激減しており、政府も国民も疲弊していた。そのため、日本との貿易の活発化はロ

シアにとって願ってもない申し出であり、ロシア政府や経済界はこれを大いに歓迎した。

この調査報告を受けた井上は、1915 年 4 月にも三井に、本格的な貿易を行うために支

店をロシアに設置するよう進言したのである62。井上の働きかけも影響し、ロシア革命

が発生するまでの期間、日本の対露貿易の総額は著しく増大していた（表 1 参照）。 

 

表 1 各国別ロシアへの輸出量63 

国 1914 年 1915 年 1916 年 9 月 

日本 11,648,000（49％） 19,920,000（49％） 30,752,000 

韓国 208,000（0.9％） 1,216,000（2.9％） ― 

イギリス 5,776,000（24.5％） 13,712,00（33.8％） ― 

中国 5,776,000（14.3％） 5,760,000（14.3％） 5,456,000 

ドイツ 96,000（0.5％） ― ― 

アメリカ ― ― 21,440,000 
（備考）単位は㎏ 

 

 こうした民間レベルでの交流が進むなか、対露兵器援助は日本政府の消極的な姿勢も

                                                   
61 駐日大使マレフスキー宛外務次官ネラトフ発電報、大正 3 年 9 月 3 日（「露国政府ノ極東

外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
62 『世外井上公伝』第 5 巻、393 頁。 
63 高島正之「ウラジオストック貿易概観」（和歌山大学経済学会編『経済理論 別冊』第

133 号、1973 年）31 頁。 
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あってなかなか進展しなかった。11 月 4 日に陸軍大将でもある山県のもとを訪れたマ

レフスキー大使は、小銃および弾薬の援助についての助力を求めた。しかし山県はこの

とき、中国の内乱が過激化する現状において、ロシアへの兵器援助や軍隊の派遣などの

余裕はなく、内閣の理解を得ることはできないとの回答を行った64。 

 政治面での関係深化は進まないものの、井上たちの働きもあって経済や文化面での交

流は盛んになっていた65。また、ロシアも日本との関係強化を図るため、フランスとの

間で対日政策についての調整を行っていた。12 月にロシアの駐仏大使イズヴォリスキ

ーは、デルカッセ外相との間で複数回にわたる会談の席を設け、英仏露三カ国で日本を

欧州戦線に参加させるために共同で働きかけを行うことを提案し、デルカッセからの同

意を得ている。さらに両者の間では、日英仏露四カ国の間に恒久的な同盟を実現させる

との認識をも一致させた66。こうしてロシアとフランスの関係も強まり、日本を欧州の

戦闘にコミットさせようとする動きは盛んになされるようになる。 

 ベンケンドルフ大使から電報を受けたサゾノフは、グレイを通じてイギリス政府から

日英露間になんらかの政治協定を取り交わすことへの了解を取りつけたと明らかにし

た。そして日本については、いまや日本国内での日露同盟へ向けた論調が盛んになされ

ており、言論機関や各種政治団体などからの支持が期待できるとし、これを好機として

四カ国同盟を実現させるべく行動に移すべきとの訓令を行った67。 

 しかし、グレイはあくまで四カ国同盟には反対の態度を貫く。グレイは戦中に限定し

たロンドン宣言と、戦後も継続する恒久的同盟とは明確に区分していた。後者について

は、すでに加藤によって繰り返し反対がなされている以上、実現不可能であるとの結論

を下している。問題は前者の戦中のみに限定した同盟についてであるが、イギリスはす

でに仏露両国とは対独戦を通して同盟に近い共闘関係を築いている。そして日本との間

には日英同盟が存在しているため、イギリスは日本の意向を無視して仏露と同盟を取り

                                                   
64 外務大臣サゾノフ宛駐日大使マレフスキー発電報、大正 3 年 11 月 4 日（「露国政府ノ極

東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
65 たとえば、1911 年に寺内正毅を会長として設立された日露協会は、ロシアの文化や言語、

経済などを学ぶ目的で設立され、日露友好のための機関として機能していた。Peter Berton, 
Russo-Japanese Relations, 1905-1917: From Enemies to Allies (London: Routledge, 
2012), p. 5. 
66 イズヴォリスキーより外務大臣サゾノフ宛駐仏大使電報、大正 3 年 12 月 10 日（「露国

政府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
67 外務大臣サゾノフより駐英大使ベンケンドルフ宛電報、大正 3 年 12 月 28 日（「露国政

府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
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交わすことはできない。したがって間接的な形ではあるが、仏露両国も日本と事実上の

同盟関係にあるのであり、新たに協定文を作成してこれを取り交わす必要はないという

のがグレイの一貫した主張であった68。日英両国の外務大臣の四カ国同盟案に対する見

解は見事なまでに一致しているが、日本国内の日露同盟論はこうした合理的な思考を寄

せつけることはなく、ひたすら日露友好のムードを形成することに躍起になっていた。 

 翌 1915 年早々には、サゾノフから本野へ、グレイが日露間の同盟締結そのものには

反対しているわけではないという点を取りあげ、同盟実現が望ましいと説得を行ってい

る。サゾノフの説明では、グレイは日露同盟に本心では賛成であるが、その時期を大戦

の終結したあとにするのがよいとの意見をもっていたが、最近になってその考えを変え

たとされる。1 月 1 日の駐英大使からサゾノフへの報告によると、グレイは戦争終結を

待たずして同盟締結に乗り出した方が得策であるとの考えに乗り換えたとされてい

た69。さらにサゾノフは、単に日英同盟にロシアが加入するだけでなく、日英仏露間に

同盟を形成したあと、特に日露間にのみ問題がある場合には、これとは別に特殊な条約

を二国間で交わすことがよいともした70。おそらくこれは日露間の兵器援助や共同軍事

行動などを想定していたと思われるが、いずれにせよサゾノフが具体的に日本との協調

によって東アジアの懸案事項を処理しようと考えていたことは確かである。 

 11 日、グレイのもとを訪れて四カ国同盟案について意見を尋ねた井上は、グレイか

ら 9 日に行われていた仏露両国大使との会談の内容を伝えられた。その会談では、両大

使から恒久的な四カ国同盟の提案がなされたが、グレイは一貫した態度で戦中の同盟に

反対していた。グレイが戦争の終結を待たずして同盟締結に同意したというサゾノフの

発言は、虚偽のものであった可能性が高い。グレイはその反対理由を次のように簡潔に

説明している。 

 

  永久的同盟条約成立ハ戦争継続中ノ此際何分其時機ニアラス宜シク戦後ノ商議ニ譲ル

ヲ妥当ト思考ス惟フニ日本ノ意向モ亦同様ナルヘシ71 

 

                                                   
68 ロシア外務省日誌、大正 4年 1月 7日（「露国政府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
69 「日英露仏四国同盟談ノ成行要領」（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同盟ニ関スル意見交

換一件」松本記録 B.2.1.1.30_001、外務省外交史料館所蔵）。 
70 同上。 
71 同上、146-147 頁。 
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すでにグレイが何度も語っているように、露仏露の間には事実上の共同軍事行動や共同

講和に関する取り決めが交わされている以上、イギリスにとっては日本をこれに加えて

新たな協定を取り結ぶ必要性は依然として見当たらなかった。ただロシアとフランスの

みが、対独戦を遂行する上で日本からの援助を期待していたにすぎなかった。またロシ

アにとって日本との同盟は、東アジア問題で利害が対立し合う可能性があったことから、

何度も提案がなされていたのであった。 
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第三章 

加藤高明と井上馨の対立から見る日英仏露四カ国同盟案への対応 

 

 

 

 

 

 日本の対独戦参戦により、日本は協商国の一員として大戦にコミットすることが望ま

れるようになった。ロシアによる日英同盟加入の要請は、協商国の連携を強めて対独戦

を遂行するべきとの論理でもってなされたのであるが、これに対して日本国内では大き

く意見が分かれた。そこで本章では、以上のロシアからの同盟締結の動きに対して、日

本国内でいかなる対応が模索されたかを、加藤高明外務大臣と井上馨を中心とした元老

の動向について考察を行う。 

 

一 加藤の日露同盟への対応 

 ロシアから日英同盟加入の希望がなされていることを井上勝之助駐英大使（井上馨の

息子）から伝え聞いていた加藤は、その真の目的を図りかねていた。当時、日本は対独

戦への参戦前だったこともあろうが、このあと日本が参戦して本格的に協商国の一員と

なってからも、加藤の姿勢は一貫してロシアの同盟加入には反対であった。たとえば、

9 月 9 日にマレフスキー大使との会談で加藤は、日本が欧州において完全に戦闘が決着

するまでは、仮に膠州のドイツ領を占拠することができたとしても、対独講和をなすつ

もりがないとの旨を強調し、ロシアとは同盟関係にはなくとも同じ協商国の一員として

ともに行動することを明言した1。加藤は対独戦という目標を共有する日露間に、新た

な同盟協定を取り交わすことを否定したのである。 

 9 月 15 日になると、加藤はロシアからの同盟加入の申し出への対応策として、「今日

已テニ日本ガ三国協商側ニ立ツニ至リタル以上露国後顧ノ憂ハ全ク之ナキニ至リタル

                                                   
1 外務大臣サゾノフ宛マレフスキー発電報、大正 3 年 9 月 9 日（「露国政府ノ極東外交機密

文書 第三輯第三巻」）。 
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次第ニテ同国カ日英同盟ニ加入セントスル目的ハ或ハ已テニ達セラレタルニハアラサ

ルカトモ推察セラルル」との意見を井上大使に伝えた。そしてこのロシアからの三国同

盟案に対して、イギリス政府の「腹蔵ナキ意見」を聴取するように訓令した2。 

 これを受けた井上は、17 日にグレイ外相との会談のなかでロシアの日英同盟加入問

題について、「自分ハ（駐英露国――引用者注）大使ノ提言ニ対シ主義上歓迎ノ意ヲ表

スルト同時ニ日本国ガ戦争ニ加ハルヘキヤ否ヤ不明ナル此際未タ本件考量ノ時機ニ非

ズト述ヘ程能ク応答シ置キタ」という回答を得た3。このとき、グレイも加藤と同じく、

イギリス政府としてロシアとの同盟に乗り出すつもりはないことを確認したのであっ

た。そしてグレイと加藤の両者の同盟反対の理由も、同様の内容であったといえる。 

 確かに加藤やグレイがいうように、日本が対独戦に参戦し、協商国側と共同歩調をと

ることが決まった以上、日英両国にとっては三国同盟の必要性は失われたかに思われた。

しかし、日本国内の日露提携派の勢力は、大戦による日露の共同行動を同盟への布石と

捉え、さらなる日露接近を促そうと試みるのである。 

 一方、ロシア駐在の本野大使は、9 月 17 日にロシアによる三カ国同盟案に対しての

私見を加藤に伝えている。本野によれば、ロシア国内の諸般の事情を考慮すると、ロシ

アが日本との同盟を望む理由は、そもそもが「第二日露協約締結当時（1910 年――引

用者注）已ニ露国当局者ノ懐抱シ居リタル思想ナル」と解釈された。第二回日露協約が

締結されて以来、日本との間に同盟関係を構築することは、ロシアにとって念願であっ

たと本野はいう。そして、この日露同盟は、日本にとっても大きな利益を享受しうる可

能性があるとして、その具体的根拠を以下のように列挙する。 

 

一．欧州ニ於テ事変発生ノ際極東ニ於テ自己ノ地位ヲ安全ニスルコト 

  二．露国ハ常ニ支那ニ変乱アルヘキコトヲ虞レ居リ又場合ニ依リテハ日支合同シテ露

国ニ当ルコトナキヤヲ真実懸念シ居ルモノニシテ若シ日本ト同盟関係ヲ結ハハ極東

方面ニ於ケル地位全然安全ナルヘシト思惟シ居ルコト 

  三．満蒙ニ於ケル特殊利益保護ヲ一層強固ナラシムルコト4 

                                                   
2 加藤外務大臣より在英国井上大使宛電報、大正 3 年 9 月 15 日（『日本外交文書』大正三

年第三冊）613 頁。 
3 在英国井上大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 17 日（『日本外交文書』大正三

年第三冊）615 頁。 
4 在露国本野大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 17 日（『日本外交文書』大正三
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本野は、日本の大陸政策にとってもロシアとの同盟は有利に機能しうるとの立場から、

今回のロシアからの同盟の要請は極めて正当で時宜にもかなっていると考えていた。 

 しかし、加藤はロシアが日英同盟に加入することは、肝心の日英同盟がその効力を弱

めてしまい、一種の「アンタント（entente）」にまで成り下がってしまう恐れがあると

危惧していた5。加藤にとっては現存の日英同盟こそが日本の国益を半永久的に担保し

うる唯一の協定であると考えられたため、本野の日露同盟による日本の権益保護の論理

とは相反していた。しかし、加藤にとって不幸にも日英同盟骨髄論はこの時期の日本国

内では大勢となることはできず、外交面での加藤の明確な支持者はほとんどいなかった。

そして加藤自身も、日露同盟論者との間の政治的調整を行わず、ひたすら自身の日英同

盟骨髄論のみに固執するエリーティズムも災いして、自らを孤立させる一方になってし

まった。この政治的調整の欠如に、加藤の政治手腕の限界があったといえよう。 

 

二 フランスの参入 

 ロシアが日英同盟への加入を要請したことと並行し、同じく協商国の一員であったフ

ランスからも同盟加入の希望がなされるようになった。8 月 4 日、フランスのジェラー

ル駐日大使は加藤と会見し、本国政府からの日本との同盟締結の要望を伝えた。この要

望に対して加藤は、日仏間にはすでに 1907 年に締結された日仏協約が機能しており、

また英仏関係も良好である現状においては新たに日仏間に同盟を取り交わす必要性は

ないとの見解を示した6。このとき、加藤はあくまで日仏関係の良好さを強調した上で、

間接的な形でこの申し出を拒否したのである。 

 ジェラールから加藤の返答を受けたフランス本国の外務省では、日仏同盟の実現に向

けて再度日本側と正式な交渉の場を設けるよう指示を出した。ジェラールは 7 日にも加

藤と会談し、フランスとの同盟に消極的な加藤を説得しようと試みるが、前回と同様の

理由でもって加藤から退けられた7。翌 8 日にはフランス政府からの公式な要望として

                                                                                                                                                     
年第三冊）614-615 頁。 
5 「日英露仏四国同盟談ノ成行要領」大正 4 年 3 月 1 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同

盟ニ関スル意見交換一件」松本記録 B.2.1.1.30_001、外務省外交史料館所蔵） 
6 八月四日仏国大使来省欧州時局ニ対スル日本ノ態度ニ関シ会談ノ要領（「外務大臣ノ会談

要領雑件／加藤大臣之部（極秘）」）。芦田均『革命前後のロシア』（自由アジア社、1958 年）

153-154 頁、も参照。 
7 八月七日加藤外務大臣仏国大使ト会談ノ要領（仏国ヨリ日英同盟協約ニ加盟方申出ノ件）
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同盟加入の申し出がなされるものの、加藤は一貫した理由から取り合うことをしなかっ

た8。さらにジェラールは 12 日にも加藤と会い、同じ申し出を繰り返したのであるが、

やはり加藤を説得することはできなかった9。 

 ジェラールは、日本が対独戦に参加する際にはフランスはすぐさま日本と同盟を締結

し、またロシアも同様に日英間に同盟を望んでいるため、この四カ国間で同盟を取り結

び、協商国の確固たる関係を築くことが重要であると考えていた10。ジェラールはフラ

ンスばかりでなく、大戦前から日英同盟への加入を要請していたロシアもこれに加える

ことで、日英仏露四カ国同盟という構想を打ち出し、加藤を説得しようと試みたのであ

った。しかし、前述の通り、日英同盟骨髄論の立場にあった加藤にとっては、まったく

もって無益な議論であった。 

 フランスはこのあと、特に日本が対独戦に参戦してからは、日本軍の欧州戦線への派

兵を要請する。戦局が苦しくなる 11 月 27 日には、テオフィル・デルカッセ（Theophile 

Delcasse）外務大臣からイズヴォリスキー大使へ宛てて、英仏露三国で日本政府に対し、

欧州戦線への戦闘の参加を要請する提議をなすべきとの意見を伝えている11。この日本

軍派遣問題は、直後にグレイからも日本政府へ要請がなされるが、加藤は東アジアにお

いて多くの権益を有する日本にとっては、現状では東アジアに軍隊をとどめておく必要

があるとして拒否した。加藤は、協商国との一層の軍事協力には賛同するが、依然とし

てドイツが有する東アジア・太平洋地域の防衛・攻撃にあたるために、日本軍を欧州へ

送る余裕はないとしたのである12。グレイとしてもこの加藤の意見に同意し、日本政府

に欧州への軍隊派遣には反対であり、また仏露両国との同盟にも意義を見出せないと拒

絶した13。協商国間でもその足並みは一致しておらず、日英と仏露との間にはその認識

に距離があった。 
                                                                                                                                                     
（「外務大臣ノ会談要領雑件／加藤大臣之部（極秘）」）。 
8 在本邦仏国大使より加藤外務大臣宛、大正 3 年 8 月 8 日（『日本外交文書』大正三年第三

冊）601-605 頁。 
9 加藤外務大臣・在本邦仏国大使会談、大正 3 年 8 月 12 日（『日本外交文書』大正三年第

三冊）608-610 頁。 
10 芦田『革命前後のロシア』154-155 頁。 
11 外務大臣サゾノフ宛駐仏大使イズヴォリスキー発電報、大正 3 年 12 月 10 日（「露国政

府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
12 外務大臣サゾノフ宛駐英大使ベンケンドルフ発電報、大正 3 年 12 月 14 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
13 駐英大使ベンケンドルフ宛外務大臣サゾノフ発電報、大正 3 年 12 月 28 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
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 ロシアやフランスからの相次ぐ同盟加入の要請について、日英両政府の姿勢は消極的

であり、四カ国同盟の実現性は皆無であるかに思われた。しかし、この両国による日英

仏露四カ国同盟の要請は、日本国内の日露提携派の勢力を活気づかせることとなった。

この後、日本国内で日露同盟に向けた風潮が急速に蔓延するのには、こうした国際的な

要請があったからに他ならない。そしてこの露仏両国の動向と大戦の趨勢に伴う国際情

勢の変化を敏感に感じ取っていた井上馨は、その持論である日露同盟の実現に向けて舵

を切るのである。 

 

三 日露同盟に向けた井上馨の政治活動 

 欧州大戦による日本国内での対露接近の動きは、その反米感情の高まりも影響してい

た。欧州列国が戦闘に明け暮れるなか、力の空白状態が発生していた東アジアでは、中

立国であるアメリカが虎視眈々とその権益拡大に乗り出そうとしているといった噂が

日本国内で飛び交うようになっていた。当時、朝鮮総督の任にあった寺内正毅は、8 月

9 日の日記において、「欧州戦乱漸次発展シツツアリ。米国東洋ニ大艦隊ヲ派遣ノ風説

アリ。米国ト疎隔スヘキ好次期ナリト思ワル。此際我帝国ハ支那ノ治安ヲ維持スルノ責

ニ任シ、米国ノ容喙ヲ拒絶スヘキヤ論ナシ」との記録を残している14。この寺内に見ら

れる反米感情は、日本の対露認識への変化をもたらすことにもなっていた。すなわち、

それまで友好的な関係にあったアメリカが、大戦の混乱に乗じて東アジアの大きな脅威

となるなかで、ロシアと提携してこの新たな脅威に対抗することが必要とする認識が流

布するようになっていたのである。 

 開戦から間もない 8 月 8 日、自身の私設秘書の役割を果たしていた衆議院議員の望月

小太郎15に命じ、井上馨は、「世界大戦勃発ニ伴フ外交政策要領案」と題した意見書を

                                                   
14 山本四郎編『寺内正毅日記――1900～1918』（京都女子大学、1980 年）636 頁。 
15 望月は慶応 1 年（1866 年）1 月 1 日、甲斐国（現在の山梨県）身延に庄屋の子として生

まれる。山梨師範学校から慶応義塾に進学し、当時首相であった山県有朋と知り合う。山

県の紹介でイギリスへ留学し、学位取得（政治経済学）。帰国後は衆議院議員に当選し、尾

崎幸男と行動をともにし、議会で外交問題に関して多く発言する。その一方、英文通信社

を設立、英字紙『日本財政経済日報』を発行する。第二次大隈重信内閣では山県や井上ら

元老と尾崎行雄の仲介役となる。民間にあったが強い愛国心をもち、対外問題に関する民

間世論形成にかなりの影響力をもっていた。 
また、望月は、高齢で病床に臥せっていた井上の影武者として日露同盟論の拡張に大き

く貢献した。このときの望月の活躍について、第二次大隈内閣の司法大臣であった尾崎は、

次のように回顧している。尾崎行雄『咢堂回顧録』下巻（雄鶏社、1952 年）99 頁。 
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作成させた。この意見書で井上は、日英仏露四カ国の間に強固な団結を結ぶことを主張

しているのであるが、とりわけロシアとの関係については、「日露協約は此数年間寧ろ

紙上の協約たり。此時局に際し、次第に具体的事実的の協約たらしめざるべからず」と、

自説を展開している16。井上は日露間に新たな協約を締結することで、これまで以上に

緊密な関係構築の必要性を訴えたのである。 

 この意見書は翌 9 日に大隈首相へ、10 日に山県有朋へそれぞれ望月の手によって提

出された17。このとき大隈と会談した望月は、井上からの伝言として、枢密顧問官の都

築馨六を井上勝之助にかわって駐英大使に、そして満鉄総裁であった後藤新平を日置益

にかわって駐華公使に任命するように提案した18。望月はこの人事案について根拠を述

べてはいないが、おそらく井上が仲人を務めるほど昵懇な関係にあった都築を駐英大使

とし、同じく井上と親交が深く、日露提携の点でも認識を同じくする後藤を駐華公使に

据えることで、日露同盟実現に有利になるとの思惑があったと考えられる。 

 さらに望月は 10 日の山県との会談において、山県から井上の意見書への同意を引き

出すことに成功している。なお、山県はこのとき、独自の「人種闘争論」と呼ばれる概

念でもって、井上とは異なる立場から日露同盟の必要性を論じた19。そして、日英同盟

のみに固執し、ロシアとの関係深化に関心を向けない加藤外相への不満を漏らした20。 

 望月との会談の直後、山県は衆議院議長の山岡育造に会い、加藤のことを「丸で英人

なり」と罵り、その親英主義的な外交政策を激しい口調で批判した21。山県も井上と同

                                                                                                                                                     
世間では、望月君を軽く見すぎる人もいるやうだが、ある種、ある方面の働きにおいては、

他人の企ておよばない手腕をもつていた。ことにその当時の望月君は、井上侯と非常に親

密な関係をもつてゐた。元来片走りをする性質の井上侯は、一時は、 
「望月をば門内に入れること相成らぬ」 
とまで怒つたこともあつたさうだが、それが反対に、そのころは望月でなければ、夜も日

も明けないといふほどで、なにか事があると、すぐ望月を呼んで来いといふやうな関係に

なつていた 
 
16 「時局以来ノ手控（望月小太郎）」（『第二次大隈内閣関係史料』）72-73 頁。 
17 『世外井上公伝』第 5 巻、367-368 頁。 
 なお、同意見書の提出はバールィシェフ・エドワルドも言及しているが、「井上の意見書

は 8 月 10 日に大隈首相や元老山県有朋…（中略）に手渡された」と記述するにとどまって

おり、なぜか望月の存在については触れられていない。バールィシェフ『日露同盟の時代』

37 頁。 
18 『世外井上公伝』第 5 巻、369 頁。 
19 「対支政策意見書」（大山梓編『山県有朋意見書』原書房、1966 年）339-345 頁。 
20 『世外井上公伝』第 5 巻、370-371 頁。 
21 『原敬日記』第 6 巻、98-99 頁。 
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じく、加藤のことを独善的で視野の狭い人物であると認識していた。また山県にとって

は、戦争にかかわる重要な案件について、加藤が事前に元老への相談なく、英文の外交

文書を事後報告的に提出し、その場で翻訳して報告するというスタイルに対しても並々

ならない反感を抱いていた。山県は松方との会談の席上で、「加藤は日本第一の外交家

なりと自から極め居り、吾々を以て老耄取るに足らずとなし居れば、質問を為したりと

て吾々が満足する様に説明はせざる可し、…（中略）彼れは国際公法には精しからんも、

吾々をして其の要領を得せしむることは、六かしき様なり」と語り、加藤の参戦外交に

ついて強い不満をあらわにした22。 

 こうした山県による加藤外交への批判は、加藤の日英同盟骨髄論と、外交の一元化と

いう試みをより困難にさせてしまう。元老からの不信感を買ったまま、加藤は対独戦と

協商国との同盟問題について取り組まなければならなくなるのである。 

                                                   
22 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』61-62 頁。 
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第四章 

ロンドン宣言加入問題に見る加藤高明と石井菊次郎の対立 

 

 

 

 

 

 1914 年 9 月 5 日、対独戦をともに闘う英仏露三カ国は、単独でドイツとの間に講和

条約を取り交わすことを禁じたロンドン宣言に調印した。このロンドン宣言で、協商国

三カ国は、対独戦に向けての関係強化を行い、連帯感を醸成した。日本もこの宣言に加

入すべきとの声が一部で挙がるが、駐仏大使として欧州情勢を間近で観察していた石井

菊次郎もその一人であった。本章では、この石井のロンドン宣言加入案の由来となった

国際認識とはいかなるものであったのかについて、外務大臣の加藤高明や駐露大使の本

野一郎らとの比較から検討を行う。 

 

一 ロンドン宣言の発表 

 ドイツからの快進撃にあい、戦闘に苦しむ協商国は、一層の団結でもって効果的にド

イツへ立ち向かう必要に迫られた。その手段のひとつとしてなされたのが、9 月 5 日に

英仏露三国間で対独戦単独不講和を取り決めたロンドン宣言の発表であった1。 

 加藤はこのロンドン宣言の発表にあたり、イギリス政府から事前に何等の説明も与え

られなかったことに明らかな不快感を示した。加藤は、イギリスが仏露と関係を深める

ことで、相対的に日本との関係が薄れてしまい、戦後処理の段階において日本に有利な

条件を引き出すことがかなわなくなると危惧したのであった。 
                                                   
1 在英国井上大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 6 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）622 頁、にその英文が掲載されている。 
 

The British, French and Russian Governments mutually engaged not to conclude peace 
separately during the present war. The three Governments agree that when terms of 
peace come to be discussed no one of the allies will demand conditions of peace without 
previous agreement of each of the other allies. 
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 そこで宣言発表直後の 7 日、加藤はイギリスの井上大使に訓令し、「日英同盟協約第

二条ニヨリ当然日英両国ハ双方合意ノ上講和ヲ為ストノ見解ニ基ケルコトト帝国政府

ニ於テ了解スル」ことをイギリス政府に確認させ、日英同盟で保証されている日本の権

利を担保させるように命じた2。井上から加藤の要望を伝え聞いたグレイは、「宣言書調

印及至急之レカ発表方ニ付頻リニ英国政府ノ同意ヲ求メ来リタルカ当時同大臣ハ欧州

時局ノミヲ考量シ居リタルニ付予メ在日本英国大使又ハ本使（井上大使）ヲ経テ帝国政

府ニ通告スル暇ナカリシハ遺憾トスル」として、宣言の発表と同時に日本へ通達しなか

ったことに遺憾の意を表した。また、加藤の懸念する戦後における日本の対独宣戦化へ

の保証については、「帝国政府ノ見解ハ勿論正確ナリ」と答え、日英同盟の有効性をは

っきりと認めた3。グレイの説明とは、イギリス政府は対独戦の遂行のために仏露両国

と緊密に連携する必要があり、ロンドン宣言の調印に踏み切ったものの、同盟国である

日本との関係もまた重要なことは明らかであり、引き続き尊重していくという内容であ

った。日英同盟の有効性と日本の権利を最大限に認めたことは、加藤にとってもこの上

なく望ましい回答であったといえよう。それも、協商国の関係と同盟国日本との関係を

両立させつつ対独戦に臨むという、グレイの現実主義的な外交手腕があったからであろ

う。 

 以上からわかるように、欧州戦局の進展と同時に仏露両国による四カ国同盟構想につ

いて、日英と仏露との間には認識の相違が見られたものの、対独戦が深刻化するにつれ

てイギリスは仏露との関係強化に踏み切らねばならなくなった。加藤はイギリスがロン

ドン宣言に調印したこと自体はさほど咎めてはいないが、やはり日本に断ることなくこ

れを発表したことが、同盟国としての情誼に反したと感じられたのであろう。しかしそ

の加藤の懸念も、グレイの真摯な回答によって払拭されたと考えてよい。 

 一方、フランスに駐在して現地で列国の動向を観察していた石井は、早くからこのロ

ンドン宣言へ日本も加入すべきとの主張を行なっていた。この点、石井と加藤はその認

識を異にしていた。次節ではその石井のロンドン宣言への態度について、加藤との比較

のなかから分析を行う。 

 
                                                   
2 加藤外務大臣より在英国井上大使宛電報、大正 3 年 9 月 7 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）622-623 頁。 
3 在英国井上大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 9 月 8 日（『日本外交文書』大正三年

第三冊）623-624 頁。 
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二 ロンドン宣言加入問題への対応の比較――加藤と石井 

 ロンドン宣言は、協商国間の関係を一層緊密にすることで、ドイツら同盟国側との戦

争を遂行するとの目的でもって調印された。このロンドン宣言が発表された当初、駐仏

大使の石井は、本国の加藤に宛てて、日本もすぐさまこの宣言に加入し、協商国の一員

としての立場を確固たるものにするべきとの進言を行った。石井は日本が仏露からの同

盟案を拒絶し、イギリスからの欧州派兵の要請を拒否した現状において、協商国との関

係が極めて不安定となっていると警鐘を鳴らす。そして戦後の国際的地位を確立するた

めに協商国との連携を強化することが不可欠として、日本のロンドン宣言加入を訴えた

のである4。このとき石井がロンドン宣言加入を進言した理由として、のちにその回顧

録のなかで次のように振り返っている。 

 

日英間には既にロンドン宣言と同様の同盟条約が締結せられて居るから、日英両国に

関する限りは更めてロンドン宣言に加入すること素より不要である。併し露仏両国と

我国との間には別段何等正式の取極めがないから、露仏両国とも英国と同様の関係を

新たに設定する必要上、是非此のロンドン宣言に加盟し置くべきである。然らずんば

露仏両国が単独にて敵国側と平和条約を結んでも又は或る条件を我に隠蔽して敵側と

内議せられても我が日本としては条約上何等之れを拘束すべき根拠がない。故に今日

之れに加盟し置くことは当然の措置である。加之将来講和談判に臨んでも露仏両国と

正式関係を設定して置かない限りは如何なる事が起り我国に不利なる事態が惹起しな

いとも限らない。此点から云つてもロンドン宣言に参加して置くのは将来有力なる発

言権を我国に確保する所以である5 

 

石井は欧州戦局の行方が不明確であり、仏露のいずれかがドイツと単独で講和を取り交

わした場合、もしくはなんらかの条件を秘密裏のうちにドイツと交わした場合に、日本

は不利益を被ることになりかねないとの懸念を有していた。そのため、これを機会に日

本と露仏両国の間には日英同盟に類するような同盟関係を構築しておくことは、両国の

                                                   
4 加藤外務大臣宛石井大使発電報、大正 4 年 1 月 29 日（「英仏露三国ノ単独不講和宣言ニ

日伊加盟一件（葡国ノ加盟希望）附平和条件ニ関スル英仏露密約存否取調ノ件、東方問題

ニ関スル英露協定ノ件、羅馬尼亜ト英仏露伊間ノ条約ニ関スル件」外務省記録 B.2.3.7_01、
外務省外交史料館所蔵）。 
5 石井『外交余禄』117 頁。 
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単独行動を抑制することになり、ひいては日本の国益にも合致するとの判断があった。 

 確かに石井のいうように、すでに対独戦に参戦した日本としては他の協商国との連携

を強めることは理にかなっていると思える。そこには石井の現実主義的な戦略が働いて

いたのであろう。第二章で述べたように、日本は欧州での大戦勃発に際して、加藤の強

いリーダーシップによって日英同盟の情誼のもと、直ちにドイツへ宣戦布告をなした。

石井はこのとき、加藤の外交手腕を高く評価し、日本が英仏露と共同でドイツを敵とす

ることに同調していた。 

日本の参戦についての石井の見解は以下のような内容であった。すなわち、日本は協

商国と連携し、人道正義に反するドイツやオーストリアらの同盟国側を敵とし、大戦へ

参加した。そしてその後、日本は着々と戦果を挙げ、イギリスと連携しつつ、ドイツ領

であった山東半島や南洋群島を次々と攻め落としていった。イギリスとともに太平洋の

防備を行ない、中南太平洋方面までにも軍隊を派遣し、日本は東アジア・太平洋地域に

おいてその影響力を拡大させた。もし日本がこの大戦に厳正中立を守り、自国を戦局の

外に置いていたならば、大戦後の日本の国際的地位は極めて危ういものになっていたと

石井は考えた。大戦に参加したことで、日本は三流国として扱われることなく、戦後の

国際的地位や世界各国との交渉の場でも一定の発言力や影響力を保持することができ

た。それはいずれも、加藤による迅速な参戦外交があったからこそと石井は評価するの

である6。 

 加藤の参戦外交に高い評価を与える石井であったが、加藤の日英同盟骨髄論とは異な

る立場から日本の参戦を支持していたことは注目に値する。石井は加藤とは異なり、日

英同盟のみでは戦後の日本の国際的地位向上には不十分であり、仏露両国とも同様の関

係を築いておかなければならないと考えていた7。この観点によると、石井は加藤の日

英同盟骨髄論よりも井上馨らの日露同盟論と共鳴していたといえる。仏露との同盟、も

しくはそれに近い関係を構築しておかなければ、戦後の講和会議の場で日本はこれらか

ら不利な立場に追いやられてしまうと確信していた。これはすなわち、石井がそれほど

までに大戦による日本の国際的地位の低下に恐れを抱いていたことを暗に示していた。

ゆえに日本の積極的な参戦を促し、これを実行した加藤外交を評価したのである。そし

て日本が参戦したことと協商国の一員であることを改めて強調するために、仏露との関

                                                   
6 石井菊次郎「大戦争外交の一節」（『外交時報』1928 年 1 月、新春倍大号）24-26 頁。 
7 石井『外交余録』116 頁。 
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係深化でもって両国に再確認させることが可能になると考えた。 

 その石井にとって、英仏露が発表したロンドン宣言は、まさに渡りに船であった。日

本もこれに加入することで、仏露両国と個別に協定を取り交わすことなく、協商国の一

員としての地位をアピールすることが可能だったからである。そこで石井は本国の加藤

に宛てて、日本もこの機会にロンドン宣言へ加入することを進言するのであるが、この

案が加藤に受け入れられることはなかった。前述したように、日英同盟に絶対の信頼を

置く加藤にとって、ロンドン宣言は日露同盟論と同じく、日英同盟の効力を弱体化せし

めないと考えられたためである。実際に加藤は、石井のロンドン宣言加入提案に対して、

「貴官の所謂将来の講和談判に際し得策利益だと云ふ理由は諒解し難い」として退け、

その具体的理由を以下のように語っている。 

 

帝国は既に英国との同盟条約に於て、日英両国は同時に且つ其の条件等に就いても腹

蔵なき意見の交換を為したる上ならでは講和談判に這入らないことの協定を確保して

居る然るに同じ条項がロンドン宣言に於て英仏、英露間にある以上、日本は英国のみ

ならず、露仏両国とも同時に且つ其の条件等に就いても腹蔵なき意見を交換商議し得

る機会を与へらるる筈である8 

 

このように、日英同盟に絶対の信頼を寄せていた加藤にとって、他の協商国と関係を強

化することはなんらの利益にもつながらず、むしろ障害と考えられた。石井が懸念して

いた他の協商国のドイツとの単独講和に関しても、日英同盟の第三条において、日英両

国は相手の合意がなければ交戦国と講和を締結してはならないとの規定が存在してい

た以上、イギリスは日本に秘密にドイツと講和は結べない9。そしてロンドン宣言でそ

のイギリスとの間に単独不講和を確約した仏露も、各々の意思だけでは講和はできない。

つまり加藤の考えでは、日英同盟とロンドン宣言が協商国の対独講和を抑止しているた

                                                   
8 同上、118 頁。 
9 日英同盟協約第二条の条文は以下の通り。「第一回日英同盟協約」明治 35 年 1 月 30 日調

印（『日本外交年表竝主要文書』上巻）201-202 頁。 
 

上記ノ場合ニ於テ若シ他ノ一国又ハ数国カ該同盟国ニ対シテ交戦ニ加ハル時ハ他ノ締約国

ハ来リテ援助ヲ與へ協同戦闘ニ当ルヘシ講和モ亦該同盟国ト相互合意ノ上ニ於テ之ヲ為ス

ヘシ 
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め、日本のロンドン宣言加入は現状を変えるものではないとしたのである。 

 この加藤の見解は、イギリスはもちろんのこと、ロシアもまた同様の認識を共有して

いた。サゾノフはイズヴォリスキーとの連絡において、日本が先にドイツと講和条約を

取り交わす意図がないことを確認すると、大いに満足した10。これはロンドン宣言加入

前から日本が協商国と足並みを揃え、単独で講和を結ばないことを了としていたことを

意味する。すなわちこの時点で、ロシアは日本のロンドン宣言に加入しているのと同様

の立場にあったことを認めていたことになる。 

 ところが石井が懸念していたもうひとつの問題、すなわち戦後の講和会議で日本の対

独戦の戦果を協商国に認めさせ、日本の国際的地位向上が可能か否かという問題につい

て、石井は加藤以上に現状を不安視していた。戦後に起こりうる列国同士の激しい権力

闘争を想像すれば、加藤のように日英同盟のみで日本の地位を保証しうると考えること

にはそれなりのリスクがあった。さらには後述するように、対華二十一カ条要求によっ

て日本の対中政策に対してイギリスを含む欧米列国から批判の声が上がると、日本はま

すます日英同盟のみに依存できないと考えられるようになった11。こうした石井の戦後

の国際状況を予想した上でのロンドン宣言加入問題は、井上馨らの日露同盟論と認識は

違えども、協商国（特にロシア）との関係強化という結論では一致していた。このあと、

加藤によってロンドン宣言加入問題は立消えとなるのだが、約 1 年後に石井が外務大臣

に就任する際の交換条件として提示するときに再燃するのである。 

 

三 ロンドン宣言加入問題から日露同盟論へ――本野一郎の場合 

 以上のロンドン宣言加入問題から見る石井の国際認識は、政策レベルにおいて、加藤

よりも井上馨のような日露同盟論者のそれと共通していたことがわかった。そして、こ

のときの石井のロンドン宣言加入案と意見を同じくし、日英同盟骨髄論の立場からこれ

に反対する加藤にロンドン宣言への加入を進言したのが、長年にわたって日露提携を主

張していた駐露大使の本野一郎であった12。 

                                                   
10 加藤外務大臣宛本野大使発電報、大正 3 年 9 月 9 日（「英仏露三国ノ単独不講和宣言ニ日

伊加盟一件（葡国ノ加盟希望）附平和条件ニ関スル英仏露密約存否取調ノ件、東方問題ニ

関スル英露協定ノ件、羅馬尼亜ト英仏露伊間ノ条約ニ関スル件」）。 
11 田中「日露協商論」350-351 頁。 
12 『芦田均日記』第 2 巻、345 頁。 
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 本野は外務省内では例外的な親露派の官僚であり、その対露認識は石井以上に井上馨

と類似していた。その本野は大戦の勃発を日露接近の好機と捉え、8 月 30 日にウラジ

オストック駐在の野村基信に命じ、「日独開戦ノ浦潮地方ニ及ボセル影響」と題する報

告書を作成させ、加藤へ送った。この報告書では、「八月二十四日帝国カ愈宣戦ノ布告

ヲナシタリトノ報伝ハルヤ…（中略）露国官民ノ歓迎ハ一方ナラス両国ノ親善関係ハ一

層其度ヲ加」えたとし、日本の対独戦への参戦によって、ロシア国内の対日感情は好転

していると伝えている13。さらに 10 月 26 日には、本野が直接加藤に宛てて、「露独開

戦ニ関スル報告」を伝達した。その内容は、ロシア国内では日本の対独参戦を歓迎する

声が高まっており、有力新聞等では日露同盟の必要性にまで言及するまで対日世論は好

転しているというものであった。 

 

  八月十六日我日本カ独逸ニ最後通牒ヲ交付シタルコトハ露国朝野ニ好感ヲ与ヘ同二十

三日日本ハ独逸ニ宣戦布告シタリトノ報露京ニ達スルニ至ルヤ露国ノ輿論ハ日本ハ同

盟軍ノ一トナレリトシテ我態度ヲ歓迎シ露国民ハ挙テ赤心ヨリ欣喜ノ色ヲ漏ラシ有力

ナル新聞ニシテ日露同盟締結ノ必要ヲ論スルモノ少カラス14 

 

一方、ロシアのマレフスキー駐日大使は、12 月に日本国内で日露間でより緊密な関係

を取り決めた政治協定を取り交わすべきとの論調が、主として言論機関や政治団体から

支持を得ているとの旨を本国へ伝えている。この知らせを受けたサゾノフは、本野と会

談し、日英露の間に政治協定締結に関する交渉をもとうとの提案をなすと、本野は全面

的にこれに同意した15。 

 翌年に入ると、サゾノフは再び本野と会い、イギリスのグレイ外務大臣が日露同盟に

反対していない以上、もはやこれを躊躇する理由は見当たらず、むしろイギリスの意図

にも反してしまうとし、早急にその実現に乗り出すべきと意見を述べた16。すでに論じ

たように、このときグレイは三カ国同盟案に対して、「主義として賛成する」と語った

                                                   
13 在浦潮野村総領事代理より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 8 月 31 日（『日本外交文書』

大正三年第三冊）229-230 頁。 
14 在露国本野大使より加藤外務大臣宛電報、大正 3 年 10 月 26 日（『日本外交文書』大正

三年第三冊）86-87 頁。 
15 駐英大使ベンケンドルフ宛外務大臣サゾノフ発電報、大正 3 年 12 月 28 日（「露国政府

ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
16 『日露交渉史』268 頁。 
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にとどまり、これに賛成したわけではなかった。しかし、サゾノフはこのグレイの意見

を曲解して本野へ伝え、親露派の本野はこれをあっさりと受け入れたのであった。 

 さらにサゾノフは、日本軍の欧州戦線への派遣問題についても本野から意見を求めた。

これに対して本野は、「日本軍ノ欧羅巴派遣ハ期待シ難シ」と、その可能性を否定しな

がらも、もし日本と仏露との間で正式に同盟関係が構築された場合には、派兵の実現も

ありうるであろうと答えている17。続けて本野は、サゾノフが提案する日本と協商国と

の政治的関係の拡大強化についても深く同意を表し、この問題に着手しようとしないイ

ギリス政府の姿勢を批判した18。 

 また本野は、石井の提唱するロンドン宣言への加入についても積極的に後押しした。

対独戦への参戦以来、日本が東アジア・太平洋地域において軍事占領に成功した地域を、

戦後も引き続き占領し続けられるかどうかは現存の日英同盟では保証がないと本野は

考えていた。そのため、ロンドン宣言加入によって協商国に日本の戦果をアピールする

ことができると加藤に進言したのである19。 

 度重なるサゾノフとの会談を行った本野は、5 月 15 日に加藤へ宛てて、対独戦で多

くの兵器を消耗していたロシアへの兵器援助を行うように次の通り要請をなした。 

 

  露軍ノ状況甚タ宜敷カラス依テ太公ヨリ特ニ依頼アリ弾薬小銃供給方…参謀本部ヘ上

申ノ次第有タルカ本件ニ関シ外務大臣ヨリモ更ニ日本政府ノ御配慮ヲ請ヒ度旨懇談ア

リタリ此時機ニ際シ露国ニ対シ特ニ好意ヲ表シ置クコトハ将来ノ為メ極メテ有益ト思

料セラルルニ付帝国政府ニ於テ成ルヘク速カニ露国ノ希望ニ應スル様御配慮アランコ

トヲ請フ20 

 

本野は、開戦当初から対独戦に苦しみ、資源や兵器の著しい欠如に苦しめられていたロ

シアからの兵器援助の要請に応じ、ロシアの欧州戦線の後方支援を行うように画策した。

しかし、対露兵器援助は加藤の支持を得られず、本野の思惑は実現には至らなかった。

                                                   
17 ロシア外務省日誌、大正 4年 1月 2日（「露国政府ノ極東外交機密文書 第三輯第三巻」）。 
18 同上。 
19 本野大使発加藤外務大臣宛電報、大正 4 年 7 月 22 日（「英仏露三国ノ単独不講和宣言ニ

日伊加盟一件（葡国ノ加盟希望）附平和条件ニ関スル英仏露密約存否取調ノ件、東方問題

ニ関スル英露協定ノ件、羅馬尼亜ト英仏露伊間ノ条約ニ関スル件」）。 
20 岡市之助宛加藤高明書簡、大正 4 年 5 月 17 日（「岡市之助関係文書」4－1、国立国会図

書館憲政資料室所蔵）。 
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ところがこの後、加藤とは逆に対露政策に柔軟な姿勢を見せていた石井が外務大臣に就

任すると、本野の要請していた兵器援助、および日露同盟に向けた動きは現実化する。 

 

四 本野の日露同盟論の論理 

 1915 年 10 月に石井が外相に就任すると、石井の念願でもあったロンドン宣言への加

入はすぐさま実現し、日本は仏露両国との関係を強化することに成功した。しかし、石

井とは異なり、日露同盟論の立場から仏露との関係強化を支持していた本野は、ロンド

ン宣言への加入のみで満足することはなく、さらに日露関係の深化に向けて積極的な働

きかけを行う。この問題はのちに譲るが、本野が元老の松方正義に日露関係深化の必要

性について意見していることなどからしても21、元老と本野とは、日露同盟実現に向け

た共闘関係にあったといっても過言ではなかろう。 

 以上のような本野の日露同盟論は、開戦当初の日英仏露四カ国同盟案への支持から対

露兵器援助の要請、そして日露同盟論へと段階的に発展していることがわかる。またそ

の背景には、本野が 1906 年にロシア公使に就任して以来、一貫した日露提携の推進者

としての姿勢があった。こうした日露同盟論は、伝統的に対英協調を重視してロシアへ

の警戒の立場を継承していたとされる外務省内では珍しいものであった。本野自身によ

ると、その日露同盟論の必要性の根拠は、次の五点に集約できる22。 

 第一に、欧州大戦の勃発に際して、英仏露の協商国が対独戦に向けて強固な関係を築

いている事実を前提とした上で、日本もこれら協商国との関係をより緊密にしておく必

要があり、その一環としてロシアとの同盟締結が望ましいとの理由である。当然ながら、

本野が日露同盟論を主張した時期は、戦局がこの後いかに変化するか予測のつかない段

階だったのであるが、もし協商国が勝利を収めた場合には、その後に起こるのは英露間

の勢力争いであり、日本もこれに巻き込まれる可能性がある。そしてその際には、日本

はいずれの側にも加担することはすべきでなく、厳正中立の立場でもって国益を追求す

ることが望ましい、というのが本野の考えであった。したがって現行の日英同盟のみに

依存すれば、この英露間の闘争に厳正中立ではいられないため、ロシアとも同盟を結ぶ

ことで、戦後の日本の中立的立場を担保しておく必要があったのである。そしてこれは

                                                   
21 松方正義宛本野一郎書簡、11 月 24 日〔年不明〕（大久保達正監修『松方正義関係文書』

第 8 巻、大東文化大学東洋研究所、1987 年）25-26 頁。 
22 松本「欧戦初期の日本外交秘史」104-105 頁、も参照。 
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のちに日本がロンドン宣言に加入することで、部分的にではあるが達成することができ

た23。 

 本野の日露同盟論の第二の理由は、もし今回の大戦で協商国が同盟国側に敗北した場

合、東アジアにおけるドイツ勢力も息を吹き返し、戦前よりもそのプレゼンスが高まる

であろうことが予測されたためである。そしてそのときは日本との衝突は免れえないと

本野は指摘する。もしドイツが東アジアにおける勢力拡大に乗り出した際には、日本が

単独でこれに対抗できるか否かは極めて不明瞭であるため、ロシアと同盟を結び、日英

露共同でドイツと対峙しなければ日本の国際的地位は危うくなると考えられた。 

 第三に、もし協商国が同盟国に勝利を収め、さらには協商国間の関係をより一層強固

にした場合、日英同盟のみでは日本が戦後の国際社会において孤立しかねない恐れがあ

った。さらに、今回の大戦で日本がドイツへ宣戦布告したことから、すでにドイツから

反感を買っており、これと敵対関係になる可能性があることから、本野は協商国との関

係を密にしておいた方が、戦後の日本の国策を設計しやすくなるだろうと考えた24。 

 第四は、日本の中国権益の確保の観点からであった。日本はこれまで中国大陸での利

権開発に必要となる資本の多くを、主に英仏から得ており、今後は一層増加するであろ

う資本を供給することができるのは、英仏をおいて他になかった。さらに戦後に英仏露

の間で三国同盟が締結した場合、日本はこれらと敵対する立場に回る恐れもある。また

満蒙問題に関しても、ロシアが日本と同様に多くの権益を保有しているため、同地域で

日本が既定の方針を実施するためには、ロシアとの協調が不可欠となる。そのため、日

英同盟のみでなく、日露同盟を締結することで、大陸政策の円滑な遂行が可能となると

考えられたのである25。 

 最後の理由として、戦後の対独関係から予想される英露関係の悪化があった。すなわ

ち、戦後に日本がドイツと接近するようなことがあれば、必然的に英露を敵としなけれ

ばならなくなる。また、満蒙地方における日本の権益を確実にするために最も危惧され

るのは、戦後の独露の接近であった。これらの予想される問題を解決するためには、今

                                                   
23 加藤外務大臣宛本野発電報、大正 4 年 8 月 8 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同盟ニ関

スル意見交換一件」）。 
24 加藤外務大臣宛本野発電報、大正 4 年 8 月 8 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同盟ニ関

スル意見交換一件」）。 
25 加藤外務大臣宛本野発電報、大正 4 年 8 月 8 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同盟ニ関

スル意見交換一件」）。 
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のうちにロシアと同盟関係を築いて、戦後の対独関係をめぐる協商国間の足並みの乱れ

を阻止しておくしかないと本野は考えた26。 

 以上の論拠でもって展開された本野の日露同盟論は、とりわけ大戦後の国際環境のあ

らゆる変化を想定した上で構成されていたことが読み取れる。一部は石井のロンドン宣

言加入の論理と類似する点もあるが、本野はより様々なケースを想定して、いかなる場

合においても日露同盟は有効に機能しうると考えていたといえる。この本野の日露同盟

論は、欧州大戦の戦局が進展するにつれ、より現実的な説得力を帯びるようになってい

た。そして、日本国内の井上馨らの日露同盟論とも同調する形で、政府の外交政策に少

なからぬ影響を及ぼしたと考えられる。 

 本野の日露同盟論は、時代状況によって多少の違いはあるものの、概して「欧州大戦

勃発→対独戦におけるロシアの苦境→日本の対露武器援助→ロンドン宣言への加入→

日露同盟締結」という順序を想定していた。そのいずれも本野の深い親露感情に由来す

る政策選択であったという点で、日英同盟骨髄論の加藤や、協商国間の連携を重視した

石井のいずれとも異なる内容であった。 

 それではなぜ本野はこれほどまでの熱心な親露主義者となったのであろうか。おそら

くその答えのひとつは、本野の長年におよぶ欧州体験に見出すことができよう。つまり、

本野は外務省に入省してすぐさまフランスへと渡り、青年時代のほとんどを欧州で過ご

した。この長い海外生活は、本野を文化的にも欧州人へと変えてしまった。フランス人

女性と結婚した本野は、毎晩サンクト・ペテルブルクでの夜会を楽しんだ。ロシアへ移

動してからも、当時のロシアのエリート階級はフランス語ができることがその証明もな

っていたため、一部では母国語以上とも噂されていたフランス語能力を有していた本野

にとっては居心地のよい場所であったに違いない。欧州の言語と文化、政治事情に精通

していた本野は、その交友関係も日本より海外の政界・財界・知識人界に多かった27。

また本野は社会主義運動にも理解を示すなど、当時の欧州の思想状況にも通じていた28。

こうした本野の個人的体験が、本野を過激な親仏家かつ親露家へと育て上げたとしても

不思議ではなかろう。そしてこの体験によって形成された本野の対外認識は、加藤のよ

                                                   
26 加藤外務大臣宛本野発電報、大正 4 年 8 月 8 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同盟ニ関

スル意見交換一件」松本記録 B.2.1.1.30_001、外務省外交史料館所蔵）。 
27 James W. Morley, The Japanese Thrust into Siberia, 1918 (New York: Columbia 
University Press, 1957), p. 54. 
28 本野盛幸「日本外交手記 盛亨の子供たち」（『外交フォーラム』1994 年 3 月）92 頁。 
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うな外務省の正統とされる親英家とは明らかに異なる政策を志向したのである。さらに

加藤にとって不幸だったのは、本野のような日露同盟論が、当時の日本の政界において

より発言力を有していたことにあった。 

実際に、この後の加藤は、自身の推し進める外交政策をめぐって元老との間で激しい

対立を引き起こすこととなる。くわえて仏露両国からの四カ国同盟案の提示など、国内

外からの様々な誘因によって加藤を孤立へと向かわせる。そして加藤の政治基盤を喪失

させてしまう決定的な事件が、悪名高い対華二十一カ条要求であり、実質的にこれが加

藤の外相としての最後の仕事となる。 
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 外交の一元化と政策決定における元老の影響力排除という政治課題に取り組んだ加

藤高明にとって、自身の主導による欧州大戦への参戦は、その外政改革の一環であった

と評価できる。ところがその強いエリーティズムは国内の諸勢力との政治的調整を行う

上で障害となってしまい、特に元老からの加藤批判は熾烈を極めた。結果、対華二十一

カ条要求に対する国内外からの批判の高まりは、加藤の政治生命を危うくさせ、元老た

ちの加藤排除に正当性を与えることになった。 

 第二次大隈内閣の改造によって、加藤にかわり、石井菊次郎が新たな外相に就任する。

その石井は、大戦初期から日本のロンドン宣言加入を加藤へ進言するなど、間近で欧州

情勢を観察しつつ、日本が英仏露の対独戦に向けた関係強化のムードに取り残されるべ

きでないと考えていた。その石井が外相に就任した頃、ドイツの快進撃によって協商国

は苦戦を強いられており、日本からの援助を求めるようになった。加藤とは異なり、仏

露両国との関係も重視する石井は、ロシアへの兵器援助によって協商国の敗北を防ごう

とした。 

 しかしこの石井の選択は、国内の日露同盟を提唱する勢力を活気づかせる。さらに、

一層の兵器援助を求めるロシアからも日露同盟の誘いが盛んとなり、石井は国内外から

の日露同盟の要望に応えなくてはならなくなった。そうしたなか、大正天皇の即位祝賀

を目的としたロシア王室大公の訪日は、日露関係の深化に拍車をかけることになった。

このとき、日露同盟の締結は日露間にとって既定路線となったのである。 

 日露同盟締結が決定的となったあと、日露間の交渉は必ずしも順調に進展したわけで

はなかった。兵器援助を求めるロシアと、その見返りとして北満州地域の東清鉄道譲渡

を要求する日本との間で、激しいやり取りが繰り返される。最終的に、日本が大きく譲

歩する形で第四回日露協約が締結されることとなった。協約成立後は、日本はロシアへ

の兵器援助を続けたものの、東清鉄道の譲渡問題はうやむやのままロシア革命による帝

政ロシア政府の転覆によって立ち消えとなった。結果的に見れば、元老たちが進言し、

石井が実行した日露同盟は、日本にとって利益をもたらすことはなかった。 

この第四回日露協約締結のプロセスからは、自国利益の最大化を追求しつつ、交渉過

程で大国ロシアに足元を見られ続けた中流国日本の姿が浮き彫りとなる。第二部では、

石井が外相に就任してから日露同盟論が日本国内の大勢となり、その実現が果たされる

までの過程から、石井を中心とした政策決定者が追求した政策目標と、現実との乖離を

明らかにしていく。
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第五章 

大隈内閣の改造と石井の外相就任 

 

 

 

 

 

 第一部では、加藤高明外相の卓越した外交手腕で日本の参戦を実現し、対英協調に基

づいた東アジアでの勢力拡大の試みを分析した。当時、駐仏大使の任にあった石井菊次

郎は、加藤とは逆に日英同盟のみでなく、フランスやロシアらとの協調を重視し、加藤

とは異なる戦中外交を構想していた。 

 続く本章では、1915 年に入ってから加藤が対華二十一カ条要求1をめぐって危機的状

況に陥り、外相の座を去るまでの過程を考察する。そして加藤の後任として新外相に就

任する石井によって、日本の戦中外交はそれまでとは異なる政策を志向することになる。 

 

一 対華二十一カ条要求と国外からの反応 

 1915 年 1 月 18 日、日本政府は中華民国政府へ対して、二十一カ条からなる要求を突

きつけた。この要求は、外務省政務局の小池張造が省内の中国関係者や、参謀本部、陸

軍省、民間の各方面から集めた意見を総合調整して作成したものであったが、こうした

                                                   
1 二十一カ条要求に関する先行研究は、Payson J. Treat, Japan and the United States, 
1853-1921 (Boston: Houghton Mifflin Company, 1921), chap. 11; 堀川武夫『極東国際政治

史序説――二十一箇条要求の研究』（有斐閣、1958 年）、石田栄雄「対華二十一箇条問題と

列国の態度――（特に、米国）」（『国際法外交雑誌』第 58 巻第 4 号、1958 年 4 月）、北岡

『日本陸軍と大陸政策』163-181 頁、野村乙二朗『近代日本外交史の研究――日露戦後から

第一次東方会議まで』（刀水書房、1982 年）第 4 章、北岡伸一「二十一カ条再考――日米

外交の相互作用」（近代日本研究会編『年報・近代日本研究 7――日本外交の危機認識』山

川出版社、1985 年）、島田洋一「対華二十一カ条要求――加藤高明の政治指導（Ⅰ）（Ⅱ）」

（『政治経済史学』第 259・260 号、1987 年 11・12 月）、細谷千博「『21 カ条要求』とアメ

リカの対応」（同『両大戦間の日本外交』に所収）、など多数存在する。また、複雑で一枚

岩ではないアメリカ側の対日政策を立体的に描いた近年の優れた成果として、高原『ウィ

ルソン外交と日本』第 1 章、がある。 
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多方面からの要求をまとめた結果、最終的に二十一カ条にまで膨れ上がったのである2。

二十一カ条要求を突きつけられた中国の袁世凱総統は、「日本は中国での主導権を得る

ために、欧州大戦を利用した」と、国際情勢の変化がこの要求提出の背景となっていた

と分析し、日本の大戦勃発以来の中国に対する野心を批判した3。二十一カ条要求は中

国のみでなく、同地に権益を有する欧米列国にも大きな衝撃を与えたことは、すでに先

行研究の多くが指摘する通りである。 

 加藤は、二十一カ条要求提出を含む対中政策で強硬な姿勢を貫いていたのであるが、

本人は必要な調整はできていたと考えていたと思われる。加藤は外相に就任する直前、

牧野伸顕前外相から引き継ぎの段階で、中国問題について、「他日干渉容喙の地歩を造

り置かざるべからず」との助言を牧野から受け取っていた4。このことは、加藤の一貫

した強硬な対中政策の背景に、少なくとも本人が納得していた程度で対外調整を行って

いたことを示している5。しかし、そうした加藤の思惑とは異なり、国内外から二十一

カ条要求に対する批判は高まっていた。 

 二十一カ条要求をめぐって対日批判を行ったのは、同盟国であったイギリスも例外で

はない。加藤の思惑とは裏腹に、イギリスを含む列国から批判を受けた原因は、二十一

カ条要求の最大の問題点とされた第五号案があったためである6。中国政府との交渉時、

                                                   
2 池井優『三訂 日本外交史概説』（慶應義塾大学出版会、1999 年[1992 年]）119 頁。 
3 Paul S. Reinsch, An American Diplomat in China (New York: Doubleday, Page & Co., 
1922), p. 129. 
4 「牧野外務大臣より加藤外務大臣への引継文書」大正 3 年 4 月 16 日（『国際政治』第 6
号、1958 年夏季特号）143-146 頁 
5 長岡新次郎「対華二十一ヶ条要求条項の決定とその背景」（『日本歴史』第 144 号、1960
年 6 月）67 頁、臼井勝美『日本と中国――大正時代』（原書房、1972 年）41 頁。 
6 第五号案の全文は以下の通り。「対華要求に関する加藤外相訓令」大正 3 年 12 月 3 日（『日

本外交年表竝主要文書』上巻）384 頁。 
 
 第五号 
一、中央政府ニ政治財政及軍事顧問トシテ有力ナル日本人ヲ傭聘セシムルコト 
二、支那内地ニ存在スル日本ノ病院、寺院及学校ニ対シテハ其土地所有権ヲ認ムルコト 
三、従来日支間ニ警察自事故ノ発生ヲ見ルコト多ク不快ナル論争ヲ醸シタルコトモ少カラサ

ルニ付此際必要ノ地方ニ於ケル警察ヲ日支合同トシ又ハ此等地方ニ於ケル支那警察官職ニ

多数ノ日本人ヲ傭聘セシメ以テ一面支那警察機関ノ刷新確立ヲ図ルニ資スルコト 
四、日本ヨリ一定ノ数量（例ヘハ支那政府所有兵器ノ半数）以上ノ兵器ノ供給ヲ仰キ又ハ支

那ニ日支合弁ノ兵器庫ヲ設立シ日本ヨリ技師材料ノ供給ヲ仰クコト 
五、武昌ト九江南昌線トヲ連絡スル鉄道及南昌、杭州間南昌潮州間鉄道敷設権ヲ日本ニ許予

スルコト 
六、福建省ニ於ケル鉄道、鉱山、港湾ノ設備（造船所ヲ含ム）ニ関シ外国資本ヲ要スル場合

ニハ先ツ日本ニ協議スベキコト 
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はじめは秘密にされていた第五号案であったが、中国側の漏洩によって世界中に広く知

れわたることになり、列国から反発を買うこととなった。そして列国からの批判が相次

いだことにより、元老ら反加藤の勢力にとっては、加藤を外相の座から引きずり降ろす

ための格好の口実になりえたのである。 

 たとえば、イギリスのグレイ外相は、要求の第五号案の内容について不満をあらわに

し、グリーン駐日大使を通して、日本に二十一カ条要求の提出を思いとどまるよう忠告

した7。またそのグリーンは、加藤から行われた二十一カ条要求の内容についての説明

に納得せず、批判的な態度をとり続けた8。 

そしてなによりもこの二十一カ条要求に顕著な反応を示したのが、理念的国際秩序の

構築を提唱するウィルソン政権のアメリカであった9。アメリカは、対日封じ込めの観

点から二十一カ条要求に対処すべく、日本のこの不当な要求を認めないとする、二度の

「ブライアン・ノート」を発表した10。この背景には、欧州大戦発生以来のアメリカの

中国からの米中友好の精神に根差した対中援助の要請に同調する傾向があった。そして

ブライアン・ノートは、日本国内に少なからぬ衝撃を与え、大隈内閣への批判が高まっ

ていった。 

 その一方、アメリカにとって主たる関心は欧州に向けられており、日本の強硬な二十

一カ条要求の提出にも、表面的には道義的な立場から反対の姿勢をとりつつ、実態とし

てはなんら有効な対策を打ち出せずにいた11。またウィルソン政権内でも日本に対して

とるべき方針は、各政策担当者によってそれぞれ異なる意見が錯綜しており、一貫した

                                                                                                                                                     
七、支那ニ於ケル本邦人ノ布教権ヲ認ムルコト 

 
 この第五号をもってして、しばしば二十一カ条要求を悪名高きものと評されるが、北岡

はこの第五号提出によって、その他のより日本にとって重要な要求を受け入れやすくしよ

うとした加藤の外交手腕に一定の評価を与えている。北岡「対華二十一カ条要求」。 
7 「日華交渉第五号に関する英外相覚書」大正 4 年 5 月 4 日（『日本外交年表竝主要文書』

上巻）401 頁。 
8 Peter Lowe, Great Britain and Japan, 1911-1915: A Study of British for Eastern Policy 
(London: Palgrave Macmillan, 1969), pp. 231-233; 奈良岡『加藤高明と政党政治』168 頁。 
9 「日華交渉ニ対スル米国覚書」大正 4 年 3 月 13 日（『日本外交年表竝主要文書』上巻）

385-394 頁。 
10 「ブライアン・ノート」をアメリカの対日封じ込めの観点から分析した研究として、た

とえば、堀川『極東国際政治史序説』、石田「対華二十一箇条問題と列国の態度」、などが

ある。 
11 Roy W. Curry, Woodrow Wilson and Far Eastern Policy, 1913-1921 (New York: 
Octagon Books, 1968), pp. 110-111. 
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政策として採用することができないのが現状であった。そのため、ブライアン・ノート

も単なる二十一カ条要求の不承認を標榜したのみにすぎず、日本との摩擦をいたずらに

高めただけであった12。ゆえにアメリカの二十一カ条要求批判は、ほとんどその実効性

をもたない次元に終始せざるをえなかったのである。 

 また、二十一カ条要求に対して列国からの反応は必ずしも日本批判で一致していたわ

けではなく、逆に日本の姿勢に理解を示す向きもあった。二十一カ条要求を日本の正統

な行為であるとして肯定的に把握していたのは、幾度となく日本との同盟の申し出を行

っていたロシアであった。ロシア政府は日本の要求がロシアの東アジア権益を脅かす性

格ではないこと、そして正当な外交手続きを経て中国政府に申し入れられたとの認識を

明確にしていた13。そしてロシアのマレフスキー大使は、二十一カ条要求を、「可なり

明瞭を欠くもの」とその現実的な実効性について疑問を投げかけつつも、内容そのもの

には批判を与えることはなかった14。 

 ロシアのような例外はあったが、英米をはじめとして列国から批判がなされたことは、

日本の国際的立場を危うくするものであったことは間違いない。さらに国内的に見ても、

二十一カ条要求は加藤の孤立に一層の拍車をかけることになった。そこで次に、二十一

カ条要求による日本国内の政治動向について概観する。 

 

二 二十一カ条要求の波紋 

 加藤にとって二十一カ条要求は、国外からのみでなく、国内からの批判を呼び寄せる

ことになった。そもそも、加藤が二十一カ条要求を中国政府に突きつけたのは、欧州大

戦への参戦目的であった東アジアのドイツ勢力を駆逐し、日本の中国および太平洋地域

における権益拡大の一環であったといえる。とりわけ、日清・日露両戦争で獲得した北

支権益（関東州、満鉄、安奉鉄道などの租借権）に関して、加藤はこれらを半永久的に

日本の支配下に置く必要があり、今回の大戦がその好機であると考えていた15。そして

二十一カ条要求は、加藤にとっては日本の権益拡大の正当な外交手段であった。 

 また二十一カ条要求を提出するまでのプロセスを見ても、加藤は必ずしも周囲への配

                                                   
12 高原『ウィルソン外交と日本』58-59 頁。 
13 Saveliev and Pestushko, “Dangerous Rapprochement,” p. 21. 
14 吉村『日本とロシア』186-189 頁。 
15 『加藤高明』下巻、132-140 頁、鹿島守之助『日本外交史――支那問題』第 11 巻（鹿島

研究所出版会、1971 年）3-11 頁。 
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慮なしに行なっていたとはいえない。確かに国内に対しては、相変わらず元老からの事

前相談や承認を得ることはしておらず、その点で加藤の外交一元化に向けた外政改革の

一環であったという側面もあった16。その一方、陸軍に対しては外務省と並んで対中政

策の担い手でもあったこともあり、格別に配慮していたことは注目に値する。二十一カ

条要求は、実質的に加藤の指示のもとで小池政務局長の主導下で策定されたことはすで

に先行研究で明らかにされている。その小池は加藤を補佐し、満蒙問題の外交課題化お

よびその効率的な解決によって外務省の主導性の回復を企図していたのであるが、その

対中政策の内容は皮肉にも陸軍のそれと著しい同一化をもたらしていた17。 

 列国との関係においては、加藤は駐英大使を務めていた頃からすでにグレイとの間に

中国問題に関する前交渉とも呼べる私的な会談を重ねていた。これは、日英同盟の精神

に基づいて中国における権益を維持・拡大するという、加藤の持論に則ったものであっ

た。この会談でグレイは、中国問題は当事者である日中両国の問題であるため、イギリ

スはこれに関与しないと加藤に語っていた18。このグレイの発言から、おそらく加藤と

しては二十一カ条要求を中国に突きつけることになった際にも、イギリスからは暗黙の

了解が得られていると確証していたのではないだろうか。この他にも、加藤が対中政策

に関して英米露の各国から事前に理解を取りつけていたことは、望月からの書簡からも

知ることができる19。ところが実際に二十一カ条要求をめぐっては、グレイからも日本

政府への批判がなされるなど、加藤にとっては想定外であったことと思われる20。なぜ

なら二十一カ条要求により、国内の反加藤の勢力に加藤批判の材料を提供したことにな

ったからである。この観点からすれば、二十一カ条要求をめぐる加藤主導の外交政策は、

大きな失政であったと評価せざるをえないであろう。 

                                                   
16 Dickinson, War and National Reinvention, pp. 245-247. 
17 石原直紀「大正初期の外政機構――二局四課制の確立から臨時外交調査委員会設置に至

る過程」（『社会科学ジャーナル』第 20 巻第 1 号、1981 年 10 月）119 頁。 
18 『加藤高明』下巻、135-137 頁。 
19 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 2 月 26 日（『第二次大隈内閣関係史料』）262 頁。 
20 日本国内で広く一般から二十一カ条要求に対する批判が目立つようになるのは、パリ講

和会議以降とされる。要求が提出された当初は、大正デモクラシーの旗手として著名な吉

野作造が、「今度の要求は大体に於て最小限度の要求であり、日本の生存のためには必要欠

くべからざるものであつた」と評したように、対中軟弱外交とする認識の方が強かったほ

どである（吉野作造『日支交渉論』警醒社、1915 年、252 頁）。したがって多くの日本の国

民の目からすれば、二十一カ条要求は、極めて妥当な行為であったという程度の認識しか

なかった。小幡酉吉伝記刊行会編『小幡酉吉』（木幡酉吉伝記刊行会、1957 年）160-161 頁、

を参照。 
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 このときの加藤外交に対して、元老以外に原敬からも激しい批判がなされた。周知の

ように、原は加藤とは政敵の関係であったが、その原は加藤が外交文書を公開しない秘

密主義の外交手法にかねてから強い不満を抱いていた。したがって二十一カ条要求問題

が浮上した際にも、内容そのものよりも、秘密外交という手法に対して批判をなした21。

後年、二十一カ条要求が日本の帝国主義外交の典型として、イデオロギー色の強い観点

から批判が巻き起こることになるのが、原の率いる政友会が政権を獲得して以降のこと

となるが、このときの原の秘密外交批判も、すでに新外交的理念を先取りしていた感が

あった。つまり原は、加藤の秘密主義や帝国主義的外交政策を過度に強調し、それが欧

米列国からの対日不信を買った原因との論理を前面に押し出すことで、加藤外交への批

判に利用したのであった22。 

 大戦後の 1919 年 8 月、政友会の小川平吉が党の広報誌に掲載した加藤外交への批判

も、原のそれと論理を同じくしていた。小川はここで、「山東問題を中心として、日本

は軍国主義なり、第二の独逸なり、野心を包蔵せり、領土拡張の欲望ありと云ふが如き、

批難を招きたるは、大隈内閣当時の対支外交が、主として之が因をなし、欧米列国の猜

疑誤解甚だ深刻なるものあり」と、加藤の対中外交が欧米列国に猜疑心を与えたと難じ

た。さらには、「米国人をして、我国の火事場泥棒的精神の存在せるを看取せしめたの

も、また、此の内閣当時の日支交渉が、主因である」として、大隈内閣期の加藤外交が

のちのアメリカの対日イメージの元凶となったとする23。彼ら政友会のメンバーは、大

戦期間中に日本の国際的地位が失墜した原因を、加藤時代の外交に求め、それを批判す

ることで戦後の政友会内閣の政権運営を円滑化しようとしたのである。そしてこの政友

会の意図は、戦後の新外交理念とも一部において共鳴し、原内閣による対米協調外交を

生み出すこととなった。 

 また大隈の政敵であった国民党の犬養毅は、1915 年 6 月の第三十六回帝国議会で、

二十一カ条要求問題を取りあげ、これによって中国国民から激しい反日感情を招くこと

になったとして弾劾した。周知のように、中国ではこの時期、二十一カ条要求を受け入

れた日を「国辱の日」と定めたり、救国金を募ったり、国辱記念会を開催するなどし、

様々な形で反日運動が展開されていた。こうした反日運動の激化は、日本外交の失策で

                                                   
21 「議会解散に就て」（原敬全集刊行会編『原敬全集』下巻、原書房、1978 年）793-794
頁。 
22 片岡直温『大正昭和政治史の一断面』（西川百子居文庫、1934 年）81-87 頁。 
23 小川平吉「西園寺侯を迎ふ」（『政友』第 234 号、1919 年 10 月）2-3 頁。 
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あるとし、犬養は徹底して内閣の対中政策の責任を弾劾した24。 

 野党からの批判にくわえて、元老からなされる加藤外交への攻撃はより過激であった。

井上馨は二十一カ条要求に対する批判を加藤個人へと転じ、その人格についてまで厳し

く難じた。 

 

  凡そ今度の外交位失敗したる外交なし。…（中略）抑も今回の対支案件は東洋百年の

利害に関する国家の大事なれば、従令前以て我々相談せざるまでも、事後に通知する

位の手続は為すべき筈なるに、今日まで会て其実情を打明けず、無闇に外交秘密なり

とて隠しだてするが故に、支那側より出でたる報知の外字新聞に現はれたる時、始め

て其条件を知りたる次第にて、此時に至つては、従令注意せんとするも大事既に過ぎ

去りて、之を如何ともする能はず、…（中略）頭隠して尻隠さずの拙策、加藤はとて

も外交などが解かる男に非ず25 

 

井上と同様に、かねてから熱心な親露主義者として知られていた後藤新平もまた、元老

たちの動きに同調するかのように、大隈内閣の外交政策へ激しい批判を浴びせるように

なった。後藤は大隈内閣が政権維持を最優先し、そのために外交をもてあそぶかのよう

に振る舞っていると見なしていた。そこで 2 月 24 日には、後藤は大隈内閣の倒閣を決

意するまでに至った26。また 5 月から 6 月にかけて開かれた臨時議会において、後藤は

仲小路廉貴族院議員とともに内閣の対中政策に対する批判を繰り返し行った27。 

 こうして繰り広げられる二十一カ条要求と大隈内閣の外交政策への批判は、その限界

を悟らせるかのように多様な政治勢力からなされた。なかでも日露提携を主張する勢力

からなされる加藤外交への批判は、日露接近に少なからず説得力を与えることとなり、

さらに元老たちの外交政策への介入をより顕著にすることともなった。こうして、二十

一カ条要求をめぐる加藤の対中外交は、政争の具となり、政略あるいは党略のために利

用されたのである。したがって、二十一カ条要求そのものにつきまとう悪評の所以も、

こうした政争の結果であったという面があったのだろう。 

 
                                                   
24 前島省三『日本政党政治の史的分析』（法律文化社、1954 年）238 頁。 
25 『世外井上公伝』第 5 巻、403-404 頁。 
26 鶴見祐輔（一海知義校訂）『正伝 後藤新平』第 5 巻（藤原書店、2004 年）804-809 頁。 
27 北岡『日本陸軍と大陸政策』295 頁。 
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三 本格化する倒閣運動 

 二十一カ条要求によって、国内外から激しい内閣批判がなされたのであるが、以下で

は主として元老からの内閣批判とその倒閣に向けた動きを分析する。 

 2 月 20 日、山県は井上に宛てた書簡において、「日露同盟之事は已に老閣（井上――

引用者注）より政府に向て御督促も有之たる次第に候へ共、其後立消と相成たる様被察

候」と述べ、大隈内閣の外交政策が日露同盟に向けた風潮を薄れさせていることを憂慮

する。そして、「目下内外之情勢に照し迅速着手すへき好時期」と捉え、早急に同盟に

向けた動きを実施するように内閣へ働きかけると語った28。さらにこの後、山県は大隈

へも書簡を送り、欧州大戦はすでに 7 カ月を費やしているが、いまだに収束の見通しが

立たないこと、そしてたとえ収束したとしても、大戦に伴う列国間のパワー・バランス

の変化は妨げえないとの意見を伝えた。そこで山県は、東アジアの平和状態を維持する

ための手段として、ロシアとの協商締結が必須であり、現在がその絶好の時期であると、

その実現を促したのである29。 

 山県からの進言に対し、大隈内閣はついにこの日露同盟問題に本格的に取り組むこと

となった。とはいえ、日露同盟に終始反対し続ける加藤は内閣のこの決定に加わること

はなかった。その結果、内閣は外務大臣を排除した形で、ロシアとの関係深化について

の外交政策の取り決めについて模索するのである。 

 2 月 20 日、大隈首相は尾崎行雄法相と大浦兼武内相との連名において政府の施政方

針を定めた。この施政方針のなかで、元老たちからしきりに進言されていた日露同盟問

題について、「今次ノ共同作戦ニ当リ兵器、其他軍需品供給ノ要求ヲ受ケル場合ニハ日

英同盟、日仏日露ノ協商ヲシテ其ノ基礎ヲ強固ナラシムル精神ニ因リ、可成之ニ応ズル

ノ方針ヲ採ルコト」と定められており、フランスも含めた協商国間のより密接な関係の

構築を推進することが明確となった30。 

 もっとも、この施政方針では対露関係は「協商」を結ぶことを目標とした表現にとど

まっており、この時点では「同盟」とまでの記述はなされていない。しかし、日英同盟

                                                   
28 井上馨宛山県有朋書簡、大正 4 年 2 月 20 日（尚友倶楽部山県有朋関係文書編纂委員会編

『山県有朋関係文書』第 3 巻、山川出版社、2008 年）415-416 頁。 
29 大隈重信宛山県有朋書簡、大正 4 年 2 月 20 日（『山県有朋関係文書』第 3 巻）414-415
頁。 
30 秘書＝政府の施政方針（大浦・尾崎）宛井上馨書簡、大正 4 年 2 月 20 日（『第二次大隈

内閣関係史料』）259 頁。 
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骨髄論の立場から日露同盟に徹底して反対していた加藤を排除し、加藤が主導していた

それまでとは異なる外交政策を遂行すると内閣が決定したことは画期的であった。つま

り、大隈内閣のもとではじめて日露協商の締結を目指した施政方針が定められたことは、

井上らが長らく推進してきた日露同盟論が、欧州大戦の勃発から約半年を経て実を結ん

だ形となったのである。この元老の活動が後世に与えた影響については、元老が外相の

思惑に反して外交路線を構築したことで、外相の求心力低下がもたらされたにとどまら

ず、加藤の目指した外交一元化の試みもまた、同時に頓挫することになったといえる。

そして、外交政策の決定過程において、外務省の権限は相対的に低下し、以後の日本の

戦中外交では多様なアクターがこれに関与するようになった事実も、この日露同盟問題

と決して無縁ではなかろう。 

 6 月 19 日、病床に臥せっていた井上は、山県を自邸に呼び寄せ、「加藤男の如き者を

相手として議論するは無用」と語った。井上は加藤を排除した形で首相の大隈に直接交

渉を行うことで、より迅速かつ効果的に日露関係の進展に努めるべきと考えていた31。

さらにこの翌日、井上は大隈と会い、「加藤男の無能と不誠実とを罵り、加藤男を内閣

より除き去るを危ざれば、自分は内閣と絶縁すべく、今後は何等の忠言をも試みざると

同時に、内閣の為めに何等の援助をも為さざるべしと喝破」と、同様の加藤批判を繰り

返した32。さらに数日後には山県と松方の両名を呼び寄せ、加藤の処遇をめぐって煮え

切らない態度をとり続ける大隈内閣へ元老からの絶縁を宣告するように命じた。そして

自身の息子で駐英大使の井上勝之助を日本へ呼び戻すよう、内閣へ要求するように伝え

た33。こうした井上の過激な倒閣運動ともとれる言動であったが、山県もこれに深く同

意した。そして山県は持論でもあった人種闘争論の概念をもち出し、その観点から井上

と同じく日露同盟論の重要性について強調した34。 

 元老による内閣批判と日露同盟論の浸透は、国外情勢からも後押しを受けることにな

る。この年の 6 月末から、ロシア国内においても日露同盟論が盛んに取沙汰されるよう

になるからである。一部で対日脅威を煽動していたロシア国内でも、新聞等の論調が急

に日露同盟を歓迎するものへと一変した。そこでは日露同盟は極めて重要な価値を有す

                                                   
31 「対支対蒙外交に関する協議」大正 4 年 6 月（「二上兵治関係文書」7、国立国会図書館

憲政資料室所蔵）。 
32 同上。 
33 同上。 
34 同上。 
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ると称賛され、その実現を歓迎する主張が急増した35。ロシア国内からの歓迎の態度も

あり、日露両国内で日露同盟論はたちまちに市民権を得るようになる。もはや日露同盟

論は、その実現が必至といわんばかりのムードとなっており、あとは適切な時期をいつ

に設定するかだけが問題となっていたような状態であった。そしてこの日露同盟を歓迎

するムードによって、日英同盟に固執し続ける加藤はますますその立場を危うくし、元

老からは内閣閣僚メンバーの一新が望まれるようになるのである。 

 

四 大隈内閣の改造 

 7 月 6 日午前、三浦梧楼枢密顧問官は、井上の邸宅を訪ねた。ここで現在の政治状況

について井上との意見交換を行なった三浦は、このあとで山県と松方にも会い、両者に

後継内閣を引き受ける準備をしてもらいたいという井上からの依頼を伝えた36。これは

事実上、井上が山県と松方を自身の後任として指名したことを意味しており、自身の死

を前に日露同盟実現のための盤石な体制を築き上げようとする井上の意図があったと

思われる。 

 一方、この頃から大隈内閣の内相を務めていた大浦兼武の選挙疑獄をめぐる、いわゆ

る大浦事件が明るみとなっていた。前年末、大隈内閣は陸軍の二個師団増設案を議会へ

提出していたのであるが、多数を占める政友会の反対によって否決されていた。これを

不服とした内閣はすぐに議会を解散し、1915 年早々に農商務大臣であった大浦は内相

へと転じ、総選挙を取り締まる指揮にあたった。選挙の結果、政府与党の同志会は政友

会を破って第一党になったのだが、このときの総選挙で大浦が度重なる選挙干渉を行な

っていたとの説が広まった。そして 6 月、大浦を弾劾する決議案が野党から政府へ突き

つけられた。また陸軍の増師案をめぐっても、大浦が政友会の議員の一部を買収してい

たとの容疑で告発されることになった。これら一連の大浦事件による政治の混乱の責任

をとる形で、大浦は内相の座を退き、政界からも隠退することになった37。世間一般の

眼もこの一大疑獄事件に釘づけとなり、連日新聞紙上を賑わした。最終的にこの大浦事

件をめぐり、18 名の議員が逮捕される事態となり、大隈内閣に大打撃を与えることに

なった。大隈自身もこの責任から、7 月 30 日に辞表を提出し、首相の座から退こうと

                                                   
35 『東京朝日新聞』1915 年 6 月 24 日付。 
36 『原敬日記』第 6 巻、277 頁。 
37 大浦事件の概要については、小原直『小原直回顧録』（中公文庫、1986 年）83-92 頁、

を参照。 



79 
 

した38。 

 しかし、この大隈の辞任を引き留めたのは、他ならぬ元老であった39。すでに国民は

内閣へ厳しい評価を与えていたが、元老たちはそれを押しとどめ、内閣の延命を図った。

なお、山県は親交の深かったジャーナリストの徳富蘇峰から、内閣の延命を助言されて

おり、このときの山県の動向に何らかの影響を与えていたのではないかと予想される。

蘇峰は 6 月 29 日、山県に宛て、現在の大隈内閣が「天下の人心を失いつゝある」との

意見を伝えている。そして、このまま放置したとしても内閣の自壊は免れないが、蘇峰

は世論に乗じて倒閣に動きだすことは、山県自らの首を絞めかねない行為であるとして

その注意を促している。そして、多少なりとも大隈内閣に脈があるうちは、むしろこれ

を援助することが得策であろうとの所感を述べている40。 

 元老たちは、一大疑獄事件であるはずの大浦事件にはほとんど関心を示しはしなかっ

た。むしろ彼らにとって重要な政治イシューは、外交問題であったと考えられる。特に

井上は、その念願でもあった日露同盟の実現こそが最優先課題であり、そのためには日

英同盟骨髄論の加藤を外相の座から退かせる必要があった一方、大隈をそのまま首相の

座にとどめることで、円滑な日露同盟実現が可能と考えた。いたずらに首相を変え、新

たな内閣を組閣することは、無用な時間と労力を使うこととなり、日露同盟の実現を遅

らせてしまう恐れがあったためである。 

 8 月 3 日に開かれた、松方、大山、二上兵治枢密院書記官長の三者会談では、内閣の

将来について話し合われた。しかし、ここでも大浦事件についてはほとんど問題視され

ておらず、内閣の解散についても否定的な見方で一致していた。 

 

  一箇ノ関係ニ起リタル行為ニ対シテ、総理大臣並ニ内閣全体責ニ任スルハ、其ノ当ヲ

得タルモノナリヤ否ヤ疑ハサルヲ得ズ、今ヤ欧州ノ戦局如何ヲ知ラズ、加フルニ対支

ノ政局甚タ憂慮ニ堪ヘサルモノアリ、殊ニ御即位ノ大典眼前ニ迫ルニ当リ、内閣ノ更

                                                   
38 小林雄吾編（山本四郎校訂）『立憲政友会史』第 4 巻（日本図書センター、1990 年）216-217
頁。 
39 ただこのときの大隈の辞表提出は単なる政治的演出であり、本心では加藤に責任のすべ

てを押しつけてスケープゴートとし、自身は首相として延命しようと考えていたとする見

解もある。たとえば、何為民「1914 年～1921 年における日本の満蒙政策――大隈内閣から

原敬内閣までを中心に」（『現代社会文化研究』第 37 号、2006 年 12 月）133-134 頁。 
40 山県有朋宛徳富猪一郎書簡、大正 4 年 6 月 29 日（『山県有朋関係文書』第 2 巻）447-448
頁。 
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迭ハ特ニ聖慮ヲ □
（不明）

マレ奉ルノミナラズ、人心ノ動揺ヲ惹起シ大局ノ集結ヲ誤ルヲ懼

ル、故ニ辞表ハ其ノ儘却下付相成リ然ルベシ41 

 

山県も大隈へ留任を促しており、大隈が大浦事件の責任をとることに対して批判的であ

った42。山県は大浦事件を刑事事件に発展させるよりも、迅速にこれを収束させ、内閣

を改造する形で一新を図る方が好ましいと考えていた43。つまり、山県は大浦事件の責

任については等閑視し、逆にこの騒動を利用して加藤排除を画策していたのである44。 

 8 月 4 日、山県は大隈と会い、加藤のことについての相談を行った。ここで山県は、

加藤を「偏狭にして大器にあらざる」人物であると罵倒した上で、加藤の支持母体でも

あった三菱との関係について、「三菱方面に於てさへ重視せられ居らざる有様にて、到

底内閣の主脳たるべき器にあらざる」と、身内からも疎まれているとの話をした45。ま

た、7 日には井上の側近出る望月に対して、「加藤の内閣より引退ハ対支外交の為めに

ハ国家の利益なり」と語り、加藤排除の正当性について主張している46。 

 10 日になると、大隈内閣は大浦事件の責任を表向きの理由として改造を行った。そ

の結果、加藤や同じく同志会の中心メンバーであった若槻礼次郎蔵相らが閣僚の座から

退くこととなった。外相は当面の間大隈の兼任となり、蔵相には逓信大臣であった武富

時敏が就任した。海軍大臣も八代六郎から加藤友三郎へとかわっている。こうして、元

老たちは日露同盟実現にとって最大の障害であった加藤を外相の座から引きずり降ろ

すことに成功した。そしてこの後は、日露同盟をスムーズに推進していくこととなる。 

 この加藤の排除により、加藤が試みた外交一元化への挑戦は、結果として失敗に終わ

った。さらに、強いリーダーシップを発揮していた加藤が退いたことで、外務省自体の

権限が弱体化し、外交の政策決定に多様なアクターが関与する要因ともなった。そして

                                                   
41 「大隈首相留任勧告の顛末」大正 4 年 8 月（「二上兵治関係文書」8）。 
42 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 8 月 1 日（『第二次大隈内閣関係史料』）278-280 頁。 
43 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 7 月 31 日（『第二次大隈内閣関係史料』）276-277 頁。 
44 実際に山県は、大隈の後任問題について検討を行っていたようである。大隈内閣に批判

的な勢力、とりわけ長州一派の間からは樺山資紀を擁立しようとする動きもあったとされ

るが実現には至らず、最有力候補とされていた山県も組閣の意図はまったくなかった。そ

こで山県は、同じく元老の松方正義を推薦したものの、当の松方にその気はなかった。上

原勇作宛与倉喜平書簡、大正 4 年 8 月 3 日（『上原勇作関係文書』）586-587 頁。 
 したがって大隈を首相に留任させたのは、日露同盟問題のみならず、後継者不足という

事情もあったことがうかがえる。 
45 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』72 頁。 
46 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 8 月 7 日（『第二次大隈内閣関係史料』）291 頁。 
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肝心の日本外交の基軸も、加藤が志向した日英同盟から日露同盟へと移り変わってい

く47。 

 なお、日露同盟の推進者で加藤の政敵でもあった井上は、内閣改造からほどなく、9

月 1 日にこの世を去った。1916 年 7 月に第四回日露協約が成立したとき、井上はすで

に他界していたのであるが、この日露同盟の道標を打ち立てたのは紛れもなく井上であ

った。その点からしても、外交の多元化と日英同盟路線からの脱却を主導したのも、井

上であったと評価することができよう。 

 

五 後任外相問題 

 8 月 10 日に大隈内閣が改造されたことで、主要な閣僚メンバーが入れ替わった。こ

のとき、加藤は大浦事件に対する閣僚の連帯責任を主張し、同志会のメンバーでもあっ

た若槻らとともに外相の座を退いた48。元老たちの目的であった日英同盟骨髄論の加藤

を排除し、日露同盟論により近い立場の新たな外相を据える試みはとりあえず成功した

といえる49。 

 後任の外相には、第一の候補として大隈は駐米大使の珍田捨巳に注目した。珍田は

1885 年に外務省に入省し、その三年後に電信課長になった。その後はサンフランシス

コ、仁川、オランダ、ロシアなどの各地在勤を経て、1901 年に本国の総務局長となり、

当時の外務大臣小村寿太郎を補佐した。この後もドイツで条約改正に従事したり、アメ

リカにて排日運動の処理や日米文化交流などに取り組んだ50。このような外務省のエリ

ートコースを歩んだ珍田は、日英同盟骨髄論の路線を継続するためには最適の人物に思

われ、加藤もこの人事案に同意した51。しかし、珍田はこの要請に対し、「見もあれば、

抱負もある。しかし外務大臣は有力な国務大臣であることを要する。有力とは党派の背

景とかあるいは閥の背景とか要するに客観的な一つの力が必要であるが、自分は藩閥の

出でもなく政党に関係もないから大臣になっても抱負経綸を実行できぬ」と、その国内

                                                   
47 『外務省の百年』上巻、618 頁。 
48 勝田政治「第二次大隈内閣と憲政会の成立」（早稲田大学大学史編集所『大隈重信とその

時代――議会・文明を中心として』早稲田大学出版部、1989 年）123 頁。 
49 同上、103-104 頁。 
50 臼井勝美・高村直助・鳥海靖・由井正臣編『日本近現代人名辞典』（吉川弘文館、2002
年[2001 年]）667-668 頁、を参照。 
51 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 8 月 11 日（『第二次大隈内閣関係史料』）299-300 頁。 



82 
 

の政治基盤の脆弱性から外相就任を辞退した52。 

 珍田が辞退したことで、山県は本野一郎駐露大使を次の候補として推薦した。本野は

フランスのリヨン大学に学んだのち、外務省に入省、長らくフランスとロシアに在勤し

た、外務省における代表的な親露派外交官であった53。本野の強い親露感情は、日露同

盟実現にはうってつけであり、大隈も一時は本野新外相案に傾いた54。ところが、加藤

が「本野ハ露国政府に少しコンミット仕過」ることを理由に強く反対すると、結局本野

案も立ち消えとなった55。 

 加藤はこのあと、駐仏大使の石井菊次郎を新外相に推薦した。石井もまた、外務省の

エリートコースを歩むベテラン外交官であったため、大隈もこれに同意した。石井は大

隈からの外相就任要請にすぐさま応じ、ここに石井新外相の就任が決定した56。この後、

政府から正式に石井のもとに外相就任の依頼がなされ、石井はフランスから帰国の途に

ついた57。 

 石井が新たな外相に就任することが決まると、民間の新聞や雑誌等でも石井に関する

特集が多く組まれた。しかし、これらを概観すると、当時の日本国内において石井は必

ずしも広く一般に知られていたわけではないことがわかる。石井の外相就任直後、一般

言論誌の『中央公論』は、石井に関する特集を組み、その人格やキャリアに関する幅広

い論評が掲載された。それらによると、石井は堅実で真摯、そして頭脳明晰といった反

面、際立った個性がないという典型的な官僚の性質であると評価されている58。当時か

ら現代に至るまで、石井に対する一般的な評価はさほど変化していないことがわかるだ

ろう。 

 このように、比較的地味な印象をもたれていた石井であったが、たとえ性格が地味で

あったとしても、それがすぐさま外交ビジョンの欠如を意味するわけではない。すでに

論じたように、石井は駐仏大使時代、欧州大戦に際して日本のロンドン宣言加入による

協商国との関係強化を本国の加藤へ進言していた。このときは日英同盟骨髄論の立場に

ある加藤によって阻まれたのだが、このロンドン宣言加入問題は石井が外相就任に際し

                                                   
52 『外務省の百年』上巻、617 頁。 
53 『日本近現代人名辞典』1062 頁、を参照。 
54 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 8 月 3 日（『第二次大隈内閣関係史料』）284-286 頁。 
55 井上馨宛望月小太郎書簡、大正 4 年 8 月 7 日（『第二次大隈内閣関係史料』）290 頁。 
56 『外務省の百年』上巻、617-618 頁。 
57 中村「第二次大隈内閣」228 頁。 
58 「石井外相論」（『中央公論』1916 年 2 月号）56-70 頁。 
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て再燃することになる。そしてこのロンドン宣言加入問題が、石井が外相に就任して最

初の仕事となるのである。 
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第六章 

ロンドン宣言加入問題の再燃と協商国間の関係強化 

 

 

 

 

 

 本章からは、加藤の後任外相となった石井菊次郎を中心としつつ、その外交構想が日

英同盟骨髄論とも日露同盟論とも異なるものであり、結果として日露同盟論と政策選択

において軌を一にしていく過程を明らかにしていく。そこでまず以下では、石井が外相

として初の仕事となったロンドン宣言加入問題を取りあげ、石井外交の一端を考察する。 

 

一 ロンドン宣言加入の実現 

 本国政府から外相就任の依頼を受けた石井は、その就任条件として、日本のロンドン

宣言加入を提示した。そしてこの案を実現するため、「若し異議なくば、予は仏国外相

デルカッセ、英国外相エドワード、グレヰ子等と充分打合せたる上帰朝し度い」と、帰

国前の対英交渉を大隈へ申し入れた1。大隈はこの石井案を快諾し、すぐさま交渉を開

始するように電報した。こうして石井は、正式に外相に就任する前にロンドン宣言加入

の下準備を行うべく、イギリスとの交渉を開始することになった。 

 石井はかつて仏露両国からなされた日英仏露四カ国同盟案を引き合いに出し、同盟は

半恒久的なものであるため、戦後の日本外交を大きく拘束する恐れがあるが、ロンドン

宣言は戦時中のみに限定された取り決めであるため、戦後の日本を拘束することはない

として、その有効性を強調した2。石井は日本が協商国の一員であることを明文化する

ことが必要と認識しており、ロンドン宣言への加入がそれを担保すると考えたのである。 

帰国の途中でイギリスへ立ち寄った石井は、グレイとの会談を行った。この会談で、

                                                   
1 石井『外交余禄』118-119 頁。 
2 石井大使発加藤外務大臣宛電報、大正 4 年 1 月 31 日（「英仏露三国ノ単独不講和宣言ニ

日伊加盟一件（葡国ノ加盟希望）附平和条件ニ関スル英仏露密約存否取調ノ件、東方問題

ニ関スル英露協定ノ件、羅馬尼亜ト英仏露伊間ノ条約ニ関スル件」）。 
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石井はその持論であったロンドン宣言への加入について、イギリス政府から同意を取り

つけるべく協議を行った。このとき、石井は日本がロンドン宣言加入の根拠として、戦

後の講和会議における日本の立場を保証するためと語っていた。 

石井は、かつてクリミア戦争時にイタリアのカブール（Camillo Benso, Count of 

Cavour）首相がナポレオン三世（Napoleon III）とのみ正式な関係を取りつけており、

その他諸国との間にはそうした関係を築いていなかったために戦後処理に失敗した例

を挙げる。1856 年のパリ会議において、イタリアは同盟国であるフランスに対しては

要求をなすことができたが、他国とは条約上の根拠がなかったため、カブールは沈黙せ

ざるをえなかったという苦い歴史があった。こうした歴史的教訓から、石井は今回の大

戦でもロシアが単独でドイツとの間に講和を締結しないよう、日本もロンドン宣言に加

入して協商国間の連携を強めようと考えていた3。つまり、石井にとって日本のロンド

ン宣言加入は、戦後において仏露からも日本の要求を認めさせるための手段であった。

石井はこのときグレイに語ったロンドン宣言加入の理由を、帰国前に本国の大隈にも暗

号電報にて伝えている。大隈がこの石井の考えに同意したことにより、石井が帰国する

までの間に大隈が英仏露と連絡を密にとりつつ、日本のロンドン宣言加入に向けた交渉

を水面下で進めていた4。 

 石井は駐仏大使時代、本国政府へ日本のロンドン宣言加入を進言していたことはすで

に論じたが、その後も幾度かフランス政府との間にこの問題につき、非公式に交渉を行

っていた。おそらく、フランスからなされていた日英仏露四カ国同盟案も影響していた

と思われるが、フランスからの日本のロンドン宣言加入に対する反応は石井にとって意

外なものであったらしい。1915 年 2 月 11 日、石井はデルカッセ外相と会見した際、そ

れとなく日本のロンドン宣言加入への意見を求めた。デルカッセはしばらく考えた後、

イギリスのグレイ外相からこの問題は早急に必要とされるべき性質のものではないと

の連絡を受けていたことを語った。そして、フランス政府としても日本の加入には必ず

しも反対するわけではないが、イギリスが消極的な以上、交渉を進めることには難しい

とした。これに対して石井は、グレイは加藤外相とともに日英同盟条約第三条の規定に

より、日本はすでにロンドン宣言に加入しているのと同様の地位を保証されているとの

                                                   
3 石井『外交余禄』118 頁。 
4 大隈侯八十五年史編纂会編『大隈侯八十五年史』（大隈侯八十五年史編纂会、1926 年）

332-333 頁。 
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見方を示しているが、フランスもこれに同調するのかと問い質したところ、デルカッセ

はそれに異議はないと回答した5。 

 この石井とデルカッセのやり取りは、日本とフランスとの間に同盟を締結する意義が

ほとんどなかったことを示唆している。フランスはロシアとは異なり、東アジア問題で

日本と深刻な利害対立に陥るような恐れはさほどなかったため、これと同盟を結ばなく

とも十分に協商国として提携することは可能であった。石井にとってしても、このフラ

ンスの態度を知った以上、日本のロンドン宣言加入に固執する必要はなくなったはずで

あった。ところが、石井はこの後も依然としてロンドン宣言加入を主張し続けていた。

石井は大戦後の日本の国際的地位の低下を恐れたのであったが、自身に外相就任の話が

もち上がった際にも、このロンドン宣言加入問題を再び取り上げることで、日本の国際

的地位の向上を図ったのである。このことは、石井がそれほどまでに日本の国際社会に

おける立場の脆弱さを痛感しており、大戦後の新たな国際状況に日本が取り残されるこ

とを恐怖していた証左にほかならない。 

 10 月 13 日、日本へ帰国した石井は、さっそくロンドン宣言の調印に乗り出した。と

はいえ、この時点ではすでにロシアからも日本のロンドン宣言加入への了解を取りつけ

ていたため、あとはフランスからの正式な回答を待つのみであった6。そして 18 日、フ

ランス政府から日本の加入に同意するとの回答がなされたことにより、日本のロンドン

宣言加入が正式に決定した7。翌 19 日、英仏露三国と日本との間に対独戦単独不講和宣

言の公文記名交換が行われ、新たに改定されたロンドン宣言が発効した8。さらに、11

月 30 日にイタリアもこの宣言に加わり、ロンドン宣言は五カ国間での協定として成立

することになった9。 

 ロンドン宣言加入について、石井は 12 月 1 日に開かれた枢密院会議で、事後報告を

行った。ここで参加者から特段の反対意見はなされず、ロンドン宣言加入による協商国

                                                   
5 「日英露仏四国同盟談ノ成行要領」大正 4 年 3 月 1 日（「欧州戦争関係日英露仏四国ノ同

盟ニ関スル意見交換一件」）。 
6 在英国井上大使より石井外務大臣宛電報、大正 4 年 10 月 13 日（『日本外交文書』大正四

年第三冊上巻）76 頁。 
7 在英国井上大使より石井外務大臣宛電報、大正 4 年 10 月 18 日（『日本外交文書』大正四

年第三冊上巻）76 頁。 
8 在英国井上大使より石井外務大臣宛電報、大正 4 年 10 月 19 日（『日本外交文書』大正四

年第三冊上巻）77 頁。 
9 外務省調査部『日英外交史』下巻（クレス出版、1998 年[1992 年]）336-337 頁。 
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との関係強化について肯定的に受け入れられたものと思われる10。このあと、石井は

1916 年 2 月 15 日に葉山の別荘において山県から日本のロンドン宣言加入の同意を得

た11。こうして、石井の念願であったロンドン宣言加入は国内からも歓迎され、その成

立を見たのである。 

 

二 ロンドン宣言加入への評価 

 日本のロンドン宣言への加入は、英仏露各国との連携を強めることとなったのである

が、むしろ日本にとってより重要となるのはロシアとの接近であった。大戦直前からロ

シアから日英同盟への加入が要請されていたのだが、このロンドン宣言はその布石と呼

ぶべき国際協定であった。またこの時期、日露両国の政財界が接近するアリーナとなり、

日露間の友好的交流を目的として設立された日露協会がより盛んな活動を見せるよう

になっていたことも、日露接近の要因であった。その日露協会では経済界の交流が進展

したり、政財界の重要人物の交流の場となるなど、日露接近を促進する要因となってい

た12。11 月 2 日に開かれた第九回総会には、寺内正毅や後藤新平といった日露提携派の

巨頭が名前を連ねる他、石井など必ずしもロシアと近い立場ではない閣僚まで出席して

いた13。 

 石井自身はその悲願とも呼べるこのロンドン宣言加入について、「此の五国団体を言

ひ現はす文句が出来、ヴェルサイユ講和会議に於いて華々しく活動することとなつた」

と、のちに回顧している14。当初から石井が加藤前外相に強く訴えかけていた通り、戦

後の講和会議の場で日本がその存在感を発揮し、国際会議の場で目立った功績を挙げる

ことができたと石井は評価するのである。 

 このロンドン宣言加入について、当時のマスコミからは比較的好意的に受け入れられ

たようである。日本国内で最大部数発行を誇っていた『東京朝日新聞』は、10 月 31 日

の記事において、日本のロンドン宣言への加入は、事実上の四カ国同盟であるとして、

                                                   
10 「千九百十四年九月四日協定セラレタル倫敦宣言ニ帝国政府加入ノ件前回ニ引続キ及同

上宣言ニ伊国政府加入ノ件報告」（「枢密院文書・議事大正ノ乾・大正二年～大正八年」枢

00010100、国立公文書館所蔵）。 
11 「大正五年二月十二日山県公承諾 同二月十五日葉山ニ於テ御裁可」（「英仏露三国ノ単

独不講和宣言ニ日伊加盟一件（葡国ノ加盟希望）附平和条件ニ関スル英仏露密約存否取調

ノ件、東方問題ニ関スル英露協定ノ件、羅馬尼亜ト英仏露伊間ノ条約ニ関スル件」）。 
12 『東京朝日新聞』1915 年 10 月 20 日付。 
13 『東京朝日新聞』1915 年 11 月 3 日付。 
14 石井『外交余禄』119 頁。 
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これを大いに歓迎している15。メディア界からのロンドン宣言への評価は、長年の問題

となっていた日露関係の深化に影響を与えた。 

しかし、すでに歴史が明らかにしている通り、実際には石井が自己弁護するほどロン

ドン宣言は機能しなかった。まず、石井がイギリスらにも訴えていた、日本の加入によ

るロシアの対独戦単独講和の阻止は、1917 年にロシアで革命が発生し、ボルシェビキ

政権が樹立されると、1918 年 3 月 3 日にソビエト政府とドイツ政府との間にブレスト・

リトフスク条約が締結され、事実上の独ソ間の講和が成立した16。また、ヴェルサイユ

講和会議で日本が「華々しく活動」したかどうかも評価が分かれるところであろう。日

本は自国が深く関与する東アジア問題を除けば、ほとんど会議でその意見や立場を明確

にせずに「サイレント・パートナー」と揶揄されたことは有名な話である17。結局のと

ころ、ロンドン宣言への加入が日本の国際的地位を向上させ、協商国間の関係を緊密に

したとは言い切ることができない。野党政友会の総裁であった原敬は、27 日に行われ

た党大会において、日本のロンドン宣言加入について次のように批判を行っている。 

 

  現内閣の外交は甚だ危険なり…（中略）日英同盟条約の精神より斯る同盟に加入する

の要なしと云ひしが現内閣は此愚を敢てして帝国将来の外交に禍根を残せり18 

 

野党に甘んじていた政友会の総裁という立場を差し引いたとしても、原の批判は真に迫

っていたのではないだろうか。さらには、ロンドン宣言加入に対する原のような冷淡な

反応は、少数ながら散見された。その主張内容は、ロンドン宣言の加入は功罪半ばする

ものとして、石井の認識が相当程度、特異なものであったことを物語っている19。 

                                                   
15 『東京朝日新聞』1915 年 10 月 31 日付。 
16 ブレスト・リトフスク講和条約は、革命後のロシアがウラジミール・レーニン（Vladimir 
Lenin）の主導により、交戦国との間で休戦を取り決めた条約を指す。 

1917 年 11 月 20 日および 28 日の二回にわたって、レーニンは全ての交戦国に休戦と平

和の提議を試みた。29 日にドイツ側はこのレーニンからの提案に応じ、12 月 3 日よりブレ

スト・リトフスクにて休戦交渉が開始された。そして 12 日に休戦条約に調印され、これを

基にして翌 1918 年 3 月 3 日に正式な講和条約が締結された。同講和条約によって、ソ連は

第一次大戦から離脱することとなったのである。芦田均「ロシア革命とブレスト・リトウ

スク講和」（神川彦松編『立教授還暦祝賀 外交史論文集』有斐閣、1934 年）291 頁、参照。 
17 たとえば、Thomas A. Baily, Woodrow Wilson and the Lost Peace (New York: 
Macmillan, 1944), p. 271. 
18 『東京朝日新聞』1915 年 11 月 28 日付。 
19 梅山信太郎『政界傍聴 政変闘士』（善王閣出版部、1932 年）46 頁。 
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 むしろ日本のロンドン宣言への加入が与えたより大きなインパクトは、イギリスの日

英仏露四カ国同盟への態度を軟化させるきっかけになったという点にあろう。すでに第

一部で触れたように、仏露からの日英同盟への加入に対し、もともとイギリスは大戦期

間中の四カ国同盟締結に否定的であった。協商国として仏露と対独戦を共闘していると

はいえ、この関係を同盟にまで発展させることは何等の意味も持ち合わせないというの

が、グレイと加藤の日英両外相の共通認識だった20。 

 ところが、日本がロンドン宣言に加入したことによって、仏露がなしていた四カ国同

盟構想はこれまで以上に現実性をもつようになった。また、対独戦で苦戦し、甚大な被

害を出し続けるイギリスにとっても、日本からの様々な支援がより必要となっていたと

いう事情もあった。つまり、日本がロシアへ兵器援助をなすことにより、ロシアは欧州

での対独戦線を建て直し、より協商国側に有利に戦局を変えることが期待されたのであ

る。こうした理由でもって、イギリスは日本に対して、仏露との関係正常化、すなわち

同盟条約の締結を促すようになる21。日露同盟に向けた動きは、国内外から高まりを見

せるようになったことで、大隈内閣は石井新外相のもと、この問題に本格的に取り組む

こととなった。 

 

                                                   
20 『加藤高明』下巻、111-112 頁。 
21 Peter A. Berton, “The Secret Russo-Japanese Alliance of 1916,” (unpublished Ph.D. 
dissertation, Columbia University, 1956), p. 254. 
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第七章 

ミハイロヴィッチ大公の訪日と日露関係の複雑な深化 

 

 

 

 

 

日本のロンドン宣言への加入は、日本のみならず、ロシアにとっても歓迎すべき出来

事であった。対独戦に苦しむロシアにとって、次なる目標は日本との関係強化による軍

事援助の実現であった。このロシアの思惑は、日本における日露提携論を浸透させる上

で有利に働いた。そして、日露関係の深化が急速に進展するきっかけとなるのが、1915

年末から翌年はじめにかけてのゲオルギー・ミハイロヴィッチ（Georgie Mikhailovich）

大公一行の訪日であった。そこで本章では、ミハイロヴィッチ一行の訪日と、日露間の

軍事同盟締結に向けた交渉に着目し、日露同盟路線が既定路線となるプロセスを明らか

にする。 

 

一 日本の対露兵器援助 

 ロンドン宣言への加入が実現したものの、ロシアのドイツとの単独講和の可能性を危

惧し続ける石井は、欧州戦線における兵器や軍事物資の不足に苦しむロシアに対し、積

極的に援助をなすことで後方から支えようとした。たとえば、小石川と大阪の砲兵工廠

では、昼夜兼行でロシアに送るための兵器を製造した。また、政府は民間の工場の一部

を用いて、被服や軍靴類に至るまで、多種多量の物資援助をロシアに対して行っている1。

その援助は終戦まで続けられ、その合計は極めて多額となった（表 2）。 

 

 

 

                                                   
1 石井菊次郎「外交回想断片」（同述『外交回想断片』金星堂、1939 年）28 頁。 
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表 2 ロシア政府の対日支払金額中未納分総額2 

時期 ロシア政府の支払額未納分 

1917 年 12 月 

1918 年 1 月 

1918 年 2 月 

1918 年 3 月 

1918 年 4 月 

1918 年 5 月 

小計 

総計 

372,906 

476,343 

522,045 

444,600 

443,835 

34,825.5 

2,294,554.5 

23,142,556.6 
（単位）円 

 

ロシアのみでなく、他の協商国も日本に多額の負債を抱えて戦争を継続していたので

あるが（表 3）、特に石井はロシアへの援助が両国関係の深化にとって大きな影響を与

えたことを強調する。そしてこの対露援助が、最終的に日露軍事同盟である第四回日露

協約の締結にまで至ったことを、自身の外交の成果として評価する。 

 

  日本はこれ（ロシア――引用者注）に兵器弾薬を提供して戦況回復の機会を與へ、他

方ドイツの包囲に対しては日露の一層の接近をもつてロシアを鼓舞し、これでロシア

の単独講和を阻止し、特に日本に不利なる協約を他国と結ばざらしめんと欲したので

あつた。私が外相就任後間もなく始つた日露の交渉は、半年ばかりで完全な妥結に到

達したのである。所謂日露新協約の成立を見たのであつた3 

 

こうして石井は、日露間に新たな協約を取り交わすことで、ロシアへの後方支援を確実

なものにし、ロシアの不安を除去することを企図した。実際、1915 年秋から冬にかけ

ての欧州戦局は、ドイツに有利に動いていた。ロシアに対してドイツは、ペルシャやア

フガニスタン、トルキスタンから中国にわたる中央アジアでこれを包囲していたため、

                                                   
2 山田陸軍次官より幣原外務次官宛書簡、大正 6 年 12 月 27 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）616-617 頁。 
3 石井「外交回想断片」29-30 頁。 
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ロシアは進退両難に陥っていた4。そのため石井にとっては自身が回顧するように、援

助政策でもってロシアを救済することが、協商国間の提携を維持・強化することにつな

がると考えていた。 

 

表 3 協商国の対日負債額（1919 年まで）5 

国 負債額 

ロシア 

イギリス 

フランス 

合計 

200,000,000 

190,000,000 

130,000,000 

540,000,000 
（単位）円 

 

 しかし、石井の対露観には大きな矛盾が含まれていたことは見逃せない重要な点であ

る。石井はかつて第一次日露協約の締結（1907 年 7 月 30 日）の際、伊藤博文や井上馨

といった、日露提携を主張する勢力に対して批判的であった。このときの石井の日露協

約への反対理由は、それが小村・ロバノフ条約（1896 年 6 月 9 日）や西・ローゼン協

定（1898 年 4 月 25 日）を無視することになり、また満州から韓国にまで勢力を伸張し

ようとするロシアへの不信から、ロシアとの国際協定締結の無意味さを痛感していたた

めであった6。さらには、石井はプロイセンのビスマルク宰相（Otto von Bismarck）の

有名な、「歴史は繰り返す」という格言を自身の教訓としていた7。 

にもかかわらず、自身が外相に就任した第一次大戦期には、ロシアへの兵器援助や、

新たな協定の必要性を主張するようになった。実際にもロシアはこの後の革命によって

帝政政府が転覆し、ドイツと停戦状態になるのだが、この問題についても石井はロシア

の国内問題の混乱を指摘するばかりで8、その対露認識の一貫性を見出すことはできな

い。そして、石井はこの後の第四回日露協約成立まで、常に機会主義的に政策決定を行

っていたといえるだろう。 
                                                   
4 A. J. P. テイラー（倉田稔訳）『目で見る戦史 第一次世界大戦』（新評論、1980 年）74-123
頁。 
5 平間『第一次世界大戦と日本海軍』242 頁。 
6 石井菊次郎「日英同盟回想録」（『外交回想断片』）58-60 頁。 
7 石井菊次郎「歴史は繰り返す」（『外交回想断片』）266-285 頁。 
8 石井「外交回想断片」30-34 頁。 
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二 日本軍の欧州派遣問題 

 石井は井上馨らとは異なり、日露同盟そのものへの必然性を認めていたわけではなか

った。そもそも、英仏との関係を強固なものに保つためには、対独戦に日本がどれほど

コミットするかは石井にとっても開戦以来のテーマであった。ただ開戦当初は日本の戦

闘範囲は中国や南太平洋地域のドイツ植民地に限定されており、イギリスも日本の欧州

戦線への参加には消極的であったため、日本の負担はさほど重いものとはいえなかった。

しかし、石井が外相に就任してからも欧州での戦闘に終結の兆しは一向に見えず、協商

国はドイツとの闘いに苦戦を強いるばかりであった。そこでイギリスは再び日本に欧州

戦線への日本海軍の派遣を申し出ることで、この戦局の打開を目指したのである。 

 1916 年 2 月 4 日、グレイ外相は井上勝之助大使に、イギリス海軍省から日本海軍の

地中海派遣の要請を伝えた。イギリス海軍は自国の巡視船が不足しているため、日本の

巡洋艦隊に地中海の警戒（patrol service）を担当してもらうよう日本政府に要請をな

したのである9。このイギリス海軍省の要請は、日本を欧州戦線に参加させるというよ

りも、同地域の警備にあたらせるというものであって、日本に過剰な負担を強いるもの

とはいえなかった。しかし、それでも日本政府が自国の軍隊を遠く離れた欧州の戦地に

送り出すことには、開戦当初の目的からしても困難であることはイギリスも十分に理解

していた。イギリスからの日本海軍派遣要請は、イギリスの対独戦での疲弊が相当に重

くのしかかっていたことを意味していた。 

 しかし直後の 9 日に、イギリス政府は前述の日本海軍地中海派遣の要請を取り消し、

かわりにシンガポールおよびインド洋への巡洋艦の派遣を申し出た。この頃、ドイツ海

軍は地中海でのイギリスの封鎖を破り、十二隻の巡洋艦を大西洋へと進出させていた。

そしてこれらはインド洋へと進み、イギリスの商業用航路を破壊する恐れがあった。こ

の新事態が発生したことにより、イギリスは日本の駆逐艦をシンガポールへ送ると同時

に、ドイツ艦隊の監視のための巡洋艦をインド洋へ派遣するよう新たに要請したのであ

った10。 

 しかし、これに対する日本政府の態度は冷淡なものであった。日本は軍艦の派遣の条

                                                   
9 在英国井上大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 2 月 4 日（『日本外交文書』大正五年

第三冊）381 頁。 
10 在英国井上大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 2 月 9 日（『日本外交文書』大正五年

第三冊）382-383 頁。 
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件として、「諸問題ノ解決」を挙げ、これがなければイギリス政府の要請には応えない

と返答したのである。 

 実はこの頃、イギリスの植民地地域では、日本に対する差別的待遇が過激化していた

という事情があった。そのため、日本国内ではこうしたイギリスの反日的行為に批判が

高まっており、この問題を解決することなくては海軍派遣は困難との姿勢を示したので

ある。 

 

  帝国政府ノ希望ニ対シ満足ナル保障ヲ与ヘザルトキハ軍艦派遣問題ニ関シ帝国政府ハ

極メテ困難ナル立場ニ陥ルニ至ルベキコト11 

 

日本が軍艦派遣を自国の国益に関与しない地域へ派遣することに消極的なことは、加藤

前外相時代から特段の変化はない。しかし、日英同盟の大義でもって対独戦に参戦し、

イギリスとの協調によって東アジアのドイツ領を攻撃するという対英協調を徹底させ

ていた加藤時代とは異なり、このときの艦隊派遣拒否の理由は、むしろ反英的なものへ

とシフトしていた。もちろん、イギリス植民地における日本差別が関係していたことは

事実であるが、それを理由としてイギリスとの共闘を拒んだことは従来の姿勢とは明ら

かな変化があったことを示している。 

 こうした日本の対英態度の変化は、他国との関係、とりわけロシアとの関係を見る上

でも重要であろう。日英両国の友好関係が冷却化していくなか、ロシアとの関係は熱を

帯びる一方であった。日露関係の深化は、日英関係の冷却化と裏表であったといえる。

日本国内でのイギリス批判が高まるなか、ロシア王室の来日は、親露的な世論を醸成す

る上でこの上ない役割を果たしたのである。 

 

三 ミハイロヴィッチ訪日の背景 

 ロシア皇族のゲオルギー・ミハイロヴィッチとその一行は、大正天皇の即位を祝賀す

るという名目で来日することとなった。これは、欧州などではごく一般的であった王室

外交の一環といってよい。裏を返せば、この時期の日露関係はそれほど友好への意思が

あったのである。 

                                                   
11 石井外務大臣より在英国井上大使宛電報、大正 5 年 2 月 19 日（『日本外交文書』大正五

年第三冊）385 頁。 
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 もっとも、この王室外交の背景にはロシアの国内問題も大きく関係していた。1915

年夏から発生したロシアの政治危機は、政党や帝政政府のなかに急速に社会主義イデオ

ロギーが浸透したことによって引き起こされたものであった。それらは帝政の打倒を掲

げ、一方の王室は君主制を保守するためにその政治基盤を補強する必要があったのであ

る。この頃、ロシアの皇室は、英仏よりも日本との関係を重視するようになっていた。

なぜなら、政党や帝政政府が左傾化するなかで、依然として王室の存在を重視し、王室

にとっても自らの支持基盤であった保守的勢力は軍部や官吏だけだったからである。そ

してこの軍部は欧州でのドイツとの闘いのために、日本からの兵器援助に大きく依存し

ていた。今回の日本への王室外交は、まさしくこの政治基盤強化の一環という側面もあ

り、帝政ロシアにおいて君主制の一時的な復興を示そうとする試みであった12。 

 他方の日本国内にも、ロシア王室の訪日を歓迎する理由があった。それはなにも日露

同盟論者のみではない。この時期、日本外交の基軸であるはずの日英同盟の効力に対す

る疑問と、イギリスへの不信感が国民の間では広がっていたためである。特にメディア

関係は反英主義を一種のプロパガンダとして浸透させることに一役買った。その反英プ

ロパガンダは、主としてイギリスの日本に対する以下の諸点に代表される反日行為を煽

動することによって構成されていた。 

 

  1．イギリス植民地における日本人差別 

  2．日本経済の拡大へ対する妨害 

  3．中国南部からの日本権益の排除 

  4．1915 年の対華二十一カ条要求第五項問題（最終的には取り下げ） 

  5．ロシア脅威の消滅。アメリカの日英同盟廃棄に向けた工作13 

 

このような日本国内の言論報道の傾向は、イギリスが中国を取り込み、日本を包囲して

いるといった論調を張ることで、日本はもはやイギリスと提携し続けることは困難であ

るとの考えを浸透させていった。そしてその反動として、それまで脅威の対象であった

                                                   
12 バールィシェフ・エドワルド『日露同盟の時代 1914～1917 年――「例外的な友好」の

真相』（花書院、2007 年）157-160 頁。 
13 “Anti-British propaganda in Japanese press: British are trying to bring China into 
the War,” January 15, 1916, in Stanley K. Hornbeck Papers, Folder: Anglo-Japanese 
Alliance: Miscellany, Box: 12, Hoover Institution Archives, Stanford University. 
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ロシアへの認識が親善へと向かうようになった。そうした状況下でロシア王室の大公が

訪日したことは、日本のジャーナリズムや言論界にとっても歓迎すべき出来事だったの

である。 

 

四 国論の反応 

 ミハイロヴィッチ一行の訪日に対して、日本国内ではこれを歓迎するムードに染まっ

ていた。特に新聞や雑誌などのメディアの論調は、極めて好意的なものであり、これを

機会に日露関係の一層の深化を期待するもので溢れかえっていた。 

12 月 29 日、『東京朝日新聞』はミハイロヴィッチ大公の訪日を大々的に取り上げ、

これによって日露関係がより親善に向かうことを期待し、歓迎した14。一般言論誌の『中

央公論』も、その社論において、「欧州大戦最中に属し皇帝親しく出陣中と云ひ、特に

其誠意の存する処を見るべく、我邦上下に深厚の満足を与へたるは申迄もなし、吾人は

此一事を以て日露両国が益々親和し、殆んど同盟と択ぶなき関係を生ずるに至れる好個

の表徴として大に祝せんずんばあらず」と、この訪日が日露親善に大きく寄与するであ

ろうとして高く評価している15。 

 対露親善を長年主張し続けてきた雑誌『太陽』にとって、このロシアの王室外交は、

歓迎すべき重大な事件であった。同誌上で連載をしていた編集長の浅田江村は、「露国

太公ゲールギー、ミハイロウイッチ殿下の御来朝は此際殊に親善なる印象を我国民に与

へ、両国親交の前途に更に一段の光明を加へしむ」との所感を語った。浅田はさらに日

露両国民の民族性にまで言及し、その共通性をことさら強調する。すなわち、「思ふに

露国民の性情は吾人の武士道と何れの点にか能く融会照応する所あり、互ひに仮面を脱

し赤裸々に相接触するに至り、彼我共通の心境忽焉開け来たれる」として、日露両国民

は心を開けばお互いに同じ性質をもつ同胞であると主張しているのである16。こうした

日露友好への過剰なまでの歓迎ムードによって、日本の対露感情は一気に好転した。 

一方、ロシア側からしても、日本国内の歓迎ムードは願ってもないものであった。対

日関係に大きな影響力を有していたサゾノフ外相、グチコフ中央兵站委員長、ココツォ

フ日露協会会長（V. N. Kokovtsov）らは、『東京朝日新聞』紙上に、ミハイロヴィッチ

                                                   
14 『東京朝日新聞』1915 年 12 月 29 日付。 
15 「日露益々親和」（『中央公論』1916 年 2 月号）16 頁。 
16 浅田江村「時事小観」（『太陽』1916 年 2 月号）17-19 頁。 
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一行の訪日に合わせて日露親善のメッセージを寄せている。なかでもココツォフは日露

同盟の実現可能性にまで言及するなど、その内容は極めて政治的なものであった。ココ

ツォフは、ロシアが今日に至るまで常に親日的外交政策をとり続けてきたことを強調し、

その結果として現在の日露関係は良好なものとなったとする。そして、今や日露関係は

事実上の同盟関係にまで至っているとしており、その関係は日英同盟とは異なる次元で

成立していると主張する17。 

 こうしたロシアの主要人物らからの日露親善の評価に対し、『東京朝日新聞』はその

社説において、現在の日露友好関係によって漁業問題など日露間の懸案も一気に解決の

見通しがつくとし、ロシアの友好的姿勢を歓迎している18。日本国内のマスコミも、日

露関係の深化のための世論形成を行なっていたことがわかる。 

 ロシアの王室外交を歓迎したのはマスコミだけではない。山県有朋は 1915 年の暮れ

に、寺内正毅朝鮮総督をミハイロヴィッチ一行の接伴委員長に任命した19。山県と同じ

長州出身の陸軍軍人であり、山県とも近い仲にあり、日露協調に肯定的であった寺内を

接伴委員長に指名したことは、ロシアの王室外交をもってして、持論である日露同盟実

現を一気に軌道に乗せようとの山県の思いが伝わる。 

 なお、山県は 1 月 13 日、来日したミハイロヴィッチから、日露友好関係の功績を称

えられてアレクサンドル・ネフスキー大綬章を贈られた20。そしてこのとき、ミハイロ

ヴィッチはロシア皇帝からのメッセージとして、次のように伝えている。 

 

日本国は…（中略）出来得る丈け力を尽して兵器及軍需品を露軍に供給せられ、露軍

の行動に至大の援助を与へられたるは露帝及官民一般の感謝に堪へざる所にして、露

帝は予に特命し日本国皇帝陛下の外尚ほ閣下にも深厚なる謝意を伝へしめらるる次第

なり21 

 

すなわち、ロシアとしては日露同盟論者として日本国内で最も大きな発言力を有する山

県に勲章を与え、日本から対露武器援助を取りつけようと考えていたのである。日露同

                                                   
17 『東京朝日新聞』1916 年 1 月 3 日付。 
18 『東京朝日新聞』1916 年 1 月 7 日付。 
19 吉村道男「日露同盟の一考察」（『国際政治』第 26 号、1964 年）43 頁。 
20 安達公使手記、大正 5 年 1 月 13 日（『日本外交文書』大正五年第一冊）110-111 頁。 
21 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』79 頁。 



98 
 

盟論はこの日本からの武器援助をより確実なものにするための手段であり、ロシアにと

って日本と提携することは、対独戦を遂行する上で有利となるためであった22。一方、

ロシアから最高の名誉を授与された山県にとって、これが日露関係をより進展させるた

めの原動力となったことは疑いを入れない。そしてこれ以降、日露間の同盟締結に向け

た交渉は本格化していく。 

 

五 日露新協約締結の要請 

 こうして日本国内で大いに歓迎されたミハイロヴィッチ一行の訪日であったが、その

真の目的は、対独戦に苦戦するロシアへの武器援助を取りつけることと、日露同盟問題

に決着をつけることにあった。ミハイロヴィッチ訪日の直後に来日したロシア外務省極

東局長のグリゴリー・コザコフ（Grigorii A. Kozakov）と日本側との交渉は、そのこと

を物語っている。 

 コザコフが訪日したのは、1916 年 4 月に予想されていたドイツの総反撃に備え、日

露間に新たな協定を結ぶためであった。日露新協定によって、中国国内におけるドイツ

の行動を抑制し、ロシアに不足している兵器の供給を日本に求めようと考えたのであ

る23。 

 1 月 12 日、ミハイロヴィッチらはまず元老の山県のもとを訪れ、大正天皇の即位を

祝う言辞を伝えた。そして、ミハイロヴィッチは本題であるロシアへの武器援助の要請

をなし、さらには将来の一層の日露友好関係樹立のための尽力を求めた。山県はこれに

全面的に同意し、日露関係の発展を約束した。このあと、石井外相が山県のもとを訪れ

ると、石井はミハイロヴィッチ一行の訪日の目的について説明をなした。つまり、天皇

即位の祝賀というのは建前であり、その実は対独戦のために著しく不足している軍事物

資の援助を日本から取りつけることが本来の目的である、と石井は説明した。そしてこ

のロシアからの要請に対して、日本政府としての対応のあり方について助言を求めたの

である。当然ながら、ロシアの意図を知っていた山県は石井に、政府として早急に対策

                                                   
22 ピーター・バートンはロシア（特にサゾノフ外相）の日露同盟論の意図は、日本との二

国間関係を重視したというよりも、イギリスとの関係を重視したためとする。そしてサゾ

ノフは、対独戦中の東アジア権益を保護するためではなく、長期におよぶ英露関係の改善

のために日露同盟を志向したとするが、戦争が長期化するにつれ、日本からの援助の重要

性が高まると、ロシアにとって日本との二国間関係がイギリスに劣らず重要なパートナー

となっていたのは明らかであろう。Berton, Russo-Japanese Relations, p. 84. 
23 『外務省の百年』上巻、621 頁。 
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を確定することの必要性を述べ、なおかつこれを好機として、日露間に同盟もしくは協

商の締結を実現するべきとの助言を与えた24。山県からの助言を得た石井は、このあと

ロシア代表のコザコフとの会談に臨むこととなる。 

 14 日に石井外相と会談したコザコフは、「『サゾノフ』氏ノ意見ニテハ日英露又ハ日

英露仏ノ接近ヲ見ルハ均ク願ハシキコトナルモ差当リノ希望トシテハ日露ノ協商ニア

リト思考ス」と、サゾノフが日露間の新協約を取り交わすことを希望しているとの旨を

伝えた。石井はこれに対し、「如何トモ判断シ難キ問題ハ之ヲ同僚陸軍大臣及其他ニ協

議ヲ要スヘク其他ノ問題ニ付テモ熟考ノ上御出発前ニ重ネテ会談スルコトトナシ」と、

引き続きこの問題に関して議論を重ねたいと回答した25。 

 そして 20 日、コザコフと石井は再度会談を行う。このとき石井は、肝心の日露新協

約問題について、ロシア側の期待する東アジアからのドイツ勢力の排除の一事のみでは、

「新協約ヲ締結スルノ十分ナル理由トモナラサル」とし、新たに協約を取り交わす必要

性について疑問を投げかけている26。石井のこの対応は、一見すると日露同盟に徹底し

て反対した加藤前外相のそれと類似しているかに思われる。 

 しかし、このコザコフとの会談のあとに宮中で開かれた山県有朋、大山巌、松方正義

の三元老との会談では、石井は日露同盟実現へ積極的な姿勢を見せている。そして政府

として、「日露現下ノ関係ニ一歩ヲ進ムルノ目的ヲ以テ談話ヲ試ムルコトニ主義上同意

ス」と語り、石井は元老たちから支持を求めた27。もっとも、このときの石井は「主義

上」との形容を加えているため、必ずしも日露新協約に全面的な形で同意をなしたわけ

ではないことが予想できる。石井としてはこのときは日露間に同盟関係を構築すること

は、時期的に見て適切ではないと判断されたのであろう28。しかし加藤前外相のように、

日露同盟論に対して理念的に反対したことと比較すると、石井はそれを受け入れやすい

考えをもっていたことは確かである。したがってロシアからの提議に対しても、また元

老からの圧力に対しても、石井にはこれらに抗う決定的な理由はなかったのである。 
                                                   
24 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』77-78 頁。 
25 コザコフ・石井外務大臣会談、大正 5 年 1 月 14 日（『日本外交文書』大正五年第一冊）

113 頁。 
26 石井外務大臣・コザコフ会談、大正 5 年 1 月 20 日（『日本外交文書』大正五年第一冊）

114 頁。 
27 「一月二十日宮中ニ於テ石井外務大臣ヨリ三元老へ協議ノ露国外相内提議ニ対スル回答

案ニ関スル件」（『日本外交文書』大正五年第一冊）117 頁。 
28 石井菊次郎「用語の誡」（鹿島平和研究所編『石井菊次郎遺稿 外交随想』鹿島研究所出

版会、1967 年）306 頁。 
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この会議では山県からも石井に対し、日本政府として対露武器援助の決定を行うよう

意見が提出された。山県によると、日本は、「開戦以来親善ナル有報関係ニ加フルニ連

合対敵ノ大責任」を有しているがため、「可能ノ援助ヲ露国ニ与フルコトニ全幅ノ考慮

ト努力トヲ尽」す必要があった。そして日露協力のあり方について、以下のように持論

を展開した。 

 

  一．戦争間帝国ノ極東極東ニ於ケル利権ヲ擁護シ要スレハ兵力ヲ仮スニ躊躇セス以テ

露国極東ノ守備軍ヲ欧州戦場ニ使用スルコトヲ得セシム 

  二．極東ノ重鎮トシテ日露ノ利権ヲ擁護スルニ足ルヘキ帝国軍備ノ許ス範囲ニ於テ帝

国ハ兵器材料ヲ露国ニ供給スルニ最大ノ努力ヲ尽シ嘗テ怠ルコトナシ29 

 

山県は最後に、対露武器援助のためには従来の官設工場を拡張し、また民間工場の改設

も行ない、多少なりとも供給の増加を図るように石井へ命じた。山県にとって、国を挙

げてロシアを支援することが重要な政治課題と考えられていたのである。 

 

六 日露軍事同盟締結の決定 

 日露間の軍事同盟の締結は、政府と山県、大山、松方の三元老との協議を経た上で、

2 月 14 日の閣議にて決定された。この決定では日本の今後の対露政策が次のように定

められ、日露同盟が正式に日本の目指す国策となったのである。 

 

第一、日露両国ノ親善ヲ強固ニシ接近ヲ促進スルハ東洋ノ平和ヲ維持スル所以タルコ 

   ト 

第二、日露講和条約成立後満蒙ニ関スル三回ノ協約ヲ重ネタルハ方ニ此方針ニ出テ欧

州大戦勃発以降帝国政府カ露国ニ対シ多量ノ軍需品ヲ供給シタルハ之亦第一項ノ趣

旨ニ一致スルモノニシテ今後ト雖事情ノ許ス限リ此方針ヲ持続スヘキコト 

  第三、況ンヤ露国政府ニ於テ帝国カ開戦以来表示シタル厚意ヲ認識シ東清鉄道支線ヲ

我ニ割譲シテ以テ帝国ニ向ヒ有形的応酬ノ態度ヲ表明スルニ於テハ帝国政府ハ宜シ

ク国際関係ノ現状ニ鑑ミ国防ノ要義ニ反セサル限リ兵器ニ関スル露国政府ノ要望ニ

                                                   
29 「大正五年一月二十日宮中会議ノ際山県公提出ノ意見」（『日本外交文書』大正五年第一

冊）118 頁。 
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応スルヲ辞セサルヘキコト 

  第四、第三ノ場合ニ於テ長春哈爾賓間ノ鉄道ハ相当ノ価格ヲ以テ譲受ケ兵器モ亦相当

ノ価格ヲ以テ之ヲ売渡スコトトスルコト 

第五、日露両国親善関係茲ニ至ラハ更ニ一歩ヲ進メテ寧ロ両国間ニ同盟関係ヲ設定シ

戦後露国ヲシテ独逸其他侵略的政策ニ駆ラルル邦国トノ接近ヲ予防スルハ現下ノ急

務タルヘキコト 

第六、第五項ノ同盟関係ハ凡ソ左ノ標準ニ拠ルヘキコト 

   甲、日露両国ハ其領土権及特殊利益ヲ擁護センカ為必要ニ応シ相互ニ平和手段ニヨ

ル友好的援助ヲ与フルコト 

   乙、日露両国ノ一方ハ他方ニ敵対スル目的傾向ヲ有スル条約若クハ協定ニ加入シ又

ハ之ヲ締結セサルヘキコトヲ相互ニ約束スルコト 

   丙、日露両国ハ支那カ第三国ノ政治的掌握ニ帰スルコトヲ以テ両国各自ノ主要利益

ニ対スル侵迫ト互認シ斯ル情態ノ発現ヲ予防スル方法ニツキ随時協議ヲナシ右協

議ニ基キ一方カ執リタル措置ノ結果トシテ第三国ト戦争ヲ為スノ已ムヲ得サルニ

至リタル場合ニ於テハ他方ハ其同盟国ニ援助ヲ与フヘキコトヲ相互ニ約束スルコ

ト30 

 

この閣議決定により、日本は本格的に日露同盟に着手することとなった。それは世界大

戦勃発時から発生した日本国内における外交論の対立が終結したことも意味していた。

つまり、外務省の正統派として日英同盟骨髄論を堅持する加藤高明と、日英同盟にかわ

る新たな外交基軸として日露同盟論を提唱した元老との争いが、前者の敗北によって終

わりを告げたのである。先行研究では、加藤と同じく外務省正統派に位置する石井は、

この元老との政争の敗北者のひとりとして理解される傾向にあった。しかし、加藤と異

なる対外認識をもっていた石井にとって、日露同盟は必ずしも敗北ではなかった。ロン

ドン宣言加入問題から一貫していたように、協商国の一員としてその地位を確保するこ

とは、石井にとっては重要な外交課題であったがゆえに、日露同盟論もその延長上の政

策として理解されていたためである。 

 

七 イギリスによる日本特殊権益の承認 
                                                   
30 岡市之助宛石井菊次郎書簡、大正 5 年 2 月 14 日（「岡市之助関係文書」3－1）。 
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 1916 年初頭、対独戦に苦しむ協商国は、状況打開のための策を講じる必要があった。

ロシアが日本と同盟を締結することで後方支援を求めたように、同盟国のイギリスも日

本からの支援と日本の対独戦へのコミットメントを必要としなければならないほど、ド

イツとの戦争で苦境に追いやられていたのである。そして日本も、大戦終結後の国際社

会での地位確保と、東アジアにおける権益の拡大の保証を取りつけることが課題であっ

た。その意味で、日本のロンドン宣言加入以降も日本の国際的地位は変わらず不安定な

ものであったといえよう。 

 1 月 31 日、グレイ外相と会見した井上大使は、ドイツとの講和後における日本の中

国におけるドイツ領の占有に関する確約を取りつけようとした。このとき、グレイは井

上に対して、講和後もイギリスは中国におけるドイツ権益の獲得に関する意思をもたな

いことを確認した。これはすなわち、「日本政府ニシテ右独逸ノ有スル譲与ニ関シ何等

支那政府ノ申出ラルルコトアリトモ英国政府ハ毫モ異議ヲ挟マサル」ことを示したもの

であった31。すでに対独戦に疲弊していたイギリスにとって、東アジアでの影響力は維

持しえない状態となっていた。 

 こうしたイギリスの姿勢は、石井が外相に就任してから一貫したものであった。1915

年 8 月 31 日、日本から大隈改造内閣の下での新外相就任の要請を受けた石井は、本国

へ帰国する前にイギリスへわたり、主要閣僚らとの交渉を行っていた。この日に開かれ

た井上大使の午餐会において、グレイと会談した石井は、イギリス政府が満州および中

国におけるその他地域の日本の特殊権益を認める発言を行った。具体的に特殊権益とは、

「支那ニ於ケル日本ノ発展ト活動トハ日本国将来ノ運命ニシテ殊ニ満州其他ノ支那地

方ニ於ケル日本ノ商工的発展ハ必然ノ大勢」であることを認めた上、これら日本の同地

方における発展は「自分（グレイ――引用者注）ノ歓迎シ且之ヲ支持スルニ躊躇セサル

所」であった32。イギリス側から日本の特殊権益を認められたことは、石井にとっては

日本の戦後の国際的地位向上に結びつくものと考えられた。詳しくは第三部で述べるが、

このとき石井がイギリスに日本の特殊権益を認めさせたことは、同様の趣旨をアメリカ

にも承認させようとする新たな交渉の形へと至る契機となったと推測される。実際に石

井はこのイギリス側の発言について、次のように語っている。 
                                                   
31 石井外務大臣宛井上大使発電報、大正 5 年 2 月 2 日（「東洋ニ於ケル帝国ノ地位ニ関シ日

英交渉雑纂」外務省記録 B.1.1.2_158、外務省外交史料館所蔵）。 
32 「極東特ニ支那ニ於ケル日本ノ地位ニ関スル英国政府ノ言明」（「東洋ニ於ケル帝国ノ地

位ニ関シ日英交渉雑纂」）。 
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  英国政府ニ於テハ極東特ニ支那ニ於ケル帝国ノ地位ノ向上セルヲ認メ就中支那ニ対ス

ル日本ノ特殊地位ヲ極メテ的確ニ識認シ支那問題ニ関スル日本ノ主動
ママ

的地位ヲ克ク了

得セル33 

 

グレイから以上の確約を得たことは、日本の中国における行動を円滑化させる要因とな

った34。したがって石井は、イギリスからのこの確約を重視し、日本の特殊権益の存在

を列国に認めさせることが日本外交の大きなテーマとして据えられていたと考えられ

る。 

こうしたイギリスの理解は、日本の対独戦参戦以来一貫したものであった。加藤前外

相も日本の参戦に際し、戦後の日本の東アジア権益の拡張を企図していたのに対し、イ

ギリスは理解を示していた。したがって石井に対してイギリスがなした日本の東アジア

における特殊権益の承認は、大戦初期から一貫していたのであった。一方、太平洋のド

イツ領南洋群島の譲渡に関してイギリスはこれを認めておらず、戦後処理に譲るとして

いた35。そして南洋群島の分配に関しては、戦後のパリ講和会議において戦勝国間で調

整がなされることとなる36。 

なお、イギリスが開戦当初に表明していた日本の特殊権益に関しては、以下の通りで

ある。 

 

  （一）日独開戦ノ暁ハ日本国カ膠州湾ヲ陥レ戦後之ヲ領有ストモ英国政府ニ於テ毫モ

異議ナキ旨言明ノ件 

  （二）日本カ支那ニ於テ商工業上其他将来益発展スヘキハ自然ノ数ナル旨言明ノ件 

  （三）支那ニ於ケル日本ノ発展ト活動トハ日本国将来ノ運命ニシテ殊ニ其ノ商工的発

展ハ必然ノ大勢ナリ日本ノ行動カ支那ノ主権及英国ノ己得権ヲ害セサル限リ英国

                                                   
33 在支林公使宛石井発電報、大正 5 年 8 月 17 日（「東洋ニ於ケル帝国ノ地位ニ関シ日英交

渉雑纂」）。 
34 「極東特ニ支那ニ於ケル日本ノ地位ニ関スル英国政府ノ言明（日独開戦以後）」（「東洋ニ

於ケル帝国ノ地位ニ関シ日英交渉雑纂」）。 
35 『日英外交史』下巻、591 頁。 
36 パリ講和会議時の南洋群島をめぐる交渉については、等松春夫『日本帝国と委任統治―

―南洋群島をめぐる国際政治 1914～1947』（名古屋大学出版会、2011 年）57-64 頁、を参

照。 
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モ此ノ体制ヲ支持スヘキ旨言明ノ件 

  （四）英国ハ日本ト協議ノ上ナラテハ何等支那ト政治的性質ヲ有スル商議ヲ開始スル

意図ナキ旨言明ノ件 

  （五）極東方面ニ於ケル日本ノ発展ハ必然ノ運命ニシテ此ノ大勢ハ各国ニ於テ承認ス

ルノ外ナキ旨竝日本政府ニ於テ支那ニ於ケル独逸ノ譲与ニ付何等支那政府ニ申出

ツルトモ英国政府ハ毫モ異議ナキ旨言明ノ件 

  （六）五国団改造問題ニ関シ日本ノ利益ヲ阻害スルノ意ナク又日本国政府或ハ日本国

世論ノ同意ナクシテハ本件ヲ進捗セシメサル旨言明ノ件 

  （七）支那ニ於ケル日本ノ特殊地位等ヨリ立論セル借款関係日本人顧問問題ニ関スル

我主張支持方言明ノ件37 

 

このように、すでにイギリスから幾度となく日本の特殊権益に関する承認を得ていた石

井にとって、他の協商国であるロシアやフランスとも同様の取り決めを交わす必要があ

った。フランスは東アジア権益に関して日本とさほど対立することはなかったのである

が、満州において国境を交えるロシアとはこの問題の解決をなすことは必須であった。

それゆえ石井にとってロシアとの関係強化は、対独戦に向けた協商国間の連携を強化す

ると同時に、日本の東アジアにおける権益の拡大というメリットも含んでいた。のちに

アメリカが対独戦へ参戦してからは、この新たな協商国の一員とも日本の特殊権益を承

認させるための交渉に乗り出すのであるが、その問題については後に言及することとす

る。 

 

 

 

                                                   
37 「極東特ニ支那ニ於ケル日本ノ地位ニ関スル英国政府ノ言明（日独開戦以後）」。 
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第八章 

第四回日露協約の成立 

 

 

 

 

 

 日露同盟の締結が国家の政策方針として決定した以上、石井がなすべきは対露交渉に

おいて日本の利益を最大化することであった。対露兵器援助をロシア側が強く要望して

いるなか、それと引き換えに日本が満州におけるロシア権益をどれほど獲得しうるかが

この交渉の鍵となった。しかし、現実の交渉では終始ロシア側に主導権があったことは、

日本の国際的立場の弱さを露呈していた。本章では、第四回日露協約が成立する過程を

通し、利害調整をめぐる日露両国の思惑の不一致と、日本の受動的外交の実態を明らか

にする。 

 

一 日露交渉に向けて 

 政府内で日露同盟に向けた対露交渉の開始が決定されたものの、この後の交渉は必ず

しもスムーズに進んだわけではない。その原因のひとつに、国内の政治経済状況の悪化

による大隈内閣への批判の高まりがあった。大戦によってもたらされた好景気は、その

裏で物価の高騰や所得の格差を生み出し、社会不安を深刻化させた。そうした状況下で、

陸軍の二個師団増設案や海軍の八・四艦隊建造計画といった軍拡のための予算計上は、

不況による財政緊縮と相俟って大隈内閣を窮地に追いやることになる1。そして大隈内

閣自体も、前年の大浦事件などの不祥事にまみれて、議会からは内閣の対応への批判が

高まっていた。特に野党政友会からの反発は激しく、総裁の原敬は山県有朋を説得して

大隈内閣倒閣に乗り出そうとした。原は山県が内閣倒閣に消極的であったことで、陸軍

の田中義一に働きかけ、不信任案によって内閣を総辞職へ追いやろうと企てていた。し

                                                   
1 岡義武『転換期の大正 1914～1924（日本近代史体系 5）』（東京大学出版会、1969 年）

33-35 頁。 
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かしこの危機に際しては、山県が田中と連携し、政友会との間に調停に入ったため切り

抜けることができたが2、大隈内閣の限界はすでに露呈していたといえる。 

 大隈首相は内閣の求心力が低下したことを受け、3 月の議会会期末に山県と会談を行

い、辞意を伝えた。そして大隈は自身の後継者として加藤高明を推薦した。しかし、外

相時代から加藤とは敵対関係にあった山県にとって、これは受け入れがたい人選であっ

た。また、かねてから政党への強い反感を有しており、挙国一致体制の重要性を主張し

続けていた山県は、政党指導者である加藤に組閣させることには反対であった3。結局、

大隈内閣は 7 月に第四回日露協約が締結されるまで延命することとなり、この内閣によ

って日露接近は進展していくのである。 

 時代は前後するが、2月14日の閣議で日本の対露同盟締結が決定されたことにより、

石井は早々にロシアとの交渉に乗り出すこととなる。石井はロシアの本野大使に閣議決

定の内容を電報にて、「日露将来ノ政策問題ニ関シテハ支那カ独逸ノ掌握ニ帰スルカ如

キ事態ハ両国ノ利益及安寧上許スヘカラサル所ナルヲ以テ右危険ヲ予防スルノ基礎ニ

秘密同盟協約
・ ・ ・ ・ ・ ・

ト外ニ両国ノ特殊親善関係ヲ表明スヘキ公表協約ヲ締結スル」と、日露間

に秘密同盟協約を締結することが決まったと伝えた4。同様に石井は閣議決定の内容に

ついて、大山と松方の両元老5、および寺内朝鮮総督6にも伝えた。石井の迅速な行動は

官僚としての優秀さを示してはいるが、外交の多元化を嫌い、元老の政治介入を拒否し

て外交文書の回覧等を徹底的に廃した加藤前外相とは異なる対応であったことは明ら

かである。石井は元老と密に連絡を取り合い、その対露政策について様々な形で助言を

求め、政策を決定していた。それは石井の政治的な調整能力というよりも、石井が加藤

のような日英同盟骨髄論とは異なる立場にあったことを意味していた。 

 

二 新協約案文の提出 

 ミハイロヴィッチ一行の訪日とそれに伴う日露間の交渉は、日露接近を急速に進展さ

                                                   
2 斎藤「第二次大隈内閣と元老」19-20 頁。 
3 『公爵山県有朋伝』下巻、956 頁。 
4 石井外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 5 年 2 月 14 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）119-120 頁。ルビは引用者。 
5 石井外務大臣より大山公、松方侯宛、大正 5 年 2 月 14 日（『日本外交文書』大正五年第

一冊）120 頁。 
6 石井外務大臣より寺内朝鮮総督宛、大正 5 年 2 月 15 日（『日本外交文書』大正五年第一

冊）120 頁、『寺内正毅日記』690 頁。 
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せたことはすでに見てきた通りである。大戦期間中、東アジアの現状維持を画策してい

たアメリカは、ミハイロヴィッチの訪日による日露関係の変化、およびそれに伴う東ア

ジア国際情勢の変化を敏感に感じ取っていた。このロシアの王室外交が、日露友好関係

を大きく促進させた要因として、国務省内で注目を集めたことはその事実を物語ってい

る7。 

2 月 15 日に行われた閣議において、ミハイロヴィッチらの訪日が、「露国皇帝御名代

ノ我帝国御訪問ハ日露両国ノ関係ヲ一層親義ナリシムルノ効果アリタリ」と、日露関係

の深化に重要な効果を与えたことが認められている8。そしてそれは、日露同盟実現に

向けた前提として、十分な役割を果たした。またこの閣議では、前日に決定された対露

政策の方針に従って、戦後処理の段階を待つことなく、日露同盟実現に向けた早期の交

渉を開始することが定められた。 

 

  戦後ニ於ケル列国関係ヲ接近セシムルノ件ニ付テハ戦争開始以来露国当局ヨリ頻次内

談アリタルトコロナルカ帝国政府ニ於テモ前述ノ如ク非常ノ決断ヲ以テ我軍隊ニ絶対

必要ナル武器ノ譲渡ヲモ敢テシ以テ両国ノ親交ヲ一層強固ナラシメントスルニ際シテ

ハ進ンテ露国ト新ナル協議ヲ為スコトヲ辞セサルヘク而シテ之カ為ニハ必シモ戦後ノ

時機ヲ待ツニ及ハスト考量スル9 

 

こうしてミハイロヴィッチ一行の訪日によって加速した日露同盟への動きは、具体的な

形として日本の国策になった。 

 この閣議ののち、石井は本野大使に、「露国皇帝御名代ノ我帝室御訪問ハ日露両国ノ

関係ヲ一層親善ナラシムルノ効果アリタリ」と、ミハイロヴィッチ一行の訪日による日

露関係の親善化についての所感を伝えた。そして締結されるべき日露新協約案は公開条

文と秘密条文とで構成するべきとし、具体的内容を以下の様に訓令した。 

 

  公開協約案 

第一条 両締約国ハ極東ノ地域ニ於ケル両締約国ノ領土権及特殊利益ヲ保全セムカ為

                                                   
7 Consul General Heintzleman to the Secretary of State, July 11, 1916, in FRUS, 1916, 
pp. 432-433. 
8 岡市之助宛石井菊次郎書簡、大正 5 年 2 月 14 日（「岡市之助関係文書」3－1）。 
9 岡市之助宛石井菊次郎書簡、大正 5 年 2 月 15 日（「岡市之助関係文書」3－2）。 
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何時ニテモ必要ノ場合ニハ其ノ権内ニ於ケル一切ノ平和的手段ヲ尽シテ相互ニ友好

的ノ援助及協力ヲ為スヘキコトヲ声明ス 

第二条 両締約国ハ何レモ他ノ一方ニ対シ侵略的目的ヲ有スル何等ノ協定又ハ連合ノ

当事国トナラサルコトヲ約ス 

秘密協約案 

第一条 両締盟国ハ支那国カ締盟国ノ一方又ハ双方ニ対シテ侵略ノ趨向ヲ有スル第三

国ノ政事的掌握ニ帰スルカ如キ事態ヲ以テ締盟国各自ノ緊切ナル利益ニ対スル侵迫

ト認ム 

第二条 両締盟国ハ支那国ニ於テ前条ニ記述セル事態ノ発生スルコトヲ防止センカ為

必要ニ応シテ随時隔意ナキ意見ノ交換ヲ行ヒ双方ノ執ルヘキ措置ヲ共同ニ考量スヘ

シ 

第三条 締盟国ノ一方カ第二条ノ規定ニ依リ双方合意ノ上ニテ執リタル措置ノ結果第

一条ニ記述セル第三国ト交戦スルニ至リタル時ハ他ノ一方ハ請求ニ基キ其同盟国ニ

援助ヲ与フヘク此ノ場合ニ於テハ講和ハ双方合意ノ上ニ非ザレバ之レヲ為サズ 

第四条 両締盟国ノ一方カ第三条ノ規定ニヨリ他ノ一方ニ兵力的援助ヲ与フヘキ条件

及其ノ援助実行ノ方法ハ両締盟国当該官憲間ニ於テ協定スベシ 

第五条 本協約ハ調印ノ当日ヨリ直ニ実施シ 年間効力ヲ有ス 

第六条 両締盟国ハ本協約ヲ厳ニ秘密ニ附スヘシ10 

 

公開条文案では、それまで三度の日露協約で定められていた中国の独立および領土保全、

そして同地における列国の商工業に関する機会均等主義を承認する記述がなくなって

いる。そして秘密条文では、日露の利益侵犯の際の共同での対応が盛り込まれる形とな

った。これらは明らかに従来の日露協商とは趣を異にしていた。前者についていえば、

機会均等・門戸開放主義は中国における列国間の了解事項であったはずであるが、地理

的に中国に近接している日露にとって、この平等主義は納得のいくものではなかった。

そして欧州での大戦によって列国の関心が東アジアから離れている状況を利用して、同

地域の機会均等原則を撤廃しようとしたのであった。当然ながら、その背景には大戦後

に東アジアに大きな影響力をもちうる可能性のあったアメリカへの対抗心があったと

                                                   
10 石井外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 5 年 2 月 15 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）121-123 頁。 
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考えて間違いはないだろう。 

 18 日、本野はサゾノフと面会し、上記の訓令をなした11。そのあとはロシアから 25

日および 26 日の二日にわたって、ロシア外務省から日本側の提示した日露新協約案に

対する回答を得た12。この回答によると、ロシアは日本との新協約締結自体には前向き

であるが、東清鉄道の松花江以北の鉄道権譲渡問題が、日露間の唯一の課題として残さ

れていることを問題視した。そして前文を加え、新たに協定文の案文を日本側へ提出し

た。 

 

  日露両国政府ハ欧州平和ノ維持、極東全曲ノ平和ヲ強固ニスルコト及此等ノ地域ニ於

ケル両国ノ領土権及特権利益防護ノ目的ヲ以テ竝（原文不明ノ個所アリ）隔意ナク且

ツ誠実ナル長時日ノ間ノ実例ニヨリ立証セラレタル誠実友好ナル両国ノ関係ヲ確固不

抜ノ基礎ニ置カンコトヲ望ミ左ノ条項ヲ締約セリ 

  第一条 両締約国ニ於テ極東全曲ノ平和カ侵迫セラレ又ハ上記ノ両国領土権又特権利

益カ危機ニ瀕スルト認ムル時ハ両締約国ハ何時ナリトモ直チニ其旨ヲ全然隔意ナク知

照シ且ツ此等ノ禍ヲ未然ニ防カンカ為執ルヘキ措置ニ付協同攻究スヘシ 

  第二条 一国若クハ数国ヨリ攻撃ヲ受ケタルニヨリ又ハ一国若クハ数国ノ侵略的行動

ノ結果締約国ノ一方カ上記ノ領土権又ハ特権利益ヲ防衛センカ為交戦スルニ至リタル

時ハ直ニ交戦国トシテ援助ヲ供与スヘリ又合意ニヨルニ非レハ講和ヲ締結スルコトナ

カルヘシ 

  第三条 前条ノ規定ニ従ヒ締約国ノ一方カ他ノ一方ニ兵力的援助ヲ与フヘキ条件及援

助実行ノ方法ハ両締約国当該官憲ニヨリ決定セラルヘク該当該官憲ハ相互ノ利益ニ関

スル現行ノ問題ニ関シ随時十分ニ且ツ自由ニ協議ヲ為ス 

  第四条 両締約国ハ何レモ他ノ一方ニ協議スルコトナリシテ本条約ノ目的ヲ阻害スヘ

キ性質ヲ有スル何等ノ協定ヲモ他国ト締結（？原文脱語）スルコトナカルヘシ 

  第五条 両締約国ハ何レモ両締約国ノ一方ト同盟条約ヲ有スル第三国ニ対シ交戦スル

ノ義務ナキハ勿論ナリトス 

                                                   
11 在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 2 月 19 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）124 頁。 
12 在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 2 月 26 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）127-128 頁、在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 2 月 27 日（『日

本外交文書』大正五年第一冊）129-130 頁。 
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  第六条 （日栄条約第六条ト合シ）（期間ニ関スル項）13 

 

 

図 1 東清鉄道路線図 

 
 

 

ロシア側が重視したのは、一方が交戦状態にあるときに、その提携国であるもう一方は

これに援助を惜しまないとする規定であった。前述のごとく、今次大戦で兵器不足に悩

んでいたロシアにとって、この日露同盟の最大の意義は、日本からの一層の兵器援助を

取りつけることであった。したがってこの後の交渉も、この対露兵器援助とその見返り

との調整に時間が費やされることになった。 

 

三 協約案文の調整――兵器援助問題、中国引き入れ問題 

 上記のロシアから提案された協定案文について、石井はこの内容が、「当方ノ案ト全

ク方針ヲ異ニスルモノニシテ帝国政府ノ責務ヲ著シク増加スル」ものであると所感を述

べた。そして、日本側の案はすでに各方面で慎重な討議を経て決定されたものであって、

その内容を大きく変更するようなロシア案には同意することはできないとして、再度ロ

シア政府に検討を求めるよう本野に電訓した14。 

 訓令に従い、本野は再びロシア外務省に問い合わせたところ、2 月 25 日に回答があ

                                                   
13 在露本野大使来電、大正 5 年 2 月 21 日（「第四回日露協約関係一件（極秘）附日露協約

効力問題 第一巻」松本記録 B.1.0.0_042、外務省外交史料館所蔵）。 
14 石井発本野宛電報、日付記載なし（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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った。まず日本の対露兵器援助については、「日本カ露国ニ与ヘラレタル援助ハ露国政

府ノ感謝オク能ハサル所太公殿下ノ日本公室御訪問ハ正ニ之ヲ記スルモノ」であると、

日本からの援助に大いに感謝の念を抱いている旨を率直に伝えた。そしてこの援助への

代償の意味合いとして、案文に盛り込まれていた内容の改正を考慮するとした。そして、

ロシアは日本と同盟を結ぶことで、ドイツとの戦争に関し日本から十分な援助を期待す

るとした。その代償として、日本の勢力範囲内における東清鉄道（長春―松花江）を相

当の代価をもって日本に譲渡するとした15。 

 このロシア外務省からの回答について、本野は依然として日本の提案と大きな隔たり

が存在していることを指摘する。それは本野によると、日本が将来のドイツが中国権益

を掌握することへの予防手段として日露同盟の効力に期待を寄せていることに対して、

ロシアは現在の対独戦を有利に進めるため、すぐさま中国において効力を発生するであ

ろう点にこの同盟の意義を見出している点であった16。つまり、日露間には同盟の効力

に期待する時間軸に致命的な差があったのである。 

 一方、サゾノフは日本からの兵器援助の問題について、条文は表面的な記述に限定し、

秘密裏に日本ができる限りロシアに供給することを確約するよう要請を行なった。さら

に、日露間に同盟を締結する以上、直ちに中国におけるドイツ勢力を排除することが望

ましいともつけ加えた。そして、中国政府を取り込み、日中露の三カ国に同盟を拡大す

ることで、東アジアからのドイツ排除を完全に達成できるとする新たな提案をなした17。

ところが日本側は、日露同盟はあくまで将来的なドイツの脅威に対抗するものであると

認識しており、また中国問題や中国政府をこの日露同盟に関与させることには消極的で

あった。 

サゾノフはこの後も中国の引き入れに固執し続け、同盟交渉は遅々として進まなかっ

た。そこで本野はサゾノフに対して、中国の引き入れ問題は同盟締結を妨害する要素と

なっていると批判した。そして、日露間の同盟問題は永久的利害に関するものであり、

中国の引き入れは枝葉の問題にすぎないとする。この問題にこれ以上固執することは双

方にとって不利益を被るものであるため、中国引き入れは日露同盟とは別個の問題とし

て取り扱うべきとした。本野の提案に対し、サゾノフは中国の引き入れはドイツ経済を

                                                   
15 本野発石井宛電報、大正 5 年 2 月 28 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
16 本野発石井宛電報、大正 5 年 2 月 28 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
17 本野発石井宛電報、大正 5 年 2 月 28 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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同地から駆逐するために協商国全体にとって必要であると語ったところ、本野は 3 月末

に予定されていた連合国会議の場で、この問題を討議すればよいとして、日露二国間で

の議題とすることには反対した18。これに納得したのか、サゾノフもこの後は中国引き

入れ問題について蒸し返すことはしなかった。 

 

四 協定案文の調整――東清鉄道譲渡問題 

 もうひとつ、日露が同盟を締結する上で懸案となっていたのが、対露兵器援助の見返

りとしての東清鉄道の譲渡問題であった。東清鉄道の譲渡は、そもそもロシアが日本か

らの兵器援助の代償として提示したものであった。当初、ロシア側は、「東支鉄道（長

春松花江）ヲ相当代償ヲ以テ日本ニ譲渡」することを確約していたのであるが、この後、

3 月 13 日のサゾノフと本野との会談においては、「今露国勢力範囲内ニ在ル鉄道ヲ日本

ニ譲渡スルカ如キハ日露協約ノ本旨ニ悖リ或ハ両国親善ノ基礎ヲ動カスニ至ルコトナ

キヤヲ虞ル故ニ露国政府ハ到底松花江以北ノ鉄道譲渡ヲ肯ンスルコト能ハスト断言セ

リ案スルニ露国政府ハ到底松花江以北ノ鉄道譲渡ヲ承諾セサルベシト確信スルニ付帝

国政府ニ於テハ右ヲ前提トシテ本問題ニ対シ更ニ御考量ヲ加ヘ御詮議相成様致シタシ」

と、その態度を一変させた。サゾノフは、日本の勢力圏にある東清鉄道の権利について

は譲渡するが、ロシアの勢力圏のものは譲れないとした。そしてそれは、1907 年に締

結された第一回日露協約で定められたところの、日露両国の勢力範囲の画定により、こ

れまでの親善関係を築く基礎となっていた同協約の趣旨を損なうと説明した19。その勢

力圏の境界として、松花江以北の権益は譲渡不可能としたのである。石井はこうしたロ

シア政府の姿勢について、日本国民からの不満を招きかねないとして抗議した20。しか

し、ロシアは譲渡不可能の態度を強硬にし、交渉を一時的に凍結させてしまう。 

ロシアの態度硬化の原因は、東清鉄道はロシアが東アジアへ進出するための足掛かり

であったのだが、その反面、日本の軍事的侵略から自国を保護する、いわば勢力圏範囲

の境界としての意味合いも含まれていたためであった。そのため、鉄道権の譲渡は、ロ

シアにとって譲れない問題として再認識されたのである。 

 なお、3月 27日から 28日の二日間にかけて協商国間で会議が開催されるのであるが、

                                                   
18 本野発石井宛電報、大正 5 年 3 月 8 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
19 在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 3 月 14 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）133 頁。 
20 石井発本野宛電報、大正 5 年 3 月 10 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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この会議では対独戦に向けた各国間の一層の関係強化が確認された。事実、ドイツの兵

器製造能力に英仏のこれが追いついていないため、この状況を打開したいとの思いから

この会議開催に至ったのであった。そして協商国同士での相互支援により、この対独兵

器劣勢を克服すること、そして協商国による対独経済封鎖を強化する旨の決議が採択さ

れた。さらにロシアに関しては、ヨーロッパの協商国からは、北洋を回って兵器を輸送

するほどの余裕がないため、日本ができる限りこれを援助してほしいとの要望が出た。

日本全権として会議に出席していた松井慶四郎駐仏大使は、このときすでに日本は大砲

から小銃に至るまで、相当額の兵器援助をロシアに行っていることを説明した21。この

会議から、協商国が対独戦に苦戦を強いられていること、そしてこの状況を打開するた

めに日本の対露兵器援助への期待が高まっていた事実が読み取れる。日本にとってもこ

うした他の協商国からの要望は、ロシアへの接近をせざるをえない要因となっていた。 

 しかし、実際に日露間の新協約に向けた交渉は、ロシアの東清鉄道譲渡の拒否によっ

て頓挫しようとしていた。そこで、松花江以北の東清鉄道譲渡につき、ロシア側から妥

協を引き出すことが困難であると悟った石井は、以下の代案を提出することとした。 

 

（一）松花江以南ノ鉄道ヲ日本ニ譲渡スルコト 

（二）松花江哈爾賓間ノ鉄道ノ管理経営全権ヲ相当条件ノ下ニ日本ニ委任スルコトヲ

承諾シ且ツ、 

（三）日本船舶ノ松花江ヲ航行スルノ権利ヲ露国政府ニ於テ認諾スルコト22 

 

ロシアから松花江以北の鉄道譲渡を引き出させることは困難と考えたため、松花江以南

の鉄道権益を確実にすることで、石井は妥協を図ることとした。しかし、もともと松花

江以南の地域は、日本が日露戦争の勝利によって獲得した南満州地域に含まれるもので

あり、ロシアとの調整を図ったというよりも、日本がロシアに大きく譲歩したという方

が正しい。この提案は本野を介してロシア側に伝えられたが、23 日にサゾノフより覚

書が手交され、回答がなされた。 

 

                                                   
21 松井明編『松井慶四郎自叙伝』（刊行社、1983 年）88-89 頁。 
22 石井外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 5 年 3 月 20 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）133-134 頁。 
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図 2 1916～1917 年の日露間東清鉄道一部譲渡問題と松花江航行権問題関係地図23 

 

 

 

 この覚書のなかでは、サゾノフが日露同盟の基本的方針を述べているのであるが、意

外なほど日英同盟に配慮されている点が興味深い。すなわち、「第三国カ支那ヲ其政事

的支配ノ下ニ置カントスル」場合には、従来の露仏同盟および日英同盟規定があるため、

                                                   
23 鹿島守之助『日本外交史――第一次世界大戦参加及び協力問題』第 10 巻（鹿島研究所出

版会、1971 年）345 頁。 
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特別日露間で対処する条文を設定する必要はないとする。そして、日露両国は有事の際

の共同行動を確約するものであり、それは日英同盟と併存しなければならないとする。

そのため日露同盟の期限は日英同盟と同じくするのであり、後者が廃止された場合には

日露の同盟も同じく廃止するとの内容であった24。 

 一方、懸案の東清鉄道譲渡問題は、依然としてロシアの頑なな姿勢によって進展を見

せない。ロシアは日本の勢力範囲内にある鉄道を譲渡し、また同じく松花江の航行権も

放棄するとしている以上、これよりの譲歩は不可能であるとの強硬な姿勢に出た。本野

の考察によると、ロシアが強硬な姿勢を貫く理由は、以前ほど欧州戦線におけるロシア

軍の兵器不足が深刻ではなくなっているためとする。もともとこの東清鉄道譲渡問題が、

日本からの小銃の供給の見返りとして提案されたため、この兵器不足の状況が改善した

以上、ロシアにとっては日本に安易に妥協する理由はなくなっていた。そのため本野は

石井に対し、これ以上の譲歩をロシアから引き出すことは不可能として、現状の同盟案

で交渉を進めることが得策との意見を伝えた25。 

 

五 進展しない交渉 

 松花江以北をロシアの勢力範囲とし、そこにおける鉄道権益の譲渡を頑なに拒むロシ

ア政府に対し、日本側はこれを妥協し、松花江までを境界として交渉を再開することと

した。 

 本野はサゾノフと会談し、両国の勢力範囲の境界となっている松花江の航行権問題に

ついて問い質した。サゾノフはこの後、18 日に本野に付属書をわたし、秀水站より下

流についてはロシアは航行権を放棄し、同地から嫩江河口までについてはロシアがこれ

を保持するとした。ただ同地においては日本の航行権取得に反対することはないとして

おり、事実上、両国の船舶が共同で行き交う緩衝地帯にすることを意図していた。ただ

し鉄道問題は依然としてロシアは妥協することはなく、「松花江迄ノ譲渡ヲ承諾」した

のみであった26。 

 こうしたロシアの姿勢に対し、石井は少なくとも松花江の航行権については満足の意

を示した。4 月 22 日に本野へ宛てて発した電報において、「松花江通航ノ件ハ露国外務

                                                   
24 本野発石井宛電報、大正 5 年 3 月 24 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
25 本野発石井宛電報、大正 5 年 4 月 8 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
26 本野発石井宛電報、大正 5 年 4 月 21 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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大臣最近ノ回答通リニテ異議ナシ」としていることからも、この問題についてはとりあ

えずの解決を図った。しかし日本側も鉄道権の譲渡には少しでもロシアの妥協を引き出

そうと必死であった。石井は本野に、陶頼照を終点としてそれまでの東清鉄道の譲渡を

求めるよう訓令した。もしこの要求が通れば、帝国陸軍の希望していた松花江以北の鉄

道権は断念し、当初予定していた武器の全額供給をなす準備があるとして、ロシア政府

に再考を求めるよう命じたのである27。 

 この訓令を受けた本野は、すでにロシア側とは東清鉄道譲渡の範囲について合意して

おり、石井の案は交渉を振出しに戻すことになりかねないと指摘する。そして鉄道権は

松花江までと決定して交渉を進めることが、日本にとっても得策であるとして、石井の

訓令を拒否した28。 

 このあと本野はサゾノフと会談の機会を複数回設け、協約の案文について調整を行っ

た。このときロシアが修正してきたのは、中国問題をめぐる主として日独間の交渉であ

った。基本的にロシアは自国が関与しない地域においては日本の自主性を尊重するとし

たが、中国政府と自国との国境周辺に関与する場合は事前の調整の必要を求めた。すな

わち、日本が奪取したドイツ領である福建や山東については日本がいかなる取り決めを

締結しようとロシアは異議申し立てをしないが、それがロシア国境に近い地方になると、

ロシア政府の知らぬうちに政治的協定を取り交わすことを禁じる条項の挿入を求めた

のである29。これは将来的にドイツの勢力が伸長する可能性を危惧したものといえるが、

その一方でドイツ以外の勢力が中国地域で影響力を有したとき、日本がこれと単独で提

携することをロシアは恐れていたとの見方もできる。いずれにせよ、当初の思惑とは異

なり、同盟条文はロシアによって主導され、日本が履行しなければならない義務のみが

増加していくという内容になりつつあった。 

 

六 イギリスへの報告 

 この頃、石井は同盟国であるイギリスに、日露新協約締結の進捗状況について報告を

行った。石井の電報では、年初のミハイロヴィッチ一行の訪日以来、日露関係は極めて

良好であり、ロシアは日本からの兵器援助に感謝しており、またさらに同国が要求する

                                                   
27 石井発本野宛電報、大正 5 年 4 月 22 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
28 本野発石井宛電報、大正 5 年 4 月 25 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
29 本野発石井宛電報、大正 5 年 5 月 1 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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兵器を供給すれば、日本はかわりに東清鉄道の権益を譲渡されると、今回の新協約締結

に至る背景が説明された。そして、今回の協約は公開協文と秘密協文とで構成されてお

り、それぞれの内容を次のように明かした。まず公開協定の条項は、「締約国一方ハ他

ノ一方ニ対抗スルノ目的ヲ有スル何等政治上ノ協定又ハ連合ノ当事国トナラサルコト」

および、「締約国ノ一方他ノ一方ノ承認ヲ得タル極東ニ於ケル異国ノ領土権又ハ特殊利

益カ侵迫セラレタル場合ニハ日露両国ハ其権利及利益ヲ擁護防御セムカ為相互ノ援助

又ハ協力ヲ目的トシテ執ルヘキ措置ニ関シ双方協議スヘキコト」を定めることとした。

そして秘密協定では、「両締約国ハ支那国カ日本又ハ露国ニ敵対スル第三国ノ（political 

domination）ニ帰セサルコトヲ必要ナリト認メ右事態ノ発生ヲ防止セムカ為メ執ルヘ

キ措置ニ付双方協議スヘキ及双方合意ノ上ニテ執リタル前記措置ノ結果締盟国ノ一方

ト前記第三国トノ間ニ宣戦アリタル場合ニハ締盟国ノ他ノ一方ハ請求ニ基キ右締盟国

ニ援助ヲ與フルコト」を、定めるとした30。 

以上の協約案文は、いずれも確定ではなく、また協約自体が締結されるか否かは未定

であるとの但し書きがなされている。ただ松花江以南の鉄道権譲渡についてはすでにロ

シア側から同意を得られているとの言及もあるため、このときには既に日露新協約の条

文と条件はほぼ決定していたと思われる。したがって締結の前にイギリスに報告をなし、

事前に理解を得ておこうとしたのであろう。 

 ただこの日露間の事実上の同盟協定である新協約案に対して、イギリス側からは特に

回答がなされなかった。しかし井上駐英大使は、前年から一貫して日本政府が日露接近

の問題について従来の立場、すなわちロシアから同盟の申し出がなされていたにもかか

わらず、日英同盟がある以上、ロシアとの間に同盟条約を締結する特段の必要性はない

とする立場をとっていた。しかし、今回の日露接近は明らかにそれとは異なる政策へと

変化したのであり、したがって井上はイギリス側にその変化の要因を察知されることに

ついて懸念していた31。一国の外交政策に一貫性がないと思われることは、決して得策

ではないと井上が考えたとしても不自然ではなかろう。 

 井上がイギリス政府の意向を必要以上に気にかけたのには、おそらく石井がこれまで

ロシアと同盟問題について交渉を進めるにあたって、ほとんどイギリスとの調整を行っ

ていなかったことが影響していたと思われる。参戦外交や対独戦、そして対華二十一カ

                                                   
30 石井発井上勝之助宛電報、大正 5 年 5 月 4 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
31 井上発石井宛電報、大正 5 年 5 月 6 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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条要求に至るまで、一貫してイギリスとの関係を最優先し、事前の調整を怠らなかった

加藤前外相に比べれば、石井の日露同盟問題をめぐる対英調整の欠如は、イギリスに対

する認識が加藤のそれとは明らかに異なっていたことを示していよう。おそらく石井に

とっては、イギリスは同盟国ではあるが、ともに対独戦を闘う協商国の一員として以上

の認識はなかったのではなかろうか。それゆえに、ロシアとの同盟はあくまで日露二国

間の問題にすぎず、ゆえにイギリスとの事前調整も必要とはしていなかった。この点で

も、日英同盟骨髄論の加藤と石井の対外認識のギャップを見出すことができよう。 

 

七 第四回日露協約の締結 

 とりあえず松花江以南の鉄道権譲渡については、日本への理解を示すようになったサ

ゾノフであったが、5 月 25 日に本野と会談した際、この鉄道権譲渡について大蔵省か

らの反対が挙がっていることを伝えた。それゆえサゾノフは、この問題を皇帝に上奏し

て裁可を一任することにしたと語った32。 

 このあと、石井は鉄道譲渡に際して問題となる列車の停車場をめぐる問題で、ロシア

に妥協する姿勢を示した。それまで、陶頼照を停車場として希望すると申し出ていたが、

これを拒絶するロシアとの間で対立していた。しかし、6 月 1 日に石井が本野へ宛てた

電報では、日本が松花江以南においてなるべく停車場を選定する準備をしていることを

伝え、さらにこの問題が解決して新協定が締結された際には、日本としてすぐさま既定

の通りにロシアへ兵器援助をなす用意があることをつけ加えた33。日本政府としては早

期にこの新協約問題に決着をつける用意をしており、あとはロシアが鉄道譲渡の範囲を

いかに設定するかにかかっていた。ロシアも国内でこの問題をめぐって意見の一致を見

なかったため、最終手段として皇帝へ鶴の一声で決定してもらうよう段取りを図ったの

であった。 

 日露同盟を推進する本野も、ロシア国内の意見の不一致に心許ないものを感じていた

のであろうか、サゾノフを介して蔵相へ、鉄道譲渡の代償としての日本の兵器供給の意

義を強調している。もともと商業的な見返りがないと予想して東清鉄道譲渡に反対して

いたロシア大蔵省であったが、本野はこれに対し、「日本ヨリ軍艦譲渡ノ例モアルコト

ナシハ大蔵大臣ニ於テ全ク商売的ニ本問題ヲ考量セサル様特ニ外務大臣ノ注意ヲ喚起

                                                   
32 本野発石井宛電報、大正 5 年 5 月 28 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
33 石井発本野宛電報、大正 5 年 6 月 1 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
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シ置キ」として、商業面ではない日本の援助の重要性を語って反論したのである34。 

そのロシアから、6 月 12 日に最終回答がなされた。この日サゾノフと本野は会談し、

松花江以南の鉄道譲渡がロシア皇帝ニコライ二世から了解を得られたとの報告があり、

本野から本国の石井へ伝えられた35。この報告を受けた石井は、井上駐英大使と松井駐

仏大使にそれぞれ電報を送り、両国政府に日露間の新協定の締結とその内容について報

告するように訓令した36。かねてから日英仏露の四カ国同盟案に賛同していたフランス

はこの新協定に反対する素振りはなく、一方の四カ国同盟案や日英露三国同盟案に加藤

高明とともに反対していたイギリスのグレイは、日露新協定が日英同盟の補完的

（supplementary）な役割を果たすとする井上の説明に納得し、日露新協定の締結を歓

迎した。グレイはかつて自分と加藤がこの種の新同盟案は戦後処理に委ねるとしていた

ものの、日露関係が一層の接近を実現させることについては自分の主義上歓迎すると語

っている37。こうして、日露間の協約締結とそれに伴うロシアの東清鉄道譲渡問題はと

りあえずの一致を見ることとなり、また他の協商国からも好意的に歓迎されたことによ

って、いよいよ協文の調印に向けて両国の最終交渉が行われる。 

 協商国としてパートナーである英仏両国から日露新協約への同意を取りつけたあと、

石井は本野へ政府の最終決定として 28 日に上奏し、翌 29 日に枢密院会議で詔詢を得

る予定であると伝えた。そしてその後はすぐさま調印に移れるよう、ロシア外相と打合

せの上、その結果を伝えるよう命じた。そしてこのとき、石井は日露新協約の調印を 7

月 1 日、その両国政府による発表を 3 日に行うとの旨をロシア側に伝え、同意を得るよ

うに訓令した38。 

 石井の訓令を受け、上記日程についてロシア政府に申し入れを行った本野は、29 日、

それに対する返答をサゾノフから得た。この返答においてサゾノフは、調印をめぐる電

訓が行き違う可能性を考慮に入れた上、調印を 7 月 3 日、公表協約文の発表を 6 日に

                                                   
34 本野発石井宛電報、大正 5 年 6 月 9 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
35 在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 6 月 12 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）152 頁。 
36石井発井上宛電報、大正 5 年 6 月 22 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。石井発松

井宛電報、大正 5 年 6 月 22 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
37 井上発石井宛電報、大正 5 年 6 月 27 日（「第四回日露協約関係一件 第一巻」）。 
38 石井外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 5 年 6 月 27 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）157 頁。 
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とり行うのがよいと、本野に伝えた39。 

 この後、日本国内では予定通り 29 日に枢密院会議が開催された。この会議に参加し

た石井は、「今回ノ欧州戦争ノ為メ日本ヨリ露国ニ武器ヲ供給スル等赤誠ヲ示シタル結

果日露両国ハ遍接近スルニ至レリ」と、これまで日本が行ってきた対露兵器援助の成果

について評価を下した。そして、露独間の二国間講和を阻止するために、日露の一層の

関係強化の必要性があり、その結果として今回の日露新協約へと至ったと説明した。さ

らに石井は、日英同盟の効力についても、あくまで従来通りに機能していることを強調

し、「英国ヨリ相当ノ援助ヲ与フルノ保障ナキトキハ右の義務（対露援助――引用者注）

ナキモノトス」と述べ、イギリスからの対露兵器援助が十分な程度に至った場合には、

日本からのそれは行わないとの留保をつけた。そして日本がロシアから譲渡されるはず

の松花江以南の東清鉄道については、日本の対露兵器援助の見返りとしてこれを得られ

るとの報告をなした。もちろん、これまでの交渉を見てきたことからわかるように、こ

の時点でロシア側から確固とした返答を得ていたわけではない。しかし、新協約締結の

期限が迫っているなか、これ以上日本国内でこの問題の議論に時間を費やす余裕はなか

った。そのため、日露協約の効力に疑念をもつ参加者に配慮する形で、石井は日英関係

の堅持や東清鉄道利権の獲得を材料として、彼らからの賛同を得ようとしたのである。

なおこの会議の最後には、金子堅太郎から、「今回ノコトハ実ニ外交史上稀ナル事例ト

ス深ク成功ヲ謝ス此レ本員ノミナラス他ノ諸君モ皆同感ナラム東洋ノ平和ハ之ニ依リ

テ確保セラルルナラムト信ス」との所見が述べられ、全会一致でもって、日露間の新協

約締結が可決されたのである40。 

 これにより、7 月 3 日、ロシアのサンクト・ペテルブルグにおいて、本野とサゾノフ

が日露間の軍事同盟を含めた第四回日露協約が調印され、6 日にその公開協定文が公開

された。井上馨にはじまり山県有朋によって受け継がれた日露同盟論は、石井菊次郎と

いう機会主義的な外務大臣のもとで実現に至ったのである。第四回日露協約締結が決定

的となった際、大島健一陸軍大臣は山県に宛てて、「閣下之御方寸の因り候事と存候」

と、その念願が叶ったことへの祝いの言葉を寄せている41。 

                                                   
39 在露国本野大使より石井外務大臣宛電報、大正 5 年 6 月 29 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）160 頁。 
40 「日露協約ノ件筆記」大正 5 年 6 月 29 日（「枢密院会議筆記・一、日露協約ノ件・大正

五年六月二十九日」枢 D00386100、国立公文書館所蔵）。 
41 山県有朋宛大島健一書簡、大正 5 年 6 月 30 日（『山県有朋関係文書』第 1 巻）273-274
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従来の協約と比較すると、これまでは公開協約も秘密協約も、その範囲は満蒙に限定

されていた。しかし、今回は中国本土へとその範囲が拡大された。さらに、日露両国の

中国本土における権益が、「死活的利益（vital interest）」と表現されるようになった42。

このことは、近い将来において中国へ資本を進出させるであろうアメリカという新たな

脅威に対して、日露が相互に協力してこれを牽制することの必要性が説かれている。ま

た、秘密協定文の第二条においては、「両締盟国ノ一方ト前条ニ記述セル第三国トノ間

ニ宣戦アリタル場合ニハ締盟国ノ他ノ一方ハ請求ニ基キ其同盟国ニ援助ヲ与フヘク此

ノ場合ニ於テ両締盟国ハ何レモ予メ他ノ一方ノ同意アルニ非サレハ講和セサルコトヲ

約ス」との規定があるように、有事の際における日露の共同軍事行動（単独行動の禁止）

が約されており、両国の関係が政治的のみならず、軍事的にもこれまで以上に進展した

ことは疑いようがない。そしてこの後、帝政ロシアがボルシェビキ革命によって転覆す

るまでの間、この日露協約が日本にとっての新たな外交基軸としてその役割が期待され

た。このため、日本の対列国外交、および東アジアをめぐる国際政治に大きな変革が訪

れるのである。 

 

八 第四回日露協約への評価 

 第四回日露協約の締結は、日本国内から大いなる称賛でもって迎えられた。たとえば

7 月 8 日の『東京朝日新聞』の社説は、次のようにその意義を高く評価する。 

 

  この協約が日英同盟条約と相補うて、極東及び世界の平和と安固とに貢献するの大な

るべきは、吾輩の希望する所、露国人の同意する所なるべく、又英仏諸国の歓迎する

所なるべし。吾輩はこの協約の真相を知悉する能はざるを遺憾とすると雖も、この協

約成立の、帝国の安全に資する多く、また吾輩の宿望の達せられたるものなるに於て、

満足の意を表せざるを得ざるなり。願くは日露の親交をして更に精神的ならしめ、こ

の協約を以て国際史上の一新紀元たらしめよ43 

 

大仰な表現で飾られてはいるが、日露関係の親善化を主張し続けていた同紙にとっては、

                                                                                                                                                     
頁。 
42 鹿島『第一次世界大戦参加及び協力問題』369 頁。 
43 「親日露協約 条文簡なるも意義大なり」（『東京朝日新聞』1916 年 7 月 8 日付）。 
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新協約としてそれが実現したことは喜ばしいことであったろう。同日の同紙では、政界

の親露派と目される人物たちのコメントを掲載しているが、なかでも後藤新平は世界の

一等国である日本はもはやイギリスの顔ばかりうかがうべきではなく、この新協約を期

に、積極的な自己主張をなすべきとの意見を寄せている44。貴族院議長の仲小路廉は、

この新協約が協商国である英仏から理解を得て成立したことを評価しており45、小川平

吉は東アジアの平和維持のためにこの協約が果たす役割は大きいとして46、それぞれ第

四回日露協約の効力に大いなる期待を寄せている。 

 『読売新聞』は、『東京朝日新聞』と比べると、日露接近をさほど支持してきたわけ

ではなかった。それでも、第四回日露協約が成立してからは、これを歓迎する論調が目

立つようになった。5 日の記事では、協約成立前まで長春と吉林を日露の国境として対

立関係にあったが、協約締結によってこの国境は松花江まで南下したとする。そして、

これによって両国の関係も、対立的なものから「握手」へと至ったと評価している47。

同紙はこれ以外にも、8 日から 23 日にかけて、全 12 回にわたる「戦争より同盟へ」と

題する連載を掲載し、日露関係の新たな局面への期待を寄せている48。 

 また、一般の言論誌においても、日露新協約への高い評価が与えられている。『東京

朝日新聞』と同様、かねてから日露同盟論を支持してきた『中央公論』は、その 8 月号

の社論で第四回日露協約について、「我社多年の持論にして、幾度か意見を発表して当

路の注意を促す所ありし日露同盟も今次の協約に由り愈々事実となりしは吾人の深く

満足する所」であるとする。そして従来の日英同盟との関係についても、「日露同盟は

毫も日英同盟又は露仏同盟と抵触することなく、協約文の内示に対しては英仏ともに十

分の快諾を与へたるが如きは素より当然なり」との見解を伝え、英仏露との均等な関係

が成立したことを強調している49。海外の新聞等の論調も概してこの新協約には好意的

に捉えるものが多く、英仏両国も同協約が対独戦に対して効果的に機能することへ期待

を寄せていたことは、日本国内の報道のあり方にも一定の影響を及ぼしたと考えられ

                                                   
44 後藤新平談「日英同盟の拡張」同上。 
45 仲小路廉談「英仏とも理解あり」同上。 
46 小川平吉談「其実攻守同盟」同上。 
47 「新協約と国防」（『読売新聞』1916 年 7 月 5 日付）。 
48 こうした主要紙による評価は、元来、対露強硬派のアクターであった陸軍内の一部でも

新協約への好意的風潮をもたらした。上原勇作宛宇都宮太郎書簡、大正 5 年 7 月 6 日（『上

原勇作関係文書』）83 頁。 
49 「日露協約の成立」（『中央公論』1916 年 8 月号）。 
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る50。 

 このように、マスコミや言論の場でも高い評価でもって歓迎された第四回日露協約で

あったが、その実際の効力に対して疑問を呈する声もわずかではあるが存在していた。

そのなかで、政友会の原敬による批判は、かなり辛辣なものであった。原は、公開協定

文のみならず、その秘密協定文の内容について言及し、とりわけ機会均等主義を放棄し

たかのような規定については、アメリカからの猜疑心を買うであろうと懸念している。 

 

  付属約定中には日本の義務のみ多く、…又発表したる協約中にある日露の特殊の権利

の承認したるもの云々とあるも、承認したる特殊の権利なく、而して却て此事に関し

ては米国より機会均等の主義に反する疑を以て質問せらるべき形勢にあり51 

 

原が提起した日露新協約の問題については、アカデミズムの世界からは末廣重雄法学博

士によってなされた。末廣は、日露新協約は、「露国としては或は同盟の利益があるで

あらう」が、日本にとって最大の懸案事項であった満州権益をめぐる日露間の折衝につ

いては、「満州の現状維持は勿論我が国に取り将来も必要であるが、是には現在の日露

の関係で充分である」と、今回の協約は日本にとってはほとんど意義がないと断じる52。

また末廣は、ロシアがその兵力のほとんどを対独戦のために西方へ移していることを指

摘し、ほぼ開けっ放しとなっているウラジオストック港などの東側の守備を外交にて補

うために、今回の日露同盟を必要としたのだと分析した。これに対して日本は、すでに

イギリスとの間に確固たる同盟関係が機能しており、「日英同盟の存在は我が国に必要

であり利益である。然らば日英同盟の傍ら日露同盟を締結すべきかと云ふに、日露同盟

の必要と利益を認むることが出来ない」と考える53。現状において、日本がロシアと同

盟を結ぶことはなんらの利点がないというのが末廣の主張であった。 

 こうして見ると、第四回日露協約は日本国内で歓迎され、その実際の効力の程よりも、

日露関係が親善に向かったという風潮が先立って評価された。原や末廣のような批判は

傾聴すべき価値があったと思われるが、日露友好がムードとなった以上、それらの議論

に耳を傾けるものはなく、ほぼ黙殺される状態だったと思われる。日露新協約は、マス

                                                   
50 「日露新協約の外国論評総覧」（『国際法外交雑誌』第 15 巻第 2 号、1916 年 10 月）。 
51 『原敬日記』第 6 巻、449 頁。 
52 末廣重雄「同盟締結の要なし」（『中央公論』1916 年 10 月号）62-64 頁。 
53 同上、62-66 頁。 
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コミや政財界等の人物たちの間に、協商国間の結びつきを強化し、東アジアの平和をも

たらすであろうという一種の幻想のようなムードを形成したというのが事実だったの

ではないだろうか。 

 

九 石井の日露同盟認識 

 ここまで、第四回日露協約の成立過程を分析した。そのなかで、外務大臣の石井や駐

露大使の本野といった外交官たちが、日英同盟骨髄論とは異なる立場から日露接近へ向

けた活動を行い、元老たちが主導した日露同盟論を推進する立場となったことを明らか

にした。ここでは石井が日露同盟に期待した役割について、あらためて以下の三点に集

約してみたい。 

 まず一つ目に、ロシアへの兵器援助を充実させ、ロシア戦線を建て直し、ロシアの対

独戦単独講和を阻止すること。そして第二に、ロンドン宣言への加入のみでは日本の対

独戦への貢献を十分に保証することができず、戦後処理の段階で他の協商国から日本の

国際的地位の向上を認めさせることができなくなる恐れがあるということ。最後に、ロ

シアとの同盟によって、ロシアが保有する満州の鉄道権益を日本に譲渡し、日本の満州

における安全保障が確たるものになる、ということであった。 

以上の分析の結果、従来の研究で一般的な理解となっていた、日露同盟に消極的であ

った石井の姿はほとんど見られない。むしろ、石井は元老や本野といった日露同盟論の

政治勢力と提携し、第四回日露協約締結に積極的な態度を示していた。そしてその認識

は極めて杜撰なものであったと評価せざるを得ない。なぜなら結果的に見ると、石井自

身が語るように、「露国の言約に信頼は置けない」54というロシアの特徴が、ここでも

あらわになっただけだったからである。 

 それでは、ここで結論づけるべき石井の対露認識とはいかなるものであったのか。ま

ず本野と同様、石井の対露認識が形成されるにはその外交官としてのキャリアが少なか

らず影響していたと考えられる。石井は本野と同じく、少壮官僚時代にフランスにて外

交官としてのキャリアを開始した。このときのフランスでの体験は、のちの政治方針や

個人的な趣味嗜好においても親仏家になった55。本野にも共通するこの親仏感情は、対

                                                   
54 石井菊次郎「外交回想断片」（『外交回想断片』）59 頁。 
55 ワシーリー・モロジャコフ（木村汎訳）『後藤新平と日露関係史――ロシア側新資料に基

づく新見解』（藤原書店、2009 年）90 頁。 
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独戦で窮地に陥るフランスを救済する意図を石井のなかに生じさせた原因といえよう。

決して親露派とはいえない石井がロンドン宣言への加入を熱心に推進したのは、単に戦

後の日本の国際的地位の担保だけでなく、こうした対仏感情の反映だったと推測される。

したがって石井のドイツへの感情は、フランスやロシアへのそれと異なってかなり厳し

いものであり、それは原則として終生変わることはなかった56。 

 石井の反独感情については、1916 年にドイツが北京とストックホルムの駐在公使を

通じて日本に和平案を出した際に、強く反対したことからもその一端が垣間見える。ド

イツはアジアにおける日本の行動の自由を認め、かつ日本がすでに占領しているドイツ

の植民地の経営維持も認めるといった、相当程度日本に有利な内容での和平案を提出し

ていた。しかし、石井はドイツとの秘密交渉については頑なに反対し、ドイツからのい

かなる事前工作も受け入れてはならないと現地の駐在員たちへ命じ、和平を拒絶したの

であった57。そもそも日本のロンドン宣言加入を何度も意見した石井の根拠が協商国間

の関係を強化し、対独戦の単独講和を阻止するというものであったことからしても、こ

のタイミングで日本のみがドイツと和平を結ぶことは考えられなかったが、石井の対独

戦への意気込みが相当のものであったことは重要である。そして、対独戦勝利を優先す

る石井は、協商国との関係を密にし、共闘し続ける必要があった。第四回日露協約の締

結は、こうした石井の対独戦継続にとって必要な要素であったと考えられる。要は、石

井の親仏感情は日仏関係にさしたる影響を与えるものではなかったが、日本とより利害

関係を共有するイギリスやロシア、そしてドイツとの関係に大きく作用することとなっ

た。井上馨や本野一郎といった親露派とは異なり、石井はロシアに対する特別な感情は

持ち合わせていなかったと考えられる。にもかかわらず石井の対露政策が、結果として

これら日露提携派と同調して日露同盟実現に貢献したことは、石井の親仏感情が少なか

らず影響していたためであった。この点で、石井の対露政策は日英同盟骨髄論の加藤高

明と著しく相違したのであり、石井が外務省の正統路線とは異なる外交政策を志向した

理由であった。 

 この石井外交の問題点は、石井が徹底した自国利益誘導型の外交戦略、そして対独戦

                                                   
56 たとえば 1941 年の日独伊三国同盟問題のときにも、当時枢密顧問官であった石井はこれ

を推進する松岡洋右外相に強い反対の態度を示している。深井英五『枢密院重要議事覚書』

（岩波書店、1953 年）74-92 頁。 
57 Ian Nish, Alliance in Decline: A Study in Anglo-Japanese Relations, 1908-1923 
(London: Athlone Press, 1972), pp. 178-183. 
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で国力を消耗し、国内の帝政システムに対抗する反対勢力の台頭という情勢を読み取る

ことのできなかったロシア理解の不十分さもさることながら、あまりに元老らの日露同

盟論に同調した結果、外務省の政策決定における権限を弱体化させ、この後の外交政策

決定過程に多くのアクターを介入させる原因をつくった点にあろう。この点でも、外交

の一元化を回復する試みをなした加藤高明とは逆の路線を志向した石井外交は、第一次

大戦期日本外交の一潮流となったのである。 

 

十 東清鉄道譲渡問題のその後 

 第四回日露協約が締結され、日露間の軍事同盟関係は成立したのであるが、その後も

東清鉄道の譲渡問題をめぐって日露間の折衝は続いていた。肝心なのは日本の対露兵器

援助の見返りとして日本が獲得するはずであった松花江以南の鉄道利権に関して、ロシ

ア側から何の行動もとられなかったことであった。 

 1916 年 9 月 2 日、石井は本野へ電報を送り、この東清鉄道譲渡問題に関するロシア

政府からの早急な回答を受けるよう訓令した58。しかし、ロシアからは十分な説明はな

されなかった。むしろ、新協約締結後もロシアからの兵器援助に関する要求が増えるば

かりで、日本に見返りはなかった。つまり、ロシアは鉄道利権の譲渡を日本の目の前に

ちらつかせ、それを与えないかわりに自国の要求ばかりを押し通そうとしていた59。 

 なお、ロシア外務省がイギリスのグリーン大使に伝えたところによると、日本は無償

でロシアへ約 140,000 丁のライフル銃と、その他多量の軍需物資を供給しなければなら

ないことになっていた60。石井が 6 月の枢密院会議で語っていたように、日露同盟が日

露両国のみならず東アジア全体の安定をもたらし、日本にとってもロシアからの権益譲

渡がなされるといった説明は、ロシア政府からはその後まったく実行されることがなか

った。日露同盟は日本には、何等の利益ももたらさなかったのである。 

 第四回日露協約の成果については、ロシアで革命が勃発したあとになってようやく日

本国内でもその実態に関する冷静な分析がなされるようになった。政権はすでに次の寺

                                                   
58 石井外務大臣より在露国本野大使宛電報、大正 5 年 9 月 2 日（『日本外交文書』大正五年

第一冊）171 頁。 
59 在本邦露国大使より本野外務大臣宛電報、大正 5 年 12 月 7 日（『日本外交文書』大正五

年第一冊）176－180 頁。 
60 Ambassador Guthrie to the Secretary of State, August 29, 1916, in FRUS, 1916, p. 
445. 
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内正毅内閣へ移行していた。その寺内内閣期、挙国一致をスローガンとして成立してい

た内閣への対抗勢力であった国民党や政友会などの右派分子によって構成されており、

軍部との関係をもつ対外硬派の政治団体であった国民外交同盟会の報告では、ロシアの

東アジアへの進出の現状について脅威の念が表明されている。 

 

  露国ハ賭国ノ戦時中ニ加フルニ、大革命アリテ、其本国ノ大騒動ナルニモ関セズ、又

タ同盟的日露協約在ルニモ拘ラズ、著々トシテ東方ノ経営ハ、満蒙ト伊犁・新彊トノ

二方面ヨリ進歩ヲ怠ラズ。是レ豈ニ冷視看過スッベキモノナランヤ。然カモ露国ノ態

度タルヤ、事ノ大小ニ論ナク、途中仮令一二ノ失敗ニ逢フトモ一退二進、二退三進的

ニ真正面ヨリ進前スルコト、我ガ帝国ノ刻々猫眼的ニ変更スルガ如キノ比ニアラズ。

其機アラバ断ジ、機無キモ手ヲ緩メズ、少シモ油断ナキ所ニ感嘆ヲ禁セザルヲ得ズ61 

 

第四回日露協約成立後も依然としてロシアの対アジア進出への意志は消滅することな

く、それゆえ日本国内の一部ではこうした対露警戒を訴える声が存在し続けていたので

ある。 

 寺内内閣のもと、1917 年 7 月 5 日に開かれた臨時外交調査委員会の会議では、時の

外務大臣本野一郎から、日露同盟のその後の状況について説明がなされた。 

 

  同盟の際大層有利なる秘密条約ある様に大隈内閣が云ひ触らしたるは嘘にて、実は鉄

道買収の外に左（軍器および軍需品の対露供給――引用者注）までのものなく、其買

収も一向に進歩せざるのものの如し62 

 

第四回日露協約締結の立役者のひとりであり、対露政策では第二次大隈内閣の日露同盟

路線を継承したはずの寺内内閣の外務大臣によって、日露同盟の効果が事実上、ほとん

どあがっていないことが認められたのである。山県有朋ら元老はもちろん、本野や石井

らが期待したような、日露同盟による日本の満州権益の拡大構想は、日露間の規定を履

行しないロシアによって反故となってしまった。そして日本のみが交渉で決められた対

                                                   
61 「国民外交同盟報告」（山本四郎編『寺内正毅内閣関係史料』上巻、京都女子大学、1985
年）614 頁。 
62 『原敬日記』第 7 巻、196-197 頁。 



128 
 

露兵器援助の義務を遂行するという、一方的な形となっていた。このように、日露同盟

はただ日本がロシアへ一方的に援助をするための取り決めという以上の意味合いも持

ち合わせなかったのである。かつて石井が懸念したロシアの国際条約不履行の歴史は、

ここでも繰り返されたのである。 

 

十一 アメリカの反応 

 第四回日露協約の最大の特徴というべき軍事同盟は、秘密協定文によって規定されて

いたため、表面的には他の列国には知らされるところではなかった63。しかし、協約の

締結直後にアメリカはこの秘密協定文の情報をいち早く得ていた64。 

 アメリカ国務省はこの秘密協定文についてロシア政府に説明を求めたが、その回答は、

協約の目的はドイツの対中貿易を妨げることにあり、したがってアメリカが憂慮する理

由はまったく存在しないというものであった65。親中派の外交官として著名なポール・

ラインシュ駐華公使（Paul S. Reinsch）は、第四回日露協約を極めて批判的に解釈し、

日露両国の中国に対する野心に警鐘を鳴らした。ラインシュは、日露協約がロシアの一

時的な対日妥協の産物であると中国で解釈されていることを本国へ伝えた。そして、こ

の協約による日露の関係強化は、中国にとっては好ましくない状況を生み出すであろう

と予想したのである66。 

 ラインシュの意見の影響ではないが、アメリカ政府は対日脅威と東アジア・太平洋の

防衛を検討していた。中国や太平洋地域に多大な権益を有するアメリカは、海軍軍備の

拡張計画を実施し、商業用の新たなシー・レーンの確保に努めることとした。そのアメ

リカ政府は第四回日露協約の締結について、これでもってロシアの東アジアへの侵略の

脅威はなくなったと確信した。だが一方の日本は、アメリカにとって唯一の脅威となり

うると認識していたのである67。 

 第四回日露協約締結の 1 か月後に議会を通過した海軍拡張法（“The Big Navy Act”）

                                                   
63 秘密協定文が公的に世界中へ公表されたのは、ロシア革命後のボルシェビキ政府によっ

て、1917 年 12 月 19 日の『イズヴェチヤ』紙上であった。なおこのとき、秘密協文にある

「第三国」は英米を指すとの注釈つきで暴露された。吉村『日本とロシア』312 頁。 
64 Consul General Heintzleman to the Secretary of State, July 11, 1916, in FRUS, 1916, 
p. 433. 
65 Ambassador Francis to the Secretary of State, July 14, 1916, in FRUS, 1916, p. 436. 
66 Minister Reinsch to the Secretary of State, July 17, 1916, in FRUS, 1916, p. 437. 
67 The Russo-Japanese Agreement of July 3, 1916, Comments, September, 1916, in 
Hornbeck Papers, Folder: Russo-Japanese Agreement of 1916, Box: 249. 
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は、このアメリカの大西洋および東アジア海域の制海権の拡大を狙ってのものであった。

この法律は、ドイツの潜水艦攻撃への対抗と、東アジア問題をめぐる日露との衝突を想

定していた。さらに、第一次大戦の開戦時にパナマ運河が開通していたため、アメリカ

の大西洋艦隊を太平洋へ移動させることが容易になっていた68。 

 アメリカの対日敵意の風潮は、一般紙などのレベルにおいてより顕著に表れていた。

珍田駐米大使は、本国の石井へ宛てて、日米関係の悪化が両国国民の相互理解の不足に

由来するものであると伝えた69。こうしたアメリカの日本驚異の論調が拡大していたこ

とについて、おそらく石井自身も強く感じていたことと思われる。それゆえ、のちに自

身が特命大使としてアメリカを訪れた際、政府高官のみならず、マスコミなどの民間と

の交流を盛んに行い、懸命に日本の立場を説明する上でのひとつの要因となったのであ

ろう。だがそれにしても、石井の東アジア権益をめぐる対米交渉は、強硬にすぎた内容

であった。そして日露同盟破綻後の石井による対米交渉は、第三部のテーマとなる。 

 

                                                   
68 Outten J. Clinard, Japan’s Influence on American Naval Power, 1897-1917 (Berkeley, 
Los Angeles: University of California Press, 1947), pp. 160-63. 
69 珍田大使発石井外務大臣宛電報、大正 5 年 7 月 26 日（「帝国諸外交外交関係雑纂／日米

間 第三巻」）。 
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対米関係の調整と新外交への対応 
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 日英同盟を日本外交の絶対的な基軸と見なす加藤高明が元老らとの政争に敗れた結

果、外相の座を退いたことは、日英同盟骨髄論と外交の一元化という加藤の挑戦が失敗

したことを意味した。しかし、この加藤の失脚が日本外交をすぐさま日露同盟路線へと

移行させたわけではない。加藤の後任となった石井菊次郎は、少なくとも日露同盟論者

ではなかったし、大戦勃発以来、仏露との関係強化を重視したが、それは同盟にまで踏

み込んだものではなかった。 

 ただ石井の外交は、加藤と異なり、日露同盟論と相対する性質ではなかった。その機

会主義的な外交は、時代状況と戦局の変化によって、日露同盟論と部分的に一致したの

である。すなわち、ロシアの対独戦苦戦によって、これがドイツとの間に単独で講和を

取り交わす危険性が生じるようになったこと、そしてロシアからの度重なる同盟の提議

と、その見返りとして東清鉄道の一部譲渡が提案されたこと、さらになによりも日本国

内の日露同盟論の浸透は、石井を日露同盟締結へシフトさせる要因となった。 

 幾度とない交渉破断の危機を乗り越え、日露同盟そのものはなんとか成立に至ったも

のの、日本は対露兵器援助の見返りとして確約されていたはずの東清鉄道の権利に関し

ては、うやむやのまま実行に移されなかった。そんななかロシアで発生したボルシェビ

キ革命は、日露同盟の効力を失わせた。そこで日本にとっての次なる外交課題となった

のが、日露同盟破綻後の東アジア政策の建て直しと対米関係の調整であった。 

 ドイツ海軍の無制限潜水艦作戦は、アメリカ国民の激昂を呼び、ついに中立国アメリ

カが欧州大戦に参戦することになった。激しい戦闘に疲弊しきっていた協商国は、アメ

リカの参戦を大いに歓迎し、その感謝の意を込めて特使を派遣した。 

 アメリカのランシング国務長官は、日本からもこの機会に特使を送り、両国間の親善

関係を取り戻したいとの希望を伝え、石井がその代表に選ばれた。政府はこれを機に日

米間に横たわる外交課題の解決に挑んだのであるが、対米問題で確固たる政策方針を有

していなかった本国の寺内正毅内閣は、石井へ的確な指示を送ることはできず、そのた

め石井は独自に対米交渉を進めなければならなかった。 

 その石井が行った交渉とは、中国における日本の「特殊権益」をアメリカに承認させ、

アメリカの東アジア政策の基本原則である門戸開放・機会均等が適用されないことを明

らかにすることにあった。当然のことながら、こうした石井の意図はアメリカにとって

は受け入れがたいものであり、交渉はしばしば難航した。しかし、戦中という非常事態

のため、両国は暫定的な妥結として石井・ランシング協定に調印した。一時的とはいえ、
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これが日米関係の改善に寄与したことは明白な事実であった。 

 しかし、これは日米間の根底的な問題を解決したわけではなかった。両国間の問題が

再び表面化するのが、戦後処理の段階であり、ウィルソン大統領の提唱する新外交理念

への反応に顕著に見られた。そこで第三部では、日露同盟破綻後の日米関係をテーマと

し、両国がいかなる接近の試みを見せ、それが新外交の時代としての戦間期に繋がった

かについて、石井の対米認識から明らかにしたい。 
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第九章 

寺内正毅内閣の成立と挙国一致外交の試み 

 

 

 

 

 

 これまでの章では、第一次大戦前半期において、日本外交が対露協調へと向かうプロ

セスを追った。そのなかで特に注目したのが、外相の加藤高明による「日英同盟骨髄論」

と元老ら「日露同盟論」という二つの外交路線の対立が、外交の政策決定過程に及ぼし

た影響であった。この結果明らかになったことは、日本の大戦への参戦外交は加藤の主

導によってなされ、そこに日露同盟論が介入する余地はなかったことであり、その意味

で参戦外交は日英同盟骨髄論の真骨頂であった。しかし、この参戦外交で元老たちから

の批判を浴びた加藤は更迭となり、その後を承けた石井菊次郎によって第二段階となる

外交が展開される。石井は従来、日英同盟骨髄論の加藤に近い立場と目されていたが、

実際には日英同盟骨髄論とも日露同盟論とも異なる立場にあり、加藤の様に日露同盟論

と政策レベルで激しく対立することはなかった。その結果、元老たちが志向した日露同

盟論を外相という立場で推進することとなり、第四回日露協約締結を実現させた。 

 このあとの日本外交によって最大の問題となるのが、ロシア革命による日露同盟の破

綻と、東アジアにおいて影響力を拡大させつつあったアメリカとの関係調整であった。

まず、本章では大隈内閣が総辞職し、挙国一致内閣として新たに朝鮮総督の寺内正毅が

新首相に就任するまでの政治過程を概観する。 

 

一 後任首相の選定 

 加藤高明による欧州大戦への参戦や、対華二十一カ条要求などの対中強硬政策に対し

て、国内外から激しい批判がなされたことにより、大隈内閣の外交政策の限界を悟った

元老の山県有朋は、1915 年 4 月に大隈首相へ、「此の世界大戦に際する国家危急の場合

に於ては、公平無私の立場に在りて、挙国一致以て国事を料理することの可能性ある中正
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の人を必要とす」と、語った1。山県は大隈の後任首相として、政党にとらわれない超然

主義に立脚する人物が相応しいと考えていたのである。 

 この後任内閣について、巷間でもすでに噂が流れており、山県の意中には樺山資紀や

松方正義、もしくは山県本人といった候補があるとの憶測がなされていた2。しかし、

1916 年夏以降、実際に大隈内閣の総辞職が現実味を帯びるにつれ、山県は寺内正毅を

推薦するようになった。 

 山県が大隈内閣の総辞職と、寺内新内閣の組閣に乗り出すなか、大隈自身も内閣持続

への意欲を喪失しており、総辞職を考えるようになっていた。もっとも、大隈の場合、

日露同盟実現のために内閣へ頻繁に干渉してくる元老との調整に嫌気がさし、加藤が外

相の座を追われたことを契機として、総辞職を考えていたように思われる。その大隈は、

1916 年 3 月の第三十七回帝国議会の閉会をもって、総理大臣辞任の意思を固めた3。 

 1916 年 3 月 26 日、大隈は山県のもとを訪れ、新内閣案を提示した。大隈は自身の後

任として前外相で同志会総裁の加藤高明を推したが、この案は山県によって退けられる

ことになる。 

 

  世界大戦に処する国家危急の場合に於ては、挙国一致東邦の大局を維持して、国運の

発展を図らねばならぬ。此時に当り、一党一派に偏する政治家を後継者と為すに於て

は、君民一致、上下協力、国運の発展を期することが出来ない。故に一党の首領を挙

げて、後継者と為すが如きは、恐らくは此の目的を達する所以では無い4 

 

政党嫌いの山県にとっては、同志会の総裁であった加藤では挙国一致の内閣を組閣する

ことは不可能と考えられた。のみならず、元老たちの提唱する日露同盟論に真っ向から

対立した日英同盟骨髄論の加藤は、政策レベルにおいても山県の思惑とは正反対であっ

た。 

 このあともしばらくは加藤内閣案に固執していた大隈であったが、第四回日露協約の

成立が目前に迫った頃から内閣総辞職を決意するようになり、山県の推す寺内を新首相

とすることを承認するようになった。これにより、山県は自身と大隈の両者からの意見

                                                   
1 加藤房蔵編『伯爵平田東助伝』（平田伯傳記編纂事務所、1927 年）147 頁。 
2 上原勇作宛与倉喜平書簡、大正 4 年 8 月 3 日（『上原勇作関係文書』）586 頁。 
3 『公爵山県有朋伝』下巻、953 頁。 
4 同上、955 頁。 
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として寺内新内閣組閣案を寺内に伝えた。そして寺内は山県から首相就任のため帰国を

命じられ5、第四回日露協約締結直後の 7 月 5 日、赴任先の朝鮮から本国へ向けて発ち、

同日入京した6。 

 

二 政党の排除 

 翌 6 日、帰国した寺内は大隈と会談した。大隈は、「今回日露協商も成立したるに付此

の機会に於て素志を果たさむと欲し過日陛下にも内奏を遂げ後継者として貴君を推薦」す

ると、寺内に伝えた7。さらに大隈は、寺内が新首相に就任するにあたって、加藤との

連立で組閣を行うように要求した8。 

 寺内は翌日に山県に会い、前日の大隈との会談の内容について説明した9。さらにそ

の翌日には、首相就任にあたっての確定的見解として次の四カ条を大隈へ提出した10。 

 

一．同志会と連立内閣を組織すべしとの条件に就ては、前日述べたるが如く、同意す

ること能はぬ。今日の如き重大時局んに際しては、一党一派に偏せず、両院各派の

代表的人物を網羅し、国論を統一するの方法を以て出発点とせねばならない 

二．内閣組織の順序に関しては、大命の未だ降下せざるに先立ちて、加藤子と其の方

針を私議するが如きは、大権を蔑如するの嫌が無いでも無い。故に大命拝受の後、

之を行ふを可とする 

三．内閣組織に関して、予と加藤子との二人が、相並んで大命を拝受するが如きは、

内閣組織の体統に於て、啻に害なきを得ざるのみならず、内閣不統一に陥るの虞な

きを得ない。故に予は断じて之に同意することが出来ない 

四．現内閣の政策を踏襲するが如きは、予が前日縷述したるが如く、到底之に同意す

ることは出来ない11 

 

                                                   
5 『寺内正毅日記』700 頁。 
6 田健治郎伝記編纂会編『田健治郎伝記』（田健治郎伝記編纂会、1932 年）296 頁。 
7 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』117-119 頁。 
8 岡義武・林茂校訂『大正デモクラシー期の政治――松本剛吉日誌』（岩波書店、1969 年）

12 頁。 
9 『寺内正毅日記』701 頁。 
10 同上。 
11 『公爵山県有朋伝』下巻、960 頁。 
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寺内は山県との関係を重視し、大隈内閣の政策は継承せず、挙国一致の体制をもって新

たな内閣の方針を定め、それに基づいた政策を実施する決意を表明した。山県との会談

において、その意見を反映させるよう何らかの進言があったことは想像に難くない。 

 もっとも寺内の意見が容れられなかったとはいえ、必ずしも両者の認識が異なってい

たわけではない。今回の欧州大戦勃発以降、日本の外交は世界の列国から猜疑心を抱か

せてしまっており、このままでは戦後の国家経済が立ち行かなくなる恐れがあると、大

隈は危惧していた。そこで政党の枠組みを超え、上下を通じた国論を統一し、その基礎

の上に内閣を築くことが喫緊の課題であると考えていた。この点では寺内の挙国一致体

制と類似していることがわかろう。しかし、大隈は、一党（政友会）のみの支持で組閣

しては、その内閣の基盤は極めて脆弱であるため、もうひとつの有力政党である加藤の

同志会と手を結ぶことによって、挙国一致体制の実現が可能と考えていた12。一方の山

県は、「内閣授受は私議すべからず、大命降下後に相談すべし」として、大隈の連立内

閣案には否定的であった13。 

 山県が政友会や同志会との連立内閣案に反対したのは、政敵である加藤個人への反発

があったことは当然であるが、それと同時に山県特有の政党への批判的認識もあったた

めであった。山県は政友会、同志会、国民党による天下三分、すなわち三党鼎立して多

数党を結成しないことを理想としていた14。元来の政党嫌いであった山県にとって、有

力政党が提携して多数党を結党し、これが政策運営を牛耳ることを脅威と認識していた

のである。第二次大隈内閣設立時には政府に肩入れをして政友会の影響力を抑制させ、

今回の寺内内閣期には同志会（のちに憲政会）のそれを抑制させた理由もここにあった。

そして、多数党が政権を奪取することを阻止するためのレトリックとして、挙国一致体

制をスローガン化して利用したのであった。そして山県の意思を引く寺内も、加藤率い

る同志会（憲政会）との連立に反対したのである15。 

 しかし、実際には議会で多数議席を有している同志会を敵に回すことができないこと

は、山県も十分に理解していた。そのため、21 日に大隈と会談した際、「大命一度降下

せば進で加藤子と相談し和衷協同の精神を以て加藤子其他同志会員の入閣をも肯ず可

                                                   
12 「大正五年交渉顛末日記」（『寺内正毅内閣関係史料』上巻）109 頁。 
13 『原敬日記』第 6 巻、447 頁、『松本剛吉日誌』1 頁。 
14 『松本剛吉日誌』32 頁。 
15 小林龍夫「臨時外交調査委員会の設置」（『国際政治』第 28 号、1965 年）56 頁。 
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しとの事」と山県は語り、加藤の入閣に一定の理解を示している16。また、同じく有力

政党である政友会にも内閣への支持の要請を行った。しかし、政友会からの支持は加藤

との交渉次第であるとし、山県は寺内内閣は名目上は挙国一致体制であっても、実質的

には同志会が基礎とならざるをえないであろうと考えていた17。山県の心中にはかつて

の政敵であった加藤の入閣を許すことには強い抵抗があったことと思われるが、現実の

政治運営を円滑に行うためには、当時の最大政党の同志会からの協力は不可欠であった

ため、その協力を求めざるをえなかった。 

 他方、加藤は自らの与り知らないところで自身の入閣や同志会の内閣支持の構想が練

られていることに明らかな不満を抱いていた18。加藤は、「同志会と云ふ大政党の首領で、

軍閥や官僚の内閣とは氷炭相容れぬ立場にある。…（中略）加藤は、自分の主張や立場を

売つて政権の一隅に座を占めやうなどとは夢にも考へられぬ」と語っており、寺内新内閣

への入閣に反発の姿勢を示し、挙国一致体制への不参加を公言した19。こうして、大隈

が提案した政友会と同志会を支持基盤とした挙国一致体制の内閣組閣は頓挫すること

となった20。 

 

三 寺内新内閣の成立 

 挙国一致内閣案が失敗に終わったことで、26 日に大隈は参内し、辞意を翻した。と

ころが直後に再び辞意を内奏し、後継者に加藤を奏薦した21。この直前、大隈は自身の

側近に内閣の限界について吐露していた。そして今後、自身が執るべき選択肢として、

内閣を加藤高明に譲ること、自身が留任すること、そして後任問題を考慮せず退任する

こと、の三つあると語った。大隈によると、加藤内閣案は元老や貴族院、枢密院らから

の反発は免れえず、自身の留任は健康上の問題等で難しいとする。残された道は自身の

無条件の退任であり、後継問題は元老らに委ねることがよいとした22。 

                                                   
16 『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』123-124 頁。 
17 同上、126 頁。 
18 『加藤高明』下巻、62-63 頁。 
19 同上。 
20 ただ同志会と大隈との関係は決して良好ではなく、そのため同志会内部では加藤と大隈

との対立も噂されていた。山県有朋宛杉下茂丸書簡、大正 5 年 10 月 4 日（『山県有朋関係

文書』第 2 巻）251-252 頁。 
21 『原敬日記』第 6 巻、456 頁。 
22 山県有朋宛入江貫一書簡、大正 5 年 9 月 12 日（『山県有朋関係文書』第 1 巻）199-200
頁。 
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一方、山県からの命を受け、首相就任のために帰国していた寺内は、8 月 13 日に組

閣を決したと考えられる演説原稿を残している23。また 8 月中に 2 回にわたって外相の

石井菊次郎を外務大臣官邸に訪れ、外交問題、特に対中政策について意見交換を行って

いることからも、寺内の首相就任に向けた動きは着々と進んでいたと思われる。なおこ

のとき、寺内は中国の財政再建の策として、アヘン栽培の奨励や、袁世凱を操縦して日

本に有利な中国政府の樹立を語っているが、前者についてはアヘンが国際的な反感を買

う元凶となる恐れがあること、後者は内政干渉にあたる恐れがあるとして石井から反対

を受けた。なお石井は、これら寺内の対中政策案の背景には、後藤新平の影響があった

と推測している24。寺内の外交は、後藤や本野一郎といった、対中政策において大隈内

閣時とは相反する政策を志向する人物たちが主導権を握っていた。 

このあと山県は、9 月 30 日になって参内し、寺内を後継首相として新内閣を組閣す

ることを奏薦した25。現職の大隈が辞意を二転三転させたり、山県の政敵である加藤を

後継首相に据えようとしたりするなど、山県の大隈に対する反感は高まっていたことも

影響していたのであろう26。山県にとっては、おそらく大隈への批判も込めての組閣決

定だったと思われる。ともあれ、ここに寺内が新首相に就任し、そのもとで新内閣が成

立することが決定的となった。 

 10 月 3 日、山県、松方、西園寺公望が元老会議を開催し、寺内に組閣の大命を下す

ことが承認された27。翌日、大隈は辞表を提出し、内閣は総辞職した。同日には寺内に

組閣の大命降下がなされ28、9 日に寺内新首相の下で新内閣が発足した29。山県が元老

との複雑な関係にあった大隈内閣を倒閣させ、かわりに山県の側近である寺内を新首相

に据えたことで、元老の発言力は高まった。山県と近しい立場にあった枢密顧問官の清

浦奎吾は、大隈内閣の稚拙な外交政策を批判し、かわって政党の意向を排した寺内内閣

の発足が実現したことを喜ばしいことと評価していた30。 

しかし、実際に政党の影響力を無視するわけにはいかない。議会で多くの議席を有す

                                                   
23 「黒田甲子郎嘱託筆記」（『寺内正毅関係史料』上巻）113-117 頁。 
24 石井菊次郎「寺内正毅伯と余との関係」（『石井菊次郎遺稿 外交随想』）207 頁。 
25 『松本剛吉日誌』16 頁。 
26 栗原廣太『伯爵伊東巳代治』下巻（晨亭会、1938 年）433 頁。 
27 木堂先生伝記刊行会『犬養木堂伝』中巻（原書房、1968 年）334-336 頁、「組閣覚悟、

閣僚選定問題」（『寺内正毅関係史料』上巻）117 頁。 
28 同上。 
29 『寺内正毅日記』717 頁。 
30 山県有朋宛清浦奎吾書簡、大正 5 年 10 月 20 日（『山県有朋関係文書』第 2 巻）83-84 頁。 
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る政党の協力なくしては、挙国一致どころか、内閣不信任が成立してしまう恐れもあっ

た。そこで寺内は、その最大の目的であった挙国一致体制をつくり上げるため、大隈内

閣時代に野党に甘んじていた政友会からの支持を期待した。そして原敬政友会総裁は、

早々と寺内新内閣の支持を表明した31。 

 政党の影響力を否定する超然内閣の確立を目指していた寺内内閣に対して支持を表

明した原には、加藤とは異なる独自の政党理念に基づいた理由があった。原はかねてか

ら政友会を国家的統合に寄与する政党へと成長されるために、まずは多数党となること、

すなわち衆議院での過半数の議席を獲得することを目標としていた。そして次に、政府

との非敵対ないし友好関係を築く「順境」が必要であると考えていた32。したがって、

一見すると政党の意義を無視するかのような超然内閣を唱える寺内内閣に対しても、政

友会を日本国家統合のための政党に育て上げるために「順境」の精神でもって、これを

支持することの必要性を原は感じ取っていたのである。 

 

四 加藤高明の動向 

 こうして原政友会の支持を得たものの、貴族院の大物であった平田東助などはむしろ

同志会との提携が望ましいと考えていた。そのため、元老の山県とは親密な関係にあっ

た平田であるが、寺内内閣の構想との間には溝が生じていた33。この平田による同志会

との提携案は、内閣の組閣人事によって完全に頓挫することとなる。寺内は後藤新平と

仲小路廉をそれぞれ内務大臣と農商務大臣として入閣されたことによって同志会から

の反発を呼んだのである。両者と対立関係にあった加藤は、「新内閣に同志会を脱退し

た後藤新平、仲小路廉が入閣するのは、同志会に対する挑戦と見做す」との伝言を、平

田を通じて寺内に伝えた34。新内閣擁立の最大功労者である元老の山県への反発と、組

閣人事に対する問題とが影響し、加藤は内閣組閣より先立って、中正会と公友倶楽部と

ともに三派合同の大政党結成を目指すこととした35。この連立政党を斡旋したのは貴族

                                                   
31 このとき、国民党の犬養毅は、当初寺内内閣に「不賛成」の態度を示していたため、こ

れを支持した政友会と原の対応を、「煮え切らざる」ものとして批判していた。上原勇作宛

東幸治書簡、大正 6 年 7 月 9 日（『上原勇作関係文書』）393 頁。 
32 三谷『増補 日本政党政治の形成』第 1 部序章、を参照。 
33 岡『転換期の大正』60-61 頁。 
34 古島『一老政治家の回想』170-171 頁。 
35 加藤は 9 月 16 日の大阪朝日新聞記者とのインタビューにおいて、三派合同に向けた意思

を公に表明している。山県有朋宛工藤十三雄書簡、大正 5 年 9 月 22 日（『山県有朋関係文
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院議員の高田早苗であったが、新内閣への反発を共有していた加藤も、この高田構想の

実現に積極的に乗り出した36。こうして寺内内閣の人事問題で激しい内閣批判を行うよ

うになった同志会は、この後も「反寺内内閣」の最大の政治勢力として活動を続けるこ

ととなる。 

 加藤は寺内内閣が発足した翌日の 10 日、同志会の解党を行い、新政党の憲政会を発

足させた37。この憲政会の結党式において、加藤は次の演説をしている。 

 

  本日を以て結党式を挙ぐるは偶然なりとは、云へ、又実に深刻なる意義があると思惟

するのである。顧みるに憲法発布以来将に三十年に垂んとし、漸く憲政の運用を見る

やうになつたとき、思ひきや、憲政の前途猶未だ遠く、其の前途に多大の障害のある

事を発見したのは、諸君と共に遺憾とする所である。我等は憲政の本義を全うすべく、

将に是（、、）等（、）の（、）障害（、、）を（、）排除（、、）せねば（、、、）ならぬ（、、、）。

向後新党の結束を強固にし、飽く迄も我等共通の目的を貫徹する為に奮闘し度い38 

 

ここで加藤が語る「障害」とは、明らかに元老を指していた。加藤は、ここでも国策に

過剰に干渉し、かつて自身を政治の第一線から追いやった山県に強い反発を示したので

ある。そして、挙国一致体制と銘打っておきながら、閣僚人事問題等では同志会らの意

向を考慮しようとしない新内閣に対しても、加藤はこれに正面から対立する意思でもっ

て連立政党の結党を決意したのであった。このように、その擁立を支持した勢力が期待

した寺内新内閣の挙国一致体制は、その開始時からすでに厳しい壁にぶつかっていたの

であった。 

 加藤率いる憲政会の動向に、内閣は政友会や国民党に支持を仰ぐことで対抗しようと

した。数では憲政会が勝っていたため、他の政党と組まなければ政権運営は困難とな

る39。したがって挙国一致体制を銘打ちながらも、その実態は政党からの攻撃に備えて

政党へ支持を要請するという状態の寺内内閣は、山県の目指した超然内閣とは趣を異に

した態勢でもって成り立っていたといえよう。 

                                                                                                                                                     
書』第 2 巻）90-91 頁。 
36 前島省三『日本政党政治の史的分析』（法律文化社、1954 年）242-243 頁。 
37 『加藤高明』下巻、233 頁。 
38 同上、234 頁。括弧内は原文ママ。 
39 古島『一老政治家の回想』170-171 頁。 
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 こうした寺内新内閣の実情を見透かしたかのように、各種メディアからは内閣への痛

烈な批判がなされていた。そもそも挙国一致とのスローガンをもって政党を排除するよ

うな内閣は、立憲主義に反する「ビリケン（非立憲）内閣」と揶揄される原因となった。

『大阪毎日新聞』を例にとれば、その 10 月 6 日の社説において、「元老ハ何故ニ首相

ノ奏薦ヲ遮リ、議会ニ一人同志ヲ有セサル寺内伯ヲ奏薦シタリヤ。立憲ノ大道ヲ紊リ、

国民大多数ノ意思ヲ無視シタリトノ批評ヲ免ルヘカラス」との論を展開した40。すでに

大正の中期になり、元老が組閣を主導するようなシステムは時代遅れの制度として批判

の対象となっていた。元老が首相を指名してそれによって大命降下が下るというシステ

ムは、立憲制や民主制が浸透しつつあったこの時代にはすでに過去の遺物でしかなかっ

た。 

 同紙は翌 7 日にも内閣への批判を繰り返す。寺内新内閣を、「言フ迄モ無ク官僚閥族

ノ非立憲的朋党ナリ」との批判をなした上、「三党会合ノ趣旨ヲ明白ニ披瀝シ、元老排

斥・閥族打破・政党内閣制確立ノ為、一致協同ノ挙ニ出ツヘシ」と、民主制度の基礎と

しての政党政治の確立を望み、元老の排除を主張している41。 

また『東京朝日新聞』も、衆議院の第一党である政友会の内閣ではないことを指摘し

て、内閣が立憲国家としての原理原則を逸脱しているとの批判を展開した42。『東京日

日新聞』は、寺内内閣の最大の目的である挙国一致体制がすでに崩壊しているとの理由

で内閣批判を行ない、これが「憲政大逆転」の状態を引き起こしていると主張した43。

一般言論誌の『中央公論』も、その社説のなかで寺内内閣の「非立憲制」について強い

批判をなしている44。 

 このように、主要なメディア各社が一斉に内閣への批判的スタンスを明確にするなか、

『時事新報』は内閣への一定の同情心を表明している点で、他の主要紙とは論調を異に

していた。同紙は 10 月 10 日の社説のなかで、どの報道機関も「非立憲」として批判

する寺内内閣のことを、とりあえず「超然主義の返咲」との認識を共有しつつも、寺内

が政党を重視することのできなかったそもそもの理由が、前任の大隈内閣が「不真面目、

                                                   
40 『大阪毎日新聞』1916 年 10 月 6 日付。 
41 『大阪毎日新聞』1916 年 10 月 7 日付。 
42 『東京朝日新聞』1916 年 10 月 9 日付。 
43 『東京日日新聞』1916 年 10 月 10 日付。 
44 「寺内内閣を監視すべき三要点」（『中央公論』1916 年 12 月号）1-18 頁。 
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出鱈目」であったことによるとした45。いわば大隈内閣の尻拭いをさせられた寺内内閣

への同情を示し、その超然主義を選択せざるをえなかった原因を前内閣へ求めたのであ

る。 

 マスコミだけではなく、かつての寺内と関係のあった人物からも興味深い内閣評価が

行われている。楠瀬幸彦元陸軍大臣は、寺内と同じく陸軍軍人でありながら、政党の役

割に期待を寄せていた。10 月 31 日付の『金沢北陸新聞』紙上に掲載された楠瀬の記事

には、寺内内閣擁立にあたっての元老による独裁的な行動に対して一定の理解を示しつ

つも、これに不満をもつ各政党にその決起を強く促している。これら政党が内閣の不信

任案を決議すれば、その次の選挙では最大政党である憲政会が政権を奪取することとな

り、再び政党内閣が誕生する可能性が高い。そのために、政党は玉砕覚悟で内閣へ立ち

向かう必要があり、またそれこそが政党の本懐であろうと楠瀬は訴えた46。 

 このように、組閣直後から多くの批判に晒されることとなった寺内内閣であったが、

その目指すところは大隈内閣時代の負の遺産を清算することにあった。挙国一致体制と

のスローガンはそれを端的に表現したものであり、政党にとらわれない政策の実施こそ

が山県の目指したあるべき政治の姿だった。ところが、実際にはその寺内内閣の政策は、

とりわけ外交面で多くの部分が大隈内閣時代の継続であった。山県の主導する日露同盟

が大隈内閣の末期に実現したことで、寺内内閣の外交路線はこの継続に重点が置かれて

いた。それは第四回日露協約締結時の駐露大使であった本野一郎が外務大臣として迎え

られたことからも明白であった。外務省内における親露派の巨頭であった本野を外相に

据えたことで、寺内内閣は日露同盟路線の堅持による大陸権益の拡張に乗り出してい

く47。さらに寺内内閣の下で発足した臨時外交調査委員会は、大隈内閣時代からすでに

弱体化の兆しを見せていた外務省の政策決定における影響力をさらに弱めることとな

った。こうして、寺内内閣の挙国一致体制による外交政策は、日露提携と外交の統一に

よって展開されていくのである。 

 

五 臨時外交調査委員会の設置 

挙国一致体制を目指して発足した寺内内閣は、まずもって外交政策の一元化を行う必

                                                   
45 「社説 超然主義の返咲」（『時事新報』1916 年 10 月 10 日）。 
46 「楠瀬前陸相談 元老の不親切」金沢北陸新聞切抜、大正 5 年 10 月 31 日（『上原勇作

関係文書』）133-134 頁。 
47 千葉『旧外交の形成』333 頁。 
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要があった。もっとも、「外交の一元化」といっても、それはかつて加藤高明が行った

政策決定過程における元老や軍部らの排除というものとは性質を異にしていた。加藤は

外交を外務省の手に戻そうと考えていたのであるが、寺内内閣が行ったことは省庁や政

党、その他政治勢力の垣根を越えて国家として統一した政策を形成する組織を新たにつ

くることであった。 

 以上の意図のもと、1917 年 6 月 5 日、臨時外交調査委員会（以下、「外交調査会」と

略記）設置の官制が発布された。翌 6 日には寺内首相を総裁として他の主要委員も決定

し、同日に新任式が行われた。ここに、外交の挙国一致を目指した外交調査会が成立し

たのである。そして外交調査会はこの後、原敬、高橋是清、加藤友三郎の三代の内閣へ

引き継がれることとなり、この間の重要な外交問題（シベリア出兵、パリ講和会議、国

際連盟設立、ワシントン会議等）に関する日本の政策決定に中心的な役割を果たすよう

になる48。 

 外交調査会がその任務を遂行する上で、未曽有の大戦争となった第一次大戦が勃発し

て以来、あわただしく推移する戦局に対して日本がその利害を共有する国家であるロシ

アやアメリカがそれぞれ、「政治的革命（ロシア革命――引用者注）ト平和ニ眷々タル

中立強国ノ参戦（アメリカの参戦――同上）」を行ったことが前提として存在していた。

これら米露の動向は大戦の動向にも変化をもたらし、関係国間で終戦の気運を高めるよ

うになった。日本も協商国との関係を強固に保ちつつ、終戦のその日を迎える必要があ

った。そしてそのような情勢下に設置された外交調査会の任務とは、「挙国一致万遺算

ナキヲ期セムト欲ス要スルニ本委員会ノ職務ハ振古未曾有ノ時局ニ鑑ミ鋭意国家ノ大

計ヲ籌画シテ以テ聖明ノ宏猷ニ資」することにあった。さらに欧米諸国との関係のみで

なく、悪化する対中関係を改善するために、「臨時外交調査委員会官制ヲ草シテ聖批ヲ

仰ク」ことで政策の充実化を図ることが決定されたのである49。くわえて外交調査会は、

天皇に直属の機関とされ、「至尊啓沃ノ機関」であることが確認された50。 

 外交調査会の発案者は、外相の本野一郎であった。本野が提出した外交調査会設置の

建議には、平田東助、後藤新平、伊東巳代治らが特に力を奮って作成したとの見方もあ

                                                   
48 『外務省の百年』上巻、653 頁。 
49 「臨時外交調査委員会官制裁可奏請書案」（小林龍夫編『翠雨荘日記――臨時外交調査委

員会会議筆記等』原書房、1966 年）206-207 頁。 
50 「臨時外交調査委員会要義」（『翠雨荘日記』）257 頁。 
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る51。すなわち、外交調査会は寺内内閣を支える主要閣僚や政党人によってその存在が

急務の課題として浮かび上がったものであった52。 

 

六 外交調査会設置の諸条件 

 このように外交調査会が必要とされた背景には、日露戦争以後の対中関係悪化や、日

本の植民地支配をめぐる政府と軍部との対立があった。くわえて国際環境の変化など、

国内外の様々な要因が相まってその必要性が痛感され、設置に至ったのである。 

特に注目すべき要因の第一として、特に外務省は軍部との二元外交の一翼を担う存在

であったため、常に独断的に大陸政策を遂行する軍部を抑制する必要を痛感していたこ

とが挙げられる。そしてこの軍部と外務省による二元外交は、統帥権の独立によって軍

部が自由な対外行動を許されていたため、国策が分裂するという問題に由来していた53。

そこで各アクターの異なる志向を統一した政策へとまとめ上げる機関であり、政府によ

る外交の一元化を実現するための役割を、外交調査会が担うこととなった。言い換えれ

ば、外交調査会は長年にわたって日本外交が抱えてきた問題を解決するための特殊な組

織形態によって成立したものであった54。 

 また外交調査会設置の背景には、外交問題を政党間の闘争の具として晒されることを

避けようとする寺内の思惑があった。これは政党間対立を避け、挙国一致体制を目指す

上で必要と認識されており、外交調査会設置の第二の要因といえる。すなわち、政党が

権力をもつようになっていた大正期は、外交問題も政党間の党争の具にされてきた経緯

があった。こうした現状に危機感を抱き、外交を対内的な政治抗争の場から遠ざけるた

め、すなわち外交を挙国一致として各政党からの批判を回避するための手段として、外

交調査会の役割に期待を寄せたのである55。「挙国一致体制」というスローガンは、政

党間の闘争を回避するための口実という側面もあったといえよう56。 

 また寺内は、大隈前内閣によって悪化した対中関係の建て直しが必須と考えており、

外交調査会によって新たな対中政策の策定を企図していた。政友会や国民党が超然主義

                                                   
51 大津淳一郎『大日本憲政史』第 8 巻（実文館、1928 年）28 頁。 
52 小林「臨時外交調査委員会の設置」257 頁。 
53 北岡『日本陸軍と大陸政策』2-3 頁、を参照。 
54 雨宮昭一『近代日本の戦争指導』（吉川弘文館、1997 年）94-95 頁。 
55 『伯爵平田東助伝』155 頁。 
56 鶴見祐輔（一海知義校訂）『正伝 後藤新平』第 6 巻（藤原書店、2005 年）420 頁。 
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を唱える寺内内閣に支持を表明したのには、両党が寺内と同じく、大隈内閣の対中政策

に強い不満を抱いていたことも大きく影響していた。政友会総裁の原は、1916 年 10

月 15 日、大隈内閣の解散について、「大隈内閣の外交は失敗なり、失敗の結果は将来に

甚だしき害を残したりと断言するに憚らん」と、その外交政策への強い反感をあらわに

していた57。そのような原にとって、今度の寺内内閣で大隈時代の対中政策の脱却を図

ることは、寺内支持のインセンティブとなった。また 12 月 5 日には、「日本は東洋に

於て所謂東洋の盟主、東洋平和の維持者なりと自ら任じ世間も亦許すべき地位に居るの

でありますが、其の足下の支那より斯の如き反抗を受けて居る。是れが外交の成功と申

されませうか」と、対華二十一カ条要求をめぐる加藤の外交指導についても痛烈な批判

を加えた58。原にとっても加藤は政敵であった以上、寺内内閣を支持するそれ相当の理

由は存在していたのである。 

 原とともに対中政策方針の刷新を求めた枢密顧問官の三浦梧楼も、原と同様に大隈内

閣時代の対中政策からの脱却を強く訴えた59。三浦はかつて自身の斡旋で 1916 年 5～6

月に開催された第一次三党党首会談（政友会、同志会、国民党）以来、政党からの支持

を取りつけて寺内内閣の政治基盤を安定化させるために、外交問題を利用して成し遂げ

ようとしていた60。さらに寺内内閣の擁立者である元老の山県が、国論の統一でもって

外交政策を決定することを必要と考えていたことは、外交調査会設置の最大の誘因であ

ったといえよう。 

 そして寺内自身も、対華二十一カ条要求などにみられる大隈内閣の対中政策に大いな

る不満を抱いていた人物のひとりであった。そして寺内は、前内閣によるこうした対中

政策の乱れは、まさに挙国一致体制の欠如がもたらした悲劇であったと考えていた。そ

のため、外交調査会を設置する際、大隈内閣期の対中政策悪化をもたらした張本人であ

る憲政会の加藤も含め、政友会の原、国民党の犬養と、三党党首それぞれに外交調査会

への参加を要請した61。このとき、加藤の政敵であった元老の山県は加藤参加へ反対の

意を寺内に伝えたが、寺内はたとえ内閣とは対立する見解を有した加藤であっても、寺

                                                   
57 「大隈内閣更迭に付いて」（『原敬全集』下巻）819-822 頁。 
58 「積累の秕政・刷新の急務」（『原敬全集』下巻）842 頁。 
59 『原敬日記』第 7 巻、50-54 頁。 
60 小谷保太郎編『観樹将軍回顧録』（政教社、1925 年）456-457 頁、『原敬日記』第 7 巻、

78-84 頁。 
61 『大日本憲政史』第 8 巻、28-29 頁。 
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内内閣が挙国一致の名のもとに組閣されたことを考慮すると、最大政党である憲政会の

協力は不可欠と考えていた。そのため、寺内は三浦梧楼とともに、加藤に外交調査会へ

参加するよう説得を試みたのであった。しかし、その加藤からは、「外交ニ関シ、国論

ノ一致ヲ期スルハ固ヨリ希望スヘキ所ナルモ、内閣以外別ニ天皇直属ノ機関ヲ設ケテ、

事実上国務大臣ニ掣肘ヲ加フルノ虞アル如キハ、輔弼ノ責任ヲ厳明ニスル所以ニ非サル

ノミナラス、斯ノ如キ方法ニ依リ、所期ノ目的ヲ達セムトスルハ極メテ困難ナリト信ス」

との理由から拒絶された62。そこで寺内は、外務省時代の加藤の先輩であり、その頃よ

り加藤が尊敬の念を寄せていた河上謹一に加藤を説得させようとしたが、加藤はこの河

上の申し出に対しても拒否したのであった。最後は寺内が形式上、もう一度要請を行っ

たが、やはり加藤がこれを断ったため、結局加藤が外交調査会に加わることはなく、ま

た憲政会は反寺内内閣の姿勢を維持し続けることとなった63。 

 最後に、国内のみならず、対外的にも外交調査会設置の誘因が働いていたことが挙げ

られる。外交調査会が設置された 1917 年は、先述した通りロシア革命やアメリカの第

一次大戦への参戦など、国際政治の構造に重要な影響を与える事件が連続した。そして、

アメリカの参戦後から世界規模で高まったデモクラシー体制の要請、そのための手段と

しての「公開外交（Open Diplomacy）」の要請に対応するため、世界の自由主義諸国内

では、政党指導者が外交政策決定に参加する必要性が生じていたのである64。政友会や

国民党の指導部が政策決定に参加できる外交調査会の存在は、世界的なデモクラシー要

請に対応するための根拠ともなりえた。 

 これらの過程を見てわかるように、外交調査会がこのとき必要とされた背景には、山

県や寺内が国論の統一を図ったからだけではない。大隈内閣期に山県ら元老の存在が軽

んじられ、また外交政策決定においては加藤によってその影響力が排除されたように、

元老の進言が反映されなかったことも影響していた65。つまり、外務省とは別に外交政

策を規定する場としての外交調査会を設けたことは、山県が挙国一致の名目の下で、自

身の発言力を回復させる目的も含まれていた。明治期のように、元老が盛んに政策決定

に影響を与えうる時代が過ぎ去っていたこともあって、山県は外交調査会に自身の政治

理念を代弁させることで、その円滑な政策実現を果たそうとしたのである。こうして組

                                                   
62 『伯爵伊東巳代治』下巻、74 頁。 
63 『観樹将軍回顧録』460-462 頁。 
64 三谷太一郎「戦時体制と戦後体制」（同『近代日本の戦争と政治』に所収）53-54 頁。 
65 『侯爵山県有朋伝』下巻、984 頁。 
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織された外交調査会は、次第に「内閣以上ノ重キヲ為」すようになり、内閣はその決定

の「施行ニ当」たるのみに成り下がるまでになっていく。外交に限ってではあるが、外

交調査会の設立は皮肉にも内閣の政策決定における権限を弱体化せしめたのであっ

た66。 

 以上の国内外の諸要因から、外交調査会は日本外交の抱えるいくつもの問題を同時処

理しうる万能の新機関として期待を寄せられた。そして次に寺内内閣は、この新機関に

省庁や政党を越えて、多様な人材を委員として集めることになる。 

 

七 外交調査会委員の選定 

 外交調査会の設置が正式に決まる前後から、寺内は政党や所属に関係なく、政界・官

界の有力者に委員として就任するよう勧誘を行った。もっともこの寺内の勧誘は、犬養

毅の側近であった古島一雄によると、「出てきねがしのやりかただった」と回顧してお

り、その姿勢はかなり横柄なものであったらしい67。加藤もそれまで何度か外交調査会

への参加を寺内から直接要請されていたが、そのときの寺内の態度について、「誠意
、、、

は
、

当方
、 、

に
、

こそ
、 、

あれ
、 、

、先方
、 、

の
、

誠心
、 、

誠意
、 、

は
、

偽
、

せ
、

物
、

であつた」と、のちに語っている。寺内内閣の

使命のひとつに、「憲政会の撃破」があったこともあり、寺内と加藤の対立は必然であ

り、外交をめぐる挙国一致もはじめから不可能だったのである68。 

 加藤が外交調査会への参加を拒否したことで、寺内内閣は憲政会からの支持を取りつ

けることができなくなり、山県と寺内が目指した挙国一致体制は早くも画餅に終わった。

加藤がここまで強固に外交調査会入りを反対した理由について、加藤本人はもし外交調

査会の委員に就任すれば、寺内内閣の外交政策の責任の一端を負わされることになり、

最終的には加藤個人のために憲政会が責任を遡及される恐れがあった。憲政会を窮地に

追いやりかねない行動は加藤としてとるわけにはいかず、ゆえに寺内からの申し出を断

ったと、若槻礼次郎に説明した69。 

 しかし、この加藤の若槻への説明は、おそらく表面的な理由にすぎない。より核心的

                                                   
66 雨宮『近代日本の政治指導』102 頁。 
67 古島『一老政治家の回想』174 頁。 
68 『加藤高明』下巻、266-267 頁。 
69 若槻礼次郎『明治・大正・昭和政界秘史――古風庵回顧録』（講談社学術文庫、1993 年）

223-224 頁。 
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な理由として考えられるのは、第一に、寺内内閣の擁立者である山県への反発である70。

第一章でも子細に分析したように、加藤と山県はその外交政策において重大な相違があ

り、それが山県の反加藤の政治活動の根拠となっていた。 

 加藤が外交調査会への参加を拒んだ第二の理由は、寺内内閣の閣僚に加藤が外相を務

めていた頃からその外交政策に激しく反発していた後藤や仲小路といった面々が顔を

並べていたことであろう。特に後藤については、地方官会議で寺内とともに憲政会の批

判を行っていたため、加藤としてはこうした後藤の言動を面白く思ってはいなかった71。

寺内内閣の閣僚人事は、加藤の政敵が多数含まれており、とても憲政会に配慮したもの

とは考えられなかった。したがって加藤は「反寺内内閣」の政治勢力の急先鋒として、

その存在感を発揮するようになるのである。また外交調査会のメンバーを見ても、憲政

会に比較的好意的であった平田東助を除けば、加藤と親交の深い人物はほとんどいなか

った。そのような機関に飛び込んで、自身のそれとは異なる対中外交をめぐる政治的駆

け引きを行うことは、加藤にとって好ましいものではなかったことであろう。すでにこ

の時点で、外交調査会に加藤の居場所は存在しないことは加藤自身がよく理解していた

ことと思われる。 

 最後に第三の理由は、寺内内閣が大隈内閣時代の外交政策へ批判的スタンスを明確に

している点であった。特に対中政策において大隈内閣の政策は大失敗であったとの評価

が浸透していたため、その大隈内閣での外交政策を主導していた加藤にとって、常に自

らが批判にさらされることは火を見るより明らかだった。そうした外交調査会の審議で

自身の推進した政策が扱き下ろされることは、加藤にとって苦痛以外の何物でもない72。

これらからわかるように、加藤と外交調査会、ひいては寺内内閣との関係は相容れない

ものであった。 

 加藤の反寺内内閣の動きは、この後さらに活発となっていく。1917 年 6 月 21 日より

始まった第三十九回帝国議会では、憲政会から内閣不信任案と後藤新平内相の弾劾決議

                                                   
70 もっとも山県は、政策決定における外交調査会と元老との役割分担について、元老は

「個人
○ ○

トシテ啓沃ノ重任ヲ荷ヒ而カモ其ノ事項ニ付テハ一般的
○ ○ ○

ニシテ毫モ制限ヲ存セス」

とし、一方の外交調査会は「之ヲ組織スル個人トシテハ啓沃ノ任ヲ有セス合議体
○ ○ ○

ナル委員

会其ノモノノミ啓沃ノ機関タルモノニシテ又其ノ調査事項ノ範囲ハ特ニ外交ニ限定
○ ○

セラル」

ものと考えていた。「臨時外交調査委員会要義」257 頁。 
71 鵜崎熊吉『犬養毅伝』（誠文堂、1932 年）300 頁。 
72 同上。 
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案にくわえ、外交調査会の違憲を唱える決議案が提出された。結果的にこれらは否決さ

れたが、12 月 25 日からの第四十回議会でも、憲政会は再度、内閣不信任案を提出した73。

このときも失敗に終わるのであるが、この寺内内閣との対立を通じて、加藤はそれまで

以上に政党内閣制の確立の必要性を痛感することとなった。そして加藤はその政治生命

を終えるまで、超然主義へ徹底して反発し、政党内閣制の確立へ向けての政治活動を本

格的に展開していくようになる74。 

 

                                                   
73 『伯爵伊東巳代治』上巻、437 頁。 
74 戦間期に加藤が護憲三派を結成し、清浦奎吾超然内閣を倒して政党内閣制を志向するプ

ロセスについては、奈良岡『加藤高明と政党政治』264-294 頁、に詳しい。 
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第十章 

日米関係の調整と石井・ランシング協定の締結 

 

 

 

 

 

 本章では、大戦中期において、日本外交が日露同盟路線を確立した後の対米外交を中

心に考察する。いうまでもなくこの対米外交とは、石井菊次郎が特命大使として訪米し、

ランシング国務長官との間で締結した石井・ランシング交渉を意味する。東アジアにお

いて新たな存在感を見せはじめていたアメリカとの関係をいかに構築するかはこの時

期の日本にとって最重要課題であり、この問題について、特に石井のその後の活動を通

して考察を行う。 

 

一 アメリカの参戦 

 1917 年 2 月、ドイツが無制限潜水艦攻撃作戦を再開させたことで、ドイツへ対する

国際的世論からの怒りが巻き起こった。アメリカ国内でもこの非人道的とされていた軍

事作戦への批判の声は高まり、こうした世論の激昂はアメリカを次第に中立国から悪の

枢軸ドイツを懲らしめるべきとの風潮へと移り変わっていった。 

 すでに知られているところであるが、このドイツの無制限潜水艦作戦はアメリカの参

戦に先立つ 1915 年 5 月にルシタニア号事件において問題となっていた。イギリス船籍

の客船であるルシタニア号は、南部アイランド沖にてドイツの潜水艦に撃沈された。

1,198 名（うちアメリカ人 128 名）の乗客が死亡したこの事件は、ドイツの非人道的行

動を世界に知らしめるきっかけとなり、アメリカ国内の激しい反独ムードを高めること

になった。またこの事件をめぐる賠償交渉が米独間でなされていた間にも、イギリス船

籍の客船アラビック号が再びドイツの潜水艦に撃沈される事件が勃発した。この事件で

もアメリカ人乗客 3 名の生命が奪われており、度重なるドイツの潜水艦作戦にアメリカ

政府は強い抗議をなした。その結果、ドイツは賠償と警告なしの非武装船舶への攻撃を
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行わないことを確約したアラビック誓約が取り交わされた。ところが、1916 年 3 月に

フランス船籍のサセックス号がドイツ潜水艦に攻撃される事件が発生し、アメリカ人乗

客数名が負傷すると、アメリカはドイツへ国交断絶も辞さない激しい抗議を行った。こ

のときドイツは、警告なしの船舶攻撃を行わないことを再度確認した上、攻撃の際には

人命救助を行うこと、そして無制限潜水艦作戦を中止する旨をアメリカ政府に確約する

サセックス誓約に調印した1。 

なお、ドイツの無制限潜水艦作戦は、必ずしも当時の国際法に違反していたわけでは

なく、アメリカと協商国との緊密な関係を断絶させるという目的があった。アメリカか

ら協商国へ対する借款や輸出の拡大は、アメリカが協商国の兵器工場であり食糧倉庫で

あるとのイメージをドイツに植えつけていた。イギリスの海上封鎖による締めつけとア

メリカの協商国との経済協力という難問にぶつかっていたドイツは、この状況を打開す

るための策として軍部の意見を取り入れ、無制限潜水艦作戦の再開を決定したのである。

ところがアメリカ側は、これが一般人民の生命という高次の財産を奪う反人道的行為で

あるとして、さらなる反独感情の高まりを示すことになった。この反人道的行為とは、

ウィルソン主義的法思想の観点からなされた批判であり、ウィルソン大統領自身もこの

人道に背くドイツの行為に対して、「世界を民主主義のために安全なものにする」との

目標のもと、ドイツとの戦争に踏み切ることとなった2。ドイツ軍による潜水艦作戦や

空襲など、民間人を多数危険に晒す新しい形の戦争犯罪の問題は、のちの講和会議にお

いても取り上げられ、従来の戦争犯罪観に転機をもたらすことになった3。 

 ドイツへの反感を高めるアメリカは、ウィルソンによって連邦議会へ対独参戦の要請

がなされた。1917 年 4 月 6 日、アメリカは正式にドイツへ宣戦布告をし、同年 12 月

にはオーストリアへも宣戦布告をなしたことで、協商国の一員として第一次大戦に本格

的に参加することとなった。このアメリカの参戦は、対独戦に苦戦を強いられていた協

商国にとってはこの上ない歓迎すべき出来事であった。 

 

二 日本の特使派遣の背景 

                                                   
1 松田武「国際政治舞台への登場」（有賀貞・宮里政玄編『新版 概説アメリカ外交史――

対外意識と対外政策の変遷』有斐閣選書、2002 年[1998 年]）86-88 頁。 
2 渡邉公太「第一次世界大戦の勃発――日米の対立から暫定的協調へ」（簑原俊洋編『「戦争」

で読む日米関係 100 年――日露戦争から対テロ戦争まで』朝日選書、2012 年）41-43 頁。 
3 藤田久一『戦争犯罪とは何か』（岩波新書、1995 年）31 頁。 
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 アメリカの参戦に伴い、英仏露伊の四カ国は、歓迎の意思を表明する目的でアメリカ

への特使派遣を実施することとした。アメリカのロバート・ランシング（Robert Lansing）

国務長官は日本に対し、この機会に日本からも特使を派遣し、協商国間の関係強化に努

めるべきであるとの提案を行った。このときランシングが提示した日米間で協定すべき

事項としては、「連合国側行ノ物資ノ冗費ヲ省ク為互ニ供給上ノ取極ヲ為スコト」、「太

平洋ノ警備ニ関スル協同動作ヲ取極メ追テ米国カ太平洋ニ有スル艦隊ヲ大西洋ニ引揚

クル」、の時局問題にくわえ、「東洋問題ニツテモ亦打合ヲ試ムル」、といった諸点が挙

げられた4。大戦期の日本の対中政策は現地国民の強い反発を買っており、相次ぐ排日

運動に他の一般外国人にまで反日感情が波及していた。こうした状況に、ニューヨーク

の日米協会では中国の排日熱を鎮静化するため、日米間で「機会均等自由競争公平ノ主

義ニ於テ活動セシムル趣旨」を再確認する必要性を認めた。すでに前年のロシア革命に

おいて帝政ロシアが崩壊したことにより、日露協約の効力が失われていることは自明で

あったため、日本単独ではなく、列国間で従来の勢力範囲などの政策を転換させること

が事態打開の唯一の方策と考えられたのである5。その意味で、石井一行の訪米につい

て、アメリカ国内では、それに先立つ英仏伊露四カ国の特使訪米と併せて、協商国によ

る戦争協力の一環であると認識されていた6。 

 アメリカ政府は、中国問題に関する勢力範囲撤廃を前提とした共同声明を、英仏ら列

国とともに発しようと調整を行っていた。この動きを知った日本は、当然ながら強い反

発をあらわにした。日本は大戦に際して迅速な参戦を実施し、「血ト財ヲ投シ」た山東

半島のドイツ権益までを、日本の意図を無視して放棄させようとするこのアメリカの思

惑は到底受け入れられるべきものではなかった。こうしたアメリカの試みは、「往年米

国ニヨリ唱導セラレタル満州鉄道中立論ト均シク日本ノ歴史上ノ特種地位ヲ没却セン

トスルモノ」であり、「日本政府ノ首肯スル能ハサル所」として強く非難されなければ

                                                   
4 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 5 月 15 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）707-708 頁。 
5 在中国林公使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 5 月 11 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）705-706 頁。 
6 “The Imperial Japanese Mission: Formation and Personnel,” in Carnegie Endowment 
for International Peace, The Imperial Japanese Mission, 1917: A Record of the 
Reception throughout the United States of the Special Mission Headed by Viscount Ishii 
(Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Division of 
Intercourse and Education, 1918), pp. 1-2. 
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ならなかった7。このような状況から、日本政府は東アジア問題解決のためにアメリカ

との交渉および協定の締結を行うことを歓迎した。 

 

  米国ニ於テ日本ノ支那ニ於ケル政治上並経済上ノ発展ハ必然ノ趨勢ナルヲ予想シ此ノ

大勢ニ反抗セサル場合同国カ支那ニ於テ経済的ニ発展セントスルニ当リ日本ハ喜テ之

ト提携スヘシトノ謂ニ外ナラス之カ為日本ノ支那ニ於ケル特殊ノ地歩ヲモ犠牲トスル

コト能ハサルハ喋々ヲ要セサルナリ8 

 

くわえて、日本にとってアメリカの東アジアにおける勢力拡大を抑制するという点から

しても、今回の特使派遣は重要な意義を有していた。中国が自国において資本力や政治

力を拡大させる日本に対する不信感を高める一方で、これに対抗するためにアメリカか

らの対日圧迫を期待するようになっていたためである。中国の「米国崇拝」の傾向は、

日本の対中政策を不利なものにする恐れがあった9。そしてこの対中政策を有利に展開

するためには、革命が発生したロシアとの同盟のみに依存することは不十分であり、新

たに東アジアでプレゼンスを伸長させていたアメリカとの関係調整でもって、対中政策

を円滑化させる必要があったのである。 

 

三 石井特使の派遣決定 

 アメリカから特使派遣の提案を受けた日本政府は、5 月 22 日に閣議を開き、「帝国政

府ヨリ英仏露伊ノ例ニ倣ヒ米国参戦ニ関連セル打合ノ為メ特使派遣ノ事ヲ米国政府ニ

提議スルコト」を決定した。このとき定められた「遣米大使任務要領」では、特使派遣

および対米交渉の目的は、「米国ニ於ケル日本人ノ地位ニ関スル問題」と、「支那ニ於ケ

ル日米両国活動ノ調和ニ関スル問題」の二点とされ、これら諸問題の解決のために適当

な措置を講じることとされた10。閣議終了後、本野は佐藤愛麿駐米大使に日本からの特

使派遣実施をアメリカ政府に通知するよう訓令した11。23 日にランシングより、日本か

                                                   
7 在中国林公使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 5 月 16 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）713-714 頁。 
8 同上、714 頁。 
9 本野外務大臣より在中国林公使宛電報、大正 6 年 5 月 25 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）710-711 頁。 
10 閣議決定、大正 6 年 5 月 22 日（『日本外交文書』大正六年第三冊）717-718 頁。 
11 本野外務大臣より在米国佐藤大使宛電報、大正 6 年 5 月 22 日（『日本外交文書』大正六
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らの訪米団を歓迎するとの回答を得た佐藤は、その旨を本国へ電報した12。 

 訪米団代表に石井が選ばれたのは、まず外務省の中村巍通商局長からの熱心な推薦が

あった。外相の本野もこの推薦に賛同し、寺内首相へ伝えた。ところが、内閣組閣前か

ら寺内と石井とはその対外政策において対立関係にあり、寺内としてはなるべく石井は

避けたいとの意向があった。また、大隈前内閣の対外政策からの転換を目指して内閣組

閣を行った以上、前内閣の外相を特使に任命することは、議会からの理解を得られない

との恐れもあった。しかし、訪米団派遣の目的であるアメリカの移民問題と中国問題に

通暁する適当な人物は他に認められなかったため、最終的に寺内も石井を特使と任命す

ることに同意した13。 

23 日に開かれた外交調査会の会議では、本野より石井一行を歓迎する旨の通達がア

メリカ側からなされたとの発表があった。政友会総裁の原敬は、石井は寺内内閣に対し

て反対の立場をとっており、その人物を特使に任命することは理解に苦しむとして本野

に詳しい説明を求めた。本野は、石井はアメリカ通であることを理由として、特使とし

て適任であると回答した14。 

 また陸海軍からは、訪米団の随員についての通達がなされ、陸軍からはアメリカとの

協定の内容についての要請もあった。そこでは、「列国ノ支那ニ於ケル商工業ノ期間均

等主義ヲ尊重スルト同時ニ帝国ハ地理歴史等ノ特殊関係ニ鑑ミ政治上特種ノ地位ニ在

ルコトヲ明ニシ経済的事項以外米国ノ活動ヲ許サザル方針ナルコト」との内容を盛り込

むことを希望した15。これは石井が実際にアメリカ側との交渉においても最重要視して

いた点であり、日本の特殊権益の存在とそれをアメリカに承認させることは、日本国内

における一致した外交目標であったといえる。 

このあと 6 月 11 日に石井の特使派遣が上裁を経て16、13 日に随行員とともに派遣メ

ンバーが決定した17。また内閣からの訪米団に対する訓令として、今回のアメリカとの

                                                                                                                                                     
年第三冊）718 頁。 
12 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 5 月 24 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）718-719 頁。 
13 石井菊次郎「寺内正毅伯と余との関係」（『石井菊次郎遺稿 外交随想』）210-211 頁。 
14 『原敬日記』第 7 巻、210 頁。 
15 加藤海軍大臣より竹下海軍中将宛、大正 6 年 6 月 10 日（『日本外交文書』大正六年第三

冊）724-726 頁。 
16 寺内内閣総理大臣より本野外務大臣宛書簡、大正 6 年 6 月 12 日（『日本外交文書』大正

六年第三冊）729 頁。 
17 本野外務大臣より在米国佐藤大使宛電報、大正 6 年 6 月 13 日（『日本外交文書』大正六
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交渉では、「今次米国ノ参戦行動ヲ歓迎スルノ誠意ヲ表明スル」、「両国間ノ重要問題ニ

関シ切実ニ彼我ノ所見ヲ交換スル」、の二点を主たる交渉議題とすること、そしてその

具体的内容として、「米国ニ於ケル日本人ノ地位ニ関スル問題」、「支那ニ於ケル帝国特

種ノ関係ヲ明カニシ将来両国行動ノ調和ニ関スル問題」、が定められた18。直後にアメ

リカからの返答があり、石井一行の訪米の歓迎と、両国関係の親善に対する期待の旨が

日本政府へ伝えられた19。それまで反日を煽っていたアメリカの新聞においても、石井

一行の訪米を歓迎し、これを契機に日米友好関係の増進と、大戦に対する両国の協力関

係への期待が高まっていた20。 

7 月 6 日に日米協会（The America-Japan Society）の食事会が東京にて開かれ、石

井特使一行の渡米を祝う会が催された。首相の寺内らも出席し、一行は日本の期待を背

負って出発することになった。 

24 日には閣議において、石井訪米団への内訓が定められた。その内容を抜粋すると、

「帝国カ米国ノ参戦ヲ歓迎スルノ誠意ヲ広ク米国官民ニ徹底セムコトヲ努めラルヘシ」、

「米国政府ヨリ該提案ニ接セラレタル上随時電稟シテ請訓セラルヘシ」、「本問題（中国

問題――引用者注）ニ関シ別紙開列セル趣旨ヲ体シテ米国政府当局者ト面商シ以テ我所

見ノ貫徹ニ努メラレルヘシ」、「適当ナル機会及方法ニ於テ米国要路者ニ対シ戦後独逸カ

太平洋方面ニ根拠地ヲ保有スルハ同方面ニ利害関係ヲ有スル諸国ノ為ニ永ク後患ヲ胎

ス所以ナルコトヲ暗示スルニ留意セラルヘシ」、であった21。 

こうして、石井を首席代表とする遣米特使一行は、アメリカの対独戦参戦への感謝と

中国問題の調整という二つの交渉議題を抱え、アメリカへ向かったのであった。 

 

四 寺内内閣の対中政策と対米政策 

 石井特使の派遣目的のひとつであった「支那ニ於ケル日米両国活動ノ調和ニ関スル問

題」を日本に有利な形でアメリカからの了解を取りつけるために、石井の交渉はいかな

                                                                                                                                                     
年第三冊）731-732 頁。 
18 寺内内閣総理大臣より本野外務大臣宛、大正 6 年 6 月 12 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）729 頁。 
19 在本邦米国代理大使より本野外務大臣宛、大正 6 年 6 月 16 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）732-733 頁。 
20 在紐育矢田総領事より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 6 月 20 日（『日本外交文書』大正

六年第三冊）735-736 頁。 
21 閣議決定、大正 6 年 7 月 24 日（『日本外交文書』大正六年第三冊）743-744 頁。 



 156  
  

る意義を有していたのであろうか。また原が指摘したように、内閣へ反対の立場にあっ

た石井を派遣してまで対米交渉を重視した寺内内閣や外交調査会の対米政策はいかな

るものであったのだろうか。 

 第二次大隈内閣時代に乱れた対中政策を正常に戻し、国論を一致させて外交政策の一

元化を目的として設置された外交調査会は、まだ発足から日が浅かったこともあり、こ

の頃は意見公開の場という程度の役割しかもっていなかった。したがって実際に外交を

主導していたのは首相の寺内と外相の本野であり、その点では寺内内閣の外交は従来の

内閣との大きな差はなかった。ゆえに石井特派をめぐる対米交渉問題について、外交調

査会は寺内内閣のアドバイザーにすぎなかったといえる。 

 その寺内内閣の外交政策は、まず対中政策に特色があった。その基本方針は、1 月 9

日の閣議において定められた。その概要は、まず一点目に中国の独立と領土保全を尊重

し擁護することにあった。当時、欧州大戦によって列強がその国力を消耗しきっていた

ため、この機会に日本が単独で対中強硬政策を実行し、その権益を拡張させるべきとの

声が挙がっていた22。しかし、政府はこれに反対し、列国の国力が回復した際の事態を

考慮すれば、日本が単独で対中政策を行うことは困難であるとして退けられた。二点目

は、中国の軍事・経済施設を改善し、さらにその指導者を日本が指導することで、日中

親交の増進を図るということであった。三点目は、日本が中国国内の特定の政治団体を

支援することを禁じ、内政不干渉の原則を遵守したものである。四点目は、日本の特殊

権益を除く地域での列強国間との協調関係を保ちつつ、日本の中国における「優越ナル

地位」を列強に認めさせるというものである。ここでは、「列国カ支那ニ対シ政治上ノ

意義ヲ有スル行動ヲ執ルニ当リテハ常ニ帝国ノ主動又ハ支持ヲ求ムル」ことが定められ

ている。五点目は、南満州と東部内蒙古の既得権益にくわえて、福建省と山東半島の権

益を日本が獲得するよう取り計らうということである23。この閣議決定からわかるよう

に、寺内や本野が共有していた内閣の対中政策方針は、第二次大隈内閣で悪化した日中

関係改善のために、対中借款等の経済支援によって段祺瑞政府に確固たる政治基盤を与

                                                   
22 もっとも、こうした主張は第一次大戦勃発以前から対外強硬派を中心になされていた。

1913 年 7 月の第二革命による中国国内の混乱に際して、内田良平や川島浪速ら対支連合会

はこの機に南満州および内蒙古に日本のヘゲモニーを確立すべきと政府や世論に訴えかけ

た。こうした対中強硬政策案は、当時の牧野伸顕外相や伊集院彦吉前駐華公使ら外務省の

路線と対立的なものであった。三谷太一郎「宮廷政治家の論理と行動――『木戸幸一日記』

に見る重臣イデオロギー」（『近代日本の戦争と政治』に所収）279 頁。 
23 「対華政策に関する件」（『日本外交年表竝主要文書』上巻）424-427 頁。 
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えることに力点が置かれていた。 

 このように、寺内内閣では対中政策がその最重要課題として具体的な方針が定められ

ていた一方、対米政策に関しては明確な青写真を描いていなかった。軍部においても中

国問題が優先され、アメリカとの調整にはさほどの関心を寄せていなかったと思われる。

たとえば北京駐在の青木宣純中将は、対中政策を提案した上、列国との調整は、「日本

に特別の野心なき事を提言せば、彼等（協商国――引用者注）雖も敢て異議あるものと

は思われず」と、楽観的な見通しをしていたことがわかる24。したがって、アメリカの

対独戦参戦や日米間の東アジア問題の調整等をめぐる交渉を行う機会が訪れても、内閣

や軍部として具体的な政策案を提示することはできなかったのである。 

とはいえ、内閣として錯綜する中国問題に少しでも解決の糸口を見出すため、アメリ

カと交渉を進める必要があった。そこには大戦の混乱のなか、唯一東アジアに多大な発

言力を有していたアメリカから、日本の中国における特殊権益の存在を認めさせ、対中

政策を日本に有利な形で展開するべきとの論理が働いていた。 

 しかし、アメリカは石井らの訪米以前にアメリカ政府の明確な対日外交方針を打ち出

していた。そこでは、1915 年のブライアン・ノートに記載された内容を全面的に踏襲

し、これに変更をくわえないことと明記されていた25。すでに述べたことであるが、大

隈前内閣による対華二十一カ条要求提出の際、アメリカはこれを認めない旨を公に表明

したのであるが、今回の交渉でもアメリカは日本の対中政策のあり方を受け入れない姿

勢であった。先述したように、日本政府は訪米団に対米交渉のテーマとして、「米国ニ

於ケル日本人ノ地位ニ関スル問題」と、「支那ニ於ケル帝国特種ノ関係ヲ明カニシ将来

両国行動ノ調和ニ関スル問題」の二点が重要な外交課題として設定したのであるが、こ

れらを日本に有利な形で進めることは明らかに困難であった。これらの課題解決に向け

                                                   
24 青木宣純より上原勇作宛書簡、大正 6 年 7 月 26 日（『上原勇作関係文書』）4-5 頁。 
 なお、このとき青木が提示した対中政策案は、以下の通りである。 
 

一、国家の統一と治安を害するか如き行動は支那の為めのみならず、東洋の平和の為め堪

へ難き所なり。依て此際南北互に譲歩して宥和を図るべきを直ちに勧告して干渉の余地

を造り置き、 
  二、彼等が愈々我言を用ひず地方動揺し通商治安に影響を来すに至らば、断乎として威力干

渉を行ひ可成公平に我指導の下に妥協をなさしむること。 
  三、之れを動機として今後支那の内政に干与し其整理進歩を図ること。 
 
25 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛、大正 6 年 7 月 7 日（『日本外交文書』大正六年第三

冊）739-742 頁。 
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て、本野はアメリカ政府当局との「最慎重ニ審議商定」を行うよう石井に指示した26。

この厳しい条件下において、石井は特使としてアメリカとの交渉に乗り出すことになっ

た。 

 

五 対米交渉の開始 

8 月 6 日にハワイのホノルルへ到着した一行は、ここでピンクハム（Lucius E. 

Pinkham）知事らから熱烈な歓迎を受けた27。13 日にはサンフランシスコへと到着し、

現地民から日章旗を掲げての歓迎を受けた。そして翌 14 日に、ワシントンのランシン

グから石井宛に電報が届き、一行の訪米を歓迎すること、これを機に日米関係の強化を

図る旨のメッセージが伝えられた28。このあと一行はサンフランシスコからワシントン

へと移動し、22 日、ランシングと対面を果たした29。石井らはすぐさまランシングと交

渉を行うのではなく、しばらくはホワイトハウスをはじめ、様々な歓迎会や記者会見な

どを精力的にこなした。これらの会合において、石井は特にアメリカの排日熱の鎮静化

を訴えた30。かつて珍田・ブライアン会談（1913 年）で話し合われた、将来における

在米日本人の待遇改善を、石井はここで実現しようと考えたと思われる。しかし最終的

に、これはランシングに受け入れられるところにはならなかった。そして中国問題につ

いては、同地における列国の勢力範囲撤廃についてランシングとの間で同意に至ったこ

とを成果としつつも、日本の特殊権益の存在については認められなかった。ランシング

によれば、自身は日本の立場に理解をするが、アメリカ国民には十分に了解されないこ

とであり、この問題については引き続き調停の必要があるとして交渉が終了したとされ

る31。このランシングの反応により、石井は自身の動向が全米の注目を集めている現在

に、広く国民へ日本の立場を訴える必要性を認めたと思われる。石井の広報外交が本格

化したのは、ランシングとの交渉が停滞していたことを暗に示していたといえよう。ま

た 27 日の石井の現地記者とのインタビューでは、今回の特使派遣の理由は、アメリカ

                                                   
26 「遣米特派石井大使に付与せられたる訓令及内訓」（『日本外交年表竝主要文書』上巻）

434-437 頁。 
27 “A Halt at Honolulu: Welcome by Governor Pinkham,” in The Imperial Japanese 
Mission, 1917, pp. 3-5. 
28 “On the Pacific Coast,” in The Imperial Japanese Mission, 1917, p. 7. 
29 “At the National Capital: Welcome to Washington by Secretary Lansing,” in The 
Imperial Japanese Mission, 1917, p. 14. 
30 外務省調書、大正 6 年 9 月 15 日（『日本外交文書』大正六年第三冊）766-768 頁。 
31 同上、769 頁。 
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の対独戦への参戦に対する感謝を表明することと、大戦に勝利するための日米協力のあ

り方について話し合うためと語っている32。 

 9 月 7 日、石井はいよいよランシング国務長官と一回目の交渉にあたった。国務省内

でランシングと会談した石井は、「支那問題ニ関シ一種宣言書様ノモノヲ議定シ之ヲ発

表シ両国民ヲ安心セシムルヲ得ハ此際特ニ有益ナル可シト信ス」と語った。中国問題を

めぐって日米両国でなんらかの声明や調停を公式に発表することで、日米間の良好な関

係につながるとの意見を伝えたのである。これに対してランシングは、石井の意見に同

意を示しつつも、日米両国の親善のためには、「此際支那ニ於ケル所謂勢力範囲ナルモ

ノヲ撤廃シ完全ナル支那ノ領土保全、門戸開放、機会均等ニ付両国ノ意見全ク一致」し

ていることを確認した上、それを公に宣言すべきと答えた。 

ランシングの返答にある勢力範囲の撤廃は、これを重視する日本の意向と相対するも

のであり、また日本側の主張する領土保全、門戸開放、機会均等も満蒙を除くといった

条件つきであった以上、ランシングの提案をそのまま受け入れるわけにはいかなかった。

石井はこのとき、中国があらゆる国家に自由かつ門戸が開放されていることを認めつつ

も、その門戸開放はあくまで日本の特殊権益に関する留意がない限りは認められるべき

ものではないと発言した。しかしランシングは、日本の特殊性は地理的近接性に由来す

るにすぎず、政治外交に関する特殊性は存在しえないと答えた33。 

日本の重視する特殊権益を否定するかのようなランシングの発言により、日米間の認

識の相違はあらためて浮き彫りとなり、交渉の困難さを石井に痛感させることとなった。

石井はとりあえず引き続き交渉を進めるために、勢力範囲の撤廃に関してはアメリカ側

に妥協の姿勢を見せつつも、他のイシューに関しては日本側の主張を認めさせようと考

えた。そしてこのときの交渉の内容と、石井の見解を本国へ通達し、政府からの指示を

待つこととした34。このときの交渉について石井は、本国の外交調査会へ、ウィルソン

やランシングらアメリカ政府首脳に日本の中国における特殊権益を認めさせることは

                                                   
32 “At the National Capital: Welcome to Washington by Secretary Lansing,” in The 
Imperial Japanese Mission, 1917, p. 21. 
33 Memorandum by the Secretary of State of a Conference with the Japanese 
Ambassador on Special Mission (Ishii), September 6, 1917, in Department of State, 
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Lansing Papers, 
1914-1920 [hereafter cited as Lansing Papers], volume II (Washington D.C.: 
Government Printing Office, 1940), p. 434. 
34 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 9 月 7 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）759-760 頁。 
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困難であるとの報告を行った。そのため、外交調査会の内部でも、対米交渉は「不調」

であるとの認識が共有された35。 

 しかし、前述したように本国政府では具体的な対米政策の方針は定まっておらず、ま

た外交調査会内でも統一した見解は有していなかったため、しばらくの間石井らへ向け

た指示はなされなかった。実際に石井の回顧によると、このとき石井からの連絡を受け

た外交調査会では、メンバー間での議論が錯綜した上、出席者の多くが勢力範囲の撤廃

に否定的であったため、解決策を提示することができなかったという36。そのため、石

井はやむなく独自に日米共同宣言案を作成し、それでもってランシングとの交渉を再開

した。国論の一致を図り、多様なバックグラウンドをもつ政治家や官僚たちを結集した

外交調査会は、早急な政策決定を行うためには極めて不利な機関であったことを露呈し

たのである。 

 このとき、石井は私案として対米交渉案を作成した。ところがこの内容について、外

交調査会はあまりに踏み込んだ内容であるとして、今回の交渉は、「米国政府ヲ測量ス

ル位ニ止ムルコト」にとどめるべきと通達した37。外交調査会メンバーの原も、「石井

は我対支方針を誤解せしめざる様に十分の説明を各地になして帰る丈けにて可なり」と

述べており、今回の交渉で拙速に踏み込んだ議論をアメリカとの間で行うことに批判的

であった38。 

 このように、石井・ランシング協定成立のプロセスにおいて、外交調査会は甚だ消極

的な姿勢を貫いていた。その当初の目的は外交問題をめぐる国論の一致であったが、そ

の機関としての役割はほとんどはたしていなかった。また寺内内閣自体が対米政策に具

体策を有していなかったこともあり、政府として対米政策のビジョンは存在せず、それ

ゆえ現地の石井一行は困難な立場に置かれざるをえなくなった。そこで石井は、自身の

イニシアティブにおいて対米交渉を実施し、外交調査会や政府の意図とは別にアメリカ

との調整を行う。したがって、ランシングらとの交渉においては、石井自身の抱いてい

た対米観が重要な意味を有することとなったのである。 

 こうした状況を前提として、次にこの石井の行った交渉とその対米認識に焦点を当て、

石井・ランシング協定が成立する上で石井が果たした役割の意義を明確にしたい。 
                                                   
35 『原敬日記』第 7 巻、235-236 頁。 
36 石井『外交余禄』140 頁。 
37 波多野『近代東アジアの政治変動と日本の外交』282 頁。 
38 『原敬日記』第 7 巻、236 頁。 
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六 勢力範囲の撤廃と特殊権益問題 

 本国政府の遅々とした対応のために独自に交渉を進めなければならなくなった石井

は、ランシングの提示した門戸開放と勢力範囲撤廃問題等に取り組むことになった。こ

のとき石井は、「支那ニ対スル日本ノ特殊地位ニ関シ米国政府ヨリ承認ヲ取付クルコト

ハ困難」であることを痛感し、これらの問題についてアメリカから妥協を引き出すこと

に悲観的であった39。しかし、現実問題として中国における日本の特殊権益を認めさせ

なければならなかった石井にとって、日米間に共同宣言を取り交わすことによって両国

関係を改善して、東アジア問題の解決にも道筋をつけようとした。 

 8 日に石井が作成した日米共同宣言案は、その第一条で中国における門戸開放・機会

均等原則と、中国の独立と主権の尊重を認めていた。ところが第三条では、「アメリカ

は中国における日本の特殊地位（special position）を承認する」との規定が盛り込まれ

ていたことからして、石井がこの「特殊地位（特殊権益）」の文言に固執していたこと

がわかる40。そしてそれはこれまで述べてきたように、イギリスをはじめとする他の協

商国が日本の特殊権益を承認する見解を発表していたことから、アメリカ政府もこれを

認めることが自然であると石井は考えていたと思われる。ヨーロッパの各国が日本の特

殊権益を認める以上、アメリカがこれに反対し続けることは石井にとって理解しがたい

ことだったのではないだろうか。 

 ところがアメリカも中国の門戸開放・機会均等は原理原則として認めており、それは

石井の主張する日本の特殊権益を否定する論理であった。そのため、ランシングと石井

の交渉は難航を極めた。かねてより中国へシンパシーを抱いていたランシングにとって、

日本の主張する特殊権益という概念は到底認めることはできず、次第に日本へ批判的な

姿勢を見せるようになった。ランシングは石井との交渉のなかで、日本が大戦中に勝手

に行動し、東アジアにおける影響力を拡大させようとしていると強く批判した。 

 

  欧州各国が存亡を賭して交戦しつつある間に、日本は東洋に在つて勝手次第に振舞ひ、

殊に支那に於て抜く可からざる優越の地歩を築きつつあり。此の儘に放任せば支那に

                                                   
39 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 9 月 8 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）761-762 頁。 
40 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 9 月 8 日（『日本外交文書』大正六年

第三冊）762 頁。 
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於ける領土保全も門戸開放機会均等主義も有名無実となるべし41 

 

ランシングは門戸開放・機会均等主義を強調した上、中国における列国間で定められた

「勢力範囲（sphere of influence）」を撤廃することを重要な交渉議題と考えていた42。

なぜなら、勢力範囲を認めると、東アジア地域において後進的な立場にあるアメリカが

中国市場へ参入する上で障害となるためであった。欧州大戦によって欧州列国の中国で

の影響力が弱体するなかで、アメリカにとっての最大の障害は日本であった。したがっ

て日本に勢力範囲の撤廃を認めさせれば、アメリカにとって中国への経済進出が極めて

容易になると考えられたのである。こうした思惑を抱いたランシングと石井との交渉は

両者の思惑が対立したために、ひとまず打ち切りとなった。 

 石井は勢力範囲の撤廃についてランシングに妥協的な姿勢を見せつつも、その代償と

して提示した中国における日本の特殊権益については、石井のみならず当時の日本にと

っての至上命題であったといっても過言ではない。アメリカにこれを認めさせなければ、

日本の欧州大戦への参戦や、日露同盟などはほぼその意義を失ってしまう。しかし実の

ところ、日本国内でこの概念を法理的かつ論理的に解釈しようと試みたこともなければ、

調査研究に乗り出そうとしたこともなかった。ゆえにこの特殊権益とは単に政治的な解

釈にすぎず、時代状況によって変化しうる極めて曖昧な概念であった43。主張する日本

側がこの程度の認識でしかなかった特殊権益は、アメリカ側からすれば理解が困難であ

ったことだろう。しかし、すでにイギリスらからこの特殊権益について理解を得ていた

ことから、石井らは当然、アメリカもこれを認めるであろうと考えていたと思われる。

この石井の対米認識の浅薄さに、対米交渉の限界が含まれていた。 

 

七 石井のアジア・モンロー主義声明 

 9 月 21 日、石井はアメリカ記者団の前で、近年の日米間の相互不信の拡大について

自身の見解を述べた。石井はアメリカ国内において、日本が中国の門戸を閉ざそうとし

ており、また中国政府を圧迫したり、東アジアを制圧しようとしているといった古びた

                                                   
41 石井『外交余禄』140-141 頁。 
42 ここでいう勢力範囲とは、特に中国において特定国が特殊地位を主張し、投資企業や鉄

道建設について、優先的または排他的特権を共有する一定の地域を指す名称を意味する。

高木八尺『米国東洋政策の史的考察』（岩波書店、1942 年）5 頁、を参照。 
43 幣原平和財団編『幣原喜重郎』（幣原平和財団、1955 年）108 頁。 
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悪評がまかり通っていることに不満をあらわにした。そして自身が戦争中にもかかわら

ずこうしてアメリカまでやってきたのは、勝利のために日米が共闘する必要があり、そ

のためにこうした根拠のない悪評は有害であるとの主張を展開した44。 

 9月22日の石井とランシングとの会談では、石井は本国から今回の日米間の調停が、

中国の現状に何らかの変更をくわえるものではあってはならないとの訓令があったこ

とを伝えた45。この「中国の現状維持（status quo in China）」という文言こそ、日米

間の認識の相違の原因であったと考えられる。つまり、すでに開戦当初から英仏らから

日本の中国における特殊権益を認められていた現状において、石井はアメリカがその特

殊権益を承認した上で中国市場へ参入することが条件であると考えていた。ところが、

ランシングらアメリカ側は、中国における門戸開放・機会均等は日本の特殊権益を許す

原理ではないと理解されていた。そしてこのとき、アメリカの伝統的外交方針であるモ

ンロー主義が、アジアにおいても適用されると主張した際、ランシングは石井がモンロ

ー主義の内容を誤って解釈していると批判し、中国問題はモンロー主義とはまったく別

次元であると説いたのである46。 

ランシングとの一回目の交渉を終えた石井は、政府高官に日本の特殊権益について説

得する前に、アメリカ側が抱く対日イメージの払拭の必要があると痛感していた。アメ

リカ国内には、第一次大戦で日本が火事場泥棒的に中国大陸へと進出しているとのイメ

ージが強く、機会均等や門戸開放原則によってこれを抑制するべきとの声が根強かった。

そのため、石井は独自の論理でもって、アメリカ国内に広く日本の立場を説明すること

とした。 

 ニューヨーク市長から歓迎の式典への参加を要請されていた石井は、ランシングとの

第一回目の交渉を終えて間もなくワシントンを去り、ニューヨークへと向かった。同地

で連日におよぶ歓迎を受けた石井は、この友好ムードを利用して、中国における門戸開

放・機会均等に関する日本の立場について説明することとした。さらに、石井はこのと

きアメリカが不文の国策としている、いわゆるモンロー主義が、東アジアにおいても存

                                                   
44 “German Propaganda in the United States and Japan: Viscount Ishii’s Address to the 
National Press Club at Washington on Germany’s Insidious Endeavors to Embroil the 
United States and Japan,” in The Imperial Japanese Mission, 1917, p. 57. 
45 Memorandum by the Secretary of State of a Conference with the Japanese 
Ambassador on Special Mission (Ishii), September 22, 1917, in Lansing Papers, volume 
II, p. 435. 
46 Ibid., p. 436. 
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在するとの言及をなし、アメリカ国民にわかりよい形で日本の特殊権益について理解を

求めた47。このアジア・モンロー主義は、すでに 9 月 22 日のランシングとの交渉でも

なされていたのであるが、日本外交史を通してはじめて公式の場でアジア・モンロー主

義が宣明された瞬間との意味で重要な意義があった。 

29 日に石井はニューヨークで再度アジア・モンロー主義についての演説を行う。ニ

ューヨーク市長らを囲んでの食事会において、石井は日本や中国における貿易は、全国

家に対等に開かれているわけではないと語る。そして、日米が日本の東アジアにおける

有利な立場を承認しさえすれば、日本としてはわざわざ中国市場を閉ざす（close that 

door on you）必要はないと主張したのである。その上で、現況として中国は開かれた

市場であり、日米協力の下での中国市場の開発は、日本にとっても歓迎すべきと述べ、

アメリカ側の対日妥協による日米間協力を求めたのである48。 

 さらに 10 月 1 日、ニューヨーク・イヴニング・ポスト紙のオズワルド・ウィラード

（Oswald G. Villard）が主催した夕食会に石井は招かれ、中国問題をめぐる日米関係

の展望について見解を求められた。ここで石井は、9 月 29 日のニューヨークでの演説

を取りあげ、このときの石井の真意は、日本が中国の独立や領土の侵害をなす意図がま

ったくないこと、門戸開放・機会均等が最も尊重すべき原理原則であることを明らかに

する点にあったと語った。そしてこの発言内容は、「アジアにおけるモンロー主義

（Monroe Doctrine in Asia）」という用語で定義することが可能であるとした。ところ

が日本の主張するモンロー主義は、もともとのアメリカでの意味と異なり、中国の政治

的・領土的侵略を目的としたものではないとして、その独自性を強調した49。このこと

は、石井がアメリカのモンロー主義を侵略的なものと語ったことに等しく、おそらく同

席者から内心の反発を買ったのではないかと推測される。 

 

八 アジア・モンロー主義の歴史的由来 

 アジア・モンロー主義とは、1905 年にセオドア・ローズヴェルト（Theodore Roosevelt）

元大統領が金子堅太郎に対して語った私見に端を発するとされている。ポーツマス講和

会議の前後二回にわたり、ローズヴェルトは学友でもあった金子と会談を重ね、日露戦

                                                   
47 石井『外交余禄』142-143 頁。 
48 “New York---II: Municipal Banquet,” in The Imperial Japanese Mission, 1917, pp. 
90-91. 
49 Ibid., pp. 103-104. 
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後の東アジアにおける日米両国の立場について協議を行っていた。ローズヴェルトはこ

のとき、日本がアジアの盟主としての地位を築くのみならず、モンロー主義をアジアに

おいても採用し、欧州列国の参与を制限するよう提言した。このとき、ローズヴェルト

が提議したアジア・モンロー主義とは、アメリカのモンロー主義に倣い、日本が将来に

おける欧州列国のアジア侵略を制止し、諸外国の既得権を除く、スエズ以東のアジア地

域の盟主となるというものであった50。このアジア・モンロー主義は、とりわけ満州事

変以降の日米関係の悪化によって、日本がその大陸政策を正当化するために用いられた

ため、のちに有名な用語となって定着した51。 

 ローズヴェルトが日本をアジアの盟主として、欧州列国への抑制として期待を寄せて

いたことは、ポーツマス講和会議時の言動にも明らかであった。ローズヴェルトは日本

による朝鮮の保護国化に反対していたアレン（Horace N. Allen）駐韓公使の進言を退

け、日本が主張する保護国化を承認した。長年、朝鮮へのアメリカ資本の投入・拡大に

従事していたアレンにとって、日米関係よりも米露関係こそがアメリカの利益にとって

死活的であると認識されていた。そのため、日本ではなく、ロシアによって朝鮮を保護

国化することが望ましいとローズヴェルトへ訴えたのである。しかし、ローズヴェルト

がアレンの訴えに耳を貸さず、対露抑制という意味合いからも日本による朝鮮保護国化

に賛同したことは、ローズヴェルトの東アジア政策の特徴を示していた52。こうしたロ

ーズヴェルトの親日的政策には、日本が盟主としてアジア広域にわたってその影響力を

発することで、日本と友好な関係にあるアメリカもその利益を享受できるとの思惑があ

った。 

 しかし、ローズヴェルトが金子に語ったアジア・モンロー主義は、あくまでローズヴ

ェルト個人の見解にすぎず、また金子との交渉も正式な外交チャンネルではなく、非公

                                                   
50 C. Walter Young, Japan’s Special Position in Manchuria: It’s Assertion, Legal 
Interpretation and Present Meaning (Baltimore: John Hopkins University Press, 1931), 
pp. 223-224. 
51 満州事変発生から約 1 年後の 1932 年 9 月、日本は満州国建国を承認したが、これは事

実上のアジア・モンロー主義宣言に等しかった。陸軍はこれをもって欧米追従外交の排撃

とし、自主独立外交への躍進が実現したと嘯いた。この例からもわかるように、戦間期に

アジア・モンロー主義は、日本の大陸進出と反米主義を表す用語として定着したのであっ

た。井上寿一『アジア主義を問いなおす』（ちくま新書、2006 年）91 頁。 
52 Charles Vevier, The United States and China: A Study of Finance and Diplomacy 
(New York: Greenwood Press, 1968), p. 16. 
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式なプライベートの会話の域を出なかった53。このローズヴェルトの発言のみをもって

して、ローズヴェルト以降の政権においてもアメリカが普遍的に日本の盟主論とアジ

ア・モンロー主義を承認したとはいえなかった。このときの金子とローズヴェルトとの

会談内容を石井が知っていたかどうかは定かでないが、それまで非公式の場に限られて

いたアジア・モンロー主義を公に発表したことに、石井の発言の画期性があった54。石

井自身も、このときのアメリカからの歓迎ムードが非常に高まっていたため、これを利

用してアメリカにアジア・モンロー主義を認めさせることが可能と考えられたと、後年

述懐している。 

 

我輩が政府の遅疑に拘らず、又霞ヶ関辺に冷や冷やし居る連中あるに頓着せず、先づ

紐育に於て我対支政策殊に門戸開放機会均等より説き起して支那の領土保全を高調し、

進むで亜細亜モンロウ主義とも謂ひ得べき推論を婉曲に試みた55 

 

石井の回顧からは、このときのアジア・モンロー主義の声明が、本国政府のまったく関

与しない石井個人の見解から発せられたものということがわかる。 

 この後のアメリカとの交渉のなかで、特殊権益（special interest）の文言が問題とな

ったとき、石井は再びアジア・モンロー主義を持ち出し、その正当化を図った。石井は

満州権益は日本固有の権利であって、他国から保障されるべき性格のものではないとす

る。そして、たとえ日米共同宣言が将来的に廃棄されるようなことがあったとしても、

日本の特殊権益は永遠に存在しうると主張したのである。 

 だが、この石井の論理が正しいとすれば、そもそも今回の日米交渉そのものがその意

義を失ってしまう。国際法的観点からしても、日本の特殊権益を認めた日米共同宣言は

その意義と有効性が損なわれることになるのであるが、その観点からすると、石井の発

言と行動には大きな矛盾が含まれていた56。 

 この石井のアジア・モンロー主義は当然ながらアメリカ側から反発を招いた。心情的

には親中派でありながら、日本に対して協調的姿勢を見せていたランシングは、石井の

このときのアジア・モンロー主義演説について、中国に他国から何らかの干渉が必要と

                                                   
53 金子堅太郎述『日本モンロー主義と満州』（啓明会、1932 年）1-4 頁。 
54 池田十吾『石井・ランシング協定をめぐる日米交渉』（近代文藝社、1994 年）48 頁。 
55 石井『外交余禄』143-144 頁。 
56 Young, Japan’s Special Position in Manchuria, pp. 216-217. 
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される場合には、日本のみで単独行動をとるのではなく、英米仏といった他の協商国に

も派遣を要請するべきであると反論した。石井は日本の特殊権益とは、アメリカのいう

門戸開放と相反するものではなく、およそアメリカがメキシコへ適用している「パラマ

ウント、インタレスト」と同様の内容であると理解を求めた。しかしランシングは、ア

メリカはメキシコに特殊権益は有しているが、それは石井のいう「パラマウント、イン

タレスト」ではないとして、訂正している57。おそらく石井のアメリカの外交政策に対

する大いなる誤解があったのであろう、ランシングと石井の「特殊権益」や「パラマウ

ント・インタレスト」などの概念には隔たりがあった。 

また、9 月 6 日に行われた石井との会談のなかでも、ランシングはアメリカとして中

国での勢力範囲を認める意思はないことを再度明言した上、石井のアジア・モンロー主

義に反対の立場を明確にした。石井はこのときも、ランシングから日本の特殊権益につ

いての理解を得ることはできなかった58。のみならず、現地のメディアからも石井のア

ジア・モンロー主義は否定的な論調でもって報じられた。ニューヨークのタイムズ紙は、

石井のアジア・モンロー主義に関する一連の演説は、日米離間を目的としたドイツの長

年にわたる工作の結果であると論じた59。つまり、石井の主張は敵国であるドイツを利

する有害な論理を含んだものと見られていたのである。 

 ランシングから勢力範囲の否定を受けた石井は、本国へ次なる手段について訓令を仰

いだ。9 月 18 日、本野は石井に対し、勢力範囲撤廃について前年締結された第四回日

露協約との整合性や、イギリスや他の協商国との調整が取れないなかで、アメリカで独

自に行動する石井に自重を求めた60。 

 この訓令を受け、石井は 22 日にランシングと会談を行った。ここで石井は、日本国

内の事情を鑑みると、日本の中国における特殊権益をアメリカが認めなければ、日本国

民は自国政府を激しく非難し、今回の日米協定の意義を損ねかねないとして、この日本

                                                   
57 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 9 月 23 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）776 頁。 
58 Memorandum by the Secretary of State of a Conference with the Japanese 
Ambassador on Special Mission (Ishii), September 6, 1917, in FRUS, 1917, pp. 434-435. 
59 在英国珍田大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 10 月 4 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）785-786 頁。 
60 本野外務大臣より在米国佐藤大使宛電報、大正 6 年 9 月 18 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）773-774 頁。 



 168  
  

の国内状況へ配慮するよう要請した61。これに対し、ランシングは石井が特殊権益を日

本の地理的近接性に基づくものに限定するのであれば、この文言を協定文に盛り込むこ

とも考慮するとの前向きの姿勢を示した62。ランシングの譲歩によって、交渉はこれ以

降、一気に進展する。 

 ランシングにとどまらず、基本的に対独戦を優先させたいアメリカとしては、東アジ

アの権益をめぐる問題については日本と対立することは得策ではないとの考えがあっ

た。戦争が終わるまでは日本の主張をできる限り認めておき、より具体的な内容につい

ては戦後処理の段階で取り扱うべきとして、対独戦に向けた協商国間の関係を継続する

ことが望ましいとの議論も存在していたのである。たとえば、ウィルソン大統領の側近

であったハウス（Edward N. House）顧問は、ウィルソンに宛てた書簡のなかで、「も

し吾人が東洋における日本の勢力範囲について何等かの譲歩をなさないならば、早晩不

幸は避けがたいであろう。…（中略）『門戸開放』を維持し、支那の更生を妨げず同時

に日本をも満足させる、そういう政策を立てるべきだ」との進言を行っている63。この

ように、石井のアジア・モンロー主義は批判を受けつつも、対日交渉に早く見通しを立

てたいアメリカ側の姿勢によって、交渉そのものは大きな支障をきたすことなく、順調

に進むこととなった。 

 ところがこうした石井の主張はアメリカ側から受け入れられるものではなく、また中

国へのシンパシーを有していたランシングやウィルソン大統領らを相手に日本の特殊

権益を認めさせることは、石井に相当の労苦を強いることになった。ただしそこには、

石井の一方的な論理展開の無為無策にも原因の一端があったといえる。 

 

九 ランシングの国際政治観 

 ここでは、日米交渉においてアメリカ側の中心的アクターであったランシングの対外

認識に焦点を当て、若干の考察を行う。 

 日米間に東アジア問題に関する何らかの取り決めを発表することを計画していたラ

ンシングであったが、実際に石井ら日本側との交渉において、その認識ギャップの大き

                                                   
61 Memorandum by the Secretary of State of a Conference with the Japanese 
Ambassador on Special Mission (Ishii), September 22, 1917, in Lansing Papers, volume 
II, pp. 435-437. 
62 Ibid., p. 436. 
63 カントロウィチ（廣島定吉・堀江邑一訳）『支那征派戦とアメリカ』上巻（ナウカ社、1936
年）400-401 頁。 
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さに苦境に立たされることとなった。しかし、ランシングは日本との関係をこじらせる

ことを嫌い、交渉が進むなかで次第に日本の主張する特殊権益についてもその中身への

批判は行いつつも、柔軟に対応することが現実的との態度を示すようになっていく。 

 ランシングの当初の姿勢は日本の特殊権益を認めないとするものであり、アメリカが

原理原則として掲げる門戸開放・機会均等を日本側へ承認させることにあったが、日本

の特殊権益に理解を示すようになったのにはいくつかの理由があった。その第一は、交

渉にあたったランシング個人の現実主義的な国際認識にあり、第二は日露戦争以後のア

メリカの門戸開放・機会均等主義に基づく東アジア政策の延長として今回の協定を位置

づけようとするアメリカ政府の意向があった。すなわち、ランシングはジョン・ヘイ

（John M. Hay）元国務長官が提唱して以来の門戸開放主義を維持するという基本的姿

勢を受け継いでいたが、欧州大戦という非常時に際して、少なくとも戦争が終結するま

では日本に最大限の譲歩をなすことで、東アジアの現状維持政策（policy of status quo）

を追求したのであった64。 

 石井との交渉に先立つ 6 月 15 日、佐藤大使とランシングとの間で事前交渉が行われ

た。この席で佐藤は、1915 年 3 月 13 日に珍田捨己前駐米大使に提出された、日本の対

華二十一カ条要求に対するアメリカの姿勢を述べたいわゆるブライアン・ノートを引き

合いに出し、日本が中国との間に政治経済的な「特殊で親密な関係（special and close 

relations）」を有していることは、すでにアメリカも認めるところであると語った。そ

の上で、現政府においてもこのブライアン・ノートを再確認するような適当な処置をと

ってもらいたいとの申し出を行った65。これに対してランシングは、「ブライアン・ノ

ートのどこにも政治的・経済的な特殊関係が日中間に有されているとは述べていない。

ブライアンは山東半島、南満州、東蒙古における日本の地理的特殊性を認めているにす

ぎず、将来にわたって同地域における日本の影響力の特殊性を正当化しているわけでは

ない」と反論した66。ランシングはこのとき、日本の特殊権益については全面的に否定

                                                   
64 A Whitney Griswold, Far Eastern Policy of the United States (New haven: Yale 
University Press, 1962), p. 217. 
65 The Japanese Ambassador to the Secretary of State, June 6, 1917, in FRUS, 1917, p. 
259. 
対華二十一カ条要求とブライアン・ノートについては、高原『ウィルソン外交と日本』第 1
章、を参照。 
66 The Secretary of State to the Japanese Ambassador, June 6, 1917, in FRUS, 1917, pp. 
260-262. 
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したのであった。 

 ランシングの国際認識は、国務省において伝統的な親中派の路線に位置づけられる67。

1917 年 6 月 4 日に北京公使館に贈った電報において、ランシングは中国がとるべき最

も重要な政策として、政治体制を確固たるものとし、国力の増進に邁進すべきとの提言

がなされた。ランシングは中国が安定した政治基盤を確立し、その体制下で経済力を向

上させることによって、列国からの進出を抑制し、アメリカのよき貿易相手国として成

長しうると期待したのである68。 

 このランシングの親中的感情は、石井との初期の交渉を行き詰まらせる原因となった。

石井が日本の主張として、日米協定文に中国における日本の特殊権益の存在を盛り込も

うとしていたことについても、ランシングはこれに強硬に反対し、中国の勢力範囲の撤

廃を要求し続けた。ところが、日本国内の状況がこれを許さないと知ってからは、徐々

にその姿勢は軟化の傾向を見せ始める。このときランシングは、日本より中国へシンパ

シーを抱きつつも、国際政治を力と力との対立の場と認識する現実主義的な思考形式を

有していたため、外交政策を物理的力に基づいて決定されるべきとの視点に立った。そ

してランシングにとって外交とは、他国の所有するパワーに十分な考慮をした上で政策

を決定しなければならないのであり、このときの日本の東アジアに有するパワーを考慮

すれば、アメリカ側もある程度の妥協は仕方ないと考えられたのである69。すなわちラ

ンシングは、東アジアにおける日米の力量の差を無視して対日強硬姿勢をとることは、

アメリカにとって好ましい選択ではなかった。日本がかつて中国へ二十一カ条要求を突

きつけ、アメリカを含む列国から激しい対日批判が巻き起こった際、なかには日米戦争

を煽動する言論がまかり通るまでになっていた。ところがランシングは冷静で、アメリ

カが日本を制するために東アジアへ軍を派遣し、日本と軍事的衝突を起こすことは極め

て「馬鹿げたこと」として、これら過激な論調には耳を貸さなかった70。これもまた、

ランシングの現実主義的国際認識に由来した態度であったといえよう。 

                                                   
67 国務省、とりわけ極東部の官僚たちの対日観については、北岡伸一「国務省極東部の成

立――ドル外交の背景」（近代日本研究会編『年報・近代日本研究 11――協調政策の限界』

山川出版社、1989 年）、を参照。 
68 Lansing, War Memoirs of Robert Lansing, pp. 287-288. 
69 岡俊孝「ロバート・ランシングの対日政策――石井・ランシング協定を中心として」（『法

と政治』第 12 巻第 2 号、1961 年 8 月）205-207 頁。 
70 The Acting Secretary of State to the Minister in China (Reinsch), November 4, 1914, 
in FRUS, 1914, Supplement, pp. 190-191. 
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 しかし、最終的にランシングと石井の間で確固たる認識の一致をみることなく協定の

成立に至ったことは、この石井・ランシング協定をめぐる日米間の認識の齟齬がのちの

時代にまで禍根を残す原因になってしまった。ランシングの認識では、石井との間で特

殊権益は日本の地理的近接性（geographical proximity）を言い直したものにすぎず、

日本の中国における特殊な政治的影響力（superior political influence）までを含んだ

ものではないとの共通理解ができていたという誤解があった71。このことは、石井・ラ

ンシング協定が戦間期において、負の作用をもたらしてしまう要因であった。 

 

十 石井・ランシング協定の締結 

 10 月 8 日、石井はランシングと会談し、協定の内容について交渉を行った。そして

石井が主張する特殊権益に関しては、「special interests and influences」と英訳される

ことが決定した72。さらに 20 日、石井は国務省を訪れ、そこで自身が作成した協定案

文を提出した。そこでは、日米両国がその特別な関係を構築することを確約した上、日

本の中国における特殊権益を承認するという内容が盛り込まれていた73。 

 27 日のランシングとの会談において、石井は協定文の改訂版を手交した74。これに基

づき、交換協文の調印および発効が決定することとなった。肝心の日本の特殊権益に関

しては、日米両国が中国の独立と領土保全を保証した上で、地理的近接性による特殊の

利益を有するとのみ明記されることとなった75。こうして協定文の内容が決定し、11

月 2 日、石井とランシングの間で調印が交わされ、正式に石井・ランシング協定が成立

した76。 

 交渉の過程で日米間の認識の相違が明らかになり、また石井の各地でのアジア・モン

ロー主義演説によって両国間の致命的な問題が未解決のまま暫定的な協定発効へと至

ったのであるが、この協定によってそれまで不信感が高まっていた両国国民のレベルで

                                                   
71 Lansing, War Memoirs of Robert Lansing, p. 296. 
72 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 10 月 9 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）790 頁。 
73 Redraft of Note, October 20, 1917, in Lansing Papers, volume II, p. 446. 
74 Memorandum by the Secretary of State of a Conference with the Japanese 
Ambassador on Special Mission (Ishii), October 27, 1917, in Lansing Papers, volume II, 
p. 447. 
75 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 11 月 2 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）814-815 頁。 
76 在米国佐藤大使より本野外務大臣宛電報、大正 6 年 11 月 2 日（『日本外交文書』大正六

年第三冊）812-818 頁。 
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の意識が改善に向かったことは確かである。ランシングも、この交渉のなかで石井が日

米間に横たわっていた種々の問題を明るみにしたことで、両国の率直な意見交換が行え

たことに好意的な解釈を寄せている77。このことは日本側も理解しており、石井の訪米

以降、それまで盛んであったアメリカ国内の反日熱が一時的に冷却したとの所感が本国

へ伝えられている78。大戦で共闘しなければならない立場にあった日米にとって、この

協約はその内容以上に、公式に両国の協力が表明されたことが重要であったといえる。 

 11 月 7 日に開かれた枢密院会議において、本野外相は、石井・ランシング協定成立

の意義について次のように述べた。 

 

  帝国ノ支那ニ対スル公正有効ナル政策ニ付従来累次声明セル所ヲ更ニ確認シ且支那ニ

於ケル帝国特殊ノ利益ニ付両国間ニ明確ナル了解ヲ為サハ以テ将来ニ於ケル両国間ノ

終議ヲ未然ニ防止シ得ヘキノミナラス又支那ノ事態ヲシテ安固ナラシムルノ利得アリ

又我カ敵国カ有スル方面ニ行ヒツツアル離間中傷ノ策ヲ打破スルニ有益ナリ79 

 

本野にとって、寺内内閣の外交政策において重要課題となっていた中国問題に好影響が

あると考えられた。しかし、このあと大戦が終結すると、戦後処理の段階で日本の中国

権益は列国との調整において相当の妥協を図らなければならなくなった。石井・ランシ

ング協定の問題は、戦時という非常事態においては協定そのものが暫定的なものになっ

た。にもかかわらず、日本側は恒久的にアメリカが日本の特殊権益を承認したとの思惑

があり、それは石井においても例外ではなかった。 

 

十一 石井による協定への評価 

 この協定が成立し、帰国から約 1 年後の 1919 年 9 月、石井は自身の手で協定の意義

についての評価を手記として残している。同じ時期、ランシングが上院において、石井・

ランシング協定で定められた、「支那ニ於ケル日本特殊利益」という文言について、「石

                                                   
77 The Secretary of State to Ambassador Morris, November 5, 1917, in FRUS, 1917, pp. 
266-267. 
78 矢田総領事発本野外務大臣宛電報、大正 6 年 12 月 24 日（「帝国諸外交外交関係雑纂／

日米間 第三巻」）。 
79 「枢密院会議筆記 日米交換公文」（「枢密院会議筆記・一、日米交換公文・大正六年十

一月七日」枢 D00401100、国立公文書館所蔵）。 
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井子爵モ亦余カ考フル如ク特殊利益トノミニテハ政治的意義ヲ含マザルコトハ了解シ

居ラレタル」と答えたことに対する反論と、協定の解釈を再確認するといった目的もあ

ったと思われる。石井はこの手記でランシングの発言について、「宣言署名ノ『ラ』卿

カ上述ノ如キ解釈ヲ為セルコトハ誠ニ案外千万ﾄ謂ハザルヲ得ズ」と、遺憾の意をあら

わにしている80。そして日本の政治的・経済的特殊権益の存在について、次のようにラ

ンシングへ反論している。 

 

  日本カ支那ニ有スル特殊利益トシテ主張スルモノハ即チ支那ニ於ケル日本ノ特殊利益

トシテ米国ノ承認シタルモノハ主として政治的ニシテ経済的通商的ニハ寧ロ間接ノ関

係ヲ有スルニ過ギズ…（中略）「ランシング」卿カ上院ニ於テ答弁シタル如ク経済的ニ

シテ非政治的ナリトセバ宣言ノ他ノ一半タル門戸開放機会均等主義ト相容レザルコト

トナルヘシ81 

 

そして日本が中国に政治的な特殊権益を有する根拠として、以下の点が挙げられるとし

ており、またこれらはすでにランシングとの交渉過程で自身が何度も語ったことである

とする。 

 

  （一）支那ニ天変地異アリテ内外人ノ生命財産ニ危険アル場合ヲ想像セヨ 

  （二）支那ニ激烈ナル悪疫流行シテ内外人ノ生命危険ニ頻セル場合ヲ想像セヨ 

  （三）支那ニ鎮定ノ見込ナキ内乱勃発シタル場合ヲ想像セヨ 

  （四）支那ニ危険思想瀰漫シテ海外ニ伝播ノ虞アル場合ヲ想像セヨ82 

 

これらのケースはいずれも日本が真っ先に被害を受けるものである、と石井はいう。そ

してこうした最悪のケースを未然に防ぐためにも、日本は経済的ではなく、政治的に中

国へ影響を及ぼさなくてはならないのである。それはまさに日本の自存自衛に他ならず、

アメリカは日本のこうした特殊な立場を理解することを取り決めたのが今回の石井・ラ

ンシング協定であったというのが、石井の言い分であった。 

                                                   
80 「石井大使手記」大正 8 年 9 月（『日本外交文書』大正六年第三冊）859-860 頁。 
81 同上、862 頁。 
82 同上、863 頁。 



 174  
  

 そしてこの協定が意義を有するのは、従来の東アジアの日米間の取り決めをさらに一

歩進めたというその革新性にあった。石井は、第一次大戦期のアメリカの東アジア政策

の基本方針を明文化したとされるブライアン・ノートとの比較を行い、協定の先進性を

強調する。とりわけ協定において領土が近接する国家間には特殊の関係が生じることを

前提とし、日本が中国において特殊権益を有することを承認している一方、ブライア

ン・ノートでは東アジアにおける日本の優越性や日中関係の密接な協調関係に対する嫉

妬心が含まれているとする。この点で、ランシングは協定がブライアン・ノートの精神

を再確認したものにすぎないと説明しているが、その内容は明らかにブライアン・ノー

トとは一線を画しているとする。 

次に、協定では初めて中国の「領土主権」が完全に存在することを認めた点に、石井

はその画期性を見出す。また、ブライアン・ノートでは日本の中国における経済活動等

に不信感を有しているが、協定では日本の中国における他国の経済活動に与える保証に

一切の信頼を寄せているとする。つまり、ブライアン・ノート以前では、アメリカの東

アジア政策の基本方針である領土保全・門戸開放に対して日本がこれを脅かす存在であ

るとされていたが、協定では日米両国がこれら原則を相互に尊重することを認め合った

のである83。 

 このように、従来の日米間の東アジア政策を前進させた内容である石井・ランシング

協定であったが、石井はこの協定の実際の効果について、次の七点を挙げる。 

 

  ①米国側ハ…（中略）一般的ニ支那ニ於ケル我特殊ノ利益ヲ明白ニ承認シタルモノナ 

   リ 

  ②支那問題ニ付テハ今回ノ交換公文ニヨリ一先根本的ニ解決ヲ告ケタル次第ニシテ此 

   ノ点ニ関スル日米ノ衝突ハ今後絶無少クトモ其ノ延期ヲ期待シ得ヘク…（中略） 

  ③今回ノ交換公文ニヨリ両国ノ間調和親善ノ存スルヲ中外ニ公示シ以テ従来往々世上 

   ノ風評ニ上リタル日米間の陰惨ヲ一掃スルヲ得ヘシ 

  ④今回ノ交換公文ハ斯カル戦争説ヲ未然ニ防ク効果アルモノトス 

  ⑤新交換公文ニヨリ日米両国民間相互ニ一般的了解ヲ得且我方ニ於テハ安ンジテ支那 

   ニ於ケル日米刑事提携ノ機運ヲ益々熟セシムルヲ得ヘク…（中略） 

  ⑥新交換公文カ一面に於テ米国ヲシテ兎モ角支那ニ於ケル日本ノ特殊利益ヲ承認セシ 
                                                   
83 同上、864-867 頁。 
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メタル件ハ結局支那側ニ対スル我威力ヲ一層強カラシムル…（中略）他面ニ於テ日 

本ノ領土的野心ナキヲ一層明白ニ宣示シタル次第ニシテ其結果支那官民其他諸国朝 

野カ常ニ抱懐セル疑懼ノ念ヲ幾分緩和スルノ効果アルヘク従テ結局日支親善ノ増進 

ニモ資スル所少カラサルヘシ 

  ⑦新交換公文ニヨリ少クトモ支那問題ヲ利用シテ日米両国ノ離間ヲ計ラムトスル独逸 

側ノ陰謀ハ大体之ヲ阻止シ得ル次第ニテ従テ又之カ為メ連合予国側ノ結合ヲシテ 

益々強固ナラシムルヲ得ヘシ84 

 

石井の説明によれば、今回の協定によって中国問題をめぐる日米関係は大いに改善の兆

しを見せるようになった。そしてその日米関係の改善は、日本にとっても東アジア全体

にとっても政治的・経済的にメリットがあった。それは再び石井によると、「米国ハ露

国ノ南下ニ対シ又英国ノ資本的活動ニ対シ牽制トナリ且障壁トナルコト」、「米国ノ資本

ヲ日本ニ取リ有利ニ使用セシメテ日本ノ対支経営ヲ助成シ得ルコト」という内容であっ

た85。ここで石井がロシアを、日米にとっての脅威と認識していたことは注目に値しよ

う。かつてロシアを日本の提携国をして兵器援助を行い、同盟条約まで締結してこれと

の関係強化を実現した石井であったが、革命の勃発により、石井が何よりも恐れていた

ドイツとの単独講和を結んだロシアは、すでに日本にとっては想定敵国でしかなくなっ

ていたのであろう。そしてイギリスに関しては、日英同盟骨髄論の加藤高明とは明らか

に異なる外交政策を遂行していた石井にとって、互いに手を携える同盟国ではなく、東

アジアにおけるライバル関係として認識されていたのである。 

第四回日露協約では、その想定敵国にアメリカを設定していたものの、帝政ロシアが

革命で崩壊してからは、今度はアメリカと提携してロシアと対峙しようとしていた。一

見すると石井の外交は二転三転する一貫性のないものにも思えるが、それは当時の日本

が国際環境の変化に他律的に適合しなければならないという弱さを意味していたとい

える。もし日本が欧米列国と真の意味で肩を並べる一等国であれば、加藤の日英同盟骨

髄論であれ、井上馨の日露同盟論であれ、あらかじめ定められた外交方針や理念を貫徹

することも可能であったかもしれない。しかし、中流国であった日本が戦争という情勢

下に生き残り、その国際的立場を向上させるためには、自ずと外交政策の選択肢は、他

                                                   
84 同上、867-868 頁。 
85 同上、871 頁。 
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国の動向に依存しなければならない。石井・ランシング協定の成立に見る日本外交の実

態は、まさにここにある。それは日本がアメリカという新たな大国に接近しつつ、戦争

に専心したいこの大国に対して、自国利益の最大化を図ろうとした石井の苦心が、この

成立過程にはっきりと見て取れるのである。 
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第十一章 

終戦と石井の「新外交」認識 

 

 

 

 

 

 第一次大戦中に石井菊次郎が遂行した外交とは、戦闘による国際情勢の変化をいかに

敏感に感じ取り、日本の国益を最大化するために列国との関係をいかに調整するかに重

点が置かれていた。それは裏を返せば、日本が受動的に列国の行動に対応するという中

流国としての唯一の選択であったといえる。 

 石井・ランシング協定の締結により、長年の懸案であったアメリカとの関係に一区切

りつけたところで、次に近代世界史に特筆すべき大きな事件が発生する。それが、大戦

の終結と戦後の国際秩序を規定するウィルソン大統領による「新外交」理念の提唱であ

った。本章では、日本の戦中外交の終着点となる新外交理念へ石井がいかなる対応を示

したかを明らかにするために、アメリカの日本人移民問題と仲裁裁判問題を主たる分析

対象とし、戦間期日本外交への示唆を提供したい。 

 

一 ウィルソンによる新外交の提唱 

 第一次大戦の終結とともに登場した国際秩序の革命的変革は、ウィルソン大統領によ

る理想主義的理念として生み出された。いうまでもなくこのウィルソン主義は、従来の

バランス・オブ・パワーや帝国主義外交を否定し、民族自決や集団安全保障体制を国際

秩序の基礎として新たに確立しようとする試みであった。この革新的概念は「新外交

（New Diplomacy）」として知られるが、これはウィルソンが大戦に先立つ 1913 年の

一般教書演説において普遍的な法律主義や道義性の確立を説いたことに端を発してい

る1。ウィルソンの新外交理念は、戦争に疲弊して国力の多くを失った欧州列国にも広

                                                   
1 Annual Message to Congress on the State of the Union, December 2, 1913, in Arthur S. 
Link, ed., The Papers of Woodrow Wilson, vol. 29 (Princeton: Princeton University Press, 
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く浸透し、ウィルソンがパリ講和会議で打ち出した十四カ条の原則と国際連盟の創設へ

とつながった2。 

 こうしたウィルソンの新外交に対して、日本国内でも少なからず期待を寄せる論調が

存在した。普遍主義と中国ナショナリズムへの深い共感から、ウィルソン主義を肯定的

に評価した吉野作造などはその好例であろう3。他方で吉野とは逆に、ウィルソン主義

をアメリカの偽善にすぎないとして激しい非難を浴びせた議論もあった。講和会議に随

行した若き頃の近衛文麿が、会議開催直前に欧米列国の欺瞞的な平和主義を痛烈に批判

した「英米本位の平和主義を排す」と題する論文を発表し、そこでウィルソン主義的な

理想主義は、あくまで英米らにとって好都合な利己主義的価値観にすぎないと断じたこ

とはよく知られている4。吉野と近衛のいずれの立場からしても、ウィルソン主義が当

時の日本において重要な論争テーマとなっていたことがわかる5。 

 ところがこうした理想主義的国際秩序構築への試みは、実際のところアメリカのナシ

ョナリズムや国益の拡大と無縁ではなかった。たとえば、アメリカ国務省の官僚たちは、

ウィルソンの十四カ条の原則を中国に適用することで、同地における日本のプレゼンス

の低下に繋げようと考えていた。特に中国に駐在していたラインシュ公使（Paul S. 

Reinsch）らは、山東半島や満蒙においてもこの十四カ条原則を適用させることで、日

本やソ連といった東アジアに大きな影響力を有する国家と中国との「特殊関係（special 

relation）」を清算しようと目論んだのである6。 

                                                                                                                                                     
1966), p. 4. 
2 パリ講和会議とウィルソン外交に関する近年の研究成果として、高原『ウィルソン外交と

日本』第 4 章、Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the 
International Origins of Anticolonial Nationalism (Oxford: Oxford University Press, 
2007), などがある。また、国際連盟に関する概説書としては、海野芳郎『国際連盟と日本』

（原書房、1972 年）、Thomas W. Burkman, Japan and the League of Nations: Empire and 
World Order, 1914-1938 (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008); 篠原初枝『国際連

盟――世界平和への夢と挫折』（中公新書、2010 年）、がある。 
3 吉野のウィルソン主義への対応については、三谷太一郎『大正デモクラシー論』（中央公

論社、1974 年）141-144 頁、酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』（岩波書店、2007 年）24-25
頁、を参照。 
4 近衛論文については、中西寛「近衛文麿『英米本位の平和主義を排す』論文の背景――普

遍主義への対応」（『法学論叢』第 132 巻第 4・5・6 号、1993 年 3 月）、庄司潤一郎「近衛

文麿の対米観――『英米本位の平和主義を排す』を中心として」（長谷川雄一『大正期日本

のアメリカ認識』慶應義塾大学出版会、2001 年）6-13 頁、などを参照。 
5 ただし、イギリスにおいてウィルソン主義はそれほど定着しておらず、これが新たな国際

秩序を形成したという見方はされていない。ニッシュ『日本の外交政策』155-157 頁、 
6 The Legal Adviser to the Chinese Government (Dennis) to the American Minister in 
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こうしたアメリカの自国利益拡大の動きは官僚たちにとどまらず、ウィルソン自身も

その例外ではなかった。ウィルソンはリベラルなイデオロギーに立脚し、国際主義と反

帝国主義の急先鋒でありながら、同時にアメリカのナショナリズムのリーダーでもあっ

た7。しかしウィルソンは自国のナショナリズムを重視しつつも、それのみで世界平和

を達成することは不十分であると考えていた。ウィルソンはデモクラシー体制による安

定した政治基盤と、法の支配の下での秩序の確立こそが平和にとって不可欠な要素と認

識していた。そしてこの理想的な政治体制を世界に拡散させることが、アメリカの宿命

であると考えられたのであった8。 

ところがウィルソンの理想主義は、一方でその実現のために急激な軍拡を必要とし、

他方で孤立主義へと陥らせることとなる。なかには理想ばかり追い求めようとするウィ

ルソンのことを、幼稚な人物という批判もあったが、ウィルソン自身はおそらくより現

実主義的に理想の実現を果たそうと考えていたと思われる。ウィルソンは民族自決や集

団安全保障体制などの理想を実現するには、ゆっくりと時間をかけて確立させる必要が

あると認識していたからである9。 

 現実主義派の国際政治学者と知られるヘンリー・キッシンジャー（Henry A. 

Kissinger）は、ウィルソンの理想主義の失敗点として、歴史上の悲劇を政治指導者個

人の視野の狭さや邪悪さに原因を帰すことで、国民世論の力や民主的制度を世界に広げ

ることの正当化を図り、それ以外は平和に対する客観的基礎の構築を否定したことにあ

る、とした10。確かにウィルソンは、東アジアの舞台においても自身の理想主義的観点

から中国の民族自決を説き、戦後日本の領土拡張を抑制しようと躍起になった。それが

日本の反感を買ったことは間違いない。こうしたウィルソンの重大なる矛盾は、戦間期

の日米関係に暗い影を落とすこととなった。 

 

                                                                                                                                                     
China (Reinsch), November 18, 1918, in FRUS, 1919, The Paris Peace Conference, vol. 
II, pp. 504-505. 
7 N. Gordon Levin, Jr., Woodrow Wilson and World Politics: America’s Response to War 
and Revolution (New York: Oxford University Press, 1968), p. 1. 
8 Tony Smith, America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for 
Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2012 [1994]), pp. 87-90. 
9 John G. Ruggie, Winning the Peace: America and World Order in the New Era (New 
York: Columbia University Press, 1996), p. 12. 
10 ヘンリー・A・キッシンジャー（岡崎久彦監訳）『外交』上巻（日本経済新聞社、1996
年）50-51 頁。 
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二 石井の新外交認識 

 1918 年 2 月から駐米大使に赴任していた石井は、ウィルソンの新外交理念を身近で

見聞きしたひとりであった。長年にわたり、日本を代表する国際派外交官として活躍し

ていた石井は、国際社会の変化をもたらすであろうこの新たな理念の出現に敏感に反応

した。このウィルソン主義の歴史的意義について、石井はのちに次のように回顧してい

る。 

 

  ウイルソン氏が新天地の正気の為め、新世界の正義の為め、孤軍奮闘したのは誠に天 

  晴であつた。国際連盟が今日の如く権威を張り、正義観念が今日の如く高まり、遂に 

国際不戦条約の締結をさへ見るに至つたのは同大統領の健闘に俟つこと大なるものあ 

つたことは、凡そ国際平和の樹立を希図するものの、感謝を以て認めねばならぬ所で 

ある11 

 

石井はウィルソン主義が戦間期の国際秩序の基礎となり、それが基となって国際連盟の

創設や不戦条約の成立などに繋がったと評価する。そしてそれらは間違いなく、国際社

会の平和への希求を満足させうる優れた理念であったことを認めるのである。 

 ただその一方、石井はこうしたウィルソンの理想主義を手放しで歓迎したわけではな

かった。なぜならウィルソンの理想主義には、その現実との兼ね合いのなかで明らかな

矛盾が含まれていたからである。石井が大戦中に最も懸念していた戦後世界における日

本の国際的地位向上については、ロンドン宣言や石井・ランシング協定によって保証さ

れていたはずであったが、これらは実際の講和会議の場ではほとんど効力を発揮しなか

った。日本がドイツとの戦闘で獲得した青島の権益に関しては、欧米諸国はこれを中国

へ引き渡すことを画策していた12。また石井・ランシング協定については、ウィルソン

の十四カ条原則を東アジアにも適用することで、ほとんどその効力が失われていたので

ある13。 

このような戦後のアメリカの動向に対して、なかでも石井が最も反発を示すのは、「国

                                                   
11 石井『外交余禄』456 頁。 
12 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 1 月 21 日（『日本外交文書』大正八

年第三冊上巻）102 頁。 
13 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 2 月 9 日（『日本外交文書』大正八年

第三冊上巻）140-141 頁。 
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際連盟規約に人種平等の一節を挿入すること」と、「モンロウ主義に関する一個条を是

非とも追加したし」という、パリ講和会議における日本側の主張を受け入れなかったこ

とにあった14。もっとも、後者のモンロー主義については、石井自身が認めるように極

めて曖昧な概念であるため、実現可能性はほとんどなかった。そこで石井がより重視し

たのが、前者の人種平等案に関する問題であり、より具体的にはアメリカ国内における

日本人移民排斥問題であった。 

 この石井の見方は、当時の日本国内において多くに共通した見解であった。大隈重信

もまた、第一次大戦の開戦原因を各国の利己主義的な民族主義に求め、その反省として

列国は自分たちの過ちを自覚し、利己的な認識を一掃しようとしていると論じた。そし

て大隈は、これまで民族間で行われていた争いは人種差別に由来していたとし、人道と

いう「人類全体に対する博愛」が世界に拡張することを期待する。ゆえに列国は全人類

の「共同的生活完成」のためにウィルソン主義に基づき、「相愛し相調和して往かなけ

ればならぬ」と、大隈は主張したのである15。 

 さて、パリ会議の開催前後において、駐米大使の石井がアメリカの要人との交渉のな

かで、この日本人移民の待遇改善について、幾度となく提議を繰り返したのは、アメリ

カの新外交理念への石井なりの対応であったといえる。そしてこのアメリカとの交渉に

おいて、石井・ランシング協定の際のそれと同様に、石井は自国利益の拡大のロジック

としてウィルソンの新外交を利用した。そしてこの日本人移民待遇問題は、石井の戦間

期の議論にも大きく影響している。1932 年に執筆した論考では、石井は中国問題と並

んで移民問題が日米間に横たわる重大事項であると述べている16。そして石井が唯一、

移民問題について直接関与したのが、駐米大使として赴任していた戦後処理の時期であ

った。 

 

三 日本人移民の待遇改善を目指して 

 アメリカの日本人移民排斥問題は、日本にとって直接の不利益を被るとは言い難いも

のだったにもかかわらず、それに対する反発はおそらく他のどの国よりも大きかったと

思われる。明治維新以来、急速な近代化と欧米列強へ「追いつけ、追い越せ」を国是と

                                                   
14 同上。 
15 「日本移民協会会頭 侯爵大隈重信閣下講話」（「人種差別撤廃 第一巻」外務省記録

B.2.4.2.02_001、外務省外交史料館所蔵） 
16 石井菊次郎「米国論 附 対米策」（『石井菊次郎遺稿 外交随想』）56 頁。 
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していた日本にとって、日本人移民の差別的待遇は屈辱以外の何物でもなかった。度重

なるアメリカの移民関連法は、日本にとって面子の問題であり、現実の利害以上に複雑

な対米非難を招くこととなった。1919 年 2 月には、東京築地で政友会、憲政会、国民

党ら諸政党が集い、人種差別を撤廃することを目的とした集会を開いた。この集会の目

的はいうまでもなく、日本人移民の待遇改善をその第一義としたものであり、有色人種

である日本人が世界で白色人種から理不尽な差別を受けている状況を糾弾する内容で

あった。そしてそれらの撤廃を目指して決議を発し、講和会議における重要な交渉議題

として挙げられるよう訴えたのである17。こうした日本人移民の問題に対する不満は石

井においても例外ではなく、日本人移民の地位改善と、それを実行に移さないアメリカ

への反発を高めていく。 

 1918 年 7 月 6 日、ウィルソンの側近であったハウス大統領顧問との会談において石

井は、アメリカが行っていた移民禁止政策へ強い憂慮の念を示した18。石井はウィルソ

ンが提唱する「国際正義（international justice）」によって将来の国際関係を律すべき

との考えには理解を示すが、この概念の解釈は極めて多様であると疑問を呈したのであ

る。ハウスはこのとき、現在の国際関係がウィルソン主義に大きく規定されていること

を指摘し、日本がとるべき選択としては、ドイツのように独自の軍拡による軍事国家を

築くこと、もしくは英米と連携して反軍国主義による平和享受のいずれしかないと語っ

た。ハウスとしては日本とアメリカとの関係を重視してこのような選択肢を提示したの

であるが、日本にとってアメリカとの提携は大きなメリットがあるとする。日本がアメ

リカとの友好な関係を築けば、アメリカの援助のもとで経済発展が期待されるし、日本

の同盟国であるイギリスとの親善も約束されると、ハウスは石井へ伝えた19。 

 確かにハウスの指摘通り、日本にとって軍国路線は危険であり、英米との友好のもと

で発展を志す方がより現実的であった。しかし、石井にとってアメリカとの友好には譲

れない大きな障害があった。それが日本人移民の差別的待遇であった。3 月 2 日の上院

においては、外交委員長が移民問題はアメリカの完全なる内政問題であるため、その決

定権はすべてアメリカ側にあると演説した20。この報告を受け取った内田康哉外務大臣

                                                   
17 『東京日日新聞』1919 年 2 月 6 日付。 
18 在米石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 7 月 16 日（「人種差別撤廃 第一巻」）。 
19 在米国石井大使より在英国永井臨時代理大使宛電報、大正 8 年 1 月 14 日（『日本外交文

書』大正八年第三冊上巻）436-437 頁。 
20 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 3 月 2 日（『日本外交文書』大正八年
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は、日本政府として人種平等をウィルソン主義の実現として理解しており、人種差別に

基づく移民問題の解決をアメリカ政府に求めるように石井へ訓令した21。 

3 月 14 日にニューヨークで行った石井の演説は、こうした背景を踏まえ、より過激

に人種問題解決の必要性を訴える内容であった。ここで石井は、もし人種差別が撤廃さ

れなければ、講和会議そのものが徒労に終わるであろうと述べる。さらに、総力戦を終

えた列国は、国際関係の新たな段階に到達したと語り、今後発生する戦争は、帝国主義

的な国益をめぐる戦争ではなく、社会主義や共産主義といったイデオロギーとの対立に

なるであろうと予想した。そしてこうしたイデオロギー戦争が起こった際には、あらゆ

る国家は共産国家に対応するために、人種の枠組みにとらわれずに結束を保たなくては

ならない、と石井は主張した22。 

 こうした発言からもわかるように、石井はウィルソンのように、普遍的な正義概念で

もって人種平等の理想を語ることはせず、むしろ将来の戦争に備えるためといった、ア

メリカの国益の観点から人種平等や移民問題の解決を主張するという論法をとってい

たことは興味深い。すなわち、ウィルソンのような正義や国際主義といったトランズ・

ナショナルな普遍的理念をもち出すよりも、古典的外交でいうところの国益という概念

から人種平等を説いたことは、石井の「旧外交」的論理の優先を明確にするものといえ

る。移民問題という日本にとって重要な外交課題が、ウィルソンの理想主義と石井の現

実主義外交の狭間において見事なまでに結論を一致させることができたのであった。 

実際にこうした現実主義的観点からの移民問題の解決策は、アメリカ国内の一部から

も一定の評価を受けた。オレゴン州の地元新聞では、石井の指摘のように、移民問題は

外国人か否かという基準で待遇を差別するのではなく、アメリカの労働能力という基準

によって移民政策を実施していく必要があると論じた23。もっとも、石井の演説内容を

過激と捉え、その要求に日本が固執すれば、アメリカと日独露との戦争が起こりかねな

いと、新たな世界戦争の可能性を煽動するかの論調も見られた24。ただ石井自身の体感

                                                                                                                                                     
第三冊上巻）453-454 頁。 
21 内田外務大臣より在米国石井大使宛電報、大正 8 年 3 月 3 日（『日本外交文書』大正八年

第三冊上巻）454-456 頁。 
22 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 3 月 19 日（『日本外交文書』大正八

年第三冊上巻）475-478 頁。 
23 在ポートランド杉村領事より内田外務大臣宛電報、大正 9 年 3 月 22 日（『日本外交文書』

大正八年第一冊）3 頁。 
24 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 3 月 16 日（『日本外交文書』大正八



184 
 

によれば、現地メディアは新聞紙上では石井演説に反対するものの、記者個々人のなか

には石井に賛同する者が少なくないと理解していた。こうした体験から、石井は連盟規

約に人種平等案が記載されないような状況になったとしても、日米関係にさしたる悪影

響は及ぼさないであろうと予想していた25。 

 こうした認識のもと、石井は人種問題や大戦後の東アジア・太平洋地域における日本

の権益拡大に向けて、ワシントンを奔走した。ハウスをはじめ、ウィルソンやランシン

グら政府首脳とも積極的に折衝を重ね、講和会議開催前から最中にかけて、日本の立場

に理解を求めようと説いて回った26。戦後処理の段階で石井は日本の国際的地位向上に

奔走しており、移民問題はそのなかでも重要なテーマのひとつであった。 

 なお、この後の移民問題は、周知のように 1924 年の排日移民法の成立によってピー

クを迎える。同法によって日本からの対米非難の声は一気に湧き上がるのであるが、石

井もその例外ではない。石井は同法の成立の背景には、アメリカ人の人種差別意識が根

強く、それが表面化したことがあったと考えており、今後の日米関係に極めて深刻な影

響を及ぼすであろうと強く批判した27。さらには、同法によって一部日本世論からなさ

れていた日米戦争の可能性については否定しながらも、これによって日米両国民が冷静

な判断力を失い、「起こるべからざる戦争も終に起り得べき可能性を有する」と述べる

までに至った28。そしてこの排日移民法は、後々の石井の対米態度を規定することとな

り、とりわけ満州事変以降の石井は、アメリカは信用ならない国家との前提で対米外交

の論理を構築するのである29。 

 

四 日米仲裁裁判条約問題の起源 

 この時期の日米関係を調整する上で石井が重視したのは、両国間に仲裁裁判条約を結

ぶことであった。石井・ランシング協定のように、日米間で政治的な取り決めを交わし

                                                                                                                                                     
年第三冊上巻）473-475 頁。 
25 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 8 年 3 月 24 日（『日本外交文書』大正八

年第三冊上巻）482 頁。 
26 中野正剛『講和会議を目撃して』（東方時論社、1919 年）93-95 頁。 
27 麻田貞雄『両大戦間の日米関係――海軍と政策決定過程』（東京大学出版会、1993 年）

311 頁。 
28 石井菊次郎「アングロ・サクソン民族論」（『石井菊次郎遺稿 外交随想』）38 頁。 
29 戦間期の石井の対外認識の一端を分析した論考として、渡邉公太「戦間期における石井

菊次郎の言説と大陸政策の論理――その人口論をめぐって」（『神戸法学年報』第 27 巻、2011
年）。 
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たとしても、それはあくまで文書の上での確約にすぎず、より実効性の伴った国際条約

がなければ、日米友好関係は現実的な効力をもち得ないと石井は考えていた。そしてそ

の手段として、仲裁裁判条約を取り交わし、国家間の諸問題を国際仲裁裁判の判断に委

ねることで解決が図られるべきと考えられていた。 

 国際仲裁裁判（International Arbitration）とは、「紛争当事国が選任する裁判官に

より法の尊重を基礎として、国家間の紛争を処理する手続き」と定義される。国際法上、

「仲裁（arbitration）」は事件ごとに当事国の合意によって裁判所が構成されるものを

意味し、「司法的解決（judicial settlement）」とは区別される30。そのもともとの歴史

は大変に古い。日本における仲裁裁判研究の第一人者であった国際法学者の横田喜三郎

によれば、古代ギリシアでしばしば仲裁裁判が行われており、また古代の東洋において

もいくつかの例が存在したといわれる31。このように仲裁裁判の歴史は古いが、具体的

な裁判所の形として現れるのが、1899 年の第一回ハーグ万国平和会議第四十一条以下

の規定により設けられた常設仲裁裁判所である。横田が述べるように、この常設仲裁裁

判所の設立は、「一九世紀の、ことにその後半の平和運動において、すでに一つの最も

注目された目標」の実現であったといえる32。 

もっとも、この仲裁裁判所が必ずしも戦争の回避と平和の維持をもたらすものとはい

えなかった。「常設」との名は取りつつも、実際は一定数の裁判官が常に勤務している

わけではなく、国際法問題に通じ、自ら裁判官の任務を引き受けた者の名簿が存在し、

最終的に紛争当事国の裁判官選定の材料とされていたにすぎなかったのである。本格的

に一定数の裁判官から成る常設的の裁判所は、1922 年にハーグで開かれた常設国際司

法裁判所（Permanent Court of International Justice）がその嚆矢だったのである33。

そしていうまでもなく、この国際司法裁判所の必要性は第一次大戦後の平和・反戦気運

を受けて高まったのであり、その設立は国際連盟の重要な課題であった34。こうして、

国際法の厳密な適用を目指した裁判の実施は、第一次大戦後の軍縮・集団安全保障とい

った新たな国際レジームと並んで、重要な国際平和維持の手段として期待を寄せられた

                                                   
30 松井芳郎・佐分晴夫・薬師寺公夫・松田竹男・田中則夫・岡田泉『新版 国際法』（有斐

閣、1994 年）243 頁。 
31 横田喜三郎『国際法論集Ⅰ』（有斐閣、1976 年）32 頁。 
32 同上、58 頁。 
33 田岡良一『国際法学大綱』上巻（巌松堂書店、1935 年）129 頁。 
34 連盟規約第十四条「連盟理事会ハ常設国際司法裁判所設置案ヲ作成シ、之ヲ連盟国ノ採

択ニ付スヘシ」（横田『国際法論集Ⅰ』127 頁）。 
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のである。 

しかし、実際には仲裁裁判および司法裁判をめぐる主要各国の利害は一致せず、多く

の国からの支持を得ることはできなかった35。そして日本もまた、仲裁裁判所が果たす

役割へ消極的な対応しか示してこなかったことはつとに知られている。いうまでもなく、

1904 年から 1905 年にかけてハーグ仲裁裁判所で行われた家屋税事件の苦い経験があ

ったためである。 

家屋税事件とは、日本における外国人の永代借地で家屋税を課しうるか否かを争点と

した国際裁判であった。明治維新の前後に日本は開国によって通商貿易のために外国人

に居住の自由を許す区域を東京・横浜・大阪・神戸・長崎などに設けていたが、いわゆ

る不平等条約改正後に居留地を日本本土へ編入したのちも、外国人へ同地域の永代借地

権を認めていた。しかしその後、日本は借地契約は単に土地そのものに適用されるため、

その上に建てられた建造物や土地の改良工事には及ばないとの見解をとり、ゆえに家屋

に税を課すことは妨げないとして、居留地内の家屋に対して家屋税を課すこととした。

一方、外国側は借地契約は土地のみでなく、その上の建造物等にも及ぶとし、家屋税を

課すことは不当であるとして税を納めなかった。そこで日本と関係国間で外交交渉が行

われたが、2 年余りにわたっても解決しなかったため、これをハーグに常設されていた

仲裁裁判所に付託することとした。そして 1902 年に日本とイギリス、フランス、ドイ

ツとの間でそれぞれ仲裁契約が締結され、裁判は 1904 年 11 月 21 日から翌年 5 月 15

日まで行われた。裁判所は最終的に、免税は土地のみでなく、その上の建物にも及ぶと

するイギリス、フランス、ドイツ側の主張を認め、5 月 22 日に多数決によって判決が

下された36。 

この事件での日本の敗北は、その後長きにわたって日本の国際裁判への態度を拘束す

ることとなった。日本の外交官や国際法学者たちは、仲裁裁判所が純粋に中立・平等な

立場から法的判決を行うのではなく、欧米列強に有利で日本などの新進勢力に不利な決

定を行う場であるとみなすようになっていた。彼らの認識の背景には、当時の日本にと

って大きなコンプレックスともいうべき人種問題が孕んでいたことは明らかであった。

つまり、日本は欧米諸国とは人種の違いによって裁判所でさえも平等に闘うことができ

                                                   
35 1907 年の第二回パリ万国平和会議（Hague Conference of 1907）第 37 条による。山本

草二『新版 国際法』（有斐閣、1999 年）689-690 頁。 
36 横田喜三郎『国際判例研究Ⅲ』（有斐閣、1981 年）14-22 頁。 
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ないという卑屈な姿勢にならざるを得なかったのである。そして、この後日本の政治家

や官僚たちは仲裁裁判に消極的な立場をとり続けるのであった37。 

 

五 仲裁裁判条約改定問題 

 1907 年に改定された万国平和会議における多数国間仲裁裁判条約は、1919 年 8 月に

失効することとなっていた。アメリカはその前年の春に、英仏ら諸国とこの期限延長に

ついて取り決めを交わしており、近く日本とも同様の期限延長の提議がなされることが

予想された。そこで石井は、1918 年 7 月 14 日、本国政府に宛てて、アメリカが英仏諸

国との間に仲裁裁判条約の延長を取り決めたことを契機として、日本もアメリカとの間

に同様の調停を結ぶことを提案した38。これに対して後藤は同意を示し、早急にアメリ

カ政府の意向を確かめるように訓令した39。 

 このあと、石井はアメリカ側から日本との間に仲裁裁判条約延長の取り決めを交わす

ことに同意を引き出すことに成功した40。そしてこの年の 8 月 24 日に失効となってい

た日米仲裁裁判条約の 5 年の更新を行うことを、ポーク（Frank L. Polk）国務省参事

官から提案された41。この申し出に後藤新平外相は、今回の大戦において共同で交戦に

あたる関係となった事実からしても、仲裁裁判延長によって日米間の親善を深めること

は日米両国のみならず、協商国全体にとっても大いに歓迎すべきこととした42。 

 8 月 21 日、日米仲裁裁判条約の延長が閣議において決定され43、同日その旨が石井

に伝えられた44。石井はすぐにランシングとの間に交渉の場を設け、仲裁裁判条約延長

                                                   
37 千葉『旧外交の形成』457 頁。 
38 在米国石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 7 月 14 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）56 頁。 
39 後藤外務大臣より在米国石井大使宛電報、大正 7 年 7 月 24 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）56 頁。 
40 在米国石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 7 月 31 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）56 頁。 
41 在米石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 8 月 6 日（『日本外交文書』大正七年第

一冊）56-57 頁。 
42 後藤外務大臣より寺内総理大臣宛、大正 7 年 8 月 12 日（『日本外交文書』大正七年第一

冊）59 頁。 
43 寺内内閣総理大臣より後藤外務大臣宛、大正 7 年 8 月 21 日（『日本外交文書』大正七年

第一冊）60-61 頁。 
44 後藤外務大臣より在米国石井大使宛電報、大正 7 年 8 月 21 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）61 頁。 
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の取り決めについての同意を取りつけた45。 

 アメリカにおいても、日本との間の仲裁裁判条約延長にさしたる反対論はなく、10

月 10 日の上院において批准の決定がなされた46。このあと、12 月 30 日にワシントン

において批准書の交換がなされた47。ここに正式に日米仲裁裁判条約は、5 年の延長で

もって更新がなされたのである48。 

 

 

表 4 アメリカと各国との仲裁裁判条約再延長49 

国別 失効期日 再延長条約調印 批准書交換 

フランス 

イギリス 

ノルウェー 

日本 

1918 年 2 月 27 日 

1918 年 6 月 4 日 

1918 年 6 月 24 日 

1918 年 8 月 24 日 

1918 年 2 月 27 日 

1918 年 6 月 3 日 

1918 年 3 月 30 日 

1918 年 8 月 23 日 

1918 年 5 月 15 日 

 

1918 年 7 月 1 日 

1918 年 12 月 30 日 

 

 

 石井がイニシアティブを握ったといえるこの仲裁裁判条約問題について、石井はいか

なる認識のもとでこれを推進したのであろうか。そこには、表面的な共闘関係に十分な

保証を見ることなく、日本の国際的地位向上と日米関係深化のために明文化された協定

を取りつける上でこの仲裁裁判条約が有効であるとする、石井の論理が働いていた。 

 

六 石井の仲裁裁判条約論 

 日本の外交官や政治家から概して評価の低い仲裁裁判であったが、石井にとっては国

際平和の実現という大きな目標のための重要な手段と考えられていた。特に 1920 年代

                                                   
45 在米国石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 8 月 23 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）61 頁。 
46 在米国石井大使より後藤外務大臣宛電報、大正 7 年 10 月 11 日（『日本外交文書』大正七

年第一冊）62-63 頁。 
47 大正八年一月六日外務省当局談（『日本外交文書』大正七年第一冊）73-74 頁。 
48 在米国石井大使より内田外務大臣宛電報、大正 7 年 12 月 30 日（『日本外交文書』大正

七年第一冊）74-75 頁。 
49 「米国ト各国トノ仲裁裁判条約再延長」（「日米仲裁裁判条約期限延長協約一件 第二巻」

外務省記録 B.2.8.1.0.27_0_0_02、外務省外交史料館所蔵）。 
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に入ってからは、国際連盟の日本全権として、世界史上初の国際機関の第一線で活躍し

てきた石井にとって、連盟が取り組んできた仲裁裁判問題と無縁ではなかった。その仲

裁裁判に対する認識は、石井が外務省退官後に出版した著書『外交余禄』のなかでも言

及されている。これを手がかりとして、石井の仲裁裁判に寄せていた期待がいかなるも

のだったかを紐解いておく。 

 まず、石井は『外交余禄』第 9 章「仲裁裁判」の冒頭において、当時フランスの首相

兼外相であったエドゥアール・エリオ（Édouard Herriot）が 1924 年 9 月の連盟第五

回総会において行った演説を引用する。 

 

  国際平和を樹立して納税者を兵戦の重荷より救ふは焦眉の急である、国際平和を樹立

せんとするには各国の軍備を制限せねばならない、各国をして其軍備を制限せしむる

ためには彼等に安全保障を與へねばならない、仲裁裁判制度を採用して国際紛争を平

和的に解決するの具となり、以て暴力解決法たる戦争を廃止するにあらざれば安全保

障を各国に與ふることは出来ない、故に軍備制限と仲裁裁判と安全保障とが同時に共

存せざれば国際平和の実現は不可能である、此の三者は国際平和の必要なる構成分子

を為し、三位一体である50 

 

つまり、社会主義者で親ソ派の急進的な政治家であったエリオの表現を借り、石井は国

際連盟、すなわち列国の目指す国際平和のために仲裁裁判が軍縮と並んで大きな役割を

担うよう連盟のシステムに組み込むべきと考えていた。 

 すでによく知られているように、1920 年代の国際連盟が不戦・反戦ムードに駆られ

ていくつかの重要な国際的条約を実現させたのであるが、1928 年のパリ不戦条約は、

上に引用したエリオの演説における「安全保障を各国に與ふること」になったはずであ

った。しかし、石井にとってはこの不戦条約は完全なものではなかった。日本全権とし

て条約の締結に取り組んだ石井にとって、不戦条約が米仏両国の主導で多数の国家を巻

き込む盛況をもたらしたことには一定の評価を与えつつも、この条約のみで国家間の紛

争が消滅するはずはないと考えられた。そしてその起こりうる紛争をいかに防止するか、

いわば不戦条約を補完する形で重要な役割を期待されたのが、仲裁裁判であった51。 

                                                   
50 石井『外交余禄』253 頁。 
51 同上、253-254 頁。 
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 上述したように、日本は 1907 年の家屋事件以降、仲裁裁判に対して否定的な姿勢を

とり続けており、外交官や国際法学者らは日本に対する人種差別に由来した不平等な裁

判であると認識していた。しかし、石井はそうした差別的側面を認めつつも、第一次大

戦後の国際平和を志向して連盟および国際社会が邁進しようとしているなか、従来の日

本の仲裁裁判に対する嫌悪は時代錯誤であると厳しく断じている。そして、欧米の人種

差別意識は依然と存在しているが、「現今の新世界は日一日と進歩改善しつつある」た

め、日本が欧米に先んじて仲裁裁判の主張者としての態度を示すことが重要であると説

くのである52。 

 先述した家屋税事件に見られるように、一見中立的立場を担保するための国際法廷の

場と認識されていた仲裁裁判所であっても、日本にとっては人種という厄介な概念を抜

きに語れるものではなかった。そこに当時の外交官や国際法学者らが、欧米中心的な国

際法の限界を見出したとしてもなんら不思議ではない。しかし、石井はそのような国際

法の限界を知りつつも、それ以上に第一次大戦以後の平和主義・反戦主義のムードを重

視し、期待を寄せていたのである。その背景には、石井が個々の人間と同じように、国

家もまた高邁な理想を追求して進歩や改善を行うことが可能な存在であるとの認識を

有していたからに他ならない。こうした理想主義的な考えを有していた石井であったか

らこそ、人種差別や各国間の政治紛争を克服した仲裁裁判所が確立することを信じて疑

わなかったのである。 

 

 国家の名誉威信問題も緊切利害問題なるものも世運と共に其根本観念に変化改善を目

撃することが出来る。国際紛争平和的解決の前途洋々たる所以は右の如き根本観念の

進展改善に存するのである。…（中略）人種差別観念と云ひ仲裁裁判官に対する危惧

猜疑と云ひ、世界の公論が勢力を張り、国民の観想が発達するに従つて何時の間にか

過去の夢と消ゆるであらう。観じ来れば政治的国際紛争に就き仲裁裁判の応訴義務が

一般に認めらるるに至るは単に時の問題である。斯る時期が余り遠かざる将来に到着

                                                                                                                                                     
 なお、石井は仲裁裁判と司法裁判の厳密な区別は行っていない。ただ紛争の性質が法律

問題に関わる場合は司法裁判に、政治問題に属する場合には仲裁裁判によるべきとしてい

るが、いずれも国際紛争の解決を目的とした裁判所という性格上、両者の厳密な区別は不

要であるとしている。 
52 同上、256-257 頁。 
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すべきは今日となり最早疑を容るるの余地はない53 

 

ただし、石井は平和な世界を将来に期待を寄せつつも、現段階として国際社会に紛争が

起こりうる以上、その現実から目をそらすべきでないという立場を一貫させていた点で

は、単にユートピア的な理想主義に傾倒していたわけではなかった。むしろ、紛争や戦

争が現在進行形で発生しているからこそ、仲裁裁判にその調停の役割を期待したのであ

る。欧米列強の人種差別意識や裁判の有効性の問題などについてこれまで多くの疑念が

呈されてきたことは事実であり、石井自身もそれらに同調するのに吝かではないが、現

実に仲裁裁判（法的紛争には司法裁判）しか国家間の政治的対立を防止し得ない以上、

それを改善し、発展させていくしか方法はないのである。石井の『外交余禄』における

仲裁裁判に対する過剰なほどの期待は、そのような国際社会の現実を見通してのもので

あったといえるだろう。その意味では、石井は単なる理想主義者ではなく、むしろ現実

の国際政治を冷徹に見通した現実主義者であったと評すべきである。 

 

                                                   
53 同上、259-260 頁。 
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終章 

近代日本における石井外交 

 

 

 

 

 

 本稿では、第一次大戦期の日本外交について、石井菊次郎という外交官を通して分析

を行った。冒頭で示したように、これまで第一次大戦期の日本外交はいわゆる旧外交の

ピークとして描写される傾向にあった。しかし、本稿での検証によって、当該時期の日

本は大戦後の国際社会における自国利益の最大化を目指し、常に欧州戦局を観察しなが

ら日本に有利な政策選択を模索し続けており、そしてその最前線で戦中外交を担った石

井の姿からは、日英同盟骨髄論や日露同盟論といった確固たる外交理念を有した上での

政策決定ではなく、機会主義的かつ受動的な立場からの政策選択を行なっていたことが

明らかとなった。 

 以下ではまず本稿の議論を再度整理した上、残された課題を提示する。 

 

一 石井外交の三段階 

 本稿での主役となる石井菊次郎の戦中外交を分析するために、その活動内容に基づい

て三期に分類し、それぞれの時期における石井の活動の実態に迫った。 

 まず第一期として、大戦初期における日本の欧州大戦参戦をめぐる時期を対象とし、

日本の参戦に伴う協商国との関係について分析した（本稿第一部）。ここでは、日本国

内で日英同盟骨髄論の加藤高明外相と日露同盟論の井上馨らとの間に激しい対立が生

じたことに着目しつつ、当時フランスに駐在していた石井が大戦による欧州情勢の変化

と日本外交のあり方について、いかなる認識を有していたかを明らかにした。 

 駐仏大使として大戦の趨勢を間近で観察していた石井は、フランスやロシアとの関係

を強化し、日本が正式に協商国の一員として対独戦に共闘する必要を訴えていた。すで

に日英同盟が存在し、イギリスと仏露両国の関係が密である状況において、あえて仏露
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との間に新たな国際協定を取り交わす必要性を見出せない加藤に反し、石井は大戦後の

日本の国際的地位を担保する手段として、協商国間の連携を強めることが重要であると

考えていた。そしてそれは日英同盟のみでは保証しえず、国際協定によって日本が英仏

露三国と共闘していることを明文化しておく必要があった。そこで石井が目をつけたの

が、英仏露の間で対独戦単独不講和を取り決めたロンドン宣言への加入であった。もっ

ともこの石井の狙いは日英同盟を重視する加藤によって実現には至らなかったが、戦後

の講和会議を見越して仏露との関係強化を訴えた石井は、加藤よりも元老たちの日露同

盟論と近い立場にあったことを証明した。そして石井と日露同盟論とは、加藤が外相を

退いてからさらに接近することになる。 

 石井の戦中外交の第二期は、加藤が第二次大隈重信内閣の外相から退き、その後任の

座に就いた石井が推進した第四回日露協約の成立過程である（第二部）。外務大臣に就

任することになった石井は、駐仏大使時代から訴え続けていたロンドン宣言加入を迅速

に実現した。ところがこれを契機として、ロシアから日露同盟締結の要請が盛んになさ

れるようになり、日本国内でも日露同盟論に対するムードが高まるようになった。対独

戦に苦しむロシアにとって、日本から兵器援助を引き出すことが死活問題となっており、

ゆえに日露同盟を志向したのであった。一方、石井にとっても次第に日露同盟は現実的

に必要性を実感させるようになった。ドイツの快進撃で協商国は苦戦を強いられていた

ため、日本がロシアを兵器援助によって後方支援することでロシア戦線が建て直され、

最悪の事態である敗戦を免れられると考えられたのである。ゆえに日本は対露兵器援助

の見返りとして北満地域の東清鉄道を一部譲り受けることを条件として、同盟締結に向

けた交渉に乗り出した。 

 しかし、交渉を通じて日本は終始受け身とならざるをえなかった。ロシア国内の対日

政策が一致していなかったことも原因のひとつであるが、何よりもロシアが当初の約束

であった東清鉄道譲渡を渋るようになり、日本にとって対露兵器援助の見返りがなくな

りそうになったためである。しかし、日本側はロシアへの妥協を重ね、最終的に第四回

日露協約を締結した。ところが、この協約によって日本は目立った利益を得ることはで

きず、また翌年のロシア革命で帝政政府が転覆すると、石井が最重要視した戦後日本の

国際的地位の保証はロシアから確約を得ることができなくなったのである。 

 以上のように、石井は日英同盟の効力のみで大戦後の地位向上は困難であると考え、

仏露との関係強化を実現し、さらにロシアとの同盟によって対独戦に向けた協商国間の
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連携をさらに強化することに成功した。ところが、結果的に石井の政策は革命による帝

政ロシアの崩壊によって破綻をきたすことになった。そして日本にとって重要な東アジ

アにおける権益拡張のために、新たな対外政策の構築が求められたのである。 

 第三期は、日露同盟破綻後の日米関係における石井の対米認識が問題意識の中心とな

る（第三部）。1917 年に入ると、アメリカがドイツへ宣戦布告し、協商国の一員として

参戦した。このアメリカの参戦は、それまで対独戦に苦しみ続けていた協商国から大い

に歓迎された。アメリカの本格的参戦によって、長く続いた世界大戦も、ようやく終結

の兆しを見せるようになった。 

 このとき、日本は東アジア地域においてもその影響を伸長させていたアメリカとの関

係調整に乗り出すこととした。そこで石井を特使としてアメリカへ派遣し、日本の中国

における特殊権益を承認させるべく、交渉を開始させた。結果的に日米間の思惑は一致

を見ることはないのだが、戦時という非常時のため、暫定的に石井・ランシング協定が

締結された。 

 一時的に日米対立の危機を克服したかに思えたものの、日本にとってより深刻な危機

は、戦後処理の段階で現われた。ウィルソン大統領によって提唱された新外交理念が東

アジアにも適用されるべきとされたことに対し、同地における既得権益を有する日本は、

中国の領土保全や民族自決に同調することはできなかった。その一方、アメリカ国内で

は日本人移民に対する締めつけが厳しさを増しており、ウィルソンの理想主義はその二

面性をあらわにし、日本人の反米感情を刺激したのである。 

 この当時、駐米大使としてアメリカ高官と交渉を重ねていた石井は、ウィルソン主義

の理念的重要性を認めつつも、現実にアメリカが国内で行なっている日本人移民排斥を

厳しく糾弾した。そして国際連盟協約に人種平等の条項を設け、日本人移民の待遇改善

を求めたのであるが、こうした石井の訴えはアメリカの受け入れるところとはならなか

った。結果として、大戦後における国際的地位を最大化するという石井の試みは、アメ

リカとの相互認識の齟齬によって成功を見ることはなかったのである。 

 

二 石井外交の教訓 

 以上の検証を通して、石井外交とは大戦の趨勢によってその対外政策を柔軟に変化さ

せ、大戦後の日本を欧米列国に肩を並べる一等国へと押し上げようとする試みであった

ことがわかった。そしてこの石井の機会主義的な外交は、当時の日本の国際的立場の弱
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さの裏返しでもあり、確固たる外交理念を追求するほどの余裕を有していないという、

中流国の姿を浮き彫りにしていたということができよう。石井は「親英米」や「旧外交

（多国間同盟・協商網）」といったフレームワークに則った外交を展開したわけではな

かったことは、石井外交が先行研究でなされてきた評価とは異なる内容を含んでいたこ

とを意味する。従来の研究で石井が「親英米派」であり「旧外交（多国間同盟・協商網）」

の体現者であったとするような評価は、こうした石井の苦悩を子細に追った上で出され

た結論ではなかったことが、本稿の分析によって明らかとなったのである。 

 しかし、結果的に石井の機会主義的な外交は、その目的であった戦後日本の国際的地

位向上をもたらすことはできなかった。むしろ対米関係でその決定的な問題であった日

本の特殊権益の概念とその存否について相互理解を取りつけられず、暫定的な協定で満

足してしまったことは、戦間期においても両国関係に負の遺産として影を落とし続ける

こととなった1。 

 この事実は、近代日本外交を理解する上で重要な意義を有している。それは、明確な

理念や構想をもたない日本外交の特殊性と表現できよう。明治維新以来の日本は、西洋

列国に肩を並べる大国になるために、内に富国強兵政策、外に帝国主義政策を採用した

のであるが、これらを追求するための手段は必ずしも一様ではなかった。1902 年の日

英同盟締結は画期的であったが、この同盟を日本外交の絶対的な基軸とまで見なしてい

たのは、加藤高明のような例外を除けば決して多数ではなかった。むしろイギリスとの

協調を超えて、新たなパートナーをその都度選択しながら国益拡大を図ることが、日本

の自立に繋がると考えられたといってよい。そして石井のような機会主義的外務官僚も

また、世界大戦という国際情勢の激変に伴い、日英同盟路線からの変更に同調したので

ある。 

 これまで「親英米派」と目されてきた石井が、実は日英同盟路線からの脱却を図り、

アメリカへの潜在的対抗心を有していたことは、近代日本外交史研究の通説となってい

る、「親英米派で国際協調主義の外務省」という概括的評価への再考を促すこととなろ

う。すなわち、外務省官僚らの多くは、「親英米主義」といった理念ではなく、それぞ

                                                   
1 満州事変以降、日本が中国大陸へと進出していったことを自存自衛として正当化したこと

はよく知られているが、その根拠のひとつとして石井・ランシング協定があった。この論

理は第二次大戦後の東京裁判においても、日本側弁護団からなされた。彼らは石井・ラン

シング協定でアメリカが日本の「特殊権益」を認めたことを理由に、日本の大陸進出の正

当性を訴えたのである。児島襄『東京裁判』下巻（中公新書、1986 年[1971 年]）36 頁。 
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れの時代の国際状況によって政策選択をするという、機会主義的かつ官僚主義的なもの

であった。小村寿太郎や加藤高明の日英同盟骨髄論や、のちの幣原喜重郎の対米協調主

義などは、強力なリーダーシップに基づいた例外的な時代であったといえる。したがっ

て、1930 年代に反英米主義の立場から外交刷新を唱える国内勢力からの要請に対し、

外務省はほとんど無力であった2。 

 このように、従来の外務省（外交官）評価に距離を置き、冷静に個別の事例研究を積

み重ねることで、第一次大戦から第二次大戦へ至る日本外交を統一的に把握することが

可能となる3。さらに本稿で指摘した石井外交に含まれる問題とは、おそらく戦後の日

本外交にも当てはまると思われる。敗戦後の日本はなかば強制的にアメリカとの同盟に

よる外交・安全保障体制を受け入れることとなったが、それは日本が世界史の必然とし

ての対米協調の必要性を読み取ってのことではなく、機会主義的かつ受動的に選択せざ

るをえなかったにすぎない。おそらく近代日本外交における機会主義的態度は、現代に

至るまで重大な問題として残されているのであろう。 

 

                                                   
2 むしろ一部の革新的外務官僚らは、「皇道外交」などのスローガンのもと、過激な外交改

革を訴えていた。詳しくは、戸部良一『外務省革新派――世界新秩序の幻影』（中公新書、

2010 年）、を参照。 
3 個別の事例や人物に焦点を当て、従来の外務省評価を修正することの必要性は、古くは臼

井勝美によって指摘されている。臼井勝美『中国をめぐる近代日本の外交』（筑摩書房、1983
年）124-125 頁。 
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「枢密院会議筆記・一、日米交換公文・大正六年十一月七日」 

「枢密院文書・議事 大正ノ乾・大正二年～大正八年」 



198 
 

 

○国立国会図書館憲政資料室所蔵資料 

「岡市之助関係文書」 

「加藤高明関係文書」 

「寺内正毅関係文書」 

「二上兵治関係文書」 

「望月小太郎関係文書」 

 

【公文書（公刊）】 

外務省編『日本外交年表竝主要文書』上巻、原書房、1965 年。 

――――編『日本外交文書』大正三年第三冊、1966 年。 

――――編『日本外交文書』大正四年第三冊上巻、1968 年。 

――――編『日本外交文書』大正五年第一冊、1967 年。 

――――編『日本外交文書』大正五年第三冊、1967 年。 

――――編『日本外交文書』大正六年第三冊、1968 年。 

――――編『日本外交文書』大正七年第一冊、1968 年。 

――――編『日本外交文書』大正八年第一冊、1970 年。 

――――編『日本外交文書』大正八年第三冊上巻、1971 年。 

外務省政務局第三課編『日露交渉史』下巻、原書房、1969 年。 

外務省百年史編纂委員会『外務省の百年』上巻、原書房、1969 年。 

外務省調査部『日英外交史』下巻、クレス出版、1992 年。 

山本四郎編『第二次大隈内閣関係史料』京都女子大学、1979 年。 

――――編『寺内正毅日記――1900～1918』京都女子大学、1980 年。 

――――編『寺内正毅内閣関係史料』上巻、京都女子大学、1985 年。 

 

【個人文書（公刊）】 

伊藤隆編『大正初期山県有朋談話筆記 政変思出草』山川出版社、1981 年。 

上原勇作関係文書研究会編『上原勇作関係文書』東京大学出版会、1976 年。 

大久保達正編『松方正義関係文書』第 8 巻、大東文化大学東洋研究所、1987 年。 

大山梓編『山県有朋意見書』原書房、1966 年。 
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岡義武・林茂校訂『大正デモクラシー期の政治――松本剛吉日誌』岩波書店、1969 年。 

小林龍夫編『翠雨荘日記――臨時外交調査委員会会議筆記等』原書房、1966 年。 

尚友倶楽部山県有朋関係文書編纂委員会編『山県有朋関係文書』全 3 巻、山川出版社、

2005～2008 年。 

原奎一郎編『原敬日記』第 5～7 巻、乾元社、1951 年。 

原敬全集刊行会編『原敬全集』下巻、原書房、1978 年。 

福永文夫・下河辺元春編『芦田均日記 1905～1945』第 2 巻、柏書房、2012 年。 

「牧野外務大臣より加藤外務大臣への引継文書」『国際政治』第 6 号、1958 年。 

 

【新聞・定期刊行物】 

『大阪朝日新聞』 

『大阪毎日新聞』 

『東京朝日新聞』 

『東京日日新聞』 

『読売新聞』 

『時事新報』 

『太陽』 

『中央公論』 

『日本及日本人』 

 

【政党機関誌】 

『憲政』全 8 巻、原書房、1986～2010 年。 

『政友』 

 

【単行本】 

麻田貞雄『両大戦間の日米関係――海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年。 

芦田均『革命前後のロシア』自由アジア社、1958 年。 

安達謙蔵『安達謙蔵自叙伝』新潮社、1970 年。 

雨宮昭一『近代日本の戦争指導』吉川弘文館、1997 年。 

有馬学『「国際化」の中の帝国日本 1905～1924（日本の近代 4）』中央公論新社、1999
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年。 

有賀貞『国際関係史――16 世紀から 1945 年まで』東京大学出版会、2010 年。 

五百旗頭薫『大隈重信と政党政治――複数政党制の起源 明治十四年～大正三年』東京

大学出版会、2003 年。 

池井優『三訂 日本外交史概説』慶應義塾大学出版会、1992 年。 

池田十吾『石井・ランシング協定をめぐる日米交渉』近代文藝社、1994 年。 

――――『第一次世界大戦期の日米関係史』成文堂、2002 年。 

石井菊次郎『外交余録』岩波書店、1930 年。 

――――述『外交回想断片』金星社、1939 年。 

伊藤正徳編『加藤高明』上下巻、加藤伯伝記編纂委員会、1929 年。 

伊藤之雄『大正デモクラシーと政党政治』山川出版社、1987 年。 

――――『政党政治と天皇（日本の歴史 22）』講談社、2002 年。 

井上馨伝記編纂委員会編『世外井上公伝』第 5 巻、原書房、1968 年。 

井上寿一『アジア主義を問いなおす』筑摩書房、2006 年。 

井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編『日本歴史体系 5 近代 II』山川出版社、

1989 年。 

入江昭『極東新秩序の模索』原書房、1968 年。 

――――『増補版 二十世紀の戦争と平和』東京大学出版会、1986 年。 

――――・有賀貞編『戦間期の日本外交』東京大学出版会、1984 年。 

鵜崎熊吉『犬養毅伝』誠文堂、1932 年。 

海野芳郎『国際連盟と日本』原書房、1972 年。 

臼井勝美『日本と中国――大正時代』原書房、1972 年。 

――――『中国をめぐる近代日本の外交』筑摩書房、1983 年。 

――――・高村直助・鳥海靖・由井正臣編『日本近現代人名辞典』吉川弘文館、2002 年。 

梅山信太郎『政界傍聴 政変闘士』善王閣出版部、1932 年。 

大隈侯八十五年史編纂会編『大隈侯八十五年史』大隈侯八十五年史編纂会、1926 年。 

大津淳一郎『大日本憲政史』第 8 巻、実文館、1928 年。 

大山元帥伝編纂委員会編『元帥公爵大山巌』大山元帥伝刊行会、1935 年。 

岡義武『転換期の大正 1914～1924（日本近代史体系 5）』東京大学出版会、1969 年。 

尾崎行雄『咢堂回顧録』下巻、雄鶏社、1952 年。 
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小原直『小原直回顧録』中央公論社、1986 年。 

小幡酉吉伝記刊行会編『小幡酉吉』小幡酉吉伝記刊行会、1957 年。 

鹿島平和研究所編『石井菊次郎遺稿 外交随想』鹿島研究所出版会、1967 年。 

鹿島守之助『日本外交史――第一次世界大戦参加及び協力問題』第 10 巻、鹿島研究所出

版会、1971 年。 

――――『日本外交史――支那問題』第 11 巻、鹿島研究所出版会、1971 年。 

片岡直温『大正昭和政治史の一断面』西川百子居文庫、1934 年。 

加藤房蔵編『伯爵平田東助伝』平田伯伝記編纂事務所、1927 年。 

金子堅太郎述『日本モンロー主義と満州』啓明会、1932 年。 

カントロウィチ（廣島定吉・堀江邑一訳）『支那制覇戦とアメリカ』上巻、ナウカ社、

1936 年。 

外務省編『小村外交史』原書房、1966 年。 

北岡伸一『日本陸軍と大陸政策――1906～1918 年』東京大学出版会、1978 年。 

キッシンジャー、ヘンリー・A（岡崎久彦監訳）『外交』上下巻、日本経済新聞社、1996

年。 

木堂先生伝記刊行会編『犬養木堂伝』中巻、原書房、1968 年。 

栗原廣太『伯爵伊東巳代治』下巻、晨亭会、1938 年。 

グレー、エドワード（石丸藤太訳）『グレー回顧録』日月社、1932 年。 

黒羽茂『太平洋をめぐる日米抗争史』南窓社、1968 年。 

ケナン、ジョージ（近藤晋一・飯田藤次訳）『アメリカ外交 50 年』岩波書店、1952 年。 

古島一雄『一老政治家の回想』中央公論社、1951 年。 

小谷保太郎編『観樹将軍回顧録』政教社、1925 年。 

小林道彦『日本の大陸政策 1895～1914――桂太郎と後藤新平』南窓社、1996 年。 

小林雄吾編（山本四郎校訂）『立憲政友会史』第 4 巻、日本図書センター、1990 年。 

小林幸男『日ソ政治外交史――ロシア革命と治安維持法』有斐閣、1985 年。 

酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』岩波書店、2007 年。 

佐藤誠三郎『「死の跳躍」を越えて――西洋の衝撃と日本』都市出版、1992 年。 

幣原平和財団編『幣原喜重郎』幣原平和財団、1955 年。 

篠原初枝『国際連盟――世界平和への夢と挫折』中央公論新社、2010 年。 

信夫清三郎『近代日本外交史』中央公論社、1942 年。 
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――――『大正政治史』勁草書房、1968 年。 

田岡良一『国際法学大綱』上巻、巌松堂書店、1935 年。 

高木八尺『米国東洋政策の史的考察』岩波書店、1942 年。 

高原秀介『ウィルソン外交と日本――理想と現実の間 1913～1921』創文社、2006 年。 

千葉功『旧外交の形成――日本外交 1900～1919』勁草書房、2008 年。 

角田順『満州問題と国防方針――明治後期における国防環境の変動』原書房、1967 年。 

鶴見祐輔（一海知義校訂）『正伝 後藤新平』第 5～6 巻、藤原書店、2004 年。 

テイラー、A.J.P.（倉田稔訳）『目で見る戦史 第一次世界大戦』新評論、1980 年。 

田健治郎伝記編纂会編『田健治郎伝記』田健治郎伝記編纂会、1932 年。 

等松春夫『日本帝国と委任統治――南洋群島をめぐる国際政治 1914～1947』名古屋大

学出版会、2011 年。 

徳富猪一郎述『公爵山県有朋伝』下巻、原書房、1969 年。 

内閣官房編『内閣制度七十年史』大蔵省印刷局、1955 年。 

奈良岡聰智『加藤高明と政党政治――二大政党制への道』山川出版社、2006 年。 

野村乙二朗『近代日本外交史の研究――日露戦後から第一次東方会議まで』刀水書房、

1982 年。 

ニッシュ、イアン（宮本盛太郎監訳）『日本の外交政策 1869～1942――霞が関から三

宅坂へ』ミネルヴァ書房、1994 年。 

沼田市郎『日露外交史』大阪屋號書店、1943 年。 

野村乙二朗『近代日本外交史の研究――日露戦後から第一次東方会議まで』刀水書房、

1982 年。 

長谷川雄一『大正期日本のアメリカ認識』慶應義塾大学出版会、2001 年。 

秦郁彦『太平洋国際関係史――日米および日露危機の系譜 1900～1935』福村出版、

1972 年。 

波多野勝『近代東アジアの政治変動と日本の外交』慶應通信、1995 年。 

服部龍二『東アジア国際環境の変動と日本外交――1918～1931』有斐閣、2001 年。 

バールィシェフ、エドワルド『日露同盟の時代  1914～1917 年――「例外的な友好」

の真相』花書院、2007 年。 

平間洋一『第一次世界大戦と日本海軍――外交と軍事の連接』慶應義塾大学出版会、1998

年。 
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深井英五『枢密院重要議事覚書』岩波書店、1953 年。 

藤田久一『戦争犯罪とは何か』岩波書店、1995 年。 

細谷千博『日本外交の座標』中央公論社、1979 年。 

――――『両大戦間の日本外交――1914～1945』岩波書店、1988 年。 

――――・斎藤真編『ワシントン体制と日米関係』東京大学出版会、1978 年。 

堀川武夫『極東国際政治史序説――二十一箇条要求の研究』有斐閣、1958 年。 

前島省三『日本政党政治の史的分析』法律文化社、1954 年。 

前田蓮山『歴代内閣物語』下巻、時事通信社、1961 年。 

升味準之輔『日本政党史論』第 3 巻、東京大学出版会、1967 年。 

松井明編『松本慶四郎自叙伝』刊行社、1983 年。 

松井芳郎・佐分晴夫・薬師寺公夫・松田竹男・田中則夫・岡田泉『新版 国際法』有斐

閣、1994 年。 

松本忠雄『近世日本外交史研究』博報堂、1942 年。 

三谷太一郎『大正デモクラシー論』中央公論社、1974 年。 

――――『増補 日本政党政治の形成――原敬の政治指導の展開』東京大学出版会、1995

年。 

――――『近代日本の戦争と政治』岩波書店、1997 年。 

三宅正樹『ユーラシア外交史研究』河出書房新社、2000 年。 

三輪公忠編『日米危機の起源と排日移民法』論創社、1997 年。 

陸奥宗光『新訂 蹇々録』岩波書店、1983 年。 

モロジャコフ、ワシーリー（木村汎訳）『後藤新平と日露関係史――ロシア新資料に基づ

く新見解』藤原書店、2009 年。 

山上正太郎『第一次世界大戦――忘れられた戦争』社会思想社、1985 年。 

山室信一『複合戦争と総力戦の断層――日本にとっての第一次世界大戦』人文書院、2011

年。 

山本四郎『元老』静山社、1986 年。 

山本草二『新版 国際法』有斐閣、1999 年。 

横田喜三郎『国際法論集Ⅰ』有斐閣、1976 年。 

――――『国際判例研究Ⅲ』有斐閣、1981 年。 

横山勝太郎監修『憲政会史』上巻、原書房、1985 年。 
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吉野作造『日支交渉論』警醒社、1915 年。 

吉村道男『日本とロシア――日露戦後からロシア革命まで』原書房、1968 年。 

若槻礼次郎『明治・大正・昭和政界秘史――古風庵回顧録』講談社、1993 年。 

早稲田大学大学史編集所『大隈重信とその時代――議会・文明を中心として』早稲田大

学出版部、1989 年。 

渡辺幾治郎『大隈重信』大隈重信刊行会、1952 年。 

 

【紀要・雑誌・単行本所収論文】 

芦田均「ロシア革命とブレスト・リトウスク講和」神川彦松編『立教授還暦祝賀 外交

史論文集』有斐閣、1934 年：271-306 頁。 

有賀貞「第一次大戦時におけるアメリカの東アジア政策（上）」『成蹊法学』第 4 号、1973

年：39-75 頁。 

池井優「パリ平和会議と人種差別撤廃問題」『国際政治』第 23 号、1963 年：44-58 頁。 

石井菊次郎「大戦争外交の一節」『外交時報』1928 年 1 月、新春倍大号：24-30 頁。 

石田栄雄「対華二十一箇条問題と列国の態度――（特に、米国）」『国際法外交雑誌』第

58 巻第 4 号、1958 年 4 月：1-34 頁。 

石原直紀「大正初期の外政機構――二局四課制の確立から臨時外交調査委員会設置に至

る過程」『社会科学ジャーナル』第 20 巻第 1 号、1981 年 10 月：113-132 頁。 

植田捷雄「第一次大戦に於ける日本の参戦外交」学術研究会議現代中国研究特別委員会

編『近代中国研究』好学社、1948 年：327-361 頁。 

大井涼「石井外交の対露政策に関する一考察――ロンドン宣言加入問題及び第四回日露

協約締結交渉を中心に（I）～（III）」『政治経済史学』第 476～478 号、2006 年 4～

6 月：1-18、40-55、25-54 頁。 

大沼保昭「遥かなる人種平等の理想――国際連盟規約への人種平等条項提案と日本の国

際法観」大沼編『国際法、国際連合と日本』弘文堂、1987 年：427-480 頁。 

岡俊孝「ロバート・ランシングの対日政策――石井・ランシング協定を中心として」『法

と政治』第 12 巻第 2 号、1961 年 8 月：201-240 頁。 

岡義武「パリ平和会議におけるアメリカ外交とわが国世論」『岡義武著作集』第 6 巻、

岩波書店、1993 年：220-240 頁。 

何為民「1914 年～1921 年における日本の満蒙政策――大隈内閣から原敬内閣までを中
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心に」『現代社会文化研究』第 37 号、2006 年 12 月：129-144 頁。 

金原左門「寺内内閣――『超然』と政党制のはざまで」林茂・辻清明編『日本内閣史録』

第 2 巻、第一法規、1981 年：237-283 頁。 

北岡伸一「二十一カ条再考――日米外交の相互作用」近代日本研究会編『年報・近代日

本研究 7――日本外交の危機認識』山川出版社、1985 年：119-150 頁。 

――――「国務省極東部の成立――ドル外交の背景」近代日本研究会編『年報・近代日本

研究 11――協調政策の限界』山川出版社、1989 年：1-38 頁。 

小林龍夫「パリー平和会議と日本の外交」植田捷雄ほか編『神川先生還暦記念 近代日

本外交史の研究』有斐閣、1956 年：365-422 頁。 

――――「臨時外交調査委員会の設置」『国際政治』第 28 号、1965 年：53-71 頁。 
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